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 自立とは
青年期は，大人として自立していくための準備をする時期であ
る。自立には，生

せい
活
かつ

的
てき

自
じ

立
りつ
，精

せい
神
しん

的
てき

自
じ

立
りつ
，社

しゃ
会
かい

的
てき

自
じ

立
りつ
，経

けい
済
ざい

的
てき

自
じ

立
りつ
，性

せい
的
てき

自
じ

立
りつ
などの側面があり，それらを満たしたいという意欲

が生きる原動力にもなっている。

自立について考える2
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 かけがえのない存在
自分という存在が，地球上の約76億人の1人にすぎないと考
えると，あまりにも小さく，無力に感じられるかもしれない。し
かし，今生きて，のどが渇き，眠くなり，喜び，悩み，何かを考
えている自分という存在は，ほかにどこにもない。あなたは，地
球上にたった一人しかいない特別な存在だ。家族や親しい友達に
とっても，あなたという存在はかけがえのない一人である。

 自分についてのイメージ
自分について持っているイメージを自

じ
己
こ

概
がい

念
ねん
という。自己概念

は，周りの人々や状況によって形成される。例えば，試合に勝っ
たときや試験の成績がよかったとき，誰

だれ
かに褒

ほ
められたといった

経験は，自信をつけ，肯定的な自己概念を持つことにつながる。

 自己概念を高める
うまくいかないときや，いやな思いをしたときには，否定的な
自己概念を持つかもしれない。そんなときでも，自分が価値ある
存在だと忘れないことが大切だ。肯定的な自己概念は，人間関係
を円満にし，物事をうまく運ぶのに役立つ。また，自分を肯定的
に考える人は，他の人にとっても好ましいものだ。自分のプラス
面に気づき，自己概念を高める方法を考えよう。

自分について考える1
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　今のあなたは，5つの自立をどの程度達成してい
るか，考えよう。また，自立を達成していくために，
これからのあなたは何をすればよいだろうか。

（内閣府「平成16（2004）年度
青少年の社会的自立に関する意識調査」）

2   青少年自身が大人になったと自覚した 
 きっかけ（複数回答）

自分を見つめよう
1 		自分の好きなとこ
ろやプラス面を挙
げてみよう。

2 		今までに周囲の人
（家族や友達，先
生など）から褒め
られたことや感謝
されたことを挙げ
てみよう。

3 	自分が貢献していることに
ついて考えてみよう。家
族や学校（クラスや部活
動），学外活動や友達など
の中で，自分はどんな役割
を果たしているだろうか。

■  人の発達段階と 
思春期・青年期

人間の発達段階の分け方やよび方は，発
達のさまざまな側面のうち，何を特徴と見
るかによっていろいろな説がある。
児童期と壮年期の間の固有の時期とし
て青年期という考え方が生まれたのは近代
になってからで，その期間は社会や文化に
よって異なっている。
青年期のうち，身体的な変化の著しい青
年期前半期（12〜16歳頃

ころ

）はとくに思春期
とよばれている。青年期の終わりは，20歳
代前半といわれている。現代の日本では，
親から経済的に自立して青年期が終わる時
期が遅くなる傾向にある。

成人式で再会し，小学生のときに埋めたタイムカプセル
を発掘する新成人。成人式は通過儀礼の1つであり，社
会の中で一人前として扱われる成年に達したことを祝う。
 （佐

さ
賀
が
県多

た
久
く
市）

3   高校生の家庭の仕事の分担状況 
 （複数回答）
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調査対象：15～30歳の男女（4,091人）

（日本学校保健会「平成28～29（2016～2017）年度
児童生徒の健康状態サーベイランス」）

青年期は，自分を理解し，自立への準備をする，大切
なライフステージである。青年期の課題は何か，どのよ
うにして取り組むか見通しを立てよう。

学習のポイント
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（NHK放送文化研究所「現代日本人の意識構造［第八版］」）

調査対象：全国16歳以上の国民（5,400人）4   理想の仕事の条件の推移

■ 仲間（仲間と楽しく働ける）
●	失業（失業の心配がない）

 専門（専門知識や特技が生かせる）

▲	健康（健康を損なう心配がない）
 貢献（世の中のためになる）

●	収入（高い収入が得られる）
◆	時間（働く時間が短い）

▲ 独立（ 独立して， 
人に気兼ねなくやれる）

■ 責任（責任者として采
さい
配
はい
が振るえる）

◆	名声（世間からもてはやされる） （%）0 20 40 60 80

食事の用意や
かたづけ

そうじ
衣類などの
整理整頓
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2 青年期の課題
自分の特徴は何だろうか。
自立した生活をするためには，これから何ができるようになればよいのだろうか。

Column

1   5つの自立

　衣食住に関
かか
わる身の回り

のことや家事，健康管理な
どを自分で行えること。
　日々の暮らしに関する生
活技術を習得することで，
長い人生を健康に生き，自
分らしい人生を創造してい
くことができる。

　人との関わりにおいて合意を形成したり，
人間関係を調整したりすることができること。
　そのためには，自分について知るととも
に，他者がどのような人間か，何に関心を
持っているかなどについて理解しなければ
ならない。自分と他者をつなぐのはコミュ
ニケーションである。黙っていては相手に
伝わらない。互いに意見を交換し合う中か
ら，他者理解は生まれる。

　さまざまな問題に対して自分で決定し，
責任を持って行動できること。
　進学や就職，恋愛や結婚相手の選択な
ど，これから自分で決定しなければならな
い問題に直面する。決定の過程では，悩み，
苦しむことや，周囲からの圧力もあるかもし
れない。必要に応じて親や友達の意見を聞
き，助言を求めるなどしながら，最終的には
自分で決定することが大切である。

　収入を得てそれを管理し
て生活できること。
　職業に就くことは，経済
的自立の基盤である。青年
期には，自分の就きたい職
業や働き方について調べ，
職業への関心を深めていく
ことが重要である。

　自分の性だけでなく他者
の性を尊重した，責任ある
行動が取れること。
　青年期には，性的な成熟
によって男女の性的な変化
や身体的な違いが明確にな
る。性的に成熟することは，
子どもをつくる能力が備わ
り，命への責任が問われる
ことでもある。性交すれば
妊娠する可能性があること
を十分に自覚しよう。

生活的自立 経済的自立 性的自立

社会的自立 精神的自立
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第1章　自分らしい人生をつくる　　2　青年期の課題リプロダクティブ・ヘルス／ライツとは　1994年の国際人口開発会議において提唱された「性と生殖に関する健康と権利」。性と生殖に関する健康の
確立を目指すこと，全

すべ
てのカップルと個人が，妊娠や出産について決定できる権利などが示されている。

目標を持って生きよう
1 		興味のあること（進路や趣味，身につけたい技能
など）について，長期目標と短期目標を立てよう。

2 		目標達成のために，今やるべきことは何か，考え
よう。

3 	目標達成のために，どのような資源をどう活用し
たらよいか，考えよう。

1 長期目標
（10～20年後）

● 	福祉の仕事に就く。

短期目標
（高校卒業まで）

● 	就きたい職種を絞り込む。
● 	就職に必要な進学先を決める。

2 今やるべきこと ● 	どんな職種があるか調べる。
● 	就職に必要な進学先の条件を
調べる。

● 	福祉の仕事に就いている人に
話を聞く。

3 資源と活用方法 ● 	学校の進路室，図書館，イン
ターネット等で，職種や進学
先を調べる。

● 	作業療法士をしている親類に，
仕事の話を聞く。

● 	近所の福祉施設を見学して，
仕事内容を学ぶ。

将来の職業について例

TRY

 目標設定と意思決定
人生は，たくさんの目標設定と実行の連続である。何を目標と

するか，どう行動するか，いくつかの選択肢や可能性の中から，
何か1つを選ぶことを意

い
思
し

決
けっ

定
てい
という。意思決定には簡単に決め

られることもあるが，時間をかけてゆっくり考えないと決められ
ないことも多い。長期間にわたって大きな影響が残ることもある。
どのような意思決定をするかには，自分が何を大切にしているか，
こだわりや価値観が反映される。目標の達成や問題の解決に役立
つものは，資

し
源
げん

（リソース）とよばれる。家族，友達，先生など
は人的資源である。書籍，コンピュータ，時間やお金，自分の労
力や個性，特技なども，もちろん重要な資源である。いろいろな
資源をうまく利用することが，目標達成の秘

ひ
訣
けつ
である。

 意思決定の力を高める
意思決定にあたっては，5つの段階をたどるとよい。最初に，
目標や課題を明確にする。次に解決方法をたくさん考え，それぞ
れの有利な点，不利な点を確認する。自分は何を大切にするのか，
周りの人や環境などへの影響も考慮し，最もよい方法を1つ選ぶ。
そして，決めたことに責任を持ち，実行する。結果の評価も大切
である。たとえ失敗してもきちんと評価すれば，その経験は，将
来役に立つものになる。意思決定の積み重ねが，自分らしくより
よく生きることにつながっていく。

TRY

1

目標や課題の
明確化

情報収集・解決方法 
の検討 解決方法の決定 実行 結果の評価・

反省
①資源の点検，情報の収集
②方法の検討，結果の予想

①とりあえず決定
②決定の見直し
③決定（または取りやめ）

［例］ 卒業後一人暮らしをし
てみたい。

［課題］
●  家事はちゃんとできるか。
●  家賃は払えるか。

●  必要な家事を家族や先輩に聞く。自
分ができる家事を点検して比較する。

●  家賃相場と収入（資源は仕送り，ア
ルバイト，奨学金，貯金など）を比較
する。

●  家賃は払えそうだが，やったこ
とのない家事も多く不安が残る。

●  一人暮らしをする方向で，夏休
みに家事を一人でやってみる。

●  料理や家計管理が
未熟。卒業に向けて
もっと練習しよう。

1   意思決定の5段階

See SeePlan Do
1 2 3 4 5

適切な意思決定をするためには，明確な目標を持つこ
とが大切である。目標を持って，自分らしい自立した生
活をつくっていこう。

学習のポイント

日本では，第二次世界大戦（1939〜1945年）前まで，平均5
人の子どもを生み育て，平

へい
均
きん

寿
じゅ

命
みょう
が
❶
50年に満たない時代が長く

続いた。多くの人が，人生の大半を，子どもを一人前に育てるこ
とで終えていた。
第二次世界大戦後，日本人の一生は大きく変化した。合

ごう
計
けい

特
とく

殊
しゅ

出
しゅっ

生
しょう

率
りつ
は
❷
，戦後のベビーブーム期

❸
の4.54をピークとして低下し，

2005年には戦後最低の1.26を記録した。一方，平均寿命は急速
に延び，少

しょう
子
し

化
か
と
❹

高
こう

齢
れい

化
か
が進行している。

一生の中では，子どもを育てる期間より，子育て後の壮年期や
高齢期のほうが長くなっている。また，結婚する人・しない人，

❺

子どもをもつ人・もたない人，離婚する人，再婚する人など，多
様なライフコース

❻
をたどる人が増えている。人生わずかに50年

といわれた時代からすると，この人生90年時代
❼
は，人類が初め

て経験することである。10年後，20年後，あるいは50年後に，
どんな生き方をしていたいか，自分の将来を考えてみよう。

人生90年時代を生きる1

p.21 2

2

　人生50年時代と人生90年時代の一生で，大き
く変わった点や男女の違いを挙げよう。

❶平均寿命　0歳児の平均余命。その年に生まれた0歳児
が何歳まで生きるかを表す。
❷合計特殊出生率　1人の女性が一生の間に生む平均子ど
も数。その年次の15〜49歳の女性の年齢別出生率を合計
したもの。
❸1947〜1949年
❹少子化　出生率が低下し，子どもの数が減少すること。
❺生涯未婚率（50歳の時点で一度も結婚をしたことがな
い人の割合）は1970年で男性1.70％，女性3.34％，
2010年で男性20.14％，女性10.61％と上昇傾向にある。
❻ライフコース　個人がさまざまな出来事を経験しながら
たどる生涯の道。
❼90歳まで生存する者の割合は，男性25.8％，女性
50.2％である（2017年）。

人は，家族と共に暮らしたり離れて暮らしたりしなが
ら，家族関係や，自分の人生をつくっている。人生90年
時代のさまざまなライフスタイルや価値観を知り，自分
の生き方を考えていこう。

学習のポイント

TRY

（注）	年齢は概算化してある。寿命は，生まれた時期の平均余命を用いている。
（厚生労働省「生命表」「人口動態統計」，文部科学省「文部科学統計要覧」より作成）

2   時代別に見た人の一生

87歳

81歳

死亡

死亡

126

大正・昭和初期

現　代

0 20 40 60 8010 30 50 70 90（歳）

乳幼児期 児童期 青年期 壮　年　期 高　齢　期

6 12 20 23 35 50歳

（51歳）

6 29 31 33 5115

末子学校教育終了
（第2子） （18歳）

（第5子） （16歳）
末子誕生

第1子誕生

結婚
小学校
入学

学校（義務）
教育終了

6 15 31 33 35 53

死亡

死亡

23 26 38 47歳

（54歳）

3 目標を持って生きる
最近，どんな目標を立てただろうか。
どのように意思決定しただろうか。 4 人生をつくる

一人で暮らす生活もあれば，パートナーや子どもと暮らす生活もある。
自分はどのような生き方をしたいだろうか。
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第1章　自分らしい人生をつくる　　4　人生をつくるジョハリの窓　「ジョハリの窓」は，自分を「自分が知っているか」「他人が知っているか」という視点で見つめ直す方法である。自分も他人も知っ
ている「公的な自分」，自分だけが知る「私的な自分」，他人だけが知る「見えていない自分」，誰

だれ
も知らない「潜在的な自分」が見えてくる。

長い一生の間には，進学や就職，転勤，配偶者の死亡など，さ
まざまなきっかけで一人暮らしをすることがある。また，生き方
として一人暮らしを選ぶ人もいる。なかでも，20歳代の若者や
高齢者は，一人暮らしをすることが多い。
一人暮らしは自由，気楽，人に気がねがない，と思うかもしれ
ない。しかし，衣食住など，生活の全

すべ
てに自分で責任を持たなけ

ればならない。防犯や火事などの安全管理も必要である。病気や
怪
け
我
が
をしても自分で対応しなければならないし，話し相手がいな

いことを寂しく思うこともあるかもしれない。
一人暮らしを快適で楽しいものにするには，身の回りのことを
自分で整えられる自立の能力が必要である。また，緊急時に助け
合える隣人や地域とのつながりを持つことも重要である。

友人とのさまざまな付き合いの中で，私
わたし
たちは共に成長してい

く。多くの人との出会いから，私たちはやがて好きな人，生涯を
共にしたいと思う人に出会うだろう。
この人と結婚したいという決め手になるのは何だろうか。共に
働き収入を得るならば，仕事に対する理解と協力が欠かせないだ
ろう。家事や育児をどうするかも重要である。家庭を築くときに
は，どのような生活を築いていくか，価値観や目標を共有し，互
いの人生を尊重しながら協力していけることが重要である。
結婚により，異なる環境で育った者どうしが，夫婦として共同
生活を始める。そこでは，それぞれが育った家庭の生活習慣の違
いなどから，意見の不一致が生じることがあるだろう。重要なの
は，なぜ意見が一致しないのかを考え，解決していく互いの努力
や工夫である。とくに新婚期は，互いに新しい面を知ることが多
く，緊張関係が生じやすい時期でもある。
近年は，男女共に平

へい
均
きん
初
しょ
婚
こん
年
ねん
齢
れい
が高くなる傾向にあり，20歳

代，30歳代の未婚率が大幅に増加している。この年齢層の未婚
者は，親と同居し，基本的な生活や身の回りの世話を親に依存し
ている者も多い。

一人で暮らす2

パートナーと生きる3

p.30 1

p.28

1

　結婚相手としてどんな人がよいか，クラスで出し
合おう。なぜ，その条件が大切だと思うか。男性
と女性ではどんな特徴があるだろうか。

TRY

子どもを生み育て，自立させることは，経済的にも身体的にも
多くの負担を伴う大事業であるが，喜びや楽しみもまた大きい。
親としてこの楽しみと苦労を味わうことは，自分自身の成長にも
つながっていく。子どもの誕生によって親子関係が生まれる。親
子関係のありようは子どもの発達とともに変化していくが，どの
段階においても，子どもと親が共に触れ合う時間を十分に確保す
ることが大切である。親子の愛情や信頼関係は，日常的な触れ合
いの中で育

はぐく
まれていくからである。

親子関係は，自分の子どもと自分の関係だけではなく，高齢の
親と自分の関係もある。高齢の親との関係は，居住形態などに
よって異なる。同居，近居，遠居によって，交流や支援の度合い
には差が生じてくるだろう。子どもや孫との交流や，さまざまな
公的な支援などによって，高齢者は普通の暮らしをより長く続け
ていくことができる。

私
わたし
たちは，ライフコースの過程でさまざまなライフイベント

（出来事）を経験する。結婚や仕事を含め，その出来事を経験す
るかしないか，またいつどのように経験するかによって，ライフ
スタイル

❶
は異なってくる。あるライフスタイルを選択することに

よるプラス面とマイナス面を検討したうえで，自らの責任でライ
フスタイルを選択していこう。また，現代のライフスタイルは多
様化している。どのようなライフスタイルがあるか考え，それぞ
れの選択を尊重していこう。

子どもと暮らす・親を支える4

p.44 1

p.62

p.66

多様なライフスタイルを考える5

TRY
❶ライフスタイル　人の生活の仕方や人生の過ごし方。

（厚生労働省「人口動態統計」）

1   男女別平均初婚年齢と夫婦の年齢差の推移

2   合計特殊出生率と出生数の推移

（内閣府「少子化社会対策白書」2018年）

25.9

23.0

26.9

24.2

25.9
27.0

28.0
28.8

29.4
29.428.4 28.8

29.8
30.5

31.1
31.1

2.9歳

2.7歳

2.5歳
1.8歳

1.7歳
1.7歳

’55 ’60 ’65 ’70 ’75 ’80 ’85 ’95’90 ’05 ’1020001950

妻夫

年齢差

（年）’15’16

1.7歳

（歳）

30

32

25

20

0

1.8歳

出
生
数

合
計
特
殊
出
生
率

（万人）

1947 ’50 ’55 ’60 ’65 ’70 ’75 ’80 ’85 ’90 ’95 ’05 ’15’16’102000

1.57ショック（’89）

出生数 合計特殊出生率

1,062,530人（’05）
976,978人（’16）

（年）

1,005,677人
（’15）

0

50

100

150

200

250

300

1.58 1.57
1.26 1.451.44

第1次ベビーブーム期
（1947～’49）
2,696,638人（’49）ひのえうま

1,360,974人（’66）

第2次ベビーブーム期
（’71～’74）
2,091,983人（’73）

2.14

4.32
4.54

0

1

2

3

4

5

0

50

100

150

200

250

300

0

1

2

3

4

5

■  ドメスティック・ 
バイオレンス

どんなに親しい間柄であっても暴力は人
権侵害であり，行使されてはならない。し
かし，配偶者や恋人など親密な関係にある
（またはあった）者が暴力を振るうドメス
ティック・バイオレンス（DV）も，現実
として存在する。元配偶者や事実婚の夫婦
間における暴力もDVである。被害者は大
半が女性だが，男性が被害者の場合もある。
親しい相手に脅迫感を与えたり，望まない
性関係を強要したりするデートDVも問題
化している。
家庭内で起こる問題は，当事者以外から
は見えにくく，深刻化しやすい。自分や周
囲の人が問題に巻き込まれたら，すぐに警
察や配偶者暴力相談支援センターに相談
することが重要である。2001年にはDV防
止法が施行され，法や支援体制の整備も進
められている。

●  DV相談ナビ　TEL：0570―0―55210　（全国共通）
自動音声により最寄りの相談窓口に転送され，直接
相談することができる。

Column

TRY

さまざまなライフスタイルを考えよう

1  結婚はどのような形か
　我が国で法律上の夫婦と見なされるには，役所
に婚姻届を提出し受理された法律婚が原則だが，
さまざまな理由により，婚姻届を提出せずに事実上
夫婦として共同生活を営む事実婚を選択する場合
もある。

2  どのような親子関係か
　血縁関係のある子だけでなく養子や継

けい

子
し
＊1，里

子との親子関係もある。近年は親の離婚や再婚に
よるひとり親家族やステップファミリー＊2もまれで
はない。

3  どのようにして収入を得るか
　収入を得る方法や夫婦での働き方も大きな選択
である。とくに，子どもが低年齢のときには，子育
てと仕事の両立をめぐって困難が生じる場合が多
い。共働きの場合，子どもの有無によって，ディン
クス＊3やデュークス＊4といわれる。

4  誰
だれ
と暮らすか

　友達と暮らすことや，高齢期にグループホーム
や施設で暮らすこともある。

5  自分の性と生きる
　性愛の対象が異性以外（同性，両性）のことも
ある。体と心の性が一致しない性同一性障がいの
場合，条件を満たせば戸籍上の性を変更すること
ができる。
＊1			継子		配偶者の子で，自分とは血のつながりがない子。
＊2				ステップファミリー（stepfamily）　前の結婚ででき
た子を連れて再婚することによってできる家族。子
連れ再婚家族ともいう。非血縁の親子関係を含む。

＊3				ディンクス（DINKS）　Double	Income	No	Kidsの
略。共働きで子どもがいない夫婦の意味。

＊4				デュークス（DEWKS）	Double	Employed	With	Kids	
の略。子どものいる共働き夫婦の意味。
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第1章　自分らしい人生をつくる　　4　人生をつくるLGBT　性愛の対象が同性や，性自認が身体の性と異なるなど，性的に少数の立場にある当事者の総称。少数派は，多数派に合わせた社会の中で困
難や生きにくさを感じやすい。2007年，国連でLGBTを含めた全

すべ
ての人の人権を保障する「ジョグジャカルタ原則」が承認された。

（%）
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 自立とは
青年期は，大人として自立していくための準備をする時期であ

る。自立には，生
せい

活
かつ

的
てき

自
じ

立
りつ
，精

せい
神
しん

的
てき

自
じ

立
りつ
，社

しゃ
会
かい

的
てき

自
じ

立
りつ
，経

けい
済
ざい

的
てき

自
じ

立
りつ
，性

せい
的
てき

自
じ

立
りつ
などの側面があり，それらを満たしたいという意欲

が生きる原動力にもなっている。

自立について考える2

TRY

 かけがえのない存在
自分という存在が，地球上の約77億人の1人にすぎないと考
えると，あまりにも小さく，無力に感じられるかもしれない。し
かし，今生きて，のどが渇き，眠くなり，喜び，悩み，何かを考
えている自分という存在は，ほかにどこにもない。あなたは，地
球上にたった一人しかいない特別な存在だ。家族や親しい友達に
とっても，あなたという存在はかけがえのない一人である。

 自分についてのイメージ
自分について持っているイメージを自

じ
己
こ

概
がい

念
ねん
という。自己概念

は，周りの人々や状況によって形成される。例えば，試合に勝っ
たときや試験の成績がよかったとき，誰

だれ
かに褒

ほ
められたといった

経験は，自信をつけ，肯定的な自己概念を持つことにつながる。

 自己概念を高める
うまくいかないときや，いやな思いをしたときには，否定的な
自己概念を持つかもしれない。そんなときでも，自分が価値ある
存在だと忘れないことが大切だ。肯定的な自己概念は，人間関係
を円満にし，物事をうまく運ぶのに役立つ。また，自分を肯定的
に考える人は，他の人にとっても好ましいものだ。自分のプラス
面に気づき，自己概念を高める方法を考えよう。

自分について考える1

TRY

　今のあなたは，5つの自立をどの程度達成してい
るか，考えよう。また，自立を達成していくために，
これからのあなたは何をすればよいだろうか。

（内閣府「平成16（2004）年度
青少年の社会的自立に関する意識調査」）

2   青少年自身が大人になったと自覚した 
 きっかけ（複数回答）

自分を見つめよう
1 		自分の好きなとこ
ろやプラス面を挙
げてみよう。

2 		今までに周囲の人
（家族や友達，先
生など）から褒め
られたことや感謝
されたことを挙げ
てみよう。

3 	自分が貢献していることに
ついて考えてみよう。家
族や学校（クラスや部活
動），学外活動や友達など
の中で，自分はどんな役割
を果たしているだろうか。

■  人の発達段階と 
思春期・青年期

人間の発達段階の分け方やよび方は，発
達のさまざまな側面のうち，何を特徴と見
るかによっていろいろな説がある。
児童期と壮年期の間の固有の時期とし
て青年期という考え方が生まれたのは近代
になってからで，その期間は社会や文化に
よって異なっている。
青年期のうち，身体的な変化の著しい青
年期前半期（12〜16歳頃

ころ

）はとくに思春期
とよばれている。青年期の終わりは，20歳
代前半といわれている。現代の日本では，
親から経済的に自立して青年期が終わる時
期が遅くなる傾向にある。

成人式で再会し，小学生のときに埋めたタイムカプセル
を発掘する新成人。成人式は通過儀礼の1つであり，社
会の中で一人前として扱われる成年に達したことを祝う。
 （佐

さ
賀
が
県多

た
久
く
市）

3   高校生の家庭の仕事の分担状況 
 （複数回答）
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（%）
調査対象：15～30歳の男女（4,091人）

（日本学校保健会「平成28～29（2016～2017）年度
児童生徒の健康状態サーベイランス」）

青年期は，自分を理解し，自立への準備をする，大切
なライフステージである。青年期の課題は何か，どのよ
うにして取り組むか見通しを立てよう。

学習のポイント

TRY

TRY

（NHK放送文化研究所「現代日本人の意識構造［第八版］」）

調査対象：全国16歳以上の国民（5,400人）4   理想の仕事の条件の推移

■ 仲間（仲間と楽しく働ける）
●	失業（失業の心配がない）

 専門（専門知識や特技が生かせる）

▲	健康（健康を損なう心配がない）
 貢献（世の中のためになる）

●	収入（高い収入が得られる）
◆	時間（働く時間が短い）

▲ 独立（ 独立して， 
人に気兼ねなくやれる）

■ 責任（責任者として采
さい
配
はい
が振るえる）

◆	名声（世間からもてはやされる） （%）0 20 40 60 80

食事の用意や
かたづけ

そうじ
衣類などの
整理整頓

お使い

家の職業の
手伝い

家族の世話

動物の世話

植物の世話

その他

49.8

27.0
44.5

6.2
5.8
7.0
8.8

2.4
1.8

12.3
9.0

22.8
26.8

67.8

男子（2,060人）
女子（2,724人）

38.3

12.5
12.9

39.8

2 青年期の課題
自分の特徴は何だろうか。
自立した生活をするためには，これから何ができるようになればよいのだろうか。

Column

1   5つの自立

　衣食住に関
かか
わる身の回り

のことや家事，健康管理な
どを自分で行えること。
　日々の暮らしに関する生
活技術を習得することで，
長い人生を健康に生き，自
分らしい人生を創造してい
くことができる。

　人との関わりにおいて合意を形成したり，
人間関係を調整したりすることができること。
　そのためには，自分について知るととも
に，他者がどのような人間か，何に関心を
持っているかなどについて理解しなければ
ならない。自分と他者をつなぐのはコミュ
ニケーションである。黙っていては相手に
伝わらない。互いに意見を交換し合う中か
ら，他者理解は生まれる。

　さまざまな問題に対して自分で決定し，
責任を持って行動できること。
　進学や就職，恋愛や結婚相手の選択な
ど，これから自分で決定しなければならな
い問題に直面する。決定の過程では，悩み，
苦しむことや，周囲からの圧力もあるかもし
れない。必要に応じて親や友達の意見を聞
き，助言を求めるなどしながら，最終的には
自分で決定することが大切である。

　収入を得てそれを管理し
て生活できること。
　職業に就くことは，経済
的自立の基盤である。青年
期には，自分の就きたい職
業や働き方について調べ，
職業への関心を深めていく
ことが重要である。

　自分の性だけでなく他者
の性を尊重した，責任ある
行動が取れること。
　青年期には，性的な成熟
によって男女の性的な変化
や身体的な違いが明確にな
る。性的に成熟することは，
子どもをつくる能力が備わ
り，命への責任が問われる
ことでもある。性交すれば
妊娠する可能性があること
を十分に自覚しよう。

生活的自立 経済的自立 性的自立

社会的自立 精神的自立
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第1章　自分らしい人生をつくる　　2　青年期の課題リプロダクティブ・ヘルス／ライツとは　1994年の国際人口開発会議において提唱された「性と生殖に関する健康と権利」。性と生殖に関する健康の
確立を目指すこと，全

すべ
てのカップルと個人が，妊娠や出産について決定できる権利などが示されている。

目標を持って生きよう
1 		興味のあること（進路や趣味，身につけたい技能
など）について，長期目標と短期目標を立てよう。

2 		目標達成のために，今やるべきことは何か，考え
よう。

3 	目標達成のために，どのような資源をどう活用し
たらよいか，考えよう。

1 長期目標
（10～20年後）

● 	福祉の仕事に就く。

短期目標
（高校卒業まで）

● 	就きたい職種を絞り込む。
● 	就職に必要な進学先を決める。

2 今やるべきこと ● 	どんな職種があるか調べる。
● 	就職に必要な進学先の条件を
調べる。

● 	福祉の仕事に就いている人に
話を聞く。

3 資源と活用方法 ● 	学校の進路室，図書館，イン
ターネット等で，職種や進学
先を調べる。

● 	作業療法士をしている親類に，
仕事の話を聞く。

● 	近所の福祉施設を見学して，
仕事内容を学ぶ。

将来の職業について例

TRY

 目標設定と意思決定
人生は，たくさんの目標設定と実行の連続である。何を目標と
するか，どう行動するか，いくつかの選択肢や可能性の中から，
何か1つを選ぶことを意

い
思
し

決
けっ

定
てい
という。意思決定には簡単に決め

られることもあるが，時間をかけてゆっくり考えないと決められ
ないことも多い。長期間にわたって大きな影響が残ることもある。
どのような意思決定をするかには，自分が何を大切にしているか，
こだわりや価値観が反映される。目標の達成や問題の解決に役立
つものは，資

し
源
げん

（リソース）とよばれる。家族，友達，先生など
は人的資源である。書籍，コンピュータ，時間やお金，自分の労
力や個性，特技なども，もちろん重要な資源である。いろいろな
資源をうまく利用することが，目標達成の秘

ひ
訣
けつ
である。

 意思決定の力を高める
意思決定にあたっては，5つの段階をたどるとよい。最初に，
目標や課題を明確にする。次に解決方法をたくさん考え，それぞ
れの有利な点，不利な点を確認する。自分は何を大切にするのか，
周りの人や環境などへの影響も考慮し，最もよい方法を1つ選ぶ。
そして，決めたことに責任を持ち，実行する。結果の評価も大切
である。たとえ失敗してもきちんと評価すれば，その経験は，将
来役に立つものになる。意思決定の積み重ねが，自分らしくより
よく生きることにつながっていく。

TRY

1

目標や課題の
明確化

情報収集・解決方法 
の検討 解決方法の決定 実行 結果の評価・

反省
①資源の点検，情報の収集
②方法の検討，結果の予想

①とりあえず決定
②決定の見直し
③決定（または取りやめ）

［例］ 卒業後一人暮らしをし
てみたい。

［課題］
●  家事はちゃんとできるか。
●  家賃は払えるか。

●  必要な家事を家族や先輩に聞く。自
分ができる家事を点検して比較する。

●  家賃相場と収入（資源は仕送り，ア
ルバイト，奨学金，貯金など）を比較
する。

●  家賃は払えそうだが，やったこ
とのない家事も多く不安が残る。

●  一人暮らしをする方向で，夏休
みに家事を一人でやってみる。

●  料理や家計管理が
未熟。卒業に向けて
もっと練習しよう。

1   意思決定の5段階

See SeePlan Do
1 2 3 4 5

適切な意思決定をするためには，明確な目標を持つこ
とが大切である。目標を持って，自分らしい自立した生
活をつくっていこう。

学習のポイント

日本では，第二次世界大戦（1939〜1945年）前まで，平均5
人の子どもを生み育て，平

へい
均
きん

寿
じゅ

命
みょう
が
❶
50年に満たない時代が長く

続いた。多くの人が，人生の大半を，子どもを一人前に育てるこ
とで終えていた。
第二次世界大戦後，日本人の一生は大きく変化した。合

ごう
計
けい

特
とく

殊
しゅ

出
しゅっ

生
しょう

率
りつ
は
❷
，戦後のベビーブーム期

❸
の4.54をピークとして低下し，

2005年には戦後最低の1.26を記録した。一方，平均寿命は急速
に延び，少

しょう
子
し

化
か
と
❹

高
こう

齢
れい

化
か
が進行している。

一生の中では，子どもを育てる期間より，子育て後の壮年期や
高齢期のほうが長くなっている。また，結婚する人・しない人，

❺

子どもをもつ人・もたない人，離婚する人，再婚する人など，多
様なライフコース

❻
をたどる人が増えている。人生わずかに50年

といわれた時代からすると，この人生90年時代
❼
は，人類が初め

て経験することである。10年後，20年後，あるいは50年後に，
どんな生き方をしていたいか，自分の将来を考えてみよう。

人生90年時代を生きる1

p.21 2

2

　人生50年時代と人生90年時代の一生で，大き
く変わった点や男女の違いを挙げよう。

❶平均寿命　0歳児の平均余命。その年に生まれた0歳児
が何歳まで生きるかを表す。
❷合計特殊出生率　1人の女性が一生の間に生む平均子ど
も数。その年次の15〜49歳の女性の年齢別出生率を合計
したもの。
❸1947〜1949年
❹少子化　出生率が低下し，子どもの数が減少すること。
❺生涯未婚率（50歳の時点で一度も結婚をしたことがな
い人の割合）は1970年で男性1.70％，女性3.33％，
2015年で男性23.37％，女性14.06％と上昇傾向にある。
❻ライフコース　個人がさまざまな出来事を経験しながら
たどる生涯の道。
❼90歳まで生存する者の割合は，男性26.5％，女性
50.5％である（2018年）。

人は，家族と共に暮らしたり離れて暮らしたりしなが
ら，家族関係や，自分の人生をつくっている。人生90年
時代のさまざまなライフスタイルや価値観を知り，自分
の生き方を考えていこう。

学習のポイント

TRY

（注）	年齢は概算化してある。寿命は，生まれた時期の平均余命を用いている。
（厚生労働省「生命表」「人口動態統計」，文部科学省「文部科学統計要覧」より作成）

2   時代別に見た人の一生

87歳

81歳

死亡

死亡

126

大正・昭和初期

現　代

0 20 40 60 8010 30 50 70 90（歳）

乳幼児期 児童期 青年期 壮　年　期 高　齢　期

6 12 20 23 35 50歳

（51歳）

6 29 31 33 5115

末子学校教育終了
（第2子） （18歳）

（第5子） （16歳）
末子誕生

第1子誕生

結婚
小学校
入学

学校（義務）
教育終了

6 15 31 33 35 53

死亡

死亡

23 26 38 47歳

（54歳）

3 目標を持って生きる
最近，どんな目標を立てただろうか。
どのように意思決定しただろうか。 4 人生をつくる

一人で暮らす生活もあれば，パートナーや子どもと暮らす生活もある。
自分はどのような生き方をしたいだろうか。
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第1章　自分らしい人生をつくる　　4　人生をつくるジョハリの窓　「ジョハリの窓」は，自分を「自分が知っているか」「他人が知っているか」という視点で見つめ直す方法である。自分も他人も知っ
ている「公的な自分」，自分だけが知る「私的な自分」，他人だけが知る「見えていない自分」，誰

だれ
も知らない「潜在的な自分」が見えてくる。

長い一生の間には，進学や就職，転勤，配偶者の死亡など，さ
まざまなきっかけで一人暮らしをすることがある。また，生き方
として一人暮らしを選ぶ人もいる。なかでも，20歳代の若者や
高齢者は，一人暮らしをすることが多い。
一人暮らしは自由，気楽，人に気がねがない，と思うかもしれ

ない。しかし，衣食住など，生活の全
すべ
てに自分で責任を持たなけ

ればならない。防犯や火事などの安全管理も必要である。病気や
怪
け
我
が
をしても自分で対応しなければならないし，話し相手がいな

いことを寂しく思うこともあるかもしれない。
一人暮らしを快適で楽しいものにするには，身の回りのことを

自分で整えられる自立の能力が必要である。また，緊急時に助け
合える隣人や地域とのつながりを持つことも重要である。

友人とのさまざまな付き合いの中で，私
わたし
たちは共に成長してい

く。多くの人との出会いから，私たちはやがて好きな人，生涯を
共にしたいと思う人に出会うだろう。
この人と結婚したいという決め手になるのは何だろうか。共に

働き収入を得るならば，仕事に対する理解と協力が欠かせないだ
ろう。家事や育児をどうするかも重要である。家庭を築くときに
は，どのような生活を築いていくか，価値観や目標を共有し，互
いの人生を尊重しながら協力していけることが重要である。
結婚により，異なる環境で育った者どうしが，夫婦として共同

生活を始める。そこでは，それぞれが育った家庭の生活習慣の違
いなどから，意見の不一致が生じることがあるだろう。重要なの
は，なぜ意見が一致しないのかを考え，解決していく互いの努力
や工夫である。とくに新婚期は，互いに新しい面を知ることが多
く，緊張関係が生じやすい時期でもある。
近年は，男女共に平

へい
均
きん
初
しょ
婚
こん
年
ねん
齢
れい
が高くなる傾向にあり，20歳

代，30歳代の未婚率が大幅に増加している。この年齢層の未婚
者は，親と同居し，基本的な生活や身の回りの世話を親に依存し
ている者も多い。

一人で暮らす2

パートナーと生きる3

p.30 1

p.28

1

　結婚相手としてどんな人がよいか，クラスで出し
合おう。なぜ，その条件が大切だと思うか。男性
と女性ではどんな特徴があるだろうか。

TRY

子どもを生み育て，自立させることは，経済的にも身体的にも
多くの負担を伴う大事業であるが，喜びや楽しみもまた大きい。
親としてこの楽しみと苦労を味わうことは，自分自身の成長にも
つながっていく。子どもの誕生によって親子関係が生まれる。親
子関係のありようは子どもの発達とともに変化していくが，どの
段階においても，子どもと親が共に触れ合う時間を十分に確保す
ることが大切である。親子の愛情や信頼関係は，日常的な触れ合
いの中で育

はぐく
まれていくからである。

親子関係は，自分の子どもと自分の関係だけではなく，高齢の
親と自分の関係もある。高齢の親との関係は，居住形態などに
よって異なる。同居，近居，遠居によって，交流や支援の度合い
には差が生じてくるだろう。子どもや孫との交流や，さまざまな
公的な支援などによって，高齢者は普通の暮らしをより長く続け
ていくことができる。

私
わたし
たちは，ライフコースの過程でさまざまなライフイベント

（出来事）を経験する。結婚や仕事を含め，その出来事を経験す
るかしないか，またいつどのように経験するかによって，ライフ
スタイル

❶
は異なってくる。あるライフスタイルを選択することに

よるプラス面とマイナス面を検討したうえで，自らの責任でライ
フスタイルを選択していこう。また，現代のライフスタイルは多
様化している。どのようなライフスタイルがあるか考え，それぞ
れの選択を尊重していこう。

子どもと暮らす・親を支える4

p.44 1

p.62

p.66

多様なライフスタイルを考える5

TRY
❶ライフスタイル　人の生活の仕方や人生の過ごし方。

2   合計特殊出生率と出生数の推移

（厚生労働省「人口動態統計」）

1   男女別平均初婚年齢と夫婦の年齢差の推移
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（内閣府「少子化社会対策白書」2019年）

■  ドメスティック・ 
バイオレンス

どんなに親しい間柄であっても暴力は人
権侵害であり，行使されてはならない。し
かし，配偶者や恋人など親密な関係にある
（またはあった）者が暴力を振るうドメス
ティック・バイオレンス（DV）も，現実
として存在する。元配偶者や事実婚の夫婦
間における暴力もDVである。被害者は大
半が女性だが，男性が被害者の場合もある。
親しい相手に脅迫感を与えたり，望まない
性関係を強要したりするデートDVも問題
化している。
家庭内で起こる問題は，当事者以外から
は見えにくく，深刻化しやすい。自分や周
囲の人が問題に巻き込まれたら，すぐに警
察や配偶者暴力相談支援センターに相談
することが重要である。2001年にはDV防
止法が施行され，法や支援体制の整備も進
められている。

●  DV相談ナビ　TEL：0570―0―55210　（全国共通）
自動音声により最寄りの相談窓口に転送され，直接
相談することができる。

Column

TRY

さまざまなライフスタイルを考えよう

1  結婚はどのような形か
　我が国で法律上の夫婦と見なされるには，役所
に婚姻届を提出し受理された法律婚が原則だが，
さまざまな理由により，婚姻届を提出せずに事実上
夫婦として共同生活を営む事実婚を選択する場合
もある。

2  どのような親子関係か
　血縁関係のある子だけでなく養子や継

けい

子
し
＊1，里

子との親子関係もある。近年は親の離婚や再婚に
よるひとり親家族やステップファミリー＊2もまれで
はない。

3  どのようにして収入を得るか
　収入を得る方法や夫婦での働き方も大きな選択
である。とくに，子どもが低年齢のときには，子育
てと仕事の両立をめぐって困難が生じる場合が多
い。共働きの場合，子どもの有無によって，ディン
クス＊3やデュークス＊4といわれる。

4  誰
だれ
と暮らすか

　友達と暮らすことや，高齢期にグループホーム
や施設で暮らすこともある。

5  自分の性と生きる
　性愛の対象が異性以外（同性，両性）のことも
ある。体と心の性が一致しない性同一性障がいの
場合，条件を満たせば戸籍上の性を変更すること
ができる。
＊1			継子		配偶者の子で，自分とは血のつながりがない子。
＊2				ステップファミリー（stepfamily）　前の結婚ででき
た子を連れて再婚することによってできる家族。子
連れ再婚家族ともいう。非血縁の親子関係を含む。

＊3				ディンクス（DINKS）　Double	Income	No	Kidsの
略。共働きで子どもがいない夫婦の意味。

＊4				デュークス（DEWKS）	Double	Employed	With	Kids	
の略。子どものいる共働き夫婦の意味。
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第1章　自分らしい人生をつくる　　4　人生をつくるLGBT　性愛の対象が同性や，性自認が身体の性と異なるなど，性的に少数の立場にある当事者の総称。少数派は，多数派に合わせた社会の中で困
難や生きにくさを感じやすい。2007年，国連でLGBTを含めた全

すべ
ての人の人権を保障する「ジョグジャカルタ原則」が承認された。
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6
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訂正箇所 原　　　文ページ 行

長い一生の間には，進学や就職，転勤，配偶者の死亡など，さ
まざまなきっかけで一人暮らしをすることがある。また，生き方
として一人暮らしを選ぶ人もいる。なかでも，20歳代の若者や
高齢者は，一人暮らしをすることが多い。
一人暮らしは自由，気楽，人に気がねがない，と思うかもしれ
ない。しかし，衣食住など，生活の全

すべ
てに自分で責任を持たなけ

ればならない。防犯や火事などの安全管理も必要である。病気や
怪
け
我
が
をしても自分で対応しなければならないし，話し相手がいな

いことを寂しく思うこともあるかもしれない。
一人暮らしを快適で楽しいものにするには，身の回りのことを
自分で整えられる自立の能力が必要である。また，緊急時に助け
合える隣人や地域とのつながりを持つことも重要である。

友人とのさまざまな付き合いの中で，私
わたし
たちは共に成長してい

く。多くの人との出会いから，私たちはやがて好きな人，生涯を
共にしたいと思う人に出会うだろう。
この人と結婚したいという決め手になるのは何だろうか。共に
働き収入を得るならば，仕事に対する理解と協力が欠かせないだ
ろう。家事や育児をどうするかも重要である。家庭を築くときに
は，どのような生活を築いていくか，価値観や目標を共有し，互
いの人生を尊重しながら協力していけることが重要である。
結婚により，異なる環境で育った者どうしが，夫婦として共同
生活を始める。そこでは，それぞれが育った家庭の生活習慣の違
いなどから，意見の不一致が生じることがあるだろう。重要なの
は，なぜ意見が一致しないのかを考え，解決していく互いの努力
や工夫である。とくに新婚期は，互いに新しい面を知ることが多
く，緊張関係が生じやすい時期でもある。
近年は，男女共に平

へい
均
きん
初
しょ
婚
こん
年
ねん
齢
れい
が高くなる傾向にあり，20歳

代，30歳代の未婚率が大幅に増加している。この年齢層の未婚
者は，親と同居し，基本的な生活や身の回りの世話を親に依存し
ている者も多い。

一人で暮らす2

パートナーと生きる3

p.30 1

p.28

1

　結婚相手としてどんな人がよいか，クラスで出し
合おう。なぜ，その条件が大切だと思うか。男性
と女性ではどんな特徴があるだろうか。

TRY

子どもを生み育て，自立させることは，経済的にも身体的にも
多くの負担を伴う大事業であるが，喜びや楽しみもまた大きい。
親としてこの楽しみと苦労を味わうことは，自分自身の成長にも
つながっていく。子どもの誕生によって親子関係が生まれる。親
子関係のありようは子どもの発達とともに変化していくが，どの
段階においても，子どもと親が共に触れ合う時間を十分に確保す
ることが大切である。親子の愛情や信頼関係は，日常的な触れ合
いの中で育

はぐく
まれていくからである。

親子関係は，自分の子どもと自分の関係だけではなく，高齢の
親と自分の関係もある。高齢の親との関係は，居住形態などに
よって異なる。同居，近居，遠居によって，交流や支援の度合い
には差が生じてくるだろう。子どもや孫との交流や，さまざまな
公的な支援などによって，高齢者は普通の暮らしをより長く続け
ていくことができる。

私
わたし
たちは，ライフコースの過程でさまざまなライフイベント

（出来事）を経験する。結婚や仕事を含め，その出来事を経験す
るかしないか，またいつどのように経験するかによって，ライフ
スタイル

❶
は異なってくる。あるライフスタイルを選択することに

よるプラス面とマイナス面を検討したうえで，自らの責任でライ
フスタイルを選択していこう。また，現代のライフスタイルは多
様化している。どのようなライフスタイルがあるか考え，それぞ
れの選択を尊重していこう。

子どもと暮らす・親を支える4

p.44 1

p.62

p.66

多様なライフスタイルを考える5

TRY
❶ライフスタイル　人の生活の仕方や人生の過ごし方。

（厚生労働省「人口動態統計」）

1   男女別平均初婚年齢と夫婦の年齢差の推移

2   合計特殊出生率と出生数の推移

（内閣府「少子化社会対策白書」2018年）
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■  ドメスティック・ 
バイオレンス

どんなに親しい間柄であっても暴力は人
権侵害であり，行使されてはならない。し
かし，配偶者や恋人など親密な関係にある
（またはあった）者が暴力を振るうドメス
ティック・バイオレンス（DV）も，現実
として存在する。元配偶者や事実婚の夫婦
間における暴力もDVである。被害者は大
半が女性だが，男性が被害者の場合もある。
親しい相手に脅迫感を与えたり，望まない
性関係を強要したりするデートDVも問題
化している。
家庭内で起こる問題は，当事者以外から
は見えにくく，深刻化しやすい。自分や周
囲の人が問題に巻き込まれたら，すぐに警
察や配偶者暴力相談支援センターに相談
することが重要である。2001年にはDV防
止法が施行され，法や支援体制の整備も進
められている。

●  DV相談ナビ　TEL：0570―0―55210　（全国共通）
自動音声により最寄りの相談窓口に転送され，直接
相談することができる。
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さまざまなライフスタイルを考えよう

1  結婚はどのような形か
　我が国で法律上の夫婦と見なされるには，役所
に婚姻届を提出し受理された法律婚が原則だが，
さまざまな理由により，婚姻届を提出せずに事実上
夫婦として共同生活を営む事実婚を選択する場合
もある。

2  どのような親子関係か
　血縁関係のある子だけでなく養子や継

けい

子
し
＊1，里

子との親子関係もある。近年は親の離婚や再婚に
よるひとり親家族やステップファミリー＊2もまれで
はない。

3  どのようにして収入を得るか
　収入を得る方法や夫婦での働き方も大きな選択
である。とくに，子どもが低年齢のときには，子育
てと仕事の両立をめぐって困難が生じる場合が多
い。共働きの場合，子どもの有無によって，ディン
クス＊3やデュークス＊4といわれる。

4  誰
だれ
と暮らすか

　友達と暮らすことや，高齢期にグループホーム
や施設で暮らすこともある。

5  自分の性と生きる
　性愛の対象が異性以外（同性，両性）のことも
ある。体と心の性が一致しない性同一性障がいの
場合，条件を満たせば戸籍上の性を変更すること
ができる。
＊1			継子		配偶者の子で，自分とは血のつながりがない子。
＊2				ステップファミリー（stepfamily）　前の結婚ででき
た子を連れて再婚することによってできる家族。子
連れ再婚家族ともいう。非血縁の親子関係を含む。

＊3				ディンクス（DINKS）　Double	Income	No	Kidsの
略。共働きで子どもがいない夫婦の意味。

＊4				デュークス（DEWKS）	Double	Employed	With	Kids	
の略。子どものいる共働き夫婦の意味。
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第1章　自分らしい人生をつくる　　4　人生をつくるLGBT　性愛の対象が同性や，性自認が身体の性と異なるなど，性的に少数の立場にある当事者の総称。少数派は，多数派に合わせた社会の中で困
難や生きにくさを感じやすい。2007年，国連でLGBTを含めた全

すべ
ての人の人権を保障する「ジョグジャカルタ原則」が承認された。
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長い一生の間には，進学や就職，転勤，配偶者の死亡など，さ
まざまなきっかけで一人暮らしをすることがある。また，生き方
として一人暮らしを選ぶ人もいる。なかでも，20歳代の若者や
高齢者は，一人暮らしをすることが多い。
一人暮らしは自由，気楽，人に気がねがない，と思うかもしれ
ない。しかし，衣食住など，生活の全

すべ
てに自分で責任を持たなけ

ればならない。防犯や火事などの安全管理も必要である。病気や
怪
け
我
が
をしても自分で対応しなければならないし，話し相手がいな

いことを寂しく思うこともあるかもしれない。
一人暮らしを快適で楽しいものにするには，身の回りのことを
自分で整えられる自立の能力が必要である。また，緊急時に助け
合える隣人や地域とのつながりを持つことも重要である。

友人とのさまざまな付き合いの中で，私
わたし
たちは共に成長してい

く。多くの人との出会いから，私たちはやがて好きな人，生涯を
共にしたいと思う人に出会うだろう。
この人と結婚したいという決め手になるのは何だろうか。共に
働き収入を得るならば，仕事に対する理解と協力が欠かせないだ
ろう。家事や育児をどうするかも重要である。家庭を築くときに
は，どのような生活を築いていくか，価値観や目標を共有し，互
いの人生を尊重しながら協力していけることが重要である。
結婚により，異なる環境で育った者どうしが，夫婦として共同
生活を始める。そこでは，それぞれが育った家庭の生活習慣の違
いなどから，意見の不一致が生じることがあるだろう。重要なの
は，なぜ意見が一致しないのかを考え，解決していく互いの努力
や工夫である。とくに新婚期は，互いに新しい面を知ることが多
く，緊張関係が生じやすい時期でもある。
近年は，男女共に平

へい
均
きん
初
しょ
婚
こん
年
ねん
齢
れい
が高くなる傾向にあり，20歳

代，30歳代の未婚率が大幅に増加している。この年齢層の未婚
者は，親と同居し，基本的な生活や身の回りの世話を親に依存し
ている者も多い。

一人で暮らす2

パートナーと生きる3

p.30 1

p.28

1

　結婚相手としてどんな人がよいか，クラスで出し
合おう。なぜ，その条件が大切だと思うか。男性
と女性ではどんな特徴があるだろうか。

TRY

子どもを生み育て，自立させることは，経済的にも身体的にも
多くの負担を伴う大事業であるが，喜びや楽しみもまた大きい。
親としてこの楽しみと苦労を味わうことは，自分自身の成長にも
つながっていく。子どもの誕生によって親子関係が生まれる。親
子関係のありようは子どもの発達とともに変化していくが，どの
段階においても，子どもと親が共に触れ合う時間を十分に確保す
ることが大切である。親子の愛情や信頼関係は，日常的な触れ合
いの中で育

はぐく
まれていくからである。

親子関係は，自分の子どもと自分の関係だけではなく，高齢の
親と自分の関係もある。高齢の親との関係は，居住形態などに
よって異なる。同居，近居，遠居によって，交流や支援の度合い
には差が生じてくるだろう。子どもや孫との交流や，さまざまな
公的な支援などによって，高齢者は普通の暮らしをより長く続け
ていくことができる。

私
わたし
たちは，ライフコースの過程でさまざまなライフイベント

（出来事）を経験する。結婚や仕事を含め，その出来事を経験す
るかしないか，またいつどのように経験するかによって，ライフ
スタイル

❶
は異なってくる。あるライフスタイルを選択することに

よるプラス面とマイナス面を検討したうえで，自らの責任でライ
フスタイルを選択していこう。また，現代のライフスタイルは多
様化している。どのようなライフスタイルがあるか考え，それぞ
れの選択を尊重していこう。

子どもと暮らす・親を支える4

p.44 1

p.62

p.66

多様なライフスタイルを考える5

TRY
❶ライフスタイル　人の生活の仕方や人生の過ごし方。

2   合計特殊出生率と出生数の推移

（厚生労働省「人口動態統計」）

1   男女別平均初婚年齢と夫婦の年齢差の推移
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（内閣府「少子化社会対策白書」2019年）

■  ドメスティック・ 
バイオレンス

どんなに親しい間柄であっても暴力は人
権侵害であり，行使されてはならない。し
かし，配偶者や恋人など親密な関係にある
（またはあった）者が暴力を振るうドメス
ティック・バイオレンス（DV）も，現実
として存在する。元配偶者や事実婚の夫婦
間における暴力もDVである。被害者は大
半が女性だが，男性が被害者の場合もある。
親しい相手に脅迫感を与えたり，望まない
性関係を強要したりするデートDVも問題
化している。
家庭内で起こる問題は，当事者以外から
は見えにくく，深刻化しやすい。自分や周
囲の人が問題に巻き込まれたら，すぐに警
察や配偶者暴力相談支援センターに相談
することが重要である。2001年にはDV防
止法が施行され，法や支援体制の整備も進
められている。

●  DV相談ナビ　TEL：0570―0―55210　（全国共通）
自動音声により最寄りの相談窓口に転送され，直接
相談することができる。
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さまざまなライフスタイルを考えよう

1  結婚はどのような形か
　我が国で法律上の夫婦と見なされるには，役所
に婚姻届を提出し受理された法律婚が原則だが，
さまざまな理由により，婚姻届を提出せずに事実上
夫婦として共同生活を営む事実婚を選択する場合
もある。

2  どのような親子関係か
　血縁関係のある子だけでなく養子や継

けい

子
し
＊1，里

子との親子関係もある。近年は親の離婚や再婚に
よるひとり親家族やステップファミリー＊2もまれで
はない。

3  どのようにして収入を得るか
　収入を得る方法や夫婦での働き方も大きな選択
である。とくに，子どもが低年齢のときには，子育
てと仕事の両立をめぐって困難が生じる場合が多
い。共働きの場合，子どもの有無によって，ディン
クス＊3やデュークス＊4といわれる。

4  誰
だれ
と暮らすか

　友達と暮らすことや，高齢期にグループホーム
や施設で暮らすこともある。

5  自分の性と生きる
　性愛の対象が異性以外（同性，両性）のことも
ある。体と心の性が一致しない性同一性障がいの
場合，条件を満たせば戸籍上の性を変更すること
ができる。
＊1			継子		配偶者の子で，自分とは血のつながりがない子。
＊2				ステップファミリー（stepfamily）　前の結婚ででき
た子を連れて再婚することによってできる家族。子
連れ再婚家族ともいう。非血縁の親子関係を含む。

＊3				ディンクス（DINKS）　Double	Income	No	Kidsの
略。共働きで子どもがいない夫婦の意味。

＊4				デュークス（DEWKS）	Double	Employed	With	Kids	
の略。子どものいる共働き夫婦の意味。
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第1章　自分らしい人生をつくる　　4　人生をつくるLGBT　性愛の対象が同性や，性自認が身体の性と異なるなど，性的に少数の立場にある当事者の総称。少数派は，多数派に合わせた社会の中で困
難や生きにくさを感じやすい。2007年，国連でLGBTを含めた全

すべ
ての人の人権を保障する「ジョグジャカルタ原則」が承認された。
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 家庭の機能の変化
近代産業が発展するまでの長い間，人々は家庭の中で，生活に
必要な物資を生産し，子どもを養育し，安全を守り，宗教行事な
どを行ってきた。
しかし，産業の発展によって，物資の生産は工場生産に取って
代わられ，家庭は生産の機能

❶
（働き）を大きく外部に移すことに

なった。同時に，教育，医療，福祉，治安，娯楽などの機能も，
次々と専門化した組織や，地方自治体などの公的機関に移される
ようになった。こうした変化を，家

か
庭
てい

の機
き

能
のう

の社
しゃ

会
かい

化
か
（外部化）

とよぶ。
家庭の機能の多くが社会化していく中で，人間の生命を生み育
てる機能は，社会の中に移行できない機能である。この働きは家
族だけが受け持つ機能として，家庭に最後まで残るとされている。
現代の家庭の機能は，子どもの基本的な養育や家族の人々の愛情
の充足，心理的な安定など，精神的な機能が中心となってきてい
る。
家庭の機能は変化しているが，食事，洗面，入浴，睡眠，休息
など，人間の生命を維持するための基本的な活動が家庭の中で営
まれていることに変わりはない。

4  TRY

 世帯構成と規模の変化
親族世帯，非親族世帯，および単独世帯の構成割合の変化を見
てみよう。近年の傾向として，夫婦のみの世帯と単独世帯の増加
が認められ，とくに単独世帯の増加が著しい。離婚の増加を反映
して，ひとり親と子どもの世帯もやや増加している。一方，夫婦
と子どもの世帯は，産業構造が大きく変化した高度経済成長期に
は増加したが，近年は減少している。また，3世代家族を含むそ
の他の親族世帯も減少している。
世帯の規模は，1960年代の高度経済成長期以降，急速に小さ
くなってきている。平

へい
均
きん

世
せ

帯
たい

人
じん

員
いん
は，1920年の最初の国勢調査

から1955年までは約5人であったが，その後減少を続け，2015
年には2.33人になっている。平均世帯人員が少なくなってきた
背景には，拡大家族世帯が減少していること，若い人々や高齢者
の単独世帯が増加していること，多産多死の時代から少産少死の
時代に入り，子ども数が減少したことなどがある。

社会の中の家族・家庭2

1

2

3

p.61

（注）		1920〜’55と’65は普通世帯による。普通世帯とは一般世帯から間借り・下宿などの単身
者および会社などの独身寮の単身者を除いたもの。

（総務省「国勢調査」）

3   一般世帯数および平均世帯人員数の推移
4  家庭の基本的な機能と社会化（外部化）の例

❶機能　目的に応じた働きをすること。ここでは家庭とい
う場所や家族の人々が行う営みや働き，役割などをいう。
家庭・家族の機能は，社会に対する働きと個人に対する働
きの両面から考えることができる。

病　院
●病気の治療

警　察
●  生命・身体・
財産の保護

レジャー産業
●娯楽

保育所 
老人ホームなど
●子どもの保育
●高齢者の介護

学　校
●  子どもの教育
●職業教育

企　業
●  衣食住の生産
●クリーニング

家庭の基本的な機能

●労働力の提供
●子どもの養育
●愛情の充足
●休息
●高齢者の介護
●生活文化の伝承

　昔は家庭内で行われていたが，最近は家庭の外
で行われるようになったことの具体例を，できるだ
けたくさん挙げよう。また，家庭の機能が社会化さ
れたことのプラス面とマイナス面を考えよう。

百貨店の地下にある総菜売り場。中食（調理済み食品や
総菜など）の利用が近年増加している。（

▲

p.83）

　産業構造の変化と平均世帯人員の減少には，ど
のような関連があるか，考えよう。

TRY

TRY

（注）		2010年調査から「親族世帯」は「親族のみの世帯」，「非
親族世帯」は「非親族を含む世帯」に区分変更された。

（総務省「国勢調査」）

1   一般世帯における家族構成の割合の推移

（注）	就業者総数に対する産業別就業者数の比率。
（総務省「国勢調査」）

2   産業構造の変化
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在宅死　1950年代には約9割の人が住み慣れた家で最
さい
期
ご
を迎え，家庭科でも看

み
取
と
りの方法を学習していたが，現在では約8割の人が病院で亡くなっ

ている。しかし近年，最期まで自分の生活を大事にしたい，家族に見守られたいなど，在宅死を願う人が増えている。
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家庭

商品

労働力
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エネルギーの
消費

職場

職業労働 家事労働

 職業労働と家事労働
人は職
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業
ぎょう

労
ろう

働
どう
によって収入を得て，衣食住などに必要な物や

サービスを購入して生活をしている。購入したものを調理したり，
加工したり，洗ったり，かたづけたりする家

か
事
じ

労
ろう

働
どう
も
❶
また，人が

生活をするために欠かすことのできない労働である。近年，外食
産業の発展や家事・介護サービスの普及，ライフスタイルの変化
などに伴って，家事労働を家庭外で代替する家事労働の社会化が
進んでいる。
職業労働は，仕事の時間や内容に応じて報酬が支払われる有

ゆう
償
しょう

労
ろう

働
どう
で
❷
ある。一方，家事労働は，自分や家族のために行われる無

む

償
しょう

労
ろう

働
どう
で
❸
ある。家事労働の特徴として，その種類の多さ，繰り返

し行われるという反復性，家族の状況に合わせて行われるという
他律性，さまざまな工夫ができるという創造性などが挙げられる。
家事労働は，労働によって生み出される価値が直接自分や家族の
ものとなり，喜びや満足をもたらす。

男女で担
にな

う家庭生活1

1

1

p.21

p.25

（総務省「平成28（2016）年社会生活基本調査」）

2   夫婦が仕事と家事に費やす時間の比較

（注）	週全体の平均時間。

1   職業労働と家事労働

❶家事労働　購入や消費的労働などの生活手段を整える
労働，育児・教育・世話などのサービス労働，計画・記録・
学習などの家庭管理労働などに分類できる。
❷有償労働　報酬が支払われる労働。ペイドワークともい
う。
❸無償労働　報酬が支払われない労働。アンペイドワーク
ともいう。家事や育児，介護・看護，ボランティア活動な
どがある。

　有償労働と無償労働に費やす時間は，男女どち
らのほうが多いだろうか（

▲

2 ）。自分の家族の場
合についても調べてみよう。

職業労働の在り方は，家庭生活に大きな影響を及ぼし
ている。家族と社会との関

かか

わりについて理解し，これか
らのよりよい家庭生活を考えよう。

学習のポイント

TRY

 見直される性別役割分業意識
日本では，高度経済成長を背景に，1960年代以降「男は仕事，
女は家事・育児」という性

せい
別
べつ

役
やく

割
わり

分
ぶん

業
ぎょう

意
い

識
しき
が一般化し強まって

いった。1975年の国際婦人年から始まった「国連婦人の10年」
における性別役割分業見直しの取り組みの中で，1980年代頃

ころ
か

ら，男女が共に職業と家庭の分野で責任を担
にな
うことが重要とされ

るようになった。また，生物学的な性別に対して，社会的・文化
的に形成される性別をジェンダーという見方が広まった。
1985年に日本が批

ひ
准
じゅん
した国連の女

じょ
子
し

差
さ

別
べつ

撤
てっ

廃
ぱい

条
じょう

約
やく
で
❶
は，「すべ

ての人間の奪い得ない権利としての労働の権利」の確保や，雇用
の場において，婚姻または母性を理由とする女子に対する差別を
なくすことなどが定められている。この条約を受けて我が国では
男
だん

女
じょ

雇
こ

用
よう

機
き

会
かい

均
きん

等
とう

法
ほう
が
❷
1986年から施行された。1997年の改正

❸
で

差別禁止の範囲が拡大し，同時に女性の保護規定は廃止された。
さらに2006年の改正

❹
では男性に対する差別禁止も追加された。

3

3   性別役割分業意識の推移

❶女子差別撤廃条約　正式名称は「女子に対するあらゆる
形態の差別の撤廃に関する条約」。1979年に第34回国連
総会で採択された。1980年，「国連婦人の10年中間年世
界会議」で日本を含む57か国が署名，1981年9月に発効
した。女性の全面的社会参加の確保，性別役割分業の見直
しなどが盛り込まれている。
❷男女雇用機会均等法　正式名称は「雇用の分野における
男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律」。教育
訓練や定年・退職・解雇などの差別的取り扱いの禁止，募
集・採用・配置・解雇の機会均等，事業主のセクシュアル
ハラスメントやマタニティハラスメントの防止義務，均等
法違反に対する勧告と企業名の公表などを規定している。
❸1997年の改正では，女性の時間外・休日・深夜労働の
規制・禁止規定が廃止された。
❹2006年の改正までは，女性に対する差別禁止のみだっ
た。また，この改正で性別による降格や職種変更などの禁
止が追加され，差別禁止の範囲も更に拡大した。

　日本では，女性の労働力率が「M字型曲線」に
なっている（5 	6）。その理由は何か，話し合おう。

TRY

4   就業時間が週60時間以上の男性雇用者の割合

（内閣府「少子化社会対策白書」2018年）
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（総務省「世界の統計」2018年）

6   女性の労働力率の国際比較5   性・年齢別労働力率＊

（総務省「労働力調査」2017年）

＊	労働力率　15歳以上人口に占める労働力人口（休業者を含む就業者と求職
活動を行っている失業者）の割合。
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6 これからの家庭生活と社会
男女が共に仕事と家庭を両立させるためには，どうしたらよいだろうか。
また，どのような社会になれば，そうした生活ができるようになるだろうか。
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セクハラ・マタハラ・パタハラ・パワハラ　相手の意に反する性的な内容の言動であるセクシュアルハラスメントや妊娠・出産等を理由としたマタニ
ティハラスメントのほか，育児に参画しようとする男性に対するパタニティハラスメントや職権を利用したパワーハラスメントも問題となっている。
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産業の発展や家事・介護サービスの普及，ライフスタイルの変化
などに伴って，家事労働を家庭外で代替する家事労働の社会化が
進んでいる。
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し行われるという反復性，家族の状況に合わせて行われるという
他律性，さまざまな工夫ができるという創造性などが挙げられる。
家事労働は，労働によって生み出される価値が直接自分や家族の
ものとなり，喜びや満足をもたらす。
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2   夫婦が仕事と家事に費やす時間の比較

（注）	週全体の平均時間。

1   職業労働と家事労働

❶家事労働　購入や消費的労働などの生活手段を整える
労働，育児・教育・世話などのサービス労働，計画・記録・
学習などの家庭管理労働などに分類できる。
❷有償労働　報酬が支払われる労働。ペイドワークともい
う。
❸無償労働　報酬が支払われない労働。アンペイドワーク
ともいう。家事や育児，介護・看護，ボランティア活動な
どがある。

　有償労働と無償労働に費やす時間は，男女どち
らのほうが多いだろうか（

▲

2 ）。自分の家族の場
合についても調べてみよう。

職業労働の在り方は，家庭生活に大きな影響を及ぼし
ている。家族と社会との関

かか

わりについて理解し，これか
らのよりよい家庭生活を考えよう。
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 見直される性別役割分業意識
日本では，高度経済成長を背景に，1960年代以降「男は仕事，
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いった。1975年の国際婦人年から始まった「国連婦人の10年」
における性別役割分業見直しの取り組みの中で，1980年代頃

ころ
か

ら，男女が共に職業と家庭の分野で責任を担
にな
うことが重要とされ

るようになった。また，生物学的な性別に対して，社会的・文化
的に形成される性別をジェンダーという見方が広まった。
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ての人間の奪い得ない権利としての労働の権利」の確保や，雇用
の場において，婚姻または母性を理由とする女子に対する差別を
なくすことなどが定められている。この条約を受けて我が国では
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が
❷
1986年から施行された。1997年の改正

❸
で

差別禁止の範囲が拡大し，同時に女性の保護規定は廃止された。
さらに2006年の改正

❹
では男性に対する差別禁止も追加された。

3

3   性別役割分業意識の推移

❶女子差別撤廃条約　正式名称は「女子に対するあらゆる
形態の差別の撤廃に関する条約」。1979年に第34回国連
総会で採択された。1980年，「国連婦人の10年中間年世
界会議」で日本を含む57か国が署名，1981年9月に発効
した。女性の全面的社会参加の確保，性別役割分業の見直
しなどが盛り込まれている。
❷男女雇用機会均等法　正式名称は「雇用の分野における
男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律」。教育
訓練や定年・退職・解雇などの差別的取り扱いの禁止，募
集・採用・配置・解雇の機会均等，事業主のセクシュアル
ハラスメントやマタニティハラスメントの防止義務，均等
法違反に対する勧告と企業名の公表などを規定している。
❸1997年の改正では，女性の時間外・休日・深夜労働の
規制・禁止規定が廃止された。
❹2006年の改正までは，女性に対する差別禁止のみだっ
た。また，この改正で性別による降格や職種変更などの禁
止が追加され，差別禁止の範囲も更に拡大した。

　日本では，女性の労働力率が「M字型曲線」に
なっている（5 	6）。その理由は何か，話し合おう。
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4   就業時間が週60時間以上の男性雇用者の割合

（内閣府「少子化社会対策白書」2018年）
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（総務省「世界の統計」2018年）

6   女性の労働力率の国際比較5   性・年齢別労働力率＊

（総務省「労働力調査」2017年）

＊	労働力率　15歳以上人口に占める労働力人口（休業者を含む就業者と求職
活動を行っている失業者）の割合。
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6 これからの家庭生活と社会
男女が共に仕事と家庭を両立させるためには，どうしたらよいだろうか。
また，どのような社会になれば，そうした生活ができるようになるだろうか。
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セクハラ・マタハラ・パタハラ・パワハラ　相手の意に反する性的な内容の言動であるセクシュアルハラスメントや妊娠・出産等を理由としたマタニ
ティハラスメントのほか，育児に参画しようとする男性に対するパタニティハラスメントや職権を利用したパワーハラスメントも問題となっている。

第1章　自分らしい人生をつくる　　6　これからの家庭生活と社会

 親子・扶養の法律
親子関係には，血縁による実親子関係と養子縁組による養親子
関係がある。いずれにせよ，いったん親になったら，子どもが成
人するまでは，父親も母親も共に親

しん
権
けん
を行い，子の監護と教育，

財産管理の権利と義務を負わなければならない。離婚によって親
子が別々に暮らすことになっても，扶養や相続など，親子の法律
上の権利・義務関係は，一生変わることはない。

扶
ふ

養
よう
に
❶
ついては，直

ちょっ
系
けい

血
けつ

族
ぞく
お
❷
よび兄弟姉妹は互いに扶養する義

務がある。また，特別の事情があるときには，家庭裁判所は，3
親
しん

等
とう
内の親

しん
族
ぞく
間
❸
（おじ・おば・めい・おいなど）においても扶養

の義務を負わせることができる。民法が定めている扶養義務の範
囲は，実態とは異なり，かなり広いものとなっている。

 離婚と法律
夫婦は，協議して離

り
婚
こん
届を出すことによって，婚姻関係を解消

することができる
❹
。夫婦で合意できない場合には，家

か
庭
てい

裁
さい

判
ばん

所
しょ
に

調停の申し立てをして，子の親権者や財産分与などの調整をする。
親権者でないほうの親も，子どもが成人するまで，その資金力や
生活水準等に応じて養育費を分担するなどの養育の義務がある。

3

4

5

 家から個人へ
家族に関する法は，民

みん
法
ぽう
，戸

こ
籍
せき

法
ほう
，各種の社会保障法等から

成っているが，なかでも民法には，家族や家庭生活についての決
まりが多く定められている。その基礎には日本国憲法がある。
戦前までの旧

きゅう
民
みん

法
ぽう
（明治民法）には「家

いえ
」
❶
制度があり，結婚は

夫の家の存続のためのものであった。「妻ハ婚姻ニ因リテ夫ノ家
ニ入ル」と定められ，夫婦の権利と義務は平等ではなかった。戦
後改正された現行民法では，「家」制度は廃止され，結婚時の姓

せい

（氏
うじ

）の決め方や，親権，扶
ふ
養
よう
，相続

❷
などの全

すべ
てが，男女の本質

的平等に基づいて定められている。

 結婚と夫婦の法律
日
に

本
ほん

国
こく

憲
けん

法
ぽう

第
だい

24条
じょう
は，「婚

こん
姻
いん
は，両性の合意のみに基いて成立

し，…」ととくに定めて，結婚が男女の自由な意思に基づくもの
であることを明確にしている。
結婚とは個人的な，男女2人の愛と意思の問題である。同時に，

社会の基礎単位となる家族をつくるという意味で，社会的な側面
も持っている。結婚式は共同生活を始める意思を社会的に披露す
る意味があり，婚姻届を出すことで，初めて夫婦の権利と義務が
法律上生じる。それは，とくに将来生まれてくる子どもの養育者
としての義務と責任を明確にするものである。
憲法では，結婚が夫婦の協力によって維持されなければならな

いことを述べており，民法でも「夫婦は同居し，互いに協力し扶
助しなければならない」と定めている。法律上は，男性は18歳，
女性は16歳になれば結婚できるが，経済的にも精神的にも十分
に自立してから結婚するようにしたい。

家族と法律3

1

TRY

2

❶扶養　助け養うこと。生活の面倒をみること。
❷血族　血縁によってつながっている親族。
❸親族　民法では，6親等内の血族，配偶者，3親等内の
姻族（婚姻によりできた親族。配偶者の血族）と規定され
ており，その範囲は広い。実際に親族として付き合いのあ
る範囲と一致するとは限らない。
❹離婚の種類には，協議離婚，調停離婚，審判離婚，裁判
離婚（和解離婚，認諾離婚，判決離婚）がある。約9割が
協議離婚である。

3   親子・扶養に関する法律（民法）

第818条
①成年に達しない子は，父母の親権に服する。
②子が養子であるときは，養親の親権に服する。
③親権は，父母の婚姻中は，父母が共同して行う。
第819条
① 父母が協議上の離婚をするときは，その協議で，

その一方を親権者と定めなければならない。
第820条
親権を行う者は，子の利益のために子の監護及び
教育をする権利を有し，義務を負う。
第824条
親権を行う者は，子の財産を管理し，かつ，その財
産に関する法律行為についてその子を代表する。
第827条
親権を行う者は，自己のためにするのと同一の注意
をもって，その管理権を行わなければならない。
第877条
直系血族及び兄弟姉妹は，互いに扶養をする義務
がある。

❶家　世代を超えて続く家族集団の連鎖。家産をもとに
家業を経営し，祖先をまつり，財産と家督（家族員を統率
する権利）を長男が単独相続することで維持してきた。旧
民法により制度として確立したものが「家」制度である。
❷死亡した人の財産を，その者と一定の親族関係にある者
が受け継ぐことを相続という。法定相続分は，誰

だれ

が相続人
になるかによって異なる。遺言がある場合はその内容が優
先されるが，遺言でも自由にできない遺留分がある。

2   結婚に関する法律（民法）

4   3親等内の親族

1   旧民法と現行民法との比較（例外規定もある）

旧民法 
〔1898年制定〕

現行民法 
〔1947年改正〕

家
族

●   「家」制度による直系
家族。

●  家父長（戸主）に大きな
権限がある。

●  夫婦の協力により維持
される。

●  夫婦の権利，義務は同
等。

婚
姻

●  結婚するには戸主の同
意を必要とする。

●  妻は夫の家に入る。

●  成人は両性の合意のみ
で結婚できる。

●  夫，妻どちらの姓を称
してもよい。

夫
婦

●  夫は妻の財産を管理す
る。

●  婚姻により生じるいっ
さいの費用は夫が負担
する。

●  夫婦別産制。
●  婚姻により生じる費用
は夫婦が分担する。

子
●  子は父の親権に服する。
●  父が親権を行えない場
合は母が行う。

●  子は父母の親権に服す
る。

相
続

●  遺産は跡取り（長男ま
たは養子）だけが相続
する（単独相続）。

●  遺産は配偶者が2分の
1，子が2分の1を等分
に相続する（分割相続）。

自分 配偶者

子

父母

祖父母

配偶者

配偶者

配偶者

1親等
2親等
3親等

孫 配偶者

曾孫 配偶者

直系（親・子・孫など家系の縦の関係）

傍系曾祖父母
そう そ ぼふ

父母

祖父母

曾祖父母

おじ・おば

配偶者

おい・めいおい・めい

兄弟姉妹

おじ・おば

兄弟姉妹

傍系
直系

（
自
分
よ
り
前
の
世
代
）

（
自
分
よ
り
後
の
世
代
）

そ
ん
ぞ
く

尊
属

ひ

ぞ
く

卑
属

傍系（先祖が同じで，おじ・おば，
　　　兄弟姉妹などの関係）

　日常生活で，旧民法の「家」の意識や習慣が
残っている例を挙げよう。また，それぞれを現行民
法の考え方に当てはめるとどうなるか，考えよう。

TRY

5  離婚に関する法律（民法）

第763条　夫婦は，その協議で，離婚をすることができる。
第767条　① 婚姻によって氏を改めた夫又は妻は，協議上の離婚によって婚姻

前の氏に復する。
　　　　　② …離婚の日から三箇月以内に戸籍法の定めるところにより届け出

ることによって，離婚の際に称していた氏を称することができる。
第768条　  協議上の離婚をした者の一方は，相手方に対して財産の分与を請求

することができる。

第731条＊　  男は，18歳に，女は，16歳にならなければ，婚姻をすること
ができない。

第732条　配偶者のある者は，重ねて婚姻をすることができない。
第733条　 ① 女は，前婚の解消又は取消しの日から起算して百日を経

過した後でなければ，再婚をすることができない。
第734条　 ① 直系血族又は三親等内の傍系血族の間では，婚姻をする

ことができない。
第737条＊　 ① 未成年の子が婚姻をするには，父母の同意を得なければ

ならない。 
　　　　　② 父母の一方が同意しないときは，他の一方の同意だけで

足りる。
第739条　 ① 婚姻は，戸籍法の定めるところにより届け出ることに

よって，その効力を生ずる。
第750条　 夫婦は，婚姻の際に定めるところに従い，夫又は妻の氏を

称する。
第752条　夫婦は同居し，互いに協力し扶助しなければならない。
第753条＊　 未成年者が婚姻をしたときは，これによって成年に達したも

のとみなす。
第760条　 夫婦は，その資産，収入その他一切の事情を考慮して，婚

姻から生ずる費用を分担する。

＊2018年の改正により民法第731条は「婚姻は，18歳にならなければ，することができない。」に，第737条と第753条は削除になる（2022年4月1日施行）。
＊2018年改正，2022年施行。

（法務省法制審議会答申　1996年より作成）

＊法律上婚姻関係にある男女から生まれた子

現行 改正案

●夫婦は同姓 ●  同姓または別姓を選択で
きる。

●  子どもの姓は婚姻時に決
める。

●  婚姻の最低年齢は 
男18歳，女16歳。

●  男女とも18歳とする＊。

6   民法改正の検討課題（一部）
　社会の変化に伴い，結婚観や家族に対する考え方は，大きく
変化した。現行民法は，個人の尊厳と両性の平等という面から
見て，不十分な部分があるため，1996年に，法制審議会にお
いて民法の改正が検討された。このうち非嫡出子の法定相続
分は2013年改正で「嫡出子＊の2分の1」から「嫡出子と同等」
に，女性の再婚禁止期間は2016年改正で6か月から100日に
短縮された。さらに婚姻の最低年齢も，2018年改正で男性18
歳，女性16歳から男女とも18歳となった（2022年施行）。しか
し，まだ国会での審議に至っていない検討課題もある。
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第1章　自分らしい人生をつくる　　5　家族・家庭を見つめる「入籍する」は古い言い方？　「婚姻届を出す」と同じ意味で使われることが多いが，未婚の男女が婚姻届を出して結婚する際は基本的に新しい戸籍
が作成され，片方の戸籍に加わるわけではない。この言い方は，婚姻が「妻が夫の家の戸籍に入ること」だった時代の名残だといわれる。

 家庭の機能の変化
近代産業が発展するまでの長い間，人々は家庭の中で，生活に

必要な物資を生産し，子どもを養育し，安全を守り，宗教行事な
どを行ってきた。
しかし，産業の発展によって，物資の生産は工場生産に取って

代わられ，家庭は生産の機能
❶
（働き）を大きく外部に移すことに

なった。同時に，教育，医療，福祉，治安，娯楽などの機能も，
次々と専門化した組織や，地方自治体などの公的機関に移される
ようになった。こうした変化を，家

か
庭
てい

の機
き

能
のう

の社
しゃ

会
かい

化
か
（外部化）

とよぶ。
家庭の機能の多くが社会化していく中で，人間の生命を生み育

てる機能は，社会の中に移行できない機能である。この働きは家
族だけが受け持つ機能として，家庭に最後まで残るとされている。
現代の家庭の機能は，子どもの基本的な養育や家族の人々の愛情
の充足，心理的な安定など，精神的な機能が中心となってきてい
る。
家庭の機能は変化しているが，食事，洗面，入浴，睡眠，休息

など，人間の生命を維持するための基本的な活動が家庭の中で営
まれていることに変わりはない。

4  TRY

 世帯構成と規模の変化
親族世帯，非親族世帯，および単独世帯の構成割合の変化を見
てみよう。近年の傾向として，夫婦のみの世帯と単独世帯の増加
が認められ，とくに単独世帯の増加が著しい。離婚の増加を反映
して，ひとり親と子どもの世帯もやや増加している。一方，夫婦
と子どもの世帯は，産業構造が大きく変化した高度経済成長期に
は増加したが，近年は減少している。また，3世代家族を含むそ
の他の親族世帯も減少している。
世帯の規模は，1960年代の高度経済成長期以降，急速に小さ
くなってきている。平

へい
均
きん

世
せ

帯
たい

人
じん

員
いん
は，1920年の最初の国勢調査

から1955年までは約5人であったが，その後減少を続け，2015
年には2.33人になっている。平均世帯人員が少なくなってきた
背景には，拡大家族世帯が減少していること，若い人々や高齢者
の単独世帯が増加していること，多産多死の時代から少産少死の
時代に入り，子ども数が減少したことなどがある。

社会の中の家族・家庭2

1

2

3

p.61

（注）		1920〜’55と’65は普通世帯による。普通世帯とは一般世帯から間借り・下宿などの単身
者および会社などの独身寮の単身者を除いたもの。

（総務省「国勢調査」）

3   一般世帯数および平均世帯人員数の推移
4  家庭の基本的な機能と社会化（外部化）の例

❶機能　目的に応じた働きをすること。ここでは家庭とい
う場所や家族の人々が行う営みや働き，役割などをいう。
家庭・家族の機能は，社会に対する働きと個人に対する働
きの両面から考えることができる。

病　院
●病気の治療

警　察
●  生命・身体・
財産の保護

レジャー産業
●娯楽

保育所 
老人ホームなど
●子どもの保育
●高齢者の介護

学　校
●  子どもの教育
●職業教育

企　業
●  衣食住の生産
●クリーニング

家庭の基本的な機能

●労働力の提供
●子どもの養育
●愛情の充足
●休息
●高齢者の介護
●生活文化の伝承

　昔は家庭内で行われていたが，最近は家庭の外
で行われるようになったことの具体例を，できるだ
けたくさん挙げよう。また，家庭の機能が社会化さ
れたことのプラス面とマイナス面を考えよう。

百貨店の地下にある総菜売り場。中食（調理済み食品や
総菜など）の利用が近年増加している。（

▲

p.83）

　産業構造の変化と平均世帯人員の減少には，ど
のような関連があるか，考えよう。

TRY

TRY

（注）		2010年調査から「親族世帯」は「親族のみの世帯」，「非
親族世帯」は「非親族を含む世帯」に区分変更された。

（総務省「国勢調査」）

1   一般世帯における家族構成の割合の推移

（注）	就業者総数に対する産業別就業者数の比率。
（総務省「国勢調査」）

2   産業構造の変化
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在宅死　1950年代には約9割の人が住み慣れた家で最
さい
期
ご
を迎え，家庭科でも看

み
取
と
りの方法を学習していたが，現在では約7割の人が病院で亡くなっ

ている。しかし近年，最期まで自分の生活を大事にしたい，家族に見守られたいなど，在宅死を願う人が増えている。
第1章　自分らしい人生をつくる　　5　家族・家庭を見つめる
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加工したり，洗ったり，かたづけたりする家

か
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じ

労
ろう

働
どう
も
❶
また，人が

生活をするために欠かすことのできない労働である。近年，外食
産業の発展や家事・介護サービスの普及，ライフスタイルの変化
などに伴って，家事労働を家庭外で代替する家事労働の社会化が
進んでいる。
職業労働は，仕事の時間や内容に応じて報酬が支払われる有
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で
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ある。一方，家事労働は，自分や家族のために行われる無
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で
❸
ある。家事労働の特徴として，その種類の多さ，繰り返

し行われるという反復性，家族の状況に合わせて行われるという
他律性，さまざまな工夫ができるという創造性などが挙げられる。
家事労働は，労働によって生み出される価値が直接自分や家族の
ものとなり，喜びや満足をもたらす。

男女で担
にな

う家庭生活1
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（総務省「平成28（2016）年社会生活基本調査」）

2   夫婦が仕事と家事に費やす時間の比較

（注）	週全体の平均時間。
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❶家事労働　購入や消費的労働などの生活手段を整える
労働，育児・教育・世話などのサービス労働，計画・記録・
学習などの家庭管理労働などに分類できる。
❷有償労働　報酬が支払われる労働。ペイドワークともい
う。
❸無償労働　報酬が支払われない労働。アンペイドワーク
ともいう。家事や育児，介護・看護，ボランティア活動な
どがある。

　有償労働と無償労働に費やす時間は，男女どち
らのほうが多いだろうか（

▲

2 ）。自分の家族の場
合についても調べてみよう。

職業労働の在り方は，家庭生活に大きな影響を及ぼし
ている。家族と社会との関

かか

わりについて理解し，これか
らのよりよい家庭生活を考えよう。

学習のポイント

TRY

 見直される性別役割分業意識
日本では，高度経済成長を背景に，1960年代以降「男は仕事，

女は家事・育児」という性
せい

別
べつ

役
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分
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業
ぎょう

意
い

識
しき
が一般化し強まって

いった。1975年の国際婦人年から始まった「国連婦人の10年」
における性別役割分業見直しの取り組みの中で，1980年代頃

ころ
か

ら，男女が共に職業と家庭の分野で責任を担
にな
うことが重要とされ

るようになった。また，生物学的な性別に対して，社会的・文化
的に形成される性別をジェンダーという見方が広まった。
1985年に日本が批

ひ
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した国連の女

じょ
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さ
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てっ

廃
ぱい

条
じょう

約
やく
で
❶
は，「すべ

ての人間の奪い得ない権利としての労働の権利」の確保や，雇用
の場において，婚姻または母性を理由とする女子に対する差別を
なくすことなどが定められている。この条約を受けて我が国では
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用
よう

機
き
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均
きん

等
とう

法
ほう
が
❷
1986年から施行された。1997年の改正

❸
で

差別禁止の範囲が拡大し，同時に女性の保護規定は廃止された。
さらに2006年の改正

❹
では男性に対する差別禁止も追加された。

3

3   性別役割分業意識の推移

❶女子差別撤廃条約　正式名称は「女子に対するあらゆる
形態の差別の撤廃に関する条約」。1979年に第34回国連
総会で採択された。1980年，「国連婦人の10年中間年世
界会議」で日本を含む57か国が署名，1981年9月に発効
した。女性の全面的社会参加の確保，性別役割分業の見直
しなどが盛り込まれている。
❷男女雇用機会均等法　正式名称は「雇用の分野における
男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律」。教育
訓練や定年・退職・解雇などの差別的取り扱いの禁止，募
集・採用・配置・解雇の機会均等，事業主のセクシュアル
ハラスメントやマタニティハラスメントの防止義務，均等
法違反に対する勧告と企業名の公表などを規定している。
❸1997年の改正では，女性の時間外・休日・深夜労働の
規制・禁止規定が廃止された。
❹2006年の改正までは，女性に対する差別禁止のみだっ
た。また，この改正で性別による降格や職種変更などの禁
止が追加され，差別禁止の範囲も更に拡大した。

　日本では，女性の労働力率が「M字型曲線」に
なっている（5 	6）。その理由は何か，話し合おう。
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4   就業時間が週60時間以上の男性雇用者の割合

（内閣府「少子化社会対策白書」2019年）
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6 これからの家庭生活と社会
男女が共に仕事と家庭を両立させるためには，どうしたらよいだろうか。
また，どのような社会になれば，そうした生活ができるようになるだろうか。
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セクハラ・マタハラ・パタハラ・パワハラ　相手の意に反する性的な内容の言動であるセクシュアルハラスメントや妊娠・出産等を理由としたマタニ
ティハラスメントのほか，育児に参画しようとする男性に対するパタニティハラスメントや職権を利用したパワーハラスメントも問題となっている。
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　日本では，女性の労働力率が「M字型曲線」に
なっている（5 	6）。その理由は何か，話し合おう。
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（内閣府「少子化社会対策白書」2019年）
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 親子・扶養の法律
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子が別々に暮らすことになっても，扶養や相続など，親子の法律
上の権利・義務関係は，一生変わることはない。

扶
ふ

養
よう
に
❶
ついては，直

ちょっ
系
けい

血
けつ

族
ぞく
お
❷
よび兄弟姉妹は互いに扶養する義

務がある。また，特別の事情があるときには，家庭裁判所は，3
親
しん

等
とう
内の親

しん
族
ぞく
間
❸
（おじ・おば・めい・おいなど）においても扶養

の義務を負わせることができる。民法が定めている扶養義務の範
囲は，実態とは異なり，かなり広いものとなっている。

 離婚と法律
夫婦は，協議して離

り
婚
こん
届を出すことによって，婚姻関係を解消

することができる
❹
。夫婦で合意できない場合には，家

か
庭
てい

裁
さい

判
ばん

所
しょ
に

調停の申し立てをして，子の親権者や財産分与などの調整をする。
親権者でないほうの親も，子どもが成人するまで，その資金力や
生活水準等に応じて養育費を分担するなどの養育の義務がある。

3

4

5

 家から個人へ
家族に関する法は，民

みん
法
ぽう
，戸

こ
籍
せき

法
ほう
，各種の社会保障法等から

成っているが，なかでも民法には，家族や家庭生活についての決
まりが多く定められている。その基礎には日本国憲法がある。
戦前までの旧

きゅう
民
みん

法
ぽう
（明治民法）には「家

いえ
」
❶
制度があり，結婚は

夫の家の存続のためのものであった。「妻ハ婚姻ニ因リテ夫ノ家
ニ入ル」と定められ，夫婦の権利と義務は平等ではなかった。戦
後改正された現行民法では，「家」制度は廃止され，結婚時の姓

せい

（氏
うじ

）の決め方や，親権，扶
ふ
養
よう
，相続

❷
などの全

すべ
てが，男女の本質

的平等に基づいて定められている。

 結婚と夫婦の法律
日
に

本
ほん

国
こく

憲
けん

法
ぽう

第
だい

24条
じょう
は，「婚

こん
姻
いん
は，両性の合意のみに基いて成立

し，…」ととくに定めて，結婚が男女の自由な意思に基づくもの
であることを明確にしている。
結婚とは個人的な，男女2人の愛と意思の問題である。同時に，
社会の基礎単位となる家族をつくるという意味で，社会的な側面
も持っている。結婚式は共同生活を始める意思を社会的に披露す
る意味があり，婚姻届を出すことで，初めて夫婦の権利と義務が
法律上生じる。それは，とくに将来生まれてくる子どもの養育者
としての義務と責任を明確にするものである。
憲法では，結婚が夫婦の協力によって維持されなければならな
いことを述べており，民法でも「夫婦は同居し，互いに協力し扶
助しなければならない」と定めている。法律上は，男性は18歳，
女性は16歳になれば結婚できるが，経済的にも精神的にも十分
に自立してから結婚するようにしたい。

家族と法律3

1

TRY

2

❶扶養　助け養うこと。生活の面倒をみること。
❷血族　血縁によってつながっている親族。
❸親族　民法では，6親等内の血族，配偶者，3親等内の
姻族（婚姻によりできた親族。配偶者の血族など）と規定
されており，その範囲は広い。実際に親族として付き合い
のある範囲と一致するとは限らない。
❹離婚の種類には，協議離婚，調停離婚，審判離婚，裁判
離婚（和解離婚，認諾離婚，判決離婚）がある。約9割が
協議離婚である。

3   親子・扶養に関する法律（民法）

第818条
①成年に達しない子は，父母の親権に服する。
②子が養子であるときは，養親の親権に服する。
③親権は，父母の婚姻中は，父母が共同して行う。
第819条
①�父母が協議上の離婚をするときは，その協議で，
その一方を親権者と定めなければならない。

第820条
親権を行う者は，子の利益のために子の監護及び
教育をする権利を有し，義務を負う。
第824条
親権を行う者は，子の財産を管理し，かつ，その財
産に関する法律行為についてその子を代表する。
第827条
親権を行う者は，自己のためにするのと同一の注意
をもって，その管理権を行わなければならない。
第877条
直系血族及び兄弟姉妹は，互いに扶養をする義務
がある。

❶家　世代を超えて続く家族集団の連鎖。家産をもとに
家業を経営し，祖先をまつり，財産と家督（家族員を統率
する権利）を長男が単独相続することで維持してきた。旧
民法により制度として確立したものが「家」制度である。
❷死亡した人の財産を，その者と一定の親族関係にある者
が受け継ぐことを相続という。法定相続分は，誰

だれ

が相続人
になるかによって異なる。遺言がある場合はその内容が優
先されるが，遺言でも自由にできない遺留分がある。

2   結婚に関する法律（民法）

4   3親等内の親族

1   旧民法と現行民法との比較（例外規定もある）

旧民法 
〔1898年制定〕

現行民法 
〔1947年改正〕

家
族

●   「家」制度による直系
家族。

●  家父長（戸主）に大きな
権限がある。

●  夫婦の協力により維持
される。

●  夫婦の権利，義務は同
等。

婚
姻

●  結婚するには戸主の同
意を必要とする。

●  妻は夫の家に入る。

●  成人は両性の合意のみ
で結婚できる。

●  夫，妻どちらの姓を称
してもよい。

夫
婦

●  夫は妻の財産を管理す
る。

●  婚姻により生じるいっ
さいの費用は夫が負担
する。

●  夫婦別産制。
●  婚姻により生じる費用
は夫婦が分担する。

子
●  子は父の親権に服する。
●  父が親権を行えない場
合は母が行う。

●  子は父母の親権に服す
る。

相
続

●  遺産は跡取り（長男ま
たは養子）だけが相続
する（単独相続）。

●  遺産は配偶者が2分の
1，子が2分の1を等分
に相続する（分割相続）。

自分 配偶者

子

父母

祖父母

配偶者

配偶者

配偶者

1親等
2親等
3親等

孫 配偶者

曾孫 配偶者

直系（親・子・孫など家系の縦の関係）

傍系曾祖父母
そう そ ぼふ

父母

祖父母

曾祖父母

おじ・おば

配偶者

おい・めいおい・めい

兄弟姉妹

おじ・おば

兄弟姉妹

傍系
直系

（
自
分
よ
り
前
の
世
代
）

（
自
分
よ
り
後
の
世
代
）

そ
ん
ぞ
く

尊
属

ひ

ぞ
く

卑
属

傍系（先祖が同じで，おじ・おば，
　　　兄弟姉妹などの関係）

　日常生活で，旧民法の「家」の意識や習慣が
残っている例を挙げよう。また，それぞれを現行民
法の考え方に当てはめるとどうなるか，考えよう。
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5  離婚に関する法律（民法）

第763条　夫婦は，その協議で，離婚をすることができる。
第767条　①�婚姻によって氏を改めた夫又は妻は，協議上の離婚によって婚姻

前の氏に復する。
　　　　　②�…離婚の日から三箇月以内に戸籍法の定めるところにより届け出

ることによって，離婚の際に称していた氏を称することができる。
第768条　  協議上の離婚をした者の一方は，相手方に対して財産の分与を請求

することができる。

第731条＊　��男は，18歳に，女は，16歳にならなければ，婚姻をすること
ができない。

第732条　配偶者のある者は，重ねて婚姻をすることができない。
第733条　�①�女は，前婚の解消又は取消しの日から起算して百日を経

過した後でなければ，再婚をすることができない。
第734条　�①�直系血族又は三親等内の傍系血族の間では，婚姻をする

ことができない。
第737条＊　�①�未成年の子が婚姻をするには，父母の同意を得なければ

ならない。�
　　　　　②�父母の一方が同意しないときは，他の一方の同意だけで

足りる。
第739条　�①�婚姻は，戸籍法の定めるところにより届け出ることに

よって，その効力を生ずる。
第750条　�夫婦は，婚姻の際に定めるところに従い，夫又は妻の氏を

称する。
第752条　夫婦は同居し，互いに協力し扶助しなければならない。
第753条＊　�未成年者が婚姻をしたときは，これによって成年に達したも

のとみなす。
第760条　�夫婦は，その資産，収入その他一切の事情を考慮して，婚

姻から生ずる費用を分担する。

＊2018年の改正により民法第731条は「婚姻は，18歳にならなければ，することができない。」に，第737条と第753条は削除になる（2022年4月1日施行）。
＊2018年改正，2022年施行。

（法務省法制審議会答申　1996年より作成）

＊法律上婚姻関係にある男女から生まれた子

現行 改正案

●夫婦は同姓 ●  同姓または別姓を選択で
きる。

●  子どもの姓は婚姻時に決
める。

●  婚姻の最低年齢は 
男18歳，女16歳。

●  男女とも18歳とする＊。

6   民法改正の検討課題（一部）
　社会の変化に伴い，結婚観や家族に対する考え方は，大きく
変化した。現行民法は，個人の尊厳と両性の平等という面から
見て，不十分な部分があるため，1996年に，法制審議会にお
いて民法の改正が検討された。このうち非嫡出子の法定相続
分は2013年改正で「嫡出子＊の2分の1」から「嫡出子と同等」
に，女性の再婚禁止期間は2016年改正で6か月から100日に
短縮された。さらに婚姻の最低年齢も，2018年改正で男性18
歳，女性16歳から男女とも18歳となった（2022年施行）。しか
し，まだ国会での審議に至っていない検討課題もある。
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第1章　自分らしい人生をつくる　　5　家族・家庭を見つめる「入籍する」は古い言い方？　「婚姻届を出す」と同じ意味で使われることが多いが，未婚の男女が婚姻届を出して結婚する際は基本的に新しい戸籍
が作成され，片方の戸籍に加わるわけではない。この言い方は，婚姻が「妻が夫の家の戸籍に入ること」だった時代の名残だといわれる。
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家庭

商品

労働力

物資・サービスの
消費

エネルギーの
生産

物資・サービスの
生産

エネルギーの
消費

職場

職業労働 家事労働

 職業労働と家事労働
人は職

しょく
業
ぎょう

労
ろう

働
どう
によって収入を得て，衣食住などに必要な物や

サービスを購入して生活をしている。購入したものを調理したり，
加工したり，洗ったり，かたづけたりする家

か
事
じ

労
ろう

働
どう
も
❶
また，人が

生活をするために欠かすことのできない労働である。近年，外食
産業の発展や家事・介護サービスの普及，ライフスタイルの変化
などに伴って，家事労働を家庭外で代替する家事労働の社会化が
進んでいる。
職業労働は，仕事の時間や内容に応じて報酬が支払われる有

ゆう
償
しょう

労
ろう

働
どう
で
❷
ある。一方，家事労働は，自分や家族のために行われる無

む

償
しょう

労
ろう

働
どう
で
❸
ある。家事労働の特徴として，その種類の多さ，繰り返

し行われるという反復性，家族の状況に合わせて行われるという
他律性，さまざまな工夫ができるという創造性などが挙げられる。
家事労働は，労働によって生み出される価値が直接自分や家族の
ものとなり，喜びや満足をもたらす。

男女で担
にな

う家庭生活1

1

1

p.21

p.25

（総務省「平成28（2016）年社会生活基本調査」）

2   夫婦が仕事と家事に費やす時間の比較

（注）	週全体の平均時間。

1   職業労働と家事労働

❶家事労働　購入や消費的労働などの生活手段を整える
労働，育児・教育・世話などのサービス労働，計画・記録・
学習などの家庭管理労働などに分類できる。
❷有償労働　報酬が支払われる労働。ペイドワークともい
う。
❸無償労働　報酬が支払われない労働。アンペイドワーク
ともいう。家事や育児，介護・看護，ボランティア活動な
どがある。

　有償労働と無償労働に費やす時間は，男女どち
らのほうが多いだろうか（

▲

2 ）。自分の家族の場
合についても調べてみよう。

職業労働の在り方は，家庭生活に大きな影響を及ぼし
ている。家族と社会との関

かか

わりについて理解し，これか
らのよりよい家庭生活を考えよう。

学習のポイント

TRY

 見直される性別役割分業意識
日本では，高度経済成長を背景に，1960年代以降「男は仕事，
女は家事・育児」という性

せい
別
べつ

役
やく

割
わり

分
ぶん

業
ぎょう

意
い

識
しき
が一般化し強まって

いった。1975年の国際婦人年から始まった「国連婦人の10年」
における性別役割分業見直しの取り組みの中で，1980年代頃

ころ
か

ら，男女が共に職業と家庭の分野で責任を担
にな
うことが重要とされ

るようになった。また，生物学的な性別に対して，社会的・文化
的に形成される性別をジェンダーという見方が広まった。
1985年に日本が批

ひ
准
じゅん
した国連の女

じょ
子
し

差
さ

別
べつ

撤
てっ

廃
ぱい

条
じょう

約
やく
で
❶
は，「すべ

ての人間の奪い得ない権利としての労働の権利」の確保や，雇用
の場において，婚姻または母性を理由とする女子に対する差別を
なくすことなどが定められている。この条約を受けて我が国では
男
だん

女
じょ

雇
こ

用
よう

機
き

会
かい

均
きん

等
とう

法
ほう
が
❷
1986年から施行された。1997年の改正

❸
で

差別禁止の範囲が拡大し，同時に女性の保護規定は廃止された。
さらに2006年の改正

❹
では男性に対する差別禁止も追加された。

3

3   性別役割分業意識の推移

❶女子差別撤廃条約　正式名称は「女子に対するあらゆる
形態の差別の撤廃に関する条約」。1979年に第34回国連
総会で採択された。1980年，「国連婦人の10年中間年世
界会議」で日本を含む57か国が署名，1981年9月に発効
した。女性の全面的社会参加の確保，性別役割分業の見直
しなどが盛り込まれている。
❷男女雇用機会均等法　正式名称は「雇用の分野における
男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律」。教育
訓練や定年・退職・解雇などの差別的取り扱いの禁止，募
集・採用・配置・解雇の機会均等，事業主のセクシュアル
ハラスメントやマタニティハラスメントの防止義務，均等
法違反に対する勧告と企業名の公表などを規定している。
❸1997年の改正では，女性の時間外・休日・深夜労働の
規制・禁止規定が廃止された。
❹2006年の改正までは，女性に対する差別禁止のみだっ
た。また，この改正で性別による降格や職種変更などの禁
止が追加され，差別禁止の範囲も更に拡大した。

　日本では，女性の労働力率が「M字型曲線」に
なっている（5 	6）。その理由は何か，話し合おう。
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4   就業時間が週60時間以上の男性雇用者の割合

（内閣府「少子化社会対策白書」2018年）
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（内閣府「男女共同参画社会に関する世論調査」）

（総務省「世界の統計」2018年）

6   女性の労働力率の国際比較5   性・年齢別労働力率＊

（総務省「労働力調査」2017年）

＊	労働力率　15歳以上人口に占める労働力人口（休業者を含む就業者と求職
活動を行っている失業者）の割合。

（時間：分） 共働き世帯

夫婦と子ども

妻

夫
妻

夫

妻

夫

妻

夫婦のみ 夫婦と子ども夫婦のみ

夫が有業で妻が無業の世帯
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6 これからの家庭生活と社会
男女が共に仕事と家庭を両立させるためには，どうしたらよいだろうか。
また，どのような社会になれば，そうした生活ができるようになるだろうか。
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セクハラ・マタハラ・パタハラ・パワハラ　相手の意に反する性的な内容の言動であるセクシュアルハラスメントや妊娠・出産等を理由としたマタニ
ティハラスメントのほか，育児に参画しようとする男性に対するパタニティハラスメントや職権を利用したパワーハラスメントも問題となっている。

第1章　自分らしい人生をつくる　　6　これからの家庭生活と社会
 共に関

か か

わり合う家庭と社会
高齢化の急激な進行，雇用の不安定化，働く既婚女性の増加な

どの社会経済変化は，家族・家庭生活にも大きな影響を与えてい
る。増加する要介護高齢者を誰

だれ
がどのように介護するのか，失業

者や正規雇用に就けない人々をどうするのか，働く親の子どもの
育ちをどう保障していくのかという問題は，多くの人々が直面す
る問題でもあり，社会的な仕組みの中で解決していくことが必要
である。これが社会福祉の基本的な考え方であり，この傾向は，
地域における住民どうしの支え合いとともに，今後ますます強
まっていくであろう。

 地域の生活をつくる
私
わたし
たちは地域の中で生活している。地域には，図書館や学校な

どの公共施設や，さまざまな福祉施設がある。盆踊りや祭り，運
動会などの行事があり，行事を開催するために力を尽くす多くの
ボランティアの人々がいる。近隣のおじさんやおばさん，同学年
や異学年の友人がいる。地域におけるつながりは，心にゆとりを
もたらすとともに，危機や問題が発生した場合には，援助のため
の資源にもなる。地域に暮らす一員として何ができるか考えてみ
よう。

家庭生活と地域・福祉 ▲ 第4章2

p.61 p.171 1

TRY

　仕事と育児・介護の両立支援制度が整い，労働者
が多様で柔軟な働き方を選択できるよう，さまざまな
取り組みを行っている企業をファミリー・フレンド
リー企業という。ノー残業デーや早帰りウィークの
設定，事業所内託児所の設置，フレックスタイム制，
在宅勤務など，さまざまな工夫がされている。

　これ以外にも，年3～4回の社員ヒアリングで
要望を積極的に聞き，男女に関わりなく実力を
発揮できる職場づくりを目指して両立支援制度
を整備している。子育て期だけに限らず，老若
男女を問わずワーク・ライフ・バランスが実現で
きるように工夫している。

2   ファミリー・フレンドリー企業

ファミリー・フレンドリー企業A社 
（秋

あき

田
た

県鹿
か

角
づの

郡小
こ

坂
さか

町）
例

●  事業所内託児所の設置（無料）
●  育児休業制度を3歳まで利用可能に
●  介護休業制度の取得回数制限なし
●親の看護休暇制度 など

1 		育児や介護をしながら働いている周囲の人に，ワーク・ラ
イフ・バランスについてインタビューをしよう。

2 		インタビューを踏まえて，ワーク・ライフ・バランスを実現
できる社会に向けてどのような取り組みが必要か，自分の
考えをまとめよう。

ワーク・ライフ・バランスについて 
考えよう

地域の助け合いについて考えよう
　あなたが住んでいる地域での，住民どうしの助け合いの例
（子育て，介護，防犯など）を挙げ，よい点や今後の課題を考
えよう。あなたはこれから，何ができるだろうか。

● 	ワーク・ライフ・バランスを実現するために工夫し
ていること

● 		ワーク・ライフ・バランスについて困っていること
● 		家庭や職場，国・地方公共団体に望むこと	 など

インタビュー項目の例

 男女共に，仕事も家庭も
男
だん

女
じょ

共
きょう

同
どう

参
さん

画
かく

社
しゃ

会
かい

基
き

本
ほん

法
ほう
は
❶
，社会のあらゆる分野の活動に男女

が対等に参画することを目指して，1999年に制定された。基本
法では，基本理念として，男女共同参画社会を実現するための5
つの柱が立てられ，その1つに，家庭生活における活動と他の活
動の両立が挙げられている。男女が共に協力し，家族としての役
割を果たしながら仕事や学習，地域活動等を行うことができるよ
うになるためには，家事・育児・介護などの家庭的責任を男女が
共同で分担することが必要である。
男女が共に家庭生活を担

にな
う，という仕組みを確立するためには，

労働時間の短縮，育
いく

児
じ

休
きゅう

業
ぎょう

制
せい

度
ど
や
❷

介
かい

護
ご

休
きゅう

業
ぎょう

制
せい

度
ど
，有
❸

給休暇などを
取得しやすくするなど，職場の改善が求められている。父親が働
き，母親は専業主婦という性別役割分業に基づく暮らし方は，多
数派ではなくなり，今は共働き世帯のほうが多い。にもかかわら
ず，職場においては女性の管理職への登用

❹
が諸外国に比べて進ん

でいないなど，男女共同参画が実現されていない側面もある。

 ワーク・ライフ・バランス
ワーク・ライフ・バランスとは，「仕事と生活の調和」を意味す
る。現実には，安定した仕事に就けない，仕事中心の生活で健康
を害しかねない，仕事と家事・育児・介護の両立に悩んでいるな
ど，仕事と生活の間で問題を抱えている人が多く見られる。
男女が共に働きながら子どもを生み育て，地域の人々とも交流
しながら充実した生活を送るというワーク・ライフ・バランスの
実現

❺
には，個人，国・地方自治体，企業におけるそれぞれの積極

的な取り組みが必要である。
個人の立場からは，「男は仕事，女は家事・育児」という固定的
な性別役割分業意識を取り除き，「男女共に，仕事も家庭も」と
いう意識の確立が求められる。国や地方自治体は，仕事と子育
て・介護の両立を可能にするさまざまな政策により，支援体制を
整備しなければならない。なかでも，子育て期の親を支援する保
育サービスの充実は急務である。企業は，育児休業制度をはじめ
とするさまざまな両立支援制度を導入するとともに，それらを利
用しやすい職場の環境づくりに取り組む必要がある。また，30
代男性は労働時間が長く，子育てとの両立が難しいことから，職
場での長時間労働の見直しも行われなければならない。

p.49

1

p.196 2

p.29

p.55

2 TRY

p.29 4

❶男女共同参画社会基本法　第6条で「男女共同参画社会
の形成は，家族を構成する男女が，相互の協力と社会の支
援の下に，子の養育，家族の介護その他の家庭生活におけ
る活動について家族の一員としての役割を円滑に果たし，
かつ，当該活動以外の活動を行うことができるようにする
ことを旨として，行われなければならない」と定めている。
❷育児休業制度　育児・介護休業法（1995年）に基づき，
仕事と家庭生活を両立させながら，男女が協力して，子ど
もを育てるための制度。育児休業制度がある事業所（5人
以上）は75.0％，取得率は女性83.2％，男性5.14％（2017
年度）である。
❸介護休業制度　育児・介護休業法に基づき，要介護状態
にある家族の介護のために合計93日を上限として休業で
きる制度。雇用保険法により介護休業給付が受けられる。
このほか介護のための短期休暇制度（介護休暇）もある。
❹2016年に施行された女性活躍推進法により，301人以
上の事業主は職場における女性の活躍推進に向けて，数値
目標を含めた行動計画の策定・公表が義務付けられている。
❺内閣府は，ワーク・ライフ・バランスの実現した社会を
「国民1人1人がやりがいや充実感を感じながら働き，仕事
上の責任を果たすとともに，家庭や地域生活などにおいて
も，子育て期，中高年期といった人生の各段階に応じて多
様な生き方が選択・実現できる社会」であると定義してい
る。具体的には，①就労による経済的自立が可能な社会，
②健康で豊かな生活のための時間が確保できる社会，③多
様な働き方・生き方が選択できる社会の側面がある。

（内閣府「男女共同参画白書」2018年）

	 ＊1			「男性雇用者と無業の妻からなる世帯」とは，夫が非
農林雇用者で，妻が非就業者（非労働力人口及び完全
失業者）の世帯。

	 ＊2			「雇用者の共働き世帯」とは，夫婦共に非農林業雇用
者の世帯。

1   共働き世帯数の推移

自主防犯ボランティア例

徳
とく

島
しま

県名
みょう

西
ざい

郡の高校では，2003年から自主防犯ボランティア
チームを結成し，部活動の校外ランニングを兼ねて地域の防犯パ
トロールや町内清掃などを行っている。
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第1章　自分らしい人生をつくる　　6　これからの家庭生活と社会ワーク・ライフ・バランスの希望と現実　家事・育児，地域生活，仕事を両立させたいと希望する割合は男女共高いが，実際にはその希望がかなえら
れず，男性は仕事中心，女性は家事・育児中心となるケースが多い。

家庭

商品

労働力

物資・サービスの
消費

エネルギーの
生産

物資・サービスの
生産

エネルギーの
消費

職場

職業労働 家事労働

 職業労働と家事労働
人は職

しょく
業
ぎょう

労
ろう

働
どう
によって収入を得て，衣食住などに必要な物や

サービスを購入して生活をしている。購入したものを調理したり，
加工したり，洗ったり，かたづけたりする家

か
事
じ

労
ろう

働
どう
も
❶
また，人が

生活をするために欠かすことのできない労働である。近年，外食
産業の発展や家事・介護サービスの普及，ライフスタイルの変化
などに伴って，家事労働を家庭外で代替する家事労働の社会化が
進んでいる。
職業労働は，仕事の時間や内容に応じて報酬が支払われる有

ゆう
償
しょう

労
ろう

働
どう
で
❷
ある。一方，家事労働は，自分や家族のために行われる無

む

償
しょう

労
ろう

働
どう
で
❸
ある。家事労働の特徴として，その種類の多さ，繰り返

し行われるという反復性，家族の状況に合わせて行われるという
他律性，さまざまな工夫ができるという創造性などが挙げられる。
家事労働は，労働によって生み出される価値が直接自分や家族の
ものとなり，喜びや満足をもたらす。

男女で担
にな

う家庭生活1

1

1

p.21

p.25

（総務省「平成28（2016）年社会生活基本調査」）

2   夫婦が仕事と家事に費やす時間の比較

（注）	週全体の平均時間。

1   職業労働と家事労働

❶家事労働　購入や消費的労働などの生活手段を整える
労働，育児・教育・世話などのサービス労働，計画・記録・
学習などの家庭管理労働などに分類できる。
❷有償労働　報酬が支払われる労働。ペイドワークともい
う。
❸無償労働　報酬が支払われない労働。アンペイドワーク
ともいう。家事や育児，介護・看護，ボランティア活動な
どがある。

　有償労働と無償労働に費やす時間は，男女どち
らのほうが多いだろうか（

▲

2 ）。自分の家族の場
合についても調べてみよう。

職業労働の在り方は，家庭生活に大きな影響を及ぼし
ている。家族と社会との関

かか

わりについて理解し，これか
らのよりよい家庭生活を考えよう。

学習のポイント

TRY

 見直される性別役割分業意識
日本では，高度経済成長を背景に，1960年代以降「男は仕事，
女は家事・育児」という性

せい
別
べつ

役
やく

割
わり

分
ぶん

業
ぎょう

意
い

識
しき
が一般化し強まって

いった。1975年の国際婦人年から始まった「国連婦人の10年」
における性別役割分業見直しの取り組みの中で，1980年代頃

ころ
か

ら，男女が共に職業と家庭の分野で責任を担
にな
うことが重要とされ

るようになった。また，生物学的な性別に対して，社会的・文化
的に形成される性別をジェンダーという見方が広まった。
1985年に日本が批

ひ
准
じゅん
した国連の女

じょ
子
し

差
さ

別
べつ

撤
てっ

廃
ぱい

条
じょう

約
やく
で
❶
は，「すべ

ての人間の奪い得ない権利としての労働の権利」の確保や，雇用
の場において，婚姻または母性を理由とする女子に対する差別を
なくすことなどが定められている。この条約を受けて我が国では
男
だん

女
じょ

雇
こ

用
よう

機
き

会
かい

均
きん

等
とう

法
ほう
が
❷
1986年から施行された。1997年の改正

❸
で

差別禁止の範囲が拡大し，同時に女性の保護規定は廃止された。
さらに2006年の改正

❹
では男性に対する差別禁止も追加された。

3

3   性別役割分業意識の推移

❶女子差別撤廃条約　正式名称は「女子に対するあらゆる
形態の差別の撤廃に関する条約」。1979年に第34回国連
総会で採択された。1980年，「国連婦人の10年中間年世
界会議」で日本を含む57か国が署名，1981年9月に発効
した。女性の全面的社会参加の確保，性別役割分業の見直
しなどが盛り込まれている。
❷男女雇用機会均等法　正式名称は「雇用の分野における
男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律」。教育
訓練や定年・退職・解雇などの差別的取り扱いの禁止，募
集・採用・配置・解雇の機会均等，事業主のセクシュアル
ハラスメントやマタニティハラスメントの防止義務，均等
法違反に対する勧告と企業名の公表などを規定している。
❸1997年の改正では，女性の時間外・休日・深夜労働の
規制・禁止規定が廃止された。
❹2006年の改正までは，女性に対する差別禁止のみだっ
た。また，この改正で性別による降格や職種変更などの禁
止が追加され，差別禁止の範囲も更に拡大した。

　日本では，女性の労働力率が「M字型曲線」に
なっている（5 	6）。その理由は何か，話し合おう。
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4   就業時間が週60時間以上の男性雇用者の割合

（内閣府「少子化社会対策白書」2019年）
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（内閣府「男女共同参画社会に関する世論調査」）

6   女性の労働力率の国際比較5   性・年齢別労働力率＊

（総務省「労働力調査」2018年）

＊	労働力率　15歳以上人口に占める労働力人口（休業者を含む就業者と求職
活動を行っている失業者）の割合。
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6 これからの家庭生活と社会
男女が共に仕事と家庭を両立させるためには，どうしたらよいだろうか。
また，どのような社会になれば，そうした生活ができるようになるだろうか。
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セクハラ・マタハラ・パタハラ・パワハラ　相手の意に反する性的な内容の言動であるセクシュアルハラスメントや妊娠・出産等を理由としたマタニ
ティハラスメントのほか，育児に参画しようとする男性に対するパタニティハラスメントや職権を利用したパワーハラスメントも問題となっている。

第1章　自分らしい人生をつくる　　6　これからの家庭生活と社会
 共に関

か か

わり合う家庭と社会
高齢化の急激な進行，雇用の不安定化，働く既婚女性の増加な

どの社会経済変化は，家族・家庭生活にも大きな影響を与えてい
る。増加する要介護高齢者を誰

だれ
がどのように介護するのか，失業

者や正規雇用に就けない人々をどうするのか，働く親の子どもの
育ちをどう保障していくのかという問題は，多くの人々が直面す
る問題でもあり，社会的な仕組みの中で解決していくことが必要
である。これが社会福祉の基本的な考え方であり，この傾向は，
地域における住民どうしの支え合いとともに，今後ますます強
まっていくであろう。

 地域の生活をつくる
私
わたし
たちは地域の中で生活している。地域には，図書館や学校な

どの公共施設や，さまざまな福祉施設がある。盆踊りや祭り，運
動会などの行事があり，行事を開催するために力を尽くす多くの
ボランティアの人々がいる。近隣のおじさんやおばさん，同学年
や異学年の友人がいる。地域におけるつながりは，心にゆとりを
もたらすとともに，危機や問題が発生した場合には，援助のため
の資源にもなる。地域に暮らす一員として何ができるか考えてみ
よう。

家庭生活と地域・福祉 ▲ 第4章2

p.61 p.171 1

TRY

　仕事と育児・介護の両立支援制度が整い，労働者
が多様で柔軟な働き方を選択できるよう，さまざまな
取り組みを行っている企業をファミリー・フレンド
リー企業という。ノー残業デーや早帰りウィークの
設定，事業所内託児所の設置，フレックスタイム制，
在宅勤務など，さまざまな工夫がされている。

　これ以外にも，年3～4回の社員ヒアリングで
要望を積極的に聞き，男女に関わりなく実力を
発揮できる職場づくりを目指して両立支援制度
を整備している。子育て期だけに限らず，老若
男女を問わずワーク・ライフ・バランスが実現で
きるように工夫している。

2   ファミリー・フレンドリー企業

ファミリー・フレンドリー企業A社 
（秋

あき

田
た

県鹿
か

角
づの

郡小
こ

坂
さか

町）
例

●  事業所内託児所の設置（無料）
●  育児休業制度を3歳まで利用可能に
●  介護休業制度の取得回数制限なし
●親の看護休暇制度 など

1 		育児や介護をしながら働いている周囲の人に，ワーク・ラ
イフ・バランスについてインタビューをしよう。

2 		インタビューを踏まえて，ワーク・ライフ・バランスを実現
できる社会に向けてどのような取り組みが必要か，自分の
考えをまとめよう。

ワーク・ライフ・バランスについて 
考えよう

地域の助け合いについて考えよう
　あなたが住んでいる地域での，住民どうしの助け合いの例
（子育て，介護，防犯など）を挙げ，よい点や今後の課題を考
えよう。あなたはこれから，何ができるだろうか。

● 	ワーク・ライフ・バランスを実現するために工夫し
ていること

● 		ワーク・ライフ・バランスについて困っていること
● 		家庭や職場，国・地方公共団体に望むこと	 など

インタビュー項目の例

 男女共に，仕事も家庭も
男
だん

女
じょ

共
きょう

同
どう

参
さん

画
かく

社
しゃ

会
かい

基
き

本
ほん

法
ほう
は
❶
，社会のあらゆる分野の活動に男女

が対等に参画することを目指して，1999年に制定された。基本
法では，基本理念として，男女共同参画社会を実現するための5
つの柱が立てられ，その1つに，家庭生活における活動と他の活
動の両立が挙げられている。男女が共に協力し，家族としての役
割を果たしながら仕事や学習，地域活動等を行うことができるよ
うになるためには，家事・育児・介護などの家庭的責任を男女が
共同で分担することが必要である。
男女が共に家庭生活を担

にな
う，という仕組みを確立するためには，

労働時間の短縮，育
いく

児
じ

休
きゅう

業
ぎょう

制
せい

度
ど
や
❷

介
かい

護
ご

休
きゅう

業
ぎょう

制
せい

度
ど
，有
❸

給休暇などを
取得しやすくするなど，職場の改善が求められている。父親が働
き，母親は専業主婦という性別役割分業に基づく暮らし方は，多
数派ではなくなり，今は共働き世帯のほうが多い。にもかかわら
ず，職場においては女性の管理職への登用

❹
が諸外国に比べて進ん

でいないなど，男女共同参画が実現されていない側面もある。

 ワーク・ライフ・バランス
ワーク・ライフ・バランスとは，「仕事と生活の調和」を意味す

る。現実には，安定した仕事に就けない，仕事中心の生活で健康
を害しかねない，仕事と家事・育児・介護の両立に悩んでいるな
ど，仕事と生活の間で問題を抱えている人が多く見られる。
男女が共に働きながら子どもを生み育て，地域の人々とも交流

しながら充実した生活を送るというワーク・ライフ・バランスの
実現

❺
には，個人，国・地方自治体，企業におけるそれぞれの積極

的な取り組みが必要である。
個人の立場からは，「男は仕事，女は家事・育児」という固定的

な性別役割分業意識を取り除き，「男女共に，仕事も家庭も」と
いう意識の確立が求められる。国や地方自治体は，仕事と子育
て・介護の両立を可能にするさまざまな政策により，支援体制を
整備しなければならない。なかでも，子育て期の親を支援する保
育サービスの充実は急務である。企業は，育児休業制度をはじめ
とするさまざまな両立支援制度を導入するとともに，それらを利
用しやすい職場の環境づくりに取り組む必要がある。また，30
代男性は労働時間が長く，子育てとの両立が難しいことから，職
場での長時間労働の見直しも行われなければならない。

p.49
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❶男女共同参画社会基本法　第6条で「男女共同参画社会
の形成は，家族を構成する男女が，相互の協力と社会の支
援の下に，子の養育，家族の介護その他の家庭生活におけ
る活動について家族の一員としての役割を円滑に果たし，
かつ，当該活動以外の活動を行うことができるようにする
ことを旨として，行われなければならない」と定めている。
❷育児休業制度　育児・介護休業法（1995年）に基づき，
仕事と家庭生活を両立させながら，男女が協力して，子ど
もを育てるための制度。育児休業制度がある事業所（5人
以上）は75.0％（2017年度），取得率は女性82.2％，男性
6.16％（2018年度）である。
❸介護休業制度　育児・介護休業法に基づき，要介護状態
にある家族の介護のために合計93日を上限として休業で
きる制度。雇用保険法により介護休業給付が受けられる。
このほか介護のための短期休暇制度（介護休暇）もある。
❹2016年に施行された女性活躍推進法により，301人以
上の事業主は職場における女性の活躍推進に向けて，数値
目標を含めた行動計画の策定・公表が義務付けられている。
❺内閣府は，ワーク・ライフ・バランスの実現した社会を
「国民1人1人がやりがいや充実感を感じながら働き，仕事
上の責任を果たすとともに，家庭や地域生活などにおいて
も，子育て期，中高年期といった人生の各段階に応じて多
様な生き方が選択・実現できる社会」であると定義してい
る。具体的には，①就労による経済的自立が可能な社会，
②健康で豊かな生活のための時間が確保できる社会，③多
様な働き方・生き方が選択できる社会の側面がある。

1   共働き世帯数の推移

自主防犯ボランティア例

徳
とく

島
しま

県名
みょう

西
ざい

郡の高校では，2003年から自主防犯ボランティア
チームを結成し，部活動の校外ランニングを兼ねて地域の防犯パ
トロールや町内清掃などを行っている。

TRY TRY

＊1			「男性雇用者と無業の妻からなる世帯」とは，夫が非農林
雇用者で，妻が非就業者（非労働力人口および完全失業者）
の世帯。

＊2			「雇用者の共働き世帯」とは，夫婦共に非農林業雇用者の
世帯。

（内閣府「男女共同参画白書」2019年）
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第1章　自分らしい人生をつくる　　6　これからの家庭生活と社会ワーク・ライフ・バランスの希望と現実　家事・育児，地域生活，仕事を両立させたいと希望する割合は男女共高いが，実際にはその希望がかなえら
れず，男性は仕事中心，女性は家事・育児中心となるケースが多い。

29

30

6

側注❷
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 共に関
か か

わり合う家庭と社会
高齢化の急激な進行，雇用の不安定化，働く既婚女性の増加な

どの社会経済変化は，家族・家庭生活にも大きな影響を与えてい
る。増加する要介護高齢者を誰

だれ
がどのように介護するのか，失業

者や正規雇用に就けない人々をどうするのか，働く親の子どもの
育ちをどう保障していくのかという問題は，多くの人々が直面す
る問題でもあり，社会的な仕組みの中で解決していくことが必要
である。これが社会福祉の基本的な考え方であり，この傾向は，
地域における住民どうしの支え合いとともに，今後ますます強
まっていくであろう。

 地域の生活をつくる
私
わたし
たちは地域の中で生活している。地域には，図書館や学校な

どの公共施設や，さまざまな福祉施設がある。盆踊りや祭り，運
動会などの行事があり，行事を開催するために力を尽くす多くの
ボランティアの人々がいる。近隣のおじさんやおばさん，同学年
や異学年の友人がいる。地域におけるつながりは，心にゆとりを
もたらすとともに，危機や問題が発生した場合には，援助のため
の資源にもなる。地域に暮らす一員として何ができるか考えてみ
よう。

家庭生活と地域・福祉 ▲ 第4章2

p.61 p.171 1

TRY

　仕事と育児・介護の両立支援制度が整い，労働者
が多様で柔軟な働き方を選択できるよう，さまざまな
取り組みを行っている企業をファミリー・フレンド
リー企業という。ノー残業デーや早帰りウィークの
設定，事業所内託児所の設置，フレックスタイム制，
在宅勤務など，さまざまな工夫がされている。

　これ以外にも，年3～4回の社員ヒアリングで
要望を積極的に聞き，男女に関わりなく実力を
発揮できる職場づくりを目指して両立支援制度
を整備している。子育て期だけに限らず，老若
男女を問わずワーク・ライフ・バランスが実現で
きるように工夫している。

2   ファミリー・フレンドリー企業

ファミリー・フレンドリー企業A社 
（秋

あき

田
た

県鹿
か

角
づの

郡小
こ

坂
さか

町）
例

●  事業所内託児所の設置（無料）
●  育児休業制度を3歳まで利用可能に
●  介護休業制度の取得回数制限なし
●親の看護休暇制度 など

1 		育児や介護をしながら働いている周囲の人に，ワーク・ラ
イフ・バランスについてインタビューをしよう。

2 		インタビューを踏まえて，ワーク・ライフ・バランスを実現
できる社会に向けてどのような取り組みが必要か，自分の
考えをまとめよう。

ワーク・ライフ・バランスについて 
考えよう

地域の助け合いについて考えよう
　あなたが住んでいる地域での，住民どうしの助け合いの例
（子育て，介護，防犯など）を挙げ，よい点や今後の課題を考
えよう。あなたはこれから，何ができるだろうか。

● 	ワーク・ライフ・バランスを実現するために工夫し
ていること

● 		ワーク・ライフ・バランスについて困っていること
● 		家庭や職場，国・地方公共団体に望むこと	 など

インタビュー項目の例

 男女共に，仕事も家庭も
男
だん

女
じょ

共
きょう

同
どう

参
さん
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かく

社
しゃ
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かい

基
き

本
ほん

法
ほう
は
❶
，社会のあらゆる分野の活動に男女

が対等に参画することを目指して，1999年に制定された。基本
法では，基本理念として，男女共同参画社会を実現するための5
つの柱が立てられ，その1つに，家庭生活における活動と他の活
動の両立が挙げられている。男女が共に協力し，家族としての役
割を果たしながら仕事や学習，地域活動等を行うことができるよ
うになるためには，家事・育児・介護などの家庭的責任を男女が
共同で分担することが必要である。
男女が共に家庭生活を担

にな
う，という仕組みを確立するためには，

労働時間の短縮，育
いく

児
じ

休
きゅう

業
ぎょう

制
せい

度
ど
や
❷

介
かい

護
ご
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きゅう

業
ぎょう

制
せい

度
ど
，有
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給休暇などを
取得しやすくするなど，職場の改善が求められている。父親が働
き，母親は専業主婦という性別役割分業に基づく暮らし方は，多
数派ではなくなり，今は共働き世帯のほうが多い。にもかかわら
ず，職場においては女性の管理職への登用

❹
が諸外国に比べて進ん

でいないなど，男女共同参画が実現されていない側面もある。

 ワーク・ライフ・バランス
ワーク・ライフ・バランスとは，「仕事と生活の調和」を意味す
る。現実には，安定した仕事に就けない，仕事中心の生活で健康
を害しかねない，仕事と家事・育児・介護の両立に悩んでいるな
ど，仕事と生活の間で問題を抱えている人が多く見られる。
男女が共に働きながら子どもを生み育て，地域の人々とも交流
しながら充実した生活を送るというワーク・ライフ・バランスの
実現

❺
には，個人，国・地方自治体，企業におけるそれぞれの積極

的な取り組みが必要である。
個人の立場からは，「男は仕事，女は家事・育児」という固定的
な性別役割分業意識を取り除き，「男女共に，仕事も家庭も」と
いう意識の確立が求められる。国や地方自治体は，仕事と子育
て・介護の両立を可能にするさまざまな政策により，支援体制を
整備しなければならない。なかでも，子育て期の親を支援する保
育サービスの充実は急務である。企業は，育児休業制度をはじめ
とするさまざまな両立支援制度を導入するとともに，それらを利
用しやすい職場の環境づくりに取り組む必要がある。また，30
代男性は労働時間が長く，子育てとの両立が難しいことから，職
場での長時間労働の見直しも行われなければならない。
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❶男女共同参画社会基本法　第6条で「男女共同参画社会
の形成は，家族を構成する男女が，相互の協力と社会の支
援の下に，子の養育，家族の介護その他の家庭生活におけ
る活動について家族の一員としての役割を円滑に果たし，
かつ，当該活動以外の活動を行うことができるようにする
ことを旨として，行われなければならない」と定めている。
❷育児休業制度　育児・介護休業法（1995年）に基づき，
仕事と家庭生活を両立させながら，男女が協力して，子ど
もを育てるための制度。育児休業制度がある事業所（5人
以上）は75.0％，取得率は女性83.2％，男性5.14％（2017
年度）である。
❸介護休業制度　育児・介護休業法に基づき，要介護状態
にある家族の介護のために合計93日を上限として休業で
きる制度。雇用保険法により介護休業給付が受けられる。
このほか介護のための短期休暇制度（介護休暇）もある。
❹2016年に施行された女性活躍推進法により，301人以
上の事業主は職場における女性の活躍推進に向けて，数値
目標を含めた行動計画の策定・公表が義務付けられている。
❺内閣府は，ワーク・ライフ・バランスの実現した社会を
「国民1人1人がやりがいや充実感を感じながら働き，仕事
上の責任を果たすとともに，家庭や地域生活などにおいて
も，子育て期，中高年期といった人生の各段階に応じて多
様な生き方が選択・実現できる社会」であると定義してい
る。具体的には，①就労による経済的自立が可能な社会，
②健康で豊かな生活のための時間が確保できる社会，③多
様な働き方・生き方が選択できる社会の側面がある。

（内閣府「男女共同参画白書」2018年）

	 ＊1			「男性雇用者と無業の妻からなる世帯」とは，夫が非
農林雇用者で，妻が非就業者（非労働力人口及び完全
失業者）の世帯。

	 ＊2			「雇用者の共働き世帯」とは，夫婦共に非農林業雇用
者の世帯。

1   共働き世帯数の推移

自主防犯ボランティア例

徳
とく

島
しま

県名
みょう

西
ざい

郡の高校では，2003年から自主防犯ボランティア
チームを結成し，部活動の校外ランニングを兼ねて地域の防犯パ
トロールや町内清掃などを行っている。

TRY TRY
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男性雇用者と無業の
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第1章　自分らしい人生をつくる　　6　これからの家庭生活と社会ワーク・ライフ・バランスの希望と現実　家事・育児，地域生活，仕事を両立させたいと希望する割合は男女共高いが，実際にはその希望がかなえら
れず，男性は仕事中心，女性は家事・育児中心となるケースが多い。

 子どもの食生活
乳児の食生活は，乳汁栄養期とその後の離乳栄養期に分けられ

る。乳汁栄養には，母
ぼ

乳
にゅう

栄
えい

養
よう

，
❶

人
じん

工
こう

栄
えい

養
よう

（調製された粉乳），混
こん

合
ごう

栄
えい

養
よう

（母乳栄養と人工栄養との併用）がある。母乳は子どもの
健康にとって必要な栄養素がそろっているため，母親がバランス
のとれた栄養を十分摂取し，心身の健康を保てるよう環境を整え
ることが必要である。乳汁栄養の種類にかかわらず，授乳時は抱
きかかえて目と目を合わせ，話しかけをするなど，乳児とのスキ
ンシップを大切にする。 5 ～ 6 か月になると乳汁だけでは栄養が
不足するため，離乳食

❷
を与えて必要な栄養を確保する。離乳の完

了とともに幼
よう

児
じ

食
しょく

に
❸

なるが，偏食にならないよう食品をバランス
よく調理し，嗜

し
好
こう

や味覚を豊かに育てるような味付けをしたい。
幼児期は運動量が多く新

しん
陳
ちん

代
たい

謝
しゃ

が盛んなので， 3 回の食事以外
に間

かん
食
しょく

（おやつ）によって栄養を補う必要がある。おやつは子ど
もにとって楽しみでもあるので，時間を決めて一定量を与え，過
度な糖分や塩分，食品添加物のとりすぎを避けるよう配慮する。

 子どもの衣生活  ▲ 第6章
子どもの身体の特徴は大人と異なる。特有の体型をしており，

個人差や体型の変動も大きいため，子どもの衣服や靴は，ファッ
ション性よりも身体の特徴に合っていることが重要である。適度
なゆるみがあり体を締め付けないサイズで，動きやすいものがよ
い。体温調節機能が十分ではなく，体の抵抗力も弱いことから，
身体の保護や安全性の観点も重要である。また，3歳頃になると
自分で衣服の着脱ができるようになるので，子どもの好みも尊重
しながら，ひとりで着脱しやすい衣服を選ぶようにする。

子どもの生活と保育2

2

p.97

　市販の離乳食にはどのようなものがあるか調べ
て，月齢別に試食しよう。手作りの離乳食や自分
の食事と比較して，どのような違いがあるだろうか。

 子どもの健康と安全
乳幼児は病気や環境の変化に対する抵抗力が弱いので，健康状

態には特別な配慮が必要である。食事や睡眠を十分に取らせ，薄
着に慣れさせ，外

がい
気
き

浴
よく

や戸外での遊びなどによって，丈夫な体を
つくるように心がける。また，受

じゅ
動
どう

喫
きつ

煙
えん

など，周囲の環境が子ど
もの健康に悪影響を与える可能性にも留意しなければならない。

子どもは自分の要求や具合の悪いところを正確に伝えることが
できないので，病気や異常を早く発見するには，顔色，食欲，体
温，便の様子など，日

ひ
頃
ごろ

の健康状態を知っておくことが必要であ
る。心と体は密接に関係しているため，子どもの心のトラブルが，
身体症状となって表出することもある。子どもの身体や行動に現
れるサインを見逃さず，適切に対応することが必要である。

幼児の死因の中でも不慮の事故は多い。幼児は予期せぬ行動を
とることが多く，道路に急に飛び出して交通事故に遭ったり，水
の入った浴槽で溺

おぼ
れたりと，親や周りの人がちょっと目を離した

すきに事故が起きることが多い。子どもの安全を考えた生活環境
に留意し，子どもの目線で安全を確認するなどして，事故防止を
怠
おこた

ってはならない。
TRY

TRY

月
齢 5～6か月頃

ころ

7～8か月頃 9～11か月頃 12～18か月頃
食
べ
方
の
目
安

●  子どもの様子を見ながら， 
1日1回1さじずつ始める。

●  母乳や人工栄養は飲みたいだけ
与える。

●  1日2回食で，食事のリズムをつけ
ていく。

●  いろいろな味や舌触りを楽しめる
ように食品の種類を増やしていく。

●  食事のリズムを大切に，1日3回食
に進めていく。

●  家族いっしょに楽しい食卓体験を。

●  1日3回の食事のリズムを大切に，
生活リズムを整える。

●  自分で食べる楽しみを手づかみ食
べから始める。

調
理
形
態

滑らかにすりつぶした状態
（ヨーグルト状）

舌でつぶせるかたさ
（豆腐くらい）

歯茎でつぶせるかたさ
（バナナくらい）

歯茎でかめるかたさ
（肉団子くらい）

（厚生労働省「授乳・離乳の支援ガイド」2007年）2   離乳の進め方の目安（子どもの成長や発達状況，日々の子どもの様子を見ながら進める。）

❶母乳の利点として，消化吸収がよい，免疫物質を含んで
いるので病気になりにくい（とくに出産後の初乳に多い），
アレルギーを起こしにくいなどがある。母親にとっては，
与える手間が楽で，出産後の母体の回復を早める効果もあ
る。一方，母乳は与えられる人が限定され，母親の感染症
や薬の使用，乳児の状態，母乳の分泌状態などにより与え
られないこともある。
❷離乳食によって，乳児はかむことを覚え，その家庭の食
生活に適応していく。
❸幼児食　幼児が食べやすいように，かたさや大きさに配
慮して調理された食べ物。やわらかい物ばかり食べている
とあごが発達せず，不正咬

こう

合
ごう

（上下の歯がきちんとかみ合
わない）の原因となるといわれている。

●シンプルで動きやすく安全。大きさにゆとりがある。
●洗濯に耐え，丈夫で手入れがしやすい。（

▲

p.133）
●吸湿性がある。夏は通気性，冬は保温性に富む。
●無加工で，肌触りがよい。（

▲

p.139）

（注）窒息事故を防ぐため，JISでは首回りに紐
ひも

を付けない
よう定めている。

襟
えり
なし，または
襟が広くあいて
いる。

ひとりで着脱
しやすいよう
工夫されている。
ポケットがある。

腹部を締め
付けない。股

また
上
がみ
が深い。

1   幼児の衣服

おかゆとかぼちゃ
ペースト

いろいろ野菜の
おじや

ひき肉と野菜の
リゾット

さけ入り
軟飯おにぎり

　予防接種は伝染病の発生と蔓
まん
延
えん
の予防のため，予防接種法

に基づき行われる。保護者には，対象者に定期接種を受けさせ
る努力義務がある。

定期接種
（接種が決めら
れているもの）

4種混合（百日ぜき，ジフテリア，破傷風，
ポリオ），麻

ま
疹
しん
（はしか），風

ふう
疹
しん
，BCG，日

本脳炎，肺炎球菌，Hib（インフルエンザ
菌b型），水

すい
痘
とう
（水ぼうそう），B型肝炎な

ど

任意接種
（任意のもの）

インフルエンザ，流行性耳
じ
下
か
腺
せん
炎
えん
（おた

ふくかぜ），A型肝炎，ロタウイルスなど

3   予防接種の種類

発達の様子

　子どもは頭の比率が大きく，身体機能・運動能力が未熟である。また物事の捉
とら

え方が
大人と異なり，興味のある物を何でも口に入れたり触ったりする。子どもの事故を防ぐに
は，こうした特性を周囲の大人が理解し，対策を講じなければならない。家の内外でどん
なことに注意すればよいか，考えてみよう。（

▲

p.159）

子どもの事故を予防しよう

誤飲や窒息

やけど

溺水

転落

打撲や切り傷

その他

　枕
まくら
・やわらかい布

ふ
団
とん

ポリ袋
　たばこ・薬・コイン・ボタン・電池など 洗剤・化粧品等を開けて飲む

　ひも・よだれかけ

　風
ふ
呂
ろ
・シャワー 　ストーブ・アイロンに触る

　湯たんぽ 食事中に湯飲み等を倒す ライター 　花火

　ポット・炊飯器の蒸気に触れる

ナッツ類

　ベッド・ソファーから落ちる 自転車・階段から落ちる
　親がうっかり落とす 　ベビーカー・椅

い
子
す
から落ちる 　ブランコや滑り台から落ちる

窓やベランダから落ちる

　交通事故

　浴槽・洗濯機へ転落して溺れる
　海や川やプール等で溺れる

　扇風機の羽根に触る 　ドアに挟まる
　転んでテーブルの角等にぶつかる

　自動車内放置による熱中症

指しゃぶり 走る とぶ 階段をひとりで上る寝返り・お座り
手づかみ

はいはい
つかまり立ち

伝い歩き
ひとり歩き

　ベビーカー・自転車に乗せたまま離れる

乳幼児の発達と起こりやすい事故

新生児 6か月 1歳 2歳 3歳

新生児 6か月 1歳 

（東京都「乳幼児の事故防止教育ハンドブック」2008年より作成）

2歳 3歳

TRY

4   乳幼児の死亡事故の原因

0 20 40 60 80 100

0歳

（%）

1～4
歳

窒息

84.9

23.5 32.9 30.6 7.1
4.7

その他
5.5

交通事故 4.1

転倒・転落 0.0
煙・火・
火災 0.0

1.2

5.5溺死
でき し

（厚生労働省「平成28（2016）年人口動態統計」）
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メモ 第2章　子どもと共に育つ　　2　親として共に育つ子どもの口はトイレットペーパーの芯くらい　3歳児の口は直径約39mmで，トイレットペーパーの芯と同じくらいである。これより小さい物は誤飲

の可能性があるので，トイレットペーパーの芯を簡易誤飲チェッカーにして，身の回りの物を確認してみよう。

 共に関
か か

わり合う家庭と社会
高齢化の急激な進行，雇用の不安定化，働く既婚女性の増加な

どの社会経済変化は，家族・家庭生活にも大きな影響を与えてい
る。増加する要介護高齢者を誰

だれ
がどのように介護するのか，失業

者や正規雇用に就けない人々をどうするのか，働く親の子どもの
育ちをどう保障していくのかという問題は，多くの人々が直面す
る問題でもあり，社会的な仕組みの中で解決していくことが必要
である。これが社会福祉の基本的な考え方であり，この傾向は，
地域における住民どうしの支え合いとともに，今後ますます強
まっていくであろう。

 地域の生活をつくる
私
わたし
たちは地域の中で生活している。地域には，図書館や学校な

どの公共施設や，さまざまな福祉施設がある。盆踊りや祭り，運
動会などの行事があり，行事を開催するために力を尽くす多くの
ボランティアの人々がいる。近隣のおじさんやおばさん，同学年
や異学年の友人がいる。地域におけるつながりは，心にゆとりを
もたらすとともに，危機や問題が発生した場合には，援助のため
の資源にもなる。地域に暮らす一員として何ができるか考えてみ
よう。

家庭生活と地域・福祉 ▲ 第4章2

p.61 p.171 1

TRY

　仕事と育児・介護の両立支援制度が整い，労働者
が多様で柔軟な働き方を選択できるよう，さまざまな
取り組みを行っている企業をファミリー・フレンド
リー企業という。ノー残業デーや早帰りウィークの
設定，事業所内託児所の設置，フレックスタイム制，
在宅勤務など，さまざまな工夫がされている。

　これ以外にも，年3～4回の社員ヒアリングで
要望を積極的に聞き，男女に関わりなく実力を
発揮できる職場づくりを目指して両立支援制度
を整備している。子育て期だけに限らず，老若
男女を問わずワーク・ライフ・バランスが実現で
きるように工夫している。

2   ファミリー・フレンドリー企業

ファミリー・フレンドリー企業A社 
（秋

あき

田
た

県鹿
か

角
づの

郡小
こ

坂
さか

町）
例

●  事業所内託児所の設置（無料）
●  育児休業制度を3歳まで利用可能に
●  介護休業制度の取得回数制限なし
●親の看護休暇制度 など

1 		育児や介護をしながら働いている周囲の人に，ワーク・ラ
イフ・バランスについてインタビューをしよう。

2 		インタビューを踏まえて，ワーク・ライフ・バランスを実現
できる社会に向けてどのような取り組みが必要か，自分の
考えをまとめよう。

ワーク・ライフ・バランスについて 
考えよう

地域の助け合いについて考えよう
　あなたが住んでいる地域での，住民どうしの助け合いの例
（子育て，介護，防犯など）を挙げ，よい点や今後の課題を考
えよう。あなたはこれから，何ができるだろうか。

● 	ワーク・ライフ・バランスを実現するために工夫し
ていること

● 		ワーク・ライフ・バランスについて困っていること
● 		家庭や職場，国・地方公共団体に望むこと	 など

インタビュー項目の例

 男女共に，仕事も家庭も
男
だん

女
じょ

共
きょう

同
どう

参
さん

画
かく

社
しゃ

会
かい

基
き

本
ほん

法
ほう
は
❶
，社会のあらゆる分野の活動に男女

が対等に参画することを目指して，1999年に制定された。基本
法では，基本理念として，男女共同参画社会を実現するための5
つの柱が立てられ，その1つに，家庭生活における活動と他の活
動の両立が挙げられている。男女が共に協力し，家族としての役
割を果たしながら仕事や学習，地域活動等を行うことができるよ
うになるためには，家事・育児・介護などの家庭的責任を男女が
共同で分担することが必要である。
男女が共に家庭生活を担

にな
う，という仕組みを確立するためには，

労働時間の短縮，育
いく

児
じ

休
きゅう

業
ぎょう

制
せい

度
ど
や
❷

介
かい

護
ご

休
きゅう

業
ぎょう

制
せい

度
ど
，有
❸

給休暇などを
取得しやすくするなど，職場の改善が求められている。父親が働
き，母親は専業主婦という性別役割分業に基づく暮らし方は，多
数派ではなくなり，今は共働き世帯のほうが多い。にもかかわら
ず，職場においては女性の管理職への登用

❹
が諸外国に比べて進ん

でいないなど，男女共同参画が実現されていない側面もある。

 ワーク・ライフ・バランス
ワーク・ライフ・バランスとは，「仕事と生活の調和」を意味す

る。現実には，安定した仕事に就けない，仕事中心の生活で健康
を害しかねない，仕事と家事・育児・介護の両立に悩んでいるな
ど，仕事と生活の間で問題を抱えている人が多く見られる。
男女が共に働きながら子どもを生み育て，地域の人々とも交流

しながら充実した生活を送るというワーク・ライフ・バランスの
実現

❺
には，個人，国・地方自治体，企業におけるそれぞれの積極

的な取り組みが必要である。
個人の立場からは，「男は仕事，女は家事・育児」という固定的

な性別役割分業意識を取り除き，「男女共に，仕事も家庭も」と
いう意識の確立が求められる。国や地方自治体は，仕事と子育
て・介護の両立を可能にするさまざまな政策により，支援体制を
整備しなければならない。なかでも，子育て期の親を支援する保
育サービスの充実は急務である。企業は，育児休業制度をはじめ
とするさまざまな両立支援制度を導入するとともに，それらを利
用しやすい職場の環境づくりに取り組む必要がある。また，30
代男性は労働時間が長く，子育てとの両立が難しいことから，職
場での長時間労働の見直しも行われなければならない。

p.49

1

p.196 2

p.29

p.55

2 TRY

p.29 4

❶男女共同参画社会基本法　第6条で「男女共同参画社会
の形成は，家族を構成する男女が，相互の協力と社会の支
援の下に，子の養育，家族の介護その他の家庭生活におけ
る活動について家族の一員としての役割を円滑に果たし，
かつ，当該活動以外の活動を行うことができるようにする
ことを旨として，行われなければならない」と定めている。
❷育児休業制度　育児・介護休業法（1995年）に基づき，
仕事と家庭生活を両立させながら，男女が協力して，子ど
もを育てるための制度。育児休業制度がある事業所（5人
以上）は75.0％（2017年度），取得率は女性82.2％，男性
6.16％（2018年度）である。
❸介護休業制度　育児・介護休業法に基づき，要介護状態
にある家族の介護のために合計93日を上限として休業で
きる制度。雇用保険法により介護休業給付が受けられる。
このほか介護のための短期休暇制度（介護休暇）もある。
❹2016年に施行された女性活躍推進法により，301人以
上の事業主は職場における女性の活躍推進に向けて，数値
目標を含めた行動計画の策定・公表が義務付けられている。
❺内閣府は，ワーク・ライフ・バランスの実現した社会を
「国民1人1人がやりがいや充実感を感じながら働き，仕事
上の責任を果たすとともに，家庭や地域生活などにおいて
も，子育て期，中高年期といった人生の各段階に応じて多
様な生き方が選択・実現できる社会」であると定義してい
る。具体的には，①就労による経済的自立が可能な社会，
②健康で豊かな生活のための時間が確保できる社会，③多
様な働き方・生き方が選択できる社会の側面がある。

1   共働き世帯数の推移

自主防犯ボランティア例

徳
とく

島
しま

県名
みょう

西
ざい

郡の高校では，2003年から自主防犯ボランティア
チームを結成し，部活動の校外ランニングを兼ねて地域の防犯パ
トロールや町内清掃などを行っている。

TRY TRY

＊1			「男性雇用者と無業の妻からなる世帯」とは，夫が非農林
雇用者で，妻が非就業者（非労働力人口および完全失業者）
の世帯。

＊2			「雇用者の共働き世帯」とは，夫婦共に非農林業雇用者の
世帯。

（内閣府「男女共同参画白書」2019年）
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男性雇用者と無業の
妻からなる世帯＊1

雇用者の共働き世帯＊2
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家
族
・
家
庭

第1章　自分らしい人生をつくる　　6　これからの家庭生活と社会ワーク・ライフ・バランスの希望と現実　家事・育児，地域生活，仕事を両立させたいと希望する割合は男女共高いが，実際にはその希望がかなえら
れず，男性は仕事中心，女性は家事・育児中心となるケースが多い。

 子どもの食生活
乳児の食生活は，乳汁栄養期とその後の離乳栄養期に分けられ

る。乳汁栄養には，母
ぼ

乳
にゅう

栄
えい

養
よう

，
❶

人
じん

工
こう

栄
えい

養
よう

（調製された粉乳），混
こん

合
ごう

栄
えい

養
よう

（母乳栄養と人工栄養との併用）がある。母乳は子どもの
健康にとって必要な栄養素がそろっているため，母親がバランス
のとれた栄養を十分摂取し，心身の健康を保てるよう環境を整え
ることが必要である。乳汁栄養の種類にかかわらず，授乳時は抱
きかかえて目と目を合わせ，話しかけをするなど，乳児とのスキ
ンシップを大切にする。 5 ～ 6 か月になると乳汁だけでは栄養が
不足するため，離乳食

❷
を与えて必要な栄養を確保する。離乳の完

了とともに幼
よう

児
じ

食
しょく

に
❸

なるが，偏食にならないよう食品をバランス
よく調理し，嗜

し
好
こう

や味覚を豊かに育てるような味付けをしたい。
幼児期は運動量が多く新

しん
陳
ちん

代
たい

謝
しゃ

が盛んなので， 3 回の食事以外
に間

かん
食
しょく

（おやつ）によって栄養を補う必要がある。おやつは子ど
もにとって楽しみでもあるので，時間を決めて一定量を与え，過
度な糖分や塩分，食品添加物のとりすぎを避けるよう配慮する。

 子どもの衣生活  ▲ 第6章
子どもの身体の特徴は大人と異なる。特有の体型をしており，

個人差や体型の変動も大きいため，子どもの衣服や靴は，ファッ
ション性よりも身体の特徴に合っていることが重要である。適度
なゆるみがあり体を締め付けないサイズで，動きやすいものがよ
い。体温調節機能が十分ではなく，体の抵抗力も弱いことから，
身体の保護や安全性の観点も重要である。また，3歳頃になると
自分で衣服の着脱ができるようになるので，子どもの好みも尊重
しながら，ひとりで着脱しやすい衣服を選ぶようにする。

子どもの生活と保育2

2

p.97

　市販の離乳食にはどのようなものがあるか調べ
て，月齢別に試食しよう。手作りの離乳食や自分
の食事と比較して，どのような違いがあるだろうか。

 子どもの健康と安全
乳幼児は病気や環境の変化に対する抵抗力が弱いので，健康状

態には特別な配慮が必要である。食事や睡眠を十分に取らせ，薄
着に慣れさせ，外

がい
気
き

浴
よく

や戸外での遊びなどによって，丈夫な体を
つくるように心がける。また，受

じゅ
動
どう

喫
きつ

煙
えん

など，周囲の環境が子ど
もの健康に悪影響を与える可能性にも留意しなければならない。

子どもは自分の要求や具合の悪いところを正確に伝えることが
できないので，病気や異常を早く発見するには，顔色，食欲，体
温，便の様子など，日

ひ
頃
ごろ

の健康状態を知っておくことが必要であ
る。心と体は密接に関係しているため，子どもの心のトラブルが，
身体症状となって表出することもある。子どもの身体や行動に現
れるサインを見逃さず，適切に対応することが必要である。

幼児の死因の中でも不慮の事故は多い。幼児は予期せぬ行動を
とることが多く，道路に急に飛び出して交通事故に遭ったり，水
の入った浴槽で溺

おぼ
れたりと，親や周りの人がちょっと目を離した

すきに事故が起きることが多い。子どもの安全を考えた生活環境
に留意し，子どもの目線で安全を確認するなどして，事故防止を
怠
おこた

ってはならない。
TRY

TRY

月
齢 5～6か月頃

ころ

7～8か月頃 9～11か月頃 12～18か月頃
食
べ
方
の
目
安

●  子どもの様子を見ながら， 
1日1回1さじずつ始める。

●  母乳や人工栄養は飲みたいだけ
与える。

●  1日2回食で，食事のリズムをつけ
ていく。

●  いろいろな味や舌触りを楽しめる
ように食品の種類を増やしていく。

●  食事のリズムを大切に，1日3回食
に進めていく。

●  家族いっしょに楽しい食卓体験を。

●  1日3回の食事のリズムを大切に，
生活リズムを整える。

●  自分で食べる楽しみを手づかみ食
べから始める。

調
理
形
態

滑らかにすりつぶした状態
（ヨーグルト状）

舌でつぶせるかたさ
（豆腐くらい）

歯茎でつぶせるかたさ
（バナナくらい）

歯茎でかめるかたさ
（肉団子くらい）

（厚生労働省「授乳・離乳の支援ガイド」2007年）2   離乳の進め方の目安（子どもの成長や発達状況，日々の子どもの様子を見ながら進める。）

❶母乳の利点として，消化吸収がよい，免疫物質を含んで
いるので病気になりにくい（とくに出産後の初乳に多い），
アレルギーを起こしにくいなどがある。母親にとっては，
与える手間が楽で，出産後の母体の回復を早める効果もあ
る。一方，母乳は与えられる人が限定され，母親の感染症
や薬の使用，乳児の状態，母乳の分泌状態などにより与え
られないこともある。
❷離乳食によって，乳児はかむことを覚え，その家庭の食
生活に適応していく。
❸幼児食　幼児が食べやすいように，かたさや大きさに配
慮して調理された食べ物。やわらかい物ばかり食べている
とあごが発達せず，不正咬

こう

合
ごう

（上下の歯がきちんとかみ合
わない）の原因となるといわれている。

●シンプルで動きやすく安全。大きさにゆとりがある。
●洗濯に耐え，丈夫で手入れがしやすい。（

▲

p.133）
●吸湿性がある。夏は通気性，冬は保温性に富む。
●無加工で，肌触りがよい。（

▲

p.139）

（注）窒息事故を防ぐため，JISでは首回りに紐
ひも

を付けない
よう定めている。

襟
えり
なし，または
襟が広くあいて
いる。

ひとりで着脱
しやすいよう
工夫されている。
ポケットがある。

腹部を締め
付けない。股

また
上
がみ
が深い。

1   幼児の衣服

おかゆとかぼちゃ
ペースト

いろいろ野菜の
おじや

ひき肉と野菜の
リゾット

さけ入り
軟飯おにぎり

　予防接種は伝染病の発生と蔓
まん
延
えん
の予防のため，予防接種法

に基づき行われる。保護者には，対象者に定期接種を受けさせ
る努力義務がある。

定期接種
（接種が決めら
れているもの）

4種混合（百日ぜき，ジフテリア，破傷風，
ポリオ），麻

ま
疹
しん
（はしか），風

ふう
疹
しん
，BCG，日

本脳炎，肺炎球菌，Hib（インフルエンザ
菌b型），水

すい
痘
とう
（水ぼうそう），B型肝炎な

ど

任意接種
（任意のもの）

インフルエンザ，流行性耳
じ
下
か
腺
せん
炎
えん
（おた

ふくかぜ），A型肝炎，ロタウイルスなど

3   予防接種の種類

発達の様子

　子どもは頭の比率が大きく，身体機能・運動能力が未熟である。また物事の捉
とら

え方が
大人と異なり，興味のある物を何でも口に入れたり触ったりする。子どもの事故を防ぐに
は，こうした特性を周囲の大人が理解し，対策を講じなければならない。家の内外でどん
なことに注意すればよいか，考えてみよう。（

▲

p.159）

子どもの事故を予防しよう

誤飲や窒息

やけど

溺水

転落

打撲や切り傷

その他

　枕
まくら
・やわらかい布

ふ
団
とん

ポリ袋
　たばこ・薬・コイン・ボタン・電池など 洗剤・化粧品等を開けて飲む

　ひも・よだれかけ

　風
ふ
呂
ろ
・シャワー 　ストーブ・アイロンに触る

　湯たんぽ 食事中に湯飲み等を倒す ライター 　花火

　ポット・炊飯器の蒸気に触れる

ナッツ類

　ベッド・ソファーから落ちる 自転車・階段から落ちる
　親がうっかり落とす 　ベビーカー・椅

い
子
す
から落ちる 　ブランコや滑り台から落ちる

窓やベランダから落ちる

　交通事故

　浴槽・洗濯機へ転落して溺れる
　海や川やプール等で溺れる

　扇風機の羽根に触る 　ドアに挟まる
　転んでテーブルの角等にぶつかる

　自動車内放置による熱中症

指しゃぶり 走る とぶ 階段をひとりで上る寝返り・お座り
手づかみ

はいはい
つかまり立ち

伝い歩き
ひとり歩き

　ベビーカー・自転車に乗せたまま離れる

乳幼児の発達と起こりやすい事故

新生児 6か月 1歳 2歳 3歳

新生児 6か月 1歳 

（東京都「乳幼児の事故防止教育ハンドブック」2008年より作成）

2歳 3歳

TRY

4   乳幼児の死亡事故の原因

0 20 40 60 80 100

0歳

（%）

1～4
歳

窒息

71.4 11.7 7.8 7.8

32.9 30.0 17.1 8.6 7.1
4.3

その他

交通事故

転倒・転落 1.3
煙・火・
火災 0.0

溺死
でき し

（厚生労働省「平成29（2017）年人口動態統計」）
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メモ 第2章　子どもと共に育つ　　2　親として共に育つ子どもの口はトイレットペーパーの芯くらい　3歳児の口は直径約39mmで，トイレットペーパーの芯と同じくらいである。これより小さい物は誤飲

の可能性があるので，トイレットペーパーの芯を簡易誤飲チェッカーにして，身の回りの物を確認してみよう。
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訂正箇所 原　　　文 訂　　　正　　　文ページ 行

 夫婦で子育て
夫婦が協力して子育てに臨むことは，家庭内の教育力を高め，

親子関係を築く基本である。しかし，我が国では，子育ては母親
の役目という社会通念もまだ根強く残っており，日本の父親は諸
外国の父親に比べて，子どもと触れ合う時間が短く，その内容も
乏しい。
夫婦で子育てと仕事を両立させるための制度として，母体の健

康に関しては母
ぼ

子
し

保
ほ

健
けん

法
ほう
で
❶
，労働時間短縮や出産休暇については

男女雇用機会均等法や労
ろう

働
どう

基
き

準
じゅん

法
ほう
で
❷
，育児休業

❸
は育

いく
児
じ

・介
かい

護
ご

休
きゅう

業
ぎょう

法
ほう
で
❹
，保育に関しては児

じ
童
どう

福
ふく

祉
し

法
ほう
で定められている。しかし，現

状では母親が子育てのために一時退職せざるを得ないことが多い。
一方，父子関係は父親が意識的に子どもと関わりを持たないと

形成されにくい。誕生以前から子どもに関心を持ち，立ち会い出
産をした父親，誕生直後から関わりを心がけている父親，育児休
業を取得した父親などは，親密な父子関係を形成することが多い。
父親との交流によって子どもの発達はより豊かなものになり，更
に父親自身が人間として成長する貴重な体験ともなる。
乳幼児期の育てられ方が，子どもの発達に与える影響は大きい。

親子関係だけでなく，両親の関係，祖父母と両親の関係など，家
族相互の関係がつくりだす環境も大切である。

p.54

1

p.29 4

p.30 p.55 4 p.57 7

5

 人間としての成長
人間は，子どもを生むだけで親になれるのではない。親は，子
どもの年齢や個性に合わせた対応をし，子どもを慈

いつく
しんで育てる

ことによって，本当の意味での親になる。親になることは，子ど
もを生み育てることと同時に，子育てという大きな責任を負うこ
とでもある。
子育ては無償の仕事である。親は子育てを通して，かけがえの
ない人として子どもから信頼される自信，子どもの成長に関

かか
わる

ことができる満足感，喜びや感動を家族と分かち合える幸せを感
じることができる。一方で，子育ては楽しいことの反面，つらい
こと，我慢しなければならないことも多い。しかし，思いどおり
には動いてくれない子どもを育てることを通して，視野が広がり，
考え方が柔軟になり，自分ではどうしようもないものを受け入れ
る気持ち，自分のコントロールが及ぶ範囲の限界を知る気持ちを
持つようになる。子育ては，親が一方的に子どもを育てるだけで
なく，親が人間として成長するまたとない経験の1つであるとい
える。

 障がいがある子どもへの関わり
子どもは一人一人違う存在であり，生まれつき心身に障がいが
ある子どももいる。これは子どものだいじな個性の1つとして捉

とら

えられ，子育ての仕方に原因があるわけではない。どのような個
性を持った子どもも，それぞれに合わせて親や周りの人が適切な
支援をするなど，子どものための環境を整え，愛情を持って接す
ることで，社会の一員として豊かに生きることができる。専門家
や医師などと連携しながら，子どもの持つ「育つ力」を最大限に
引き出すことが重要である。

親として育つ3

2

3

　 1のグラフを見て，気づいたことについて話し合
おう。

TRY
❶母子保健法　市区町村へ妊娠の届出を行った者に母子
健康手帳を交付することが定められている。母子健康手帳
は，妊娠から出産，および育児に関する健康記録である。
❷労働基準法
　● 妊産婦の時間外労働・休日労働・深夜業の制限
　● 妊産婦等の危険有害業務の就業制限
　● 産前・産後休業（産前6週・産後8週）
　● 育児時間（1日：30分を計2回）取得可能　など
❸育児休業中は，雇用保険で給与の50％（休業開始から
180日目までは67%）が保障される。
❹育児・介護休業法
　● 育児休業
　　◦ 子が１歳になる誕生日の前日まで取得可能（保育所

に入れないなど，休業が必要と認められる一定の場
合には最長２歳になるまで）

　　◦ 父母共に取得する場合には子が1歳2か月になるま
で（期間は1年まで）

　● 学齢前の子どもをもつ親の時間外労働・深夜業の制限
　● 子の看護休暇年5日（子が２人以上の場合は年10日）

2   子どもがいてよかったと思うこと 
 （複数回答）

　3歳半と1歳の娘の父親です。長女で3か月

育児休業を取得し，現在は次女が1歳になる

のに合わせて妻と入れ替わり，半年間の育児

休業中です。私たち夫婦は共働き。共に自分

たちの仕事に誇りと生きがいを感じています。

　子どもができるまでの自分は，子どもが得

意とは言えず，正直電車の中で騒いでいる子

どもを見ると苦々しい気持ちでいっぱいでし

たし，親
しん

戚
せき

の子どもですら，口では「かわいい

ねえ」と言いながら，内心はよその子との違

いもたいして分からず，子育て大変だなあと

か思っていたくらいでした。

　そんな自分ですが，基本的に夫婦は常に

フィフティ・フィフティであるべきだと思って

います。権利も義務も対等。何事もできるほ

うがやればいいし，○○してあげるではいい

5   「イクメンの星」生涯イクメン宣言（第11回「イクメンの星」渡
わた

辺
なべ

徹
とおる

さん）

結果は生まれない。育児においても同じよう

に考えました。

　子どもを産むことと母乳をあげることだけは

自分にはできない。でも後は全
すべ

て男性にもで

きるはずだ。そう思いました。料理も一人暮

らし経験が長くないこともあって，得意とは言

えない。それでも毎日の育児でそんなことは

言っていられません。凝った料理は作れない

けれど，できるだけ栄養バランスを考えて，子

どもたちが喜ぶような味や食感を大切にしま

した。「パパでもいい」が「パパがいい」に少

しでも変わってくれればいいなと思っています。

　男性が子育てに積極的に参加するようにな

り，メディア等でイクメンが取り上げられる機

会も増えてきました。組織のリーダーやトッ

プが育児休業を取得することもしばしば取り

上げられます。そのこと自体は組織での子育

てに対する理解や育児参加への取り組みが加

速することにもつながるので，望ましいと思い

ます。しかし本当に望まれることは，男性の

育児休業が当たり前になり，恒常的に男性が

育児に参加できるよう組織全体の意識が変わ

ることではないでしょうか。1週間の育児休業

が終わったら，翌日から子どもの顔も見られ

ない終電帰りや，妻任せの育児になるのはあ

まりに悲しいことと思います。

　生涯イクメン宣言。これが私の目標です。

1   6歳未満児のいる夫の家事・育児時間の 
 国際比較（1日あたり）

3   発達障がいに関する相談窓口
●  発達障害情報・支援センター（国立障害者リハビリテーションセンター）
　URL:http://www.rehab.go.jp/ddis/
　全国の発達障がい相談窓口一覧があり，自分の地域の相談窓口を調べられる。
その他，保健所，かかりつけ医，児童相談所など

（内閣府「男女共同参画白書」2018年）

4   育児休業取得者の割合

（厚生労働省「女性雇用管理基本調査」「雇用均等基本調査」）
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調査対象：7歳児の父母，
祖父母など（25,397人）
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（厚生労働省「第7回21世紀出生児縦断調査 
（2010年出生児）」2017年）
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保
育

ひとくち
メモ 第2章　子どもと共に育つ　　2　親として共に育つイクメンとイクボス　イクメンは，子育てを楽しみ，自分自身も成長する男性のこと。国は男性の育児休業取得を推進している。イクボスは，部下の

ワーク・ライフ・バランスを考え，キャリアと人生を応援しながら，組織の業績も結果を出しつつ，自らも仕事と私生活を楽しめる上司のこと。

 夫婦で子育て
夫婦が協力して子育てに臨むことは，家庭内の教育力を高め，

親子関係を築く基本である。しかし，我が国では，子育ては母親
の役目という社会通念もまだ根強く残っており，日本の父親は諸
外国の父親に比べて，子どもと触れ合う時間が短く，その内容も
乏しい。
夫婦で子育てと仕事を両立させるための制度として，母体の健

康に関しては母
ぼ

子
し

保
ほ

健
けん

法
ほう
で
❶
，労働時間短縮や出産休暇については

男女雇用機会均等法や労
ろう

働
どう

基
き

準
じゅん

法
ほう
で
❷
，育児休業

❸
は育

いく
児
じ

・介
かい

護
ご

休
きゅう

業
ぎょう

法
ほう
で
❹
，保育に関しては児

じ
童
どう

福
ふく

祉
し

法
ほう
で定められている。しかし，現

状では母親が子育てのために一時退職せざるを得ないことが多い。
一方，父子関係は父親が意識的に子どもと関わりを持たないと

形成されにくい。誕生以前から子どもに関心を持ち，立ち会い出
産をした父親，誕生直後から関わりを心がけている父親，育児休
業を取得した父親などは，親密な父子関係を形成することが多い。
父親との交流によって子どもの発達はより豊かなものになり，更
に父親自身が人間として成長する貴重な体験ともなる。
乳幼児期の育てられ方が，子どもの発達に与える影響は大きい。

親子関係だけでなく，両親の関係，祖父母と両親の関係など，家
族相互の関係がつくりだす環境も大切である。

p.54
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p.30 p.55 4 p.57 7

5

 人間としての成長
人間は，子どもを生むだけで親になれるのではない。親は，子

どもの年齢や個性に合わせた対応をし，子どもを慈
いつく
しんで育てる

ことによって，本当の意味での親になる。親になることは，子ど
もを生み育てることと同時に，子育てという大きな責任を負うこ
とでもある。
子育ては無償の仕事である。親は子育てを通して，かけがえの

ない人として子どもから信頼される自信，子どもの成長に関
かか
わる

ことができる満足感，喜びや感動を家族と分かち合える幸せを感
じることができる。一方で，子育ては楽しいことの反面，つらい
こと，我慢しなければならないことも多い。しかし，思いどおり
には動いてくれない子どもを育てることを通して，視野が広がり，
考え方が柔軟になり，自分ではどうしようもないものを受け入れ
る気持ち，自分のコントロールが及ぶ範囲の限界を知る気持ちを
持つようになる。子育ては，親が一方的に子どもを育てるだけで
なく，親が人間として成長するまたとない経験の1つであるとい
える。

 障がいがある子どもへの関わり
子どもは一人一人違う存在であり，生まれつき心身に障がいが

ある子どももいる。これは子どものだいじな個性の1つとして捉
とら

えられ，子育ての仕方に原因があるわけではない。どのような個
性を持った子どもも，それぞれに合わせて親や周りの人が適切な
支援をするなど，子どものための環境を整え，愛情を持って接す
ることで，社会の一員として豊かに生きることができる。専門家
や医師などと連携しながら，子どもの持つ「育つ力」を最大限に
引き出すことが重要である。

親として育つ3

2

3

　 1のグラフを見て，気づいたことについて話し合
おう。

TRY
❶母子保健法　市区町村へ妊娠の届出を行った者に母子
健康手帳を交付することが定められている。母子健康手帳
は，妊娠から出産，および育児に関する健康記録である。
❷労働基準法
　●妊産婦の時間外労働・休日労働・深夜業の制限
　●妊産婦等の危険有害業務の就業制限
　●産前・産後休業（産前6週・産後8週）
　●育児時間（1日：30分を計2回）取得可能　など
❸育児休業中は，雇用保険で給与の50％（休業開始から
180日目までは67%）が保障される。
❹育児・介護休業法
　●育児休業
　　◦�子が１歳になる誕生日の前日まで取得可能（保育所

に入れないなど，休業が必要と認められる一定の場
合には最長２歳になるまで）

　　◦�父母共に取得する場合には子が1歳2か月になるま
で（期間は1年まで）

　●学齢前の子どもをもつ親の時間外労働・深夜業の制限
　●子の看護休暇年5日（子が２人以上の場合は年10日）

　3歳半と1歳の娘の父親です。長女で3か月

育児休業を取得し，現在は次女が1歳になる

のに合わせて妻と入れ替わり，半年間の育児

休業中です。私たち夫婦は共働き。共に自分

たちの仕事に誇りと生きがいを感じています。

　子どもができるまでの自分は，子どもが得

意とは言えず，正直電車の中で騒いでいる子

どもを見ると苦々しい気持ちでいっぱいでし

たし，親
しん

戚
せき

の子どもですら，口では「かわいい

ねえ」と言いながら，内心はよその子との違

いもたいして分からず，子育て大変だなあと

か思っていたくらいでした。

　そんな自分ですが，基本的に夫婦は常に

フィフティ・フィフティであるべきだと思って

います。権利も義務も対等。何事もできるほ

うがやればいいし，○○してあげるではいい

5   「イクメンの星」生涯イクメン宣言（第11回「イクメンの星」渡
わた
辺
なべ
徹
とおる
さん）

結果は生まれない。育児においても同じよう

に考えました。

　子どもを産むことと母乳をあげることだけは

自分にはできない。でも後は全
すべ

て男性にもで

きるはずだ。そう思いました。料理も一人暮

らし経験が長くないこともあって，得意とは言

えない。それでも毎日の育児でそんなことは

言っていられません。凝った料理は作れない

けれど，できるだけ栄養バランスを考えて，子

どもたちが喜ぶような味や食感を大切にしま

した。「パパでもいい」が「パパがいい」に少

しでも変わってくれればいいなと思っています。

　男性が子育てに積極的に参加するようにな

り，メディア等でイクメンが取り上げられる機

会も増えてきました。組織のリーダーやトッ

プが育児休業を取得することもしばしば取り

上げられます。そのこと自体は組織での子育

てに対する理解や育児参加への取り組みが加

速することにもつながるので，望ましいと思い

ます。しかし本当に望まれることは，男性の

育児休業が当たり前になり，恒常的に男性が

育児に参加できるよう組織全体の意識が変わ

ることではないでしょうか。1週間の育児休業

が終わったら，翌日から子どもの顔も見られ

ない終電帰りや，妻任せの育児になるのはあ

まりに悲しいことと思います。

　生涯イクメン宣言。これが私の目標です。

1   6歳未満児のいる夫の家事・育児時間の 
 国際比較（1日あたり）

3   発達障がいに関する相談窓口
●  発達障害情報・支援センター（国立障害者リハビリテーションセンター）
　URL:http://www.rehab.go.jp/ddis/
　全国の発達障がい相談窓口一覧があり，自分の地域の相談窓口を調べられる。
その他，保健所，かかりつけ医，児童相談所など

（内閣府「男女共同参画白書」2019年）
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（厚生労働省「第8回21世紀出生児縦断調査	
（2010年出生児）」2018年）

2   子どもがいてよかったと思うこと 
 （複数回答）
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調査対象：8歳児の父母，
祖父母など（24,441人）
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4   育児休業取得者の割合

（厚生労働省「女性雇用管理基本調査」「雇用均等基本調査」）
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メモ 第2章　子どもと共に育つ　　2　親として共に育つイクメンとイクボス　イクメンは，子育てを楽しみ，自分自身も成長する男性のこと。国は男性の育児休業取得を推進している。イクボスは，部下の

ワーク・ライフ・バランスを考え，キャリアと人生を応援しながら，組織の業績も結果を出しつつ，自らも仕事と私生活を楽しめる上司のこと。
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 夫婦で子育て
夫婦が協力して子育てに臨むことは，家庭内の教育力を高め，

親子関係を築く基本である。しかし，我が国では，子育ては母親
の役目という社会通念もまだ根強く残っており，日本の父親は諸
外国の父親に比べて，子どもと触れ合う時間が短く，その内容も
乏しい。
夫婦で子育てと仕事を両立させるための制度として，母体の健

康に関しては母
ぼ

子
し

保
ほ

健
けん

法
ほう
で
❶
，労働時間短縮や出産休暇については

男女雇用機会均等法や労
ろう

働
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で
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，育児休業

❸
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業
ぎょう

法
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で
❹
，保育に関しては児

じ
童
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福
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し

法
ほう
で定められている。しかし，現

状では母親が子育てのために一時退職せざるを得ないことが多い。
一方，父子関係は父親が意識的に子どもと関わりを持たないと

形成されにくい。誕生以前から子どもに関心を持ち，立ち会い出
産をした父親，誕生直後から関わりを心がけている父親，育児休
業を取得した父親などは，親密な父子関係を形成することが多い。
父親との交流によって子どもの発達はより豊かなものになり，更
に父親自身が人間として成長する貴重な体験ともなる。
乳幼児期の育てられ方が，子どもの発達に与える影響は大きい。

親子関係だけでなく，両親の関係，祖父母と両親の関係など，家
族相互の関係がつくりだす環境も大切である。
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5

 人間としての成長
人間は，子どもを生むだけで親になれるのではない。親は，子
どもの年齢や個性に合わせた対応をし，子どもを慈

いつく
しんで育てる

ことによって，本当の意味での親になる。親になることは，子ど
もを生み育てることと同時に，子育てという大きな責任を負うこ
とでもある。
子育ては無償の仕事である。親は子育てを通して，かけがえの
ない人として子どもから信頼される自信，子どもの成長に関

かか
わる

ことができる満足感，喜びや感動を家族と分かち合える幸せを感
じることができる。一方で，子育ては楽しいことの反面，つらい
こと，我慢しなければならないことも多い。しかし，思いどおり
には動いてくれない子どもを育てることを通して，視野が広がり，
考え方が柔軟になり，自分ではどうしようもないものを受け入れ
る気持ち，自分のコントロールが及ぶ範囲の限界を知る気持ちを
持つようになる。子育ては，親が一方的に子どもを育てるだけで
なく，親が人間として成長するまたとない経験の1つであるとい
える。

 障がいがある子どもへの関わり
子どもは一人一人違う存在であり，生まれつき心身に障がいが
ある子どももいる。これは子どものだいじな個性の1つとして捉

とら

えられ，子育ての仕方に原因があるわけではない。どのような個
性を持った子どもも，それぞれに合わせて親や周りの人が適切な
支援をするなど，子どものための環境を整え，愛情を持って接す
ることで，社会の一員として豊かに生きることができる。専門家
や医師などと連携しながら，子どもの持つ「育つ力」を最大限に
引き出すことが重要である。

親として育つ3

2

3

　 1のグラフを見て，気づいたことについて話し合
おう。

TRY
❶母子保健法　市区町村へ妊娠の届出を行った者に母子
健康手帳を交付することが定められている。母子健康手帳
は，妊娠から出産，および育児に関する健康記録である。
❷労働基準法
　● 妊産婦の時間外労働・休日労働・深夜業の制限
　● 妊産婦等の危険有害業務の就業制限
　● 産前・産後休業（産前6週・産後8週）
　● 育児時間（1日：30分を計2回）取得可能　など
❸育児休業中は，雇用保険で給与の50％（休業開始から
180日目までは67%）が保障される。
❹育児・介護休業法
　● 育児休業
　　◦ 子が１歳になる誕生日の前日まで取得可能（保育所

に入れないなど，休業が必要と認められる一定の場
合には最長２歳になるまで）

　　◦ 父母共に取得する場合には子が1歳2か月になるま
で（期間は1年まで）

　● 学齢前の子どもをもつ親の時間外労働・深夜業の制限
　● 子の看護休暇年5日（子が２人以上の場合は年10日）

2   子どもがいてよかったと思うこと 
 （複数回答）

　3歳半と1歳の娘の父親です。長女で3か月

育児休業を取得し，現在は次女が1歳になる

のに合わせて妻と入れ替わり，半年間の育児

休業中です。私たち夫婦は共働き。共に自分

たちの仕事に誇りと生きがいを感じています。

　子どもができるまでの自分は，子どもが得

意とは言えず，正直電車の中で騒いでいる子

どもを見ると苦々しい気持ちでいっぱいでし

たし，親
しん

戚
せき

の子どもですら，口では「かわいい

ねえ」と言いながら，内心はよその子との違

いもたいして分からず，子育て大変だなあと

か思っていたくらいでした。

　そんな自分ですが，基本的に夫婦は常に

フィフティ・フィフティであるべきだと思って

います。権利も義務も対等。何事もできるほ

うがやればいいし，○○してあげるではいい

5   「イクメンの星」生涯イクメン宣言（第11回「イクメンの星」渡
わた

辺
なべ

徹
とおる

さん）

結果は生まれない。育児においても同じよう

に考えました。

　子どもを産むことと母乳をあげることだけは

自分にはできない。でも後は全
すべ

て男性にもで

きるはずだ。そう思いました。料理も一人暮

らし経験が長くないこともあって，得意とは言

えない。それでも毎日の育児でそんなことは

言っていられません。凝った料理は作れない

けれど，できるだけ栄養バランスを考えて，子

どもたちが喜ぶような味や食感を大切にしま

した。「パパでもいい」が「パパがいい」に少

しでも変わってくれればいいなと思っています。

　男性が子育てに積極的に参加するようにな

り，メディア等でイクメンが取り上げられる機

会も増えてきました。組織のリーダーやトッ

プが育児休業を取得することもしばしば取り

上げられます。そのこと自体は組織での子育

てに対する理解や育児参加への取り組みが加

速することにもつながるので，望ましいと思い

ます。しかし本当に望まれることは，男性の

育児休業が当たり前になり，恒常的に男性が

育児に参加できるよう組織全体の意識が変わ

ることではないでしょうか。1週間の育児休業

が終わったら，翌日から子どもの顔も見られ

ない終電帰りや，妻任せの育児になるのはあ

まりに悲しいことと思います。

　生涯イクメン宣言。これが私の目標です。

1   6歳未満児のいる夫の家事・育児時間の 
 国際比較（1日あたり）

3   発達障がいに関する相談窓口
●  発達障害情報・支援センター（国立障害者リハビリテーションセンター）
　URL:http://www.rehab.go.jp/ddis/
　全国の発達障がい相談窓口一覧があり，自分の地域の相談窓口を調べられる。
その他，保健所，かかりつけ医，児童相談所など

（内閣府「男女共同参画白書」2018年）

4   育児休業取得者の割合

（厚生労働省「女性雇用管理基本調査」「雇用均等基本調査」）
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メモ 第2章　子どもと共に育つ　　2　親として共に育つイクメンとイクボス　イクメンは，子育てを楽しみ，自分自身も成長する男性のこと。国は男性の育児休業取得を推進している。イクボスは，部下の

ワーク・ライフ・バランスを考え，キャリアと人生を応援しながら，組織の業績も結果を出しつつ，自らも仕事と私生活を楽しめる上司のこと。

 夫婦で子育て
夫婦が協力して子育てに臨むことは，家庭内の教育力を高め，
親子関係を築く基本である。しかし，我が国では，子育ては母親
の役目という社会通念もまだ根強く残っており，日本の父親は諸
外国の父親に比べて，子どもと触れ合う時間が短く，その内容も
乏しい。
夫婦で子育てと仕事を両立させるための制度として，母体の健
康に関しては母

ぼ
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し
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ほ
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法
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で
❶
，労働時間短縮や出産休暇については
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ろう
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法
ほう
で
❹
，保育に関しては児

じ
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福
ふく

祉
し

法
ほう
で定められている。しかし，現

状では母親が子育てのために一時退職せざるを得ないことが多い。
一方，父子関係は父親が意識的に子どもと関わりを持たないと
形成されにくい。誕生以前から子どもに関心を持ち，立ち会い出
産をした父親，誕生直後から関わりを心がけている父親，育児休
業を取得した父親などは，親密な父子関係を形成することが多い。
父親との交流によって子どもの発達はより豊かなものになり，更
に父親自身が人間として成長する貴重な体験ともなる。
乳幼児期の育てられ方が，子どもの発達に与える影響は大きい。
親子関係だけでなく，両親の関係，祖父母と両親の関係など，家
族相互の関係がつくりだす環境も大切である。
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 人間としての成長
人間は，子どもを生むだけで親になれるのではない。親は，子

どもの年齢や個性に合わせた対応をし，子どもを慈
いつく
しんで育てる

ことによって，本当の意味での親になる。親になることは，子ど
もを生み育てることと同時に，子育てという大きな責任を負うこ
とでもある。
子育ては無償の仕事である。親は子育てを通して，かけがえの

ない人として子どもから信頼される自信，子どもの成長に関
かか
わる

ことができる満足感，喜びや感動を家族と分かち合える幸せを感
じることができる。一方で，子育ては楽しいことの反面，つらい
こと，我慢しなければならないことも多い。しかし，思いどおり
には動いてくれない子どもを育てることを通して，視野が広がり，
考え方が柔軟になり，自分ではどうしようもないものを受け入れ
る気持ち，自分のコントロールが及ぶ範囲の限界を知る気持ちを
持つようになる。子育ては，親が一方的に子どもを育てるだけで
なく，親が人間として成長するまたとない経験の1つであるとい
える。

 障がいがある子どもへの関わり
子どもは一人一人違う存在であり，生まれつき心身に障がいが

ある子どももいる。これは子どものだいじな個性の1つとして捉
とら

えられ，子育ての仕方に原因があるわけではない。どのような個
性を持った子どもも，それぞれに合わせて親や周りの人が適切な
支援をするなど，子どものための環境を整え，愛情を持って接す
ることで，社会の一員として豊かに生きることができる。専門家
や医師などと連携しながら，子どもの持つ「育つ力」を最大限に
引き出すことが重要である。

親として育つ3

2

3

　 1のグラフを見て，気づいたことについて話し合
おう。
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❶母子保健法　市区町村へ妊娠の届出を行った者に母子
健康手帳を交付することが定められている。母子健康手帳
は，妊娠から出産，および育児に関する健康記録である。
❷労働基準法
　● 妊産婦の時間外労働・休日労働・深夜業の制限
　● 妊産婦等の危険有害業務の就業制限
　● 産前・産後休業（産前6週・産後8週）
　● 育児時間（1日：30分を計2回）取得可能　など
❸育児休業中は，雇用保険で給与の50％（休業開始から
180日目までは67%）が保障される。
❹育児・介護休業法
　● 育児休業
　　◦ 子が１歳になる誕生日の前日まで取得可能（保育所

に入れないなど，休業が必要と認められる一定の場
合には最長２歳になるまで）

　　◦ 父母共に取得する場合には子が1歳2か月になるま
で（期間は1年まで）

　● 学齢前の子どもをもつ親の時間外労働・深夜業の制限
　● 子の看護休暇年5日（子が２人以上の場合は年10日）

2   子どもがいてよかったと思うこと 
 （複数回答）

　3歳半と1歳の娘の父親です。長女で3か月

育児休業を取得し，現在は次女が1歳になる

のに合わせて妻と入れ替わり，半年間の育児

休業中です。私たち夫婦は共働き。共に自分

たちの仕事に誇りと生きがいを感じています。

　子どもができるまでの自分は，子どもが得

意とは言えず，正直電車の中で騒いでいる子

どもを見ると苦々しい気持ちでいっぱいでし

たし，親
しん

戚
せき

の子どもですら，口では「かわいい

ねえ」と言いながら，内心はよその子との違

いもたいして分からず，子育て大変だなあと

か思っていたくらいでした。

　そんな自分ですが，基本的に夫婦は常に

フィフティ・フィフティであるべきだと思って

います。権利も義務も対等。何事もできるほ

うがやればいいし，○○してあげるではいい

5   「イクメンの星」生涯イクメン宣言（第11回「イクメンの星」渡
わた

辺
なべ

徹
とおる

さん）

結果は生まれない。育児においても同じよう

に考えました。

　子どもを産むことと母乳をあげることだけは

自分にはできない。でも後は全
すべ

て男性にもで

きるはずだ。そう思いました。料理も一人暮

らし経験が長くないこともあって，得意とは言

えない。それでも毎日の育児でそんなことは

言っていられません。凝った料理は作れない

けれど，できるだけ栄養バランスを考えて，子

どもたちが喜ぶような味や食感を大切にしま

した。「パパでもいい」が「パパがいい」に少

しでも変わってくれればいいなと思っています。

　男性が子育てに積極的に参加するようにな

り，メディア等でイクメンが取り上げられる機

会も増えてきました。組織のリーダーやトッ

プが育児休業を取得することもしばしば取り

上げられます。そのこと自体は組織での子育

てに対する理解や育児参加への取り組みが加

速することにもつながるので，望ましいと思い

ます。しかし本当に望まれることは，男性の

育児休業が当たり前になり，恒常的に男性が

育児に参加できるよう組織全体の意識が変わ

ることではないでしょうか。1週間の育児休業

が終わったら，翌日から子どもの顔も見られ

ない終電帰りや，妻任せの育児になるのはあ

まりに悲しいことと思います。

　生涯イクメン宣言。これが私の目標です。

1   6歳未満児のいる夫の家事・育児時間の 
 国際比較（1日あたり）

3   発達障がいに関する相談窓口
●  発達障害情報・支援センター（国立障害者リハビリテーションセンター）
　URL:http://www.rehab.go.jp/ddis/
　全国の発達障がい相談窓口一覧があり，自分の地域の相談窓口を調べられる。
その他，保健所，かかりつけ医，児童相談所など

（内閣府「男女共同参画白書」2018年）

4   育児休業取得者の割合

（厚生労働省「女性雇用管理基本調査」「雇用均等基本調査」）
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調査対象：7歳児の父母，
祖父母など（25,397人）
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メモ 第2章　子どもと共に育つ　　2　親として共に育つイクメンとイクボス　イクメンは，子育てを楽しみ，自分自身も成長する男性のこと。国は男性の育児休業取得を推進している。イクボスは，部下の

ワーク・ライフ・バランスを考え，キャリアと人生を応援しながら，組織の業績も結果を出しつつ，自らも仕事と私生活を楽しめる上司のこと。

 夫婦で子育て
夫婦が協力して子育てに臨むことは，家庭内の教育力を高め，

親子関係を築く基本である。しかし，我が国では，子育ては母親
の役目という社会通念もまだ根強く残っており，日本の父親は諸
外国の父親に比べて，子どもと触れ合う時間が短く，その内容も
乏しい。
夫婦で子育てと仕事を両立させるための制度として，母体の健
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で定められている。しかし，現

状では母親が子育てのために一時退職せざるを得ないことが多い。
一方，父子関係は父親が意識的に子どもと関わりを持たないと

形成されにくい。誕生以前から子どもに関心を持ち，立ち会い出
産をした父親，誕生直後から関わりを心がけている父親，育児休
業を取得した父親などは，親密な父子関係を形成することが多い。
父親との交流によって子どもの発達はより豊かなものになり，更
に父親自身が人間として成長する貴重な体験ともなる。
乳幼児期の育てられ方が，子どもの発達に与える影響は大きい。

親子関係だけでなく，両親の関係，祖父母と両親の関係など，家
族相互の関係がつくりだす環境も大切である。
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人間は，子どもを生むだけで親になれるのではない。親は，子

どもの年齢や個性に合わせた対応をし，子どもを慈
いつく
しんで育てる

ことによって，本当の意味での親になる。親になることは，子ど
もを生み育てることと同時に，子育てという大きな責任を負うこ
とでもある。
子育ては無償の仕事である。親は子育てを通して，かけがえの

ない人として子どもから信頼される自信，子どもの成長に関
かか
わる

ことができる満足感，喜びや感動を家族と分かち合える幸せを感
じることができる。一方で，子育ては楽しいことの反面，つらい
こと，我慢しなければならないことも多い。しかし，思いどおり
には動いてくれない子どもを育てることを通して，視野が広がり，
考え方が柔軟になり，自分ではどうしようもないものを受け入れ
る気持ち，自分のコントロールが及ぶ範囲の限界を知る気持ちを
持つようになる。子育ては，親が一方的に子どもを育てるだけで
なく，親が人間として成長するまたとない経験の1つであるとい
える。

 障がいがある子どもへの関わり
子どもは一人一人違う存在であり，生まれつき心身に障がいが

ある子どももいる。これは子どものだいじな個性の1つとして捉
とら

えられ，子育ての仕方に原因があるわけではない。どのような個
性を持った子どもも，それぞれに合わせて親や周りの人が適切な
支援をするなど，子どものための環境を整え，愛情を持って接す
ることで，社会の一員として豊かに生きることができる。専門家
や医師などと連携しながら，子どもの持つ「育つ力」を最大限に
引き出すことが重要である。

親として育つ3

2

3

　 1のグラフを見て，気づいたことについて話し合
おう。

TRY
❶母子保健法　市区町村へ妊娠の届出を行った者に母子
健康手帳を交付することが定められている。母子健康手帳
は，妊娠から出産，および育児に関する健康記録である。
❷労働基準法
　●妊産婦の時間外労働・休日労働・深夜業の制限
　●妊産婦等の危険有害業務の就業制限
　●産前・産後休業（産前6週・産後8週）
　●育児時間（1日：30分を計2回）取得可能　など
❸育児休業中は，雇用保険で給与の50％（休業開始から
180日目までは67%）が保障される。
❹育児・介護休業法
　●育児休業
　　◦�子が１歳になる誕生日の前日まで取得可能（保育所

に入れないなど，休業が必要と認められる一定の場
合には最長２歳になるまで）

　　◦�父母共に取得する場合には子が1歳2か月になるま
で（期間は1年まで）

　●学齢前の子どもをもつ親の時間外労働・深夜業の制限
　●子の看護休暇年5日（子が２人以上の場合は年10日）

　3歳半と1歳の娘の父親です。長女で3か月

育児休業を取得し，現在は次女が1歳になる

のに合わせて妻と入れ替わり，半年間の育児

休業中です。私たち夫婦は共働き。共に自分

たちの仕事に誇りと生きがいを感じています。

　子どもができるまでの自分は，子どもが得

意とは言えず，正直電車の中で騒いでいる子

どもを見ると苦々しい気持ちでいっぱいでし

たし，親
しん

戚
せき

の子どもですら，口では「かわいい

ねえ」と言いながら，内心はよその子との違

いもたいして分からず，子育て大変だなあと

か思っていたくらいでした。

　そんな自分ですが，基本的に夫婦は常に

フィフティ・フィフティであるべきだと思って

います。権利も義務も対等。何事もできるほ

うがやればいいし，○○してあげるではいい

5   「イクメンの星」生涯イクメン宣言（第11回「イクメンの星」渡
わた
辺
なべ
徹
とおる
さん）

結果は生まれない。育児においても同じよう

に考えました。

　子どもを産むことと母乳をあげることだけは

自分にはできない。でも後は全
すべ

て男性にもで

きるはずだ。そう思いました。料理も一人暮

らし経験が長くないこともあって，得意とは言

えない。それでも毎日の育児でそんなことは

言っていられません。凝った料理は作れない

けれど，できるだけ栄養バランスを考えて，子

どもたちが喜ぶような味や食感を大切にしま

した。「パパでもいい」が「パパがいい」に少

しでも変わってくれればいいなと思っています。

　男性が子育てに積極的に参加するようにな

り，メディア等でイクメンが取り上げられる機

会も増えてきました。組織のリーダーやトッ

プが育児休業を取得することもしばしば取り

上げられます。そのこと自体は組織での子育

てに対する理解や育児参加への取り組みが加

速することにもつながるので，望ましいと思い

ます。しかし本当に望まれることは，男性の

育児休業が当たり前になり，恒常的に男性が

育児に参加できるよう組織全体の意識が変わ

ることではないでしょうか。1週間の育児休業

が終わったら，翌日から子どもの顔も見られ

ない終電帰りや，妻任せの育児になるのはあ

まりに悲しいことと思います。

　生涯イクメン宣言。これが私の目標です。

1   6歳未満児のいる夫の家事・育児時間の 
 国際比較（1日あたり）

3   発達障がいに関する相談窓口
●  発達障害情報・支援センター（国立障害者リハビリテーションセンター）
　URL:http://www.rehab.go.jp/ddis/
　全国の発達障がい相談窓口一覧があり，自分の地域の相談窓口を調べられる。
その他，保健所，かかりつけ医，児童相談所など

（内閣府「男女共同参画白書」2019年）
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2   子どもがいてよかったと思うこと 
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4   育児休業取得者の割合

（厚生労働省「女性雇用管理基本調査」「雇用均等基本調査」）
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メモ 第2章　子どもと共に育つ　　2　親として共に育つイクメンとイクボス　イクメンは，子育てを楽しみ，自分自身も成長する男性のこと。国は男性の育児休業取得を推進している。イクボスは，部下の

ワーク・ライフ・バランスを考え，キャリアと人生を応援しながら，組織の業績も結果を出しつつ，自らも仕事と私生活を楽しめる上司のこと。

 夫婦で子育て
夫婦が協力して子育てに臨むことは，家庭内の教育力を高め，

親子関係を築く基本である。しかし，我が国では，子育ては母親
の役目という社会通念もまだ根強く残っており，日本の父親は諸
外国の父親に比べて，子どもと触れ合う時間が短く，その内容も
乏しい。
夫婦で子育てと仕事を両立させるための制度として，母体の健

康に関しては母
ぼ

子
し

保
ほ

健
けん

法
ほう
で
❶
，労働時間短縮や出産休暇については

男女雇用機会均等法や労
ろう

働
どう

基
き

準
じゅん

法
ほう
で
❷
，育児休業

❸
は育

いく
児
じ

・介
かい

護
ご

休
きゅう

業
ぎょう

法
ほう
で
❹
，保育に関しては児

じ
童
どう

福
ふく

祉
し

法
ほう
で定められている。しかし，現

状では母親が子育てのために一時退職せざるを得ないことが多い。
一方，父子関係は父親が意識的に子どもと関わりを持たないと

形成されにくい。誕生以前から子どもに関心を持ち，立ち会い出
産をした父親，誕生直後から関わりを心がけている父親，育児休
業を取得した父親などは，親密な父子関係を形成することが多い。
父親との交流によって子どもの発達はより豊かなものになり，更
に父親自身が人間として成長する貴重な体験ともなる。
乳幼児期の育てられ方が，子どもの発達に与える影響は大きい。

親子関係だけでなく，両親の関係，祖父母と両親の関係など，家
族相互の関係がつくりだす環境も大切である。
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 人間としての成長
人間は，子どもを生むだけで親になれるのではない。親は，子
どもの年齢や個性に合わせた対応をし，子どもを慈

いつく
しんで育てる

ことによって，本当の意味での親になる。親になることは，子ど
もを生み育てることと同時に，子育てという大きな責任を負うこ
とでもある。
子育ては無償の仕事である。親は子育てを通して，かけがえの
ない人として子どもから信頼される自信，子どもの成長に関

かか
わる

ことができる満足感，喜びや感動を家族と分かち合える幸せを感
じることができる。一方で，子育ては楽しいことの反面，つらい
こと，我慢しなければならないことも多い。しかし，思いどおり
には動いてくれない子どもを育てることを通して，視野が広がり，
考え方が柔軟になり，自分ではどうしようもないものを受け入れ
る気持ち，自分のコントロールが及ぶ範囲の限界を知る気持ちを
持つようになる。子育ては，親が一方的に子どもを育てるだけで
なく，親が人間として成長するまたとない経験の1つであるとい
える。

 障がいがある子どもへの関わり
子どもは一人一人違う存在であり，生まれつき心身に障がいが
ある子どももいる。これは子どものだいじな個性の1つとして捉

とら

えられ，子育ての仕方に原因があるわけではない。どのような個
性を持った子どもも，それぞれに合わせて親や周りの人が適切な
支援をするなど，子どものための環境を整え，愛情を持って接す
ることで，社会の一員として豊かに生きることができる。専門家
や医師などと連携しながら，子どもの持つ「育つ力」を最大限に
引き出すことが重要である。

親として育つ3
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　 1のグラフを見て，気づいたことについて話し合
おう。

TRY
❶母子保健法　市区町村へ妊娠の届出を行った者に母子
健康手帳を交付することが定められている。母子健康手帳
は，妊娠から出産，および育児に関する健康記録である。
❷労働基準法
　●妊産婦の時間外労働・休日労働・深夜業の制限
　●妊産婦等の危険有害業務の就業制限
　●産前・産後休業（産前6週・産後8週）
　●育児時間（1日：30分を計2回）取得可能　など
❸育児休業中は，雇用保険で給与の50％（休業開始から
180日目までは67%）が保障される。
❹育児・介護休業法
　●育児休業
　　◦�子が１歳になる誕生日の前日まで取得可能（保育所

に入れないなど，休業が必要と認められる一定の場
合には最長２歳になるまで）

　　◦�父母共に取得する場合には子が1歳2か月になるま
で（期間は1年まで）

　●学齢前の子どもをもつ親の時間外労働・深夜業の制限
　●子の看護休暇年5日（子が２人以上の場合は年10日）

　3歳半と1歳の娘の父親です。長女で3か月

育児休業を取得し，現在は次女が1歳になる

のに合わせて妻と入れ替わり，半年間の育児

休業中です。私たち夫婦は共働き。共に自分

たちの仕事に誇りと生きがいを感じています。

　子どもができるまでの自分は，子どもが得

意とは言えず，正直電車の中で騒いでいる子

どもを見ると苦々しい気持ちでいっぱいでし

たし，親
しん

戚
せき

の子どもですら，口では「かわいい

ねえ」と言いながら，内心はよその子との違

いもたいして分からず，子育て大変だなあと

か思っていたくらいでした。

　そんな自分ですが，基本的に夫婦は常に

フィフティ・フィフティであるべきだと思って

います。権利も義務も対等。何事もできるほ

うがやればいいし，○○してあげるではいい

5   「イクメンの星」生涯イクメン宣言（第11回「イクメンの星」渡
わた
辺
なべ
徹
とおる
さん）

結果は生まれない。育児においても同じよう

に考えました。

　子どもを産むことと母乳をあげることだけは

自分にはできない。でも後は全
すべ

て男性にもで

きるはずだ。そう思いました。料理も一人暮

らし経験が長くないこともあって，得意とは言

えない。それでも毎日の育児でそんなことは

言っていられません。凝った料理は作れない

けれど，できるだけ栄養バランスを考えて，子

どもたちが喜ぶような味や食感を大切にしま

した。「パパでもいい」が「パパがいい」に少

しでも変わってくれればいいなと思っています。

　男性が子育てに積極的に参加するようにな

り，メディア等でイクメンが取り上げられる機

会も増えてきました。組織のリーダーやトッ

プが育児休業を取得することもしばしば取り

上げられます。そのこと自体は組織での子育

てに対する理解や育児参加への取り組みが加

速することにもつながるので，望ましいと思い

ます。しかし本当に望まれることは，男性の

育児休業が当たり前になり，恒常的に男性が

育児に参加できるよう組織全体の意識が変わ

ることではないでしょうか。1週間の育児休業

が終わったら，翌日から子どもの顔も見られ

ない終電帰りや，妻任せの育児になるのはあ

まりに悲しいことと思います。

　生涯イクメン宣言。これが私の目標です。

1   6歳未満児のいる夫の家事・育児時間の 
 国際比較（1日あたり）

3   発達障がいに関する相談窓口
●  発達障害情報・支援センター（国立障害者リハビリテーションセンター）
　URL:http://www.rehab.go.jp/ddis/
　全国の発達障がい相談窓口一覧があり，自分の地域の相談窓口を調べられる。
その他，保健所，かかりつけ医，児童相談所など

（内閣府「男女共同参画白書」2019年）
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（厚生労働省「第8回21世紀出生児縦断調査	
（2010年出生児）」2018年）

2   子どもがいてよかったと思うこと 
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祖父母など（24,441人）
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4   育児休業取得者の割合

（厚生労働省「女性雇用管理基本調査」「雇用均等基本調査」）
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メモ 第2章　子どもと共に育つ　　2　親として共に育つイクメンとイクボス　イクメンは，子育てを楽しみ，自分自身も成長する男性のこと。国は男性の育児休業取得を推進している。イクボスは，部下の

ワーク・ライフ・バランスを考え，キャリアと人生を応援しながら，組織の業績も結果を出しつつ，自らも仕事と私生活を楽しめる上司のこと。
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訂正箇所 原　　　文 訂　　　正　　　文ページ 行

現代では，少子化や子どもの遊び場の減少，地域のつながりの
希薄化などにより，親になるまでの過程で子育ての知識や技術を
自然に身につけることが難しくなっている。また，核家族化が進
み，かつてのように子の祖父母や親族などに子育てを助けてもら
う機会が減少しており，子育ては主に親だけの役割となっている。
共働き世帯が過半数になった一方で，母

ぼ
性
せい

神
しん

話
わ
や
❶

3 歳
さい

児
じ

神
しん

話
わ
と
❷

いった科学的根拠のない社会通念も根強く残り，子育ての責任を
母親だけに押し付ける環境がなかなか改善されない。
その中で，子育てをつらく感じていらいらするといった育

いく
児
じ

不
ふ

安
あん
に陥ったり，子育ての悩みを誰

だれ
にも相談できず孤立したりす

る母親も多い。こうした現代の子育て環境の悪化は，ときに親子
関係のゆがみをもたらすこともある。
育児不安などの問題は，一部の特殊な親だけに起こる個人的な
ものではなく，現代の子育て環境が影響する社会的な問題でもあ
る。そのため，一人一人の子どもが健やかに育つ環境づくりは，
社会に生きる私

わたし
たち全員が取り組まなければならない課題である。

現代の子育て環境1

1

2 3

TRY

 集団保育
家庭で行う個別の家

か
庭
てい

保
ほ

育
いく
に対して，大勢の子どもを対象にす

る保育を集
しゅう

団
だん

保
ほ

育
いく
という。集団保育では，大勢の子どもや保育者

との交流を通して，家庭では体験できない活動や人間関係，社会
的生活習慣などを子どもに学ばせることができる。代表的な集団
保育の場として保

ほ
育
いく

所
しょ
と幼

よう
稚
ち

園
えん
がある。両施設には制度上の違い

はあるが，働く母親の増加や子育て支援政策の実施に伴い，保育
時間の延長や低年齢児の受け入れ，地域の子育て支援センターと
しての役割など，その性格は次第に近づきつつあり，近年は両方
を合わせた認

にん
定
てい

こども園
えん
も
❶
設立されている。

 子育て支援
核家族化，少子化に伴って，最近では地域全体で子育てを支援
する試みが進んでいる。保育所や幼稚園，児童館，子育て支援セ
ンターなどは，地域の子どものための遊び場や友達づくりの機会
など，子どもを育

はぐく
むための環境整備に取り組むとともに，親の育

児相談や子育て情報の提供，子育てサークルづくりなども支援し
ている。育児経験の少ない親にとっては，学びの場でもある。
一時的な保育ニーズに対応するために，子どもを預けたい親と
預かりたい人とが相互に登録するファミリー・サポート制

せい
度
ど
が
❷
普

及しつつある。また，インターネットや機関紙などさまざまな情
報手段を活用して，悩みの語り合い，相互援助，情報交換，勉強
会などを行う子育てネットワークが誕生し，広がりを見せている。

地域社会の関わり2

4

5

4

　子育て中の親が安心して子育てできる社会にす
るために，どのような支援ができるか考えよう。個
人として，地域として，どのような取り組みを続け
るとよいだろうか。

現代の保育環境の問題点に気づき，親として，また子
どもの発達を見守る社会の一員として，子どもの権利・
福祉と地域社会の関

かか

わりについて学習しよう。

学習のポイント

TRY

　近年，認可保育所への入所を待っている待機児
童が増加している。待機児童がなぜ増えているの
かについて，調べよう。

TRY

❶母性神話　女性は母性愛を本能として持っており（母性
本能），母親が育児をすることが子どもにとって善・絶対で
あるという考え方。
❷3歳児神話　3歳までは母親の手で育てないと，後々取
り返しのつかないダメージを子どもに与えるという考え方。

1位  自分が病気のとき

2位  子どもが病気のとき

3位  朝早く出かけたり
　　 帰りが遅くなるとき

4位  ストレス解消ができない

5位  保育料が高すぎる

6位  自分の趣味の時間がない

7位  きれいで安全な
　　 遊び場がない
8位  子どもがちゃんと
　　 食べてくれない
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2   子育てで手助けが欲しいことや困っていること（複数回答）

（労働政策研究・研修機構
「育児や介護と仕事の両立に関する調査」2003年）

1   母親が育児にストレスや不安を感じた経験
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分からない
雇用者女性

無職女性
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3   子どもをもって負担に感じること（複数回答）

（厚生労働省「第7回21世紀出生児縦断調査 
（2010年出生児）」2017年）

4 これからの保育環境
子育てで困るのは，どのようなときだろうか。
自分が小さい頃

ころ

を思い出しながら，子どもを育てる立場で考えてみよう。

5   合計特殊出生率の推移と子育てに関する施策 （厚生労働省「人口動態統計」）

❶認定こども園　就学前の子どもに幼児教育と保育の両
方を提供し，地域における子育て支援事業を行う施設。幼
稚園，保育所のうち，一定の基準を満たす施設に対して都
道府県知事が認定を行う。認定こども園には，地域の実情
や保護者のニーズに応じて選択が可能となるよう，幼保連
携型，幼稚園型，保育所型，地方裁量型がある。
❷ファミリー・サポート制度　地域住民が相互に助け合う
方法の1つ。

4   保育所，幼稚園，認定こども園の比較
　 保育所 認定こども園 幼稚園

対象 保育を必要と
する乳幼児

保育を必要とす
る乳幼児・保護
者の希望による

保護者の希望
による

年齢 0歳～就学前
の乳幼児

0歳～就学前の
乳幼児

満3歳～就学ま
での幼児

保育者 保育士 保育士・保育教
諭・幼稚園教諭 幼稚園教諭

教育および
保育時間

原則8時間
（＋延長保育＊）

4時間・8時間
（＋延長保育など＊）

標準4時間
（＋預かり保育＊）

入園手続き 設置者と契約（私立保育所の場合は市町村）

保育料 施設の設置者（私立保育所の場合は市町村）が徴収

性格 児童福祉施設 児童福祉施設・
学校教育機関 学校教育機関

管轄 厚生労働省 内閣府・厚生労働
省・文部科学省 文部科学省

法律 児童福祉法 就学前保育等推
進法（略称） 学校教育法

＊園によって異なる。
（注）  上記以外に，保育所より少人数の単位で，０〜２歳を保

育する事業（地域型保育）がある。
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調査対象：母と同居している7歳児の
父母，祖父母など（25,298人）
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●　仕事と家庭の両立支援のため
の雇用環境の整備

●　多様な保育サービスの拡充
●　地域の子育て支援の推進
　　　　　　　　　　　など

●　子育て中の労働者が仕事と家庭を
両立するための雇用環境の整備

●　多様な労働条件の整備による働き
方の見直し

●　次世代育成支援対策

●　仕事と家庭の両立支援と働き方の見直し
●　子育ての支え合い・連帯
●　生命の大切さ，家庭の役割等についての
理解

●　若者の自立と健全育成

●　仕事と生活の調和
●　妊娠・出産・子育ての希望の実現
●　子育て力のある地域社会
●　子どもの育ちと若者の成長への
支援

●　個々人が結婚や子どもについての希望を実現できる社会
●　「結婚，妊娠・出産，子育ての各段階に応じた切れ目のな
   い取り組み」と「地域・企業など社会全体の取り組み」
●　子どもへの資源配分を拡充

1.42

1.29

1.26

1.39
1.45

1.44

少子化対策の起点
合計特殊出生率

1.57

1.34

1.36

次世代育成支援対策推進法
（2003年～）

子ども・子育て応援プラン
（2005～2009年度）

子ども・子育てビジョン
（2010～2014年度）

少子化社会対策大綱
（2015～2019年度）

エンゼルプラン・新エンゼルプラン
（1995～2004年度）
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メモ 第2章　子どもと共に育つ　　4　これからの保育環境認可保育所と認可外保育所　認可保育所は国や地方公共団体の設置基準を満たして認可を受けた保育所，認可外保育所はそれ以外である。補助金が

多いため認可保育所は保育料が安価なことが多い。一方認可外保育所は駅前のビルに入居したり夜間保育に対応したりと，ニーズに特化しやすい。

現代では，少子化や子どもの遊び場の減少，地域のつながりの
希薄化などにより，親になるまでの過程で子育ての知識や技術を
自然に身につけることが難しくなっている。また，核家族化が進
み，かつてのように子の祖父母や親族などに子育てを助けてもら
う機会が減少しており，子育ては主に親だけの役割となっている。
共働き世帯が過半数になった一方で，母

ぼ
性
せい
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話
わ
や
❶

3 歳
さい

児
じ
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話
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と
❷

いった科学的根拠のない社会通念も根強く残り，子育ての責任を
母親だけに押し付ける環境がなかなか改善されない。
その中で，子育てをつらく感じていらいらするといった育

いく
児
じ

不
ふ

安
あん
に陥ったり，子育ての悩みを誰

だれ
にも相談できず孤立したりす

る母親も多い。こうした現代の子育て環境の悪化は，ときに親子
関係のゆがみをもたらすこともある。
育児不安などの問題は，一部の特殊な親だけに起こる個人的な
ものではなく，現代の子育て環境が影響する社会的な問題でもあ
る。そのため，一人一人の子どもが健やかに育つ環境づくりは，
社会に生きる私

わたし
たち全員が取り組まなければならない課題である。

現代の子育て環境1

1
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TRY

 集団保育
家庭で行う個別の家

か
庭
てい

保
ほ

育
いく
に対して，大勢の子どもを対象にす

る保育を集
しゅう

団
だん

保
ほ

育
いく
という。集団保育では，大勢の子どもや保育者

との交流を通して，家庭では体験できない活動や人間関係，社会
的生活習慣などを子どもに学ばせることができる。代表的な集団
保育の場として保

ほ
育
いく

所
しょ
と幼

よう
稚
ち

園
えん
がある。両施設には制度上の違い

はあるが，働く母親の増加や子育て支援政策の実施に伴い，保育
時間の延長や低年齢児の受け入れ，地域の子育て支援センターと
しての役割など，その性格は次第に近づきつつあり，近年は両方
を合わせた認

にん
定
てい

こども園
えん
も
❶
設立されている。

 子育て支援
核家族化，少子化に伴って，最近では地域全体で子育てを支援

する試みが進んでいる。保育所や幼稚園，児童館，子育て支援セ
ンターなどは，地域の子どものための遊び場や友達づくりの機会
など，子どもを育

はぐく
むための環境整備に取り組むとともに，親の育

児相談や子育て情報の提供，子育てサークルづくりなども支援し
ている。育児経験の少ない親にとっては，学びの場でもある。
一時的な保育ニーズに対応するために，子どもを預けたい親と

預かりたい人とが相互に登録するファミリー・サポート制
せい

度
ど
が
❷
普

及しつつある。また，インターネットや機関紙などさまざまな情
報手段を活用して，悩みの語り合い，相互援助，情報交換，勉強
会などを行う子育てネットワークが誕生し，広がりを見せている。

地域社会の関わり2

4

5

4

　子育て中の親が安心して子育てできる社会にす
るために，どのような支援ができるか考えよう。個
人として，地域として，どのような取り組みを続け
るとよいだろうか。

現代の保育環境の問題点に気づき，親として，また子
どもの発達を見守る社会の一員として，子どもの権利・
福祉と地域社会の関

かか

わりについて学習しよう。

学習のポイント

TRY

　近年，認可保育所への入所を待っている待機児
童が増加している。待機児童がなぜ増えているの
かについて，調べよう。

TRY

❶母性神話　女性は母性愛を本能として持っており（母性
本能），母親が育児をすることが子どもにとって善・絶対で
あるという考え方。
❷3歳児神話　3歳までは母親の手で育てないと，後々取
り返しのつかないダメージを子どもに与えるという考え方。

1位  自分が病気のとき

2位  子どもが病気のとき

3位  朝早く出かけたり
　　 帰りが遅くなるとき

4位  ストレス解消ができない

5位  保育料が高すぎる

6位  自分の趣味の時間がない

7位  きれいで安全な
　　 遊び場がない
8位  子どもがちゃんと
　　 食べてくれない
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調査対象：
3歳未満児の母親
（289人）
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「子育て支援の現在」）

2   子育てで手助けが欲しいことや困っていること（複数回答）

（労働政策研究・研修機構
「育児や介護と仕事の両立に関する調査」2003年）

1   母親が育児にストレスや不安を感じた経験

100806040200

たまにある ほとんどない

分からない
雇用者女性

無職女性

27.8

30.2 56.5 12.8
0.5

57.3 14.9

頻繁にある

（%）

4 これからの保育環境
子育てで困るのは，どのようなときだろうか。
自分が小さい頃

ころ

を思い出しながら，子どもを育てる立場で考えてみよう。

❶認定こども園　就学前の子どもに幼児教育と保育の両
方を提供し，地域における子育て支援事業を行う施設。幼
稚園，保育所のうち，一定の基準を満たす施設に対して都
道府県知事が認定を行う。認定こども園には，地域の実情
や保護者のニーズに応じて選択が可能となるよう，幼保連
携型，幼稚園型，保育所型，地方裁量型がある。
❷ファミリー・サポート制度　地域住民が相互に助け合う
方法の1つ。

4   保育所，幼稚園，認定こども園の比較
　 保育所 認定こども園 幼稚園

対象 保育を必要と
する乳幼児

保育を必要とす
る乳幼児・保護
者の希望による

保護者の希望
による

年齢 0歳～就学前
の乳幼児

0歳～就学前の
乳幼児

満3歳～就学ま
での幼児

保育者 保育士 保育士・保育教
諭・幼稚園教諭 幼稚園教諭

教育および
保育時間

原則8時間
（＋延長保育＊）

4時間・8時間
（＋延長保育など＊）

標準4時間
（＋預かり保育＊）

入園手続き 設置者と契約（私立保育所の場合は市町村）

保育料 施設の設置者（私立保育所の場合は市町村）が徴収

性格 児童福祉施設 児童福祉施設・
学校教育機関 学校教育機関

管轄 厚生労働省 内閣府・厚生労働
省・文部科学省 文部科学省

法律 児童福祉法 就学前保育等推
進法（略称） 学校教育法

＊園によって異なる。
（注）		上記以外に，保育所より少人数の単位で，０〜２歳を保

育する事業（地域型保育）がある。

3   子どもをもって負担に感じること（複数回答）
（%）
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調査対象：母と同居している8歳児の
父母，祖父母など（24,322人）
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（厚生労働省「第8回21世紀出生児縦断調査	
（2010年出生児）」2018年）
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●　仕事と家庭の両立支援のため
の雇用環境の整備

●　多様な保育サービスの拡充
●　地域の子育て支援の推進
　　　　　　　　　　　など

●　子育て中の労働者が仕事と家庭を
両立するための雇用環境の整備

●　多様な労働条件の整備による働き
方の見直し

●　次世代育成支援対策

●　仕事と家庭の両立支援と働き方の見直し
●　子育ての支え合い・連帯
●　生命の大切さ，家庭の役割等についての
理解

●　若者の自立と健全育成

●　仕事と生活の調和
●　妊娠・出産・子育ての希望の実現
●　子育て力のある地域社会
●　子どもの育ちと若者の成長への
支援

●　個々人が結婚や子どもについての希望を実現できる社会
●　「結婚，妊娠・出産，子育ての各段階に応じた切れ目のな
   い取り組み」と「地域・企業など社会全体の取り組み」
●　子どもへの資源配分を拡充

1.42

1.29

1.26

1.39
1.45

1.43

少子化対策の起点
合計特殊出生率

1.57

1.34

1.36

次世代育成支援対策推進法
（2003年～）

子ども・子育て応援プラン
（2005～2009年度）

子ども・子育てビジョン
（2010～2014年度）

少子化社会対策大綱
（2015～2019年度）

エンゼルプラン・新エンゼルプラン
（1995～2004年度）

5   合計特殊出生率の推移と子育てに関する施策 （厚生労働省「人口動態統計」）
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メモ 第2章　子どもと共に育つ　　4　これからの保育環境認可保育所と認可外保育所　認可保育所は国や地方公共団体の設置基準を満たして認可を受けた保育所，認可外保育所はそれ以外である。補助金が

多いため認可保育所は保育料が安価なことが多い。一方認可外保育所は駅前のビルに入居したり夜間保育に対応したりと，ニーズに特化しやすい。
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訂正箇所 原　　　文ページ 行

現代では，少子化や子どもの遊び場の減少，地域のつながりの
希薄化などにより，親になるまでの過程で子育ての知識や技術を
自然に身につけることが難しくなっている。また，核家族化が進
み，かつてのように子の祖父母や親族などに子育てを助けてもら
う機会が減少しており，子育ては主に親だけの役割となっている。
共働き世帯が過半数になった一方で，母

ぼ
性
せい

神
しん

話
わ
や
❶

3 歳
さい

児
じ

神
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話
わ
と
❷

いった科学的根拠のない社会通念も根強く残り，子育ての責任を
母親だけに押し付ける環境がなかなか改善されない。
その中で，子育てをつらく感じていらいらするといった育

いく
児
じ

不
ふ

安
あん
に陥ったり，子育ての悩みを誰

だれ
にも相談できず孤立したりす

る母親も多い。こうした現代の子育て環境の悪化は，ときに親子
関係のゆがみをもたらすこともある。
育児不安などの問題は，一部の特殊な親だけに起こる個人的な
ものではなく，現代の子育て環境が影響する社会的な問題でもあ
る。そのため，一人一人の子どもが健やかに育つ環境づくりは，
社会に生きる私

わたし
たち全員が取り組まなければならない課題である。

現代の子育て環境1

1

2 3

TRY

 集団保育
家庭で行う個別の家

か
庭
てい

保
ほ

育
いく
に対して，大勢の子どもを対象にす

る保育を集
しゅう

団
だん

保
ほ

育
いく
という。集団保育では，大勢の子どもや保育者

との交流を通して，家庭では体験できない活動や人間関係，社会
的生活習慣などを子どもに学ばせることができる。代表的な集団
保育の場として保

ほ
育
いく

所
しょ
と幼

よう
稚
ち

園
えん
がある。両施設には制度上の違い

はあるが，働く母親の増加や子育て支援政策の実施に伴い，保育
時間の延長や低年齢児の受け入れ，地域の子育て支援センターと
しての役割など，その性格は次第に近づきつつあり，近年は両方
を合わせた認

にん
定
てい

こども園
えん
も
❶
設立されている。

 子育て支援
核家族化，少子化に伴って，最近では地域全体で子育てを支援

する試みが進んでいる。保育所や幼稚園，児童館，子育て支援セ
ンターなどは，地域の子どものための遊び場や友達づくりの機会
など，子どもを育

はぐく
むための環境整備に取り組むとともに，親の育

児相談や子育て情報の提供，子育てサークルづくりなども支援し
ている。育児経験の少ない親にとっては，学びの場でもある。
一時的な保育ニーズに対応するために，子どもを預けたい親と

預かりたい人とが相互に登録するファミリー・サポート制
せい

度
ど
が
❷
普

及しつつある。また，インターネットや機関紙などさまざまな情
報手段を活用して，悩みの語り合い，相互援助，情報交換，勉強
会などを行う子育てネットワークが誕生し，広がりを見せている。

地域社会の関わり2

4

5

4

　子育て中の親が安心して子育てできる社会にす
るために，どのような支援ができるか考えよう。個
人として，地域として，どのような取り組みを続け
るとよいだろうか。

現代の保育環境の問題点に気づき，親として，また子
どもの発達を見守る社会の一員として，子どもの権利・
福祉と地域社会の関

かか

わりについて学習しよう。

学習のポイント

TRY

　近年，認可保育所への入所を待っている待機児
童が増加している。待機児童がなぜ増えているの
かについて，調べよう。

TRY

❶母性神話　女性は母性愛を本能として持っており（母性
本能），母親が育児をすることが子どもにとって善・絶対で
あるという考え方。
❷3歳児神話　3歳までは母親の手で育てないと，後々取
り返しのつかないダメージを子どもに与えるという考え方。

1位  自分が病気のとき

2位  子どもが病気のとき

3位  朝早く出かけたり
　　 帰りが遅くなるとき

4位  ストレス解消ができない

5位  保育料が高すぎる

6位  自分の趣味の時間がない

7位  きれいで安全な
　　 遊び場がない
8位  子どもがちゃんと
　　 食べてくれない
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調査対象：
3歳未満児の母親

（289人）
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「子育て支援の現在」）

2   子育てで手助けが欲しいことや困っていること（複数回答）

（労働政策研究・研修機構
「育児や介護と仕事の両立に関する調査」2003年）

1   母親が育児にストレスや不安を感じた経験
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分からない
雇用者女性
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頻繁にある

（%）

3   子どもをもって負担に感じること（複数回答）

（厚生労働省「第7回21世紀出生児縦断調査 
（2010年出生児）」2017年）

4 これからの保育環境
子育てで困るのは，どのようなときだろうか。
自分が小さい頃

ころ

を思い出しながら，子どもを育てる立場で考えてみよう。

5   合計特殊出生率の推移と子育てに関する施策 （厚生労働省「人口動態統計」）

❶認定こども園　就学前の子どもに幼児教育と保育の両
方を提供し，地域における子育て支援事業を行う施設。幼
稚園，保育所のうち，一定の基準を満たす施設に対して都
道府県知事が認定を行う。認定こども園には，地域の実情
や保護者のニーズに応じて選択が可能となるよう，幼保連
携型，幼稚園型，保育所型，地方裁量型がある。
❷ファミリー・サポート制度　地域住民が相互に助け合う
方法の1つ。

4   保育所，幼稚園，認定こども園の比較
　 保育所 認定こども園 幼稚園

対象 保育を必要と
する乳幼児

保育を必要とす
る乳幼児・保護
者の希望による

保護者の希望
による

年齢 0歳～就学前
の乳幼児

0歳～就学前の
乳幼児

満3歳～就学ま
での幼児

保育者 保育士 保育士・保育教
諭・幼稚園教諭 幼稚園教諭

教育および
保育時間

原則8時間
（＋延長保育＊）

4時間・8時間
（＋延長保育など＊）

標準4時間
（＋預かり保育＊）

入園手続き 設置者と契約（私立保育所の場合は市町村）

保育料 施設の設置者（私立保育所の場合は市町村）が徴収

性格 児童福祉施設 児童福祉施設・
学校教育機関 学校教育機関

管轄 厚生労働省 内閣府・厚生労働
省・文部科学省 文部科学省

法律 児童福祉法 就学前保育等推
進法（略称） 学校教育法

＊園によって異なる。
（注）  上記以外に，保育所より少人数の単位で，０〜２歳を保

育する事業（地域型保育）がある。
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調査対象：母と同居している7歳児の
父母，祖父母など（25,298人）
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●　仕事と家庭の両立支援のため
の雇用環境の整備

●　多様な保育サービスの拡充
●　地域の子育て支援の推進
　　　　　　　　　　　など

●　子育て中の労働者が仕事と家庭を
両立するための雇用環境の整備

●　多様な労働条件の整備による働き
方の見直し

●　次世代育成支援対策

●　仕事と家庭の両立支援と働き方の見直し
●　子育ての支え合い・連帯
●　生命の大切さ，家庭の役割等についての
理解

●　若者の自立と健全育成

●　仕事と生活の調和
●　妊娠・出産・子育ての希望の実現
●　子育て力のある地域社会
●　子どもの育ちと若者の成長への
支援

●　個々人が結婚や子どもについての希望を実現できる社会
●　「結婚，妊娠・出産，子育ての各段階に応じた切れ目のな
   い取り組み」と「地域・企業など社会全体の取り組み」
●　子どもへの資源配分を拡充

1.42

1.29

1.26

1.39
1.45

1.44

少子化対策の起点
合計特殊出生率

1.57

1.34

1.36

次世代育成支援対策推進法
（2003年～）

子ども・子育て応援プラン
（2005～2009年度）

子ども・子育てビジョン
（2010～2014年度）

少子化社会対策大綱
（2015～2019年度）

エンゼルプラン・新エンゼルプラン
（1995～2004年度）
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メモ 第2章　子どもと共に育つ　　4　これからの保育環境認可保育所と認可外保育所　認可保育所は国や地方公共団体の設置基準を満たして認可を受けた保育所，認可外保育所はそれ以外である。補助金が

多いため認可保育所は保育料が安価なことが多い。一方認可外保育所は駅前のビルに入居したり夜間保育に対応したりと，ニーズに特化しやすい。
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訂正箇所 訂　　　正　　　文ページ 行

現代では，少子化や子どもの遊び場の減少，地域のつながりの
希薄化などにより，親になるまでの過程で子育ての知識や技術を
自然に身につけることが難しくなっている。また，核家族化が進
み，かつてのように子の祖父母や親族などに子育てを助けてもら
う機会が減少しており，子育ては主に親だけの役割となっている。
共働き世帯が過半数になった一方で，母

ぼ
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話
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や
❶
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さい
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いった科学的根拠のない社会通念も根強く残り，子育ての責任を
母親だけに押し付ける環境がなかなか改善されない。
その中で，子育てをつらく感じていらいらするといった育

いく
児
じ

不
ふ

安
あん
に陥ったり，子育ての悩みを誰

だれ
にも相談できず孤立したりす

る母親も多い。こうした現代の子育て環境の悪化は，ときに親子
関係のゆがみをもたらすこともある。
育児不安などの問題は，一部の特殊な親だけに起こる個人的な
ものではなく，現代の子育て環境が影響する社会的な問題でもあ
る。そのため，一人一人の子どもが健やかに育つ環境づくりは，
社会に生きる私

わたし
たち全員が取り組まなければならない課題である。

現代の子育て環境1

1

2 3

TRY

 集団保育
家庭で行う個別の家

か
庭
てい

保
ほ

育
いく
に対して，大勢の子どもを対象にす

る保育を集
しゅう

団
だん

保
ほ

育
いく
という。集団保育では，大勢の子どもや保育者

との交流を通して，家庭では体験できない活動や人間関係，社会
的生活習慣などを子どもに学ばせることができる。代表的な集団
保育の場として保

ほ
育
いく

所
しょ
と幼

よう
稚
ち

園
えん
がある。両施設には制度上の違い

はあるが，働く母親の増加や子育て支援政策の実施に伴い，保育
時間の延長や低年齢児の受け入れ，地域の子育て支援センターと
しての役割など，その性格は次第に近づきつつあり，近年は両方
を合わせた認

にん
定
てい

こども園
えん
も
❶
設立されている。

 子育て支援
核家族化，少子化に伴って，最近では地域全体で子育てを支援

する試みが進んでいる。保育所や幼稚園，児童館，子育て支援セ
ンターなどは，地域の子どものための遊び場や友達づくりの機会
など，子どもを育

はぐく
むための環境整備に取り組むとともに，親の育

児相談や子育て情報の提供，子育てサークルづくりなども支援し
ている。育児経験の少ない親にとっては，学びの場でもある。
一時的な保育ニーズに対応するために，子どもを預けたい親と

預かりたい人とが相互に登録するファミリー・サポート制
せい

度
ど
が
❷
普

及しつつある。また，インターネットや機関紙などさまざまな情
報手段を活用して，悩みの語り合い，相互援助，情報交換，勉強
会などを行う子育てネットワークが誕生し，広がりを見せている。

地域社会の関わり2

4

5

4

　子育て中の親が安心して子育てできる社会にす
るために，どのような支援ができるか考えよう。個
人として，地域として，どのような取り組みを続け
るとよいだろうか。

現代の保育環境の問題点に気づき，親として，また子
どもの発達を見守る社会の一員として，子どもの権利・
福祉と地域社会の関

かか

わりについて学習しよう。

学習のポイント

TRY

　近年，認可保育所への入所を待っている待機児
童が増加している。待機児童がなぜ増えているの
かについて，調べよう。

TRY

❶母性神話　女性は母性愛を本能として持っており（母性
本能），母親が育児をすることが子どもにとって善・絶対で
あるという考え方。
❷3歳児神話　3歳までは母親の手で育てないと，後々取
り返しのつかないダメージを子どもに与えるという考え方。

1位  自分が病気のとき

2位  子どもが病気のとき

3位  朝早く出かけたり
　　 帰りが遅くなるとき

4位  ストレス解消ができない

5位  保育料が高すぎる

6位  自分の趣味の時間がない

7位  きれいで安全な
　　 遊び場がない
8位  子どもがちゃんと
　　 食べてくれない
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調査対象：
3歳未満児の母親
（289人）
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「子育て支援の現在」）

2   子育てで手助けが欲しいことや困っていること（複数回答）

（労働政策研究・研修機構
「育児や介護と仕事の両立に関する調査」2003年）

1   母親が育児にストレスや不安を感じた経験
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頻繁にある

（%）

4 これからの保育環境
子育てで困るのは，どのようなときだろうか。
自分が小さい頃

ころ

を思い出しながら，子どもを育てる立場で考えてみよう。

❶認定こども園　就学前の子どもに幼児教育と保育の両
方を提供し，地域における子育て支援事業を行う施設。幼
稚園，保育所のうち，一定の基準を満たす施設に対して都
道府県知事が認定を行う。認定こども園には，地域の実情
や保護者のニーズに応じて選択が可能となるよう，幼保連
携型，幼稚園型，保育所型，地方裁量型がある。
❷ファミリー・サポート制度　地域住民が相互に助け合う
方法の1つ。

4   保育所，幼稚園，認定こども園の比較
　 保育所 認定こども園 幼稚園

対象 保育を必要と
する乳幼児

保育を必要とす
る乳幼児・保護
者の希望による

保護者の希望
による

年齢 0歳～就学前
の乳幼児

0歳～就学前の
乳幼児

満3歳～就学ま
での幼児

保育者 保育士 保育士・保育教
諭・幼稚園教諭 幼稚園教諭

教育および
保育時間

原則8時間
（＋延長保育＊）

4時間・8時間
（＋延長保育など＊）

標準4時間
（＋預かり保育＊）

入園手続き 設置者と契約（私立保育所の場合は市町村）

保育料 施設の設置者（私立保育所の場合は市町村）が徴収

性格 児童福祉施設 児童福祉施設・
学校教育機関 学校教育機関

管轄 厚生労働省 内閣府・厚生労働
省・文部科学省 文部科学省

法律 児童福祉法 就学前保育等推
進法（略称） 学校教育法

＊園によって異なる。
（注）		上記以外に，保育所より少人数の単位で，０〜２歳を保

育する事業（地域型保育）がある。

3   子どもをもって負担に感じること（複数回答）
（%）
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調査対象：母と同居している8歳児の
父母，祖父母など（24,322人）
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21.6

29.4

子
育
て
の

出
費
が
か
さ
む

40.4 39.7

（厚生労働省「第8回21世紀出生児縦断調査	
（2010年出生児）」2018年）
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1.3
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’10 ’15 ’17 ’20

●　仕事と家庭の両立支援のため
の雇用環境の整備

●　多様な保育サービスの拡充
●　地域の子育て支援の推進
　　　　　　　　　　　など

●　子育て中の労働者が仕事と家庭を
両立するための雇用環境の整備

●　多様な労働条件の整備による働き
方の見直し

●　次世代育成支援対策

●　仕事と家庭の両立支援と働き方の見直し
●　子育ての支え合い・連帯
●　生命の大切さ，家庭の役割等についての
理解

●　若者の自立と健全育成

●　仕事と生活の調和
●　妊娠・出産・子育ての希望の実現
●　子育て力のある地域社会
●　子どもの育ちと若者の成長への
支援

●　個々人が結婚や子どもについての希望を実現できる社会
●　「結婚，妊娠・出産，子育ての各段階に応じた切れ目のな
   い取り組み」と「地域・企業など社会全体の取り組み」
●　子どもへの資源配分を拡充

1.42

1.29

1.26

1.39
1.45

1.43

少子化対策の起点
合計特殊出生率

1.57

1.34

1.36

次世代育成支援対策推進法
（2003年～）

子ども・子育て応援プラン
（2005～2009年度）

子ども・子育てビジョン
（2010～2014年度）

少子化社会対策大綱
（2015～2019年度）

エンゼルプラン・新エンゼルプラン
（1995～2004年度）

5   合計特殊出生率の推移と子育てに関する施策 （厚生労働省「人口動態統計」）
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メモ 第2章　子どもと共に育つ　　4　これからの保育環境認可保育所と認可外保育所　認可保育所は国や地方公共団体の設置基準を満たして認可を受けた保育所，認可外保育所はそれ以外である。補助金が

多いため認可保育所は保育料が安価なことが多い。一方認可外保育所は駅前のビルに入居したり夜間保育に対応したりと，ニーズに特化しやすい。
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 子どもの福祉
社会は，子どもが健やかに生まれ育つようにその生活を保障す

る責任を負っている。そのために必要な活動や施策，法律の整備
の全

すべ
てを児

じ
童
どう

福
ふく

祉
し

という。
児
じ

童
どう

憲
けん

章
しょう

は，我が国の児童福祉の理念を表し，日本国憲法の精
神に基づいて1951年の「こどもの日」に制定された。ここでは，

「人として，社会の一員として，よい環境の中で育てられる」と
いう児童の基本的な権利を宣言し，子どもの幸福な生活を保障す
る義務と責任が国民一人一人にあることをうたっている。

我が国の児童福祉行政は，児童福祉法に基づいて行われている。
児童福祉法は，全ての児童（18歳未満）を対象とし，その健全育
成と福祉を保障するための総合的な法律である。保護者だけでは
なく，国や地方公共団体の児童の育成責任を明記し，親や家庭が
子育ての責任を果たせない場合には，行政が児童の養育を代わっ
て行う児

じ
童
どう

福
ふく

祉
し

施
し

設
せつ

が設けられている。児童福祉に関係するいく
つかの法律があるが，なかでも近年急増している児童虐待への対
応を図るために，児

じ
童
どう

虐
ぎゃく

待
たい

防
ぼう

止
し

法
ほう

が制定されている。子どもの健
やかな育ちを実現するためには，密接な関係にある親や家族，地
域社会も含めた豊かな環境づくりが欠かせない。

p.75
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 子どもの権利
子どもは，与えられた環境の中で人間としてよりよく生きる基

本的な権利を持っている。親や家族，社会や国は子どもを保護し，
健やかに育てる責任を負っている。しかし，開発途上国では紛争 
や貧困，児童労働，性的虐待，搾

さく
取
しゅ

，エイズなど，さまざまな困
難な状況下で，子どもの生存や発達の権利が奪われている。

子どもが生存と発達を保障され，不当な取り扱いから保護され，
自分らしく生きる基本的人権を実現するために，1989年の国連
総会において，「児

じ
童
どう

の権
けん

利
り

に関
かん

する条
じょう

約
やく

（子どもの権利条約）」
が採択された。これは，子ども自身の最善の利益を考慮して，親
や社会が果たすべき義務を国際的に約束した画期的な内容の取り
決めであり，日本は1994年にこの条約を批

ひ
准
じゅん

している。
子どもは親や家庭を選んで生まれてくることはできない。我が

国のように生活が豊かな国でも，しつけと称して体罰を加える，
必要な世話を放棄するなど，親による児

じ
童
どう

虐
ぎゃく

待
たい

が社会問題となり，
死に至る子どもも出ている。地域や近隣が子育て家庭に関心を持
つことによる虐待の早期発見，通報による子どもの保護と精神的
なケア，虐待をしてしまう親への支援や教育などによる虐待の再
発予防などが早急に求められている。

子どもの権利と福祉3

1

2

3 4

5 p.23

児童虐待防止法（2000年制定）

第3条　児童に対する虐待の禁止
何人も，児童に対し，虐待をしては
ならない。

第6条　児童虐待に係る通告
児童虐待を受けたと思われる児童
を発見した者は，速やかに，これ
を市町村，都道府県の設置する福
祉事務所若しくは児童相談所又は
児童委員を介して市町村，都道府
県の設置する福祉事務所若しくは
児童相談所に通告しなければなら
ない。

　児童虐待は年々増えており，虐待者は実の親が最も多い。なぜ虐待をしてしまうのだろうか。
虐待を減らすにはどうしたらよいのだろうか，考えてみよう。

児童虐待を防ぐには

［虐待をする親が抱えている問題］
●育児への負担感
●育児の孤立化
●経済的な困窮
● �子ども時代に虐待を受けた経験
● �夫婦の結び付きとしての精神的
安定の欠如（離婚，死別，未婚，
非婚など）

● �精神的・身体的な疾患や障がい
● ��夫婦間の暴力�
など

＊福
ふく

島
しま

県を除く。

われらは，日本国憲法の精神にしたがい，児童に対
する正しい観念を確立し，すべての児童の幸福を
はかるために，この憲章を定める。
　児童は，人として尊ばれる。
　児童は，社会の一員として重んぜられる。
　児童は，よい環境の中で育てられる。

6   児童憲章（前文）

第1条　児童福祉の理念
①�すべて国民は，児童が心身ともに健やかに生ま
れ，且つ，育成されるよう努めなければならない。
②�すべて児童は，ひとしくその生活を保障され，愛
護されなければならない。

第2条　児童育成の責任
国及び地方公共団体は，児童の保護者とともに，児
童を心身ともに健やかに育成する責任を負う。
第3条　児童福祉保障の原理
前2条に規定するところは，児童の福祉を保障する
ための原理であり，この原理は，すべて児童に関す
る法令の施行にあたって，常に尊重されなければな
らない。

7   児童福祉法（1947年制定）

2   石
せっ

鹸
けん

工場で働く8歳の男児（バングラデシュ）
　バングラデシュでは5～
14歳の約13％が働く。貧困
家庭にとって子どもは重要
な稼ぎ手であり，経営者も
安い賃金で使える労働力と
して雇う。しかし劣悪な環
境で長時間働く子どもたち
は学校に通えず，心身を病
むこともある。

3   教育を受ける権利を訴える 
マララ・ユスフザイ（パキスタン）

　マララ・ユスフザイは全て
の子どもが教育を受ける権
利を訴えて活動を続け，
2012年に反対するタリバン
勢力に銃撃された。2014
年，17歳（史上最年少）でイ
ンドの活動家カイラシュ・サ
ティヤルティと共にノーベ
ル平和賞を受賞。

1   軍事訓練に参加する少年兵（コンゴ民主共和国）

4   5歳未満児の死亡率＊

＊ 出生時から満5歳になる日までに死亡する確率で，出生
1,000人あたりの死亡数で示す。

（ユニセフ「世界子供白書」2017年）
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　子どもの権利条約は，子どもに関
かか

わる全ての活動において，子どもの最善の利
益を第一に考慮し，生存，発達，保護，参加という包括的権利を子どもに保障し，
親には養育に対する第一次的責任を，国には保護者への援助と福祉施設および
サービスの提供を義務付けている。

①生存権（生きる権利）
　健康に生きるために，
食料，医療，社会保障
などを受ける権利。

③�虐待・放任・搾取からの保護 
（保護される権利）
　�身体的，精神的な暴力，侵害また
は放任，性的虐待を含む不当な取り
扱い，搾取などから保
護される権利。家庭環
境を奪われた子が，国
によって特別な保護お
よび援助を受ける権利。

④意見表明権・参加権
　�その年齢および成熟に従い，自由
な意見表明をする権利。情報の自
由，思想・良心・宗教の自由，集会
の自由への権利。

②発達権（育つ権利）
　教育権，休養・
遊ぶ権利，自分
らしく育つ権利。

5   子どもの権利条約の内容

［相談窓口］
● �児童相談所全国共通ダイヤル�
TEL：1

いち

8
はや

9
く

● �日本子どもの虐待防止民間��
ネットワーク＊�

など

（1〜3：厚生労働省資料）

＊メール相談
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3 児童虐待相談対応件数の推移（児童相談所における件数）

1 児童虐待の種類と割合（2016年度） 2 虐待者の内訳（2016年度）
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メモ 第2章　子どもと共に育つ　　4　これからの保育環境子どもの貧困　日本は子どもの相対的貧困率がOECD34か国中10番目に高く，1990年代半ば頃

ころ
から上昇傾向にある。子どもの将来が生まれ育った

環境に左右されず，貧困の状況にある子どもが健やかに育成されることを目指して，2014年には子どもの貧困対策法が施行された。

57

57

TRY

TRY



訂正箇所 訂　　　正　　　文ページ 行

 子どもの福祉
社会は，子どもが健やかに生まれ育つようにその生活を保障す

る責任を負っている。そのために必要な活動や施策，法律の整備
の全

すべ
てを児

じ
童
どう

福
ふく

祉
し

という。
児
じ

童
どう

憲
けん

章
しょう

は，我が国の児童福祉の理念を表し，日本国憲法の精
神に基づいて1951年の「こどもの日」に制定された。ここでは，

「人として，社会の一員として，よい環境の中で育てられる」と
いう児童の基本的な権利を宣言し，子どもの幸福な生活を保障す
る義務と責任が国民一人一人にあることをうたっている。

我が国の児童福祉行政は，児童福祉法に基づいて行われている。
児童福祉法は，全ての児童（18歳未満）を対象とし，その健全育
成と福祉を保障するための総合的な法律である。保護者だけでは
なく，国や地方公共団体の児童の育成責任を明記し，親や家庭が
子育ての責任を果たせない場合には，行政が児童の養育を代わっ
て行う児

じ
童
どう

福
ふく

祉
し

施
し

設
せつ

が設けられている。児童福祉に関係するいく
つかの法律があるが，なかでも近年急増している児童虐待への対
応を図るために，児

じ
童
どう

虐
ぎゃく

待
たい

防
ぼう

止
し

法
ほう

が制定されている。子どもの健
やかな育ちを実現するためには，密接な関係にある親や家族，地
域社会も含めた豊かな環境づくりが欠かせない。

p.75
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 子どもの権利
子どもは，与えられた環境の中で人間としてよりよく生きる基

本的な権利を持っている。親や家族，社会や国は子どもを保護し，
健やかに育てる責任を負っている。しかし，開発途上国では紛争 
や貧困，児童労働，性的虐待，搾

さく
取
しゅ

，エイズなど，さまざまな困
難な状況下で，子どもの生存や発達の権利が奪われている。

子どもが生存と発達を保障され，不当な取り扱いから保護され，
自分らしく生きる基本的人権を実現するために，1989年の国連
総会において，「児

じ
童
どう

の権
けん

利
り

に関
かん

する条
じょう

約
やく

（子どもの権利条約）」
が採択された。これは，子ども自身の最善の利益を考慮して，親
や社会が果たすべき義務を国際的に約束した画期的な内容の取り
決めであり，日本は1994年にこの条約を批

ひ
准
じゅん

している。
子どもは親や家庭を選んで生まれてくることはできない。我が

国のように生活が豊かな国でも，しつけと称して体罰を加える，
必要な世話を放棄するなど，親による児

じ
童
どう

虐
ぎゃく

待
たい

が社会問題となり，
死に至る子どもも出ている。地域や近隣が子育て家庭に関心を持
つことによる虐待の早期発見，通報による子どもの保護と精神的
なケア，虐待をしてしまう親への支援や教育などによる虐待の再
発予防などが早急に求められている。

子どもの権利と福祉3
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3 4
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　児童虐待は年々増えており，虐待者は実の親が最も多い。なぜ虐待をしてしまうのだろうか。
虐待を減らすにはどうしたらよいのだろうか，考えてみよう。

児童虐待を防ぐには

［虐待をする親が抱えている問題］
●育児への負担感
●育児の孤立化
●経済的な困窮
● �子ども時代に虐待を受けた経験
● �夫婦の結び付きとしての精神的
安定の欠如（離婚，死別，未婚，
非婚など）

● �精神的・身体的な疾患や障がい
● ��夫婦間の暴力�
など

われらは，日本国憲法の精神にしたがい，児童に対
する正しい観念を確立し，すべての児童の幸福を
はかるために，この憲章を定める。
　児童は，人として尊ばれる。
　児童は，社会の一員として重んぜられる。
　児童は，よい環境の中で育てられる。

6   児童憲章（前文）

第1条　児童福祉の理念
①�すべて国民は，児童が心身ともに健やかに生ま
れ，且つ，育成されるよう努めなければならない。
②�すべて児童は，ひとしくその生活を保障され，愛
護されなければならない。

第2条　児童育成の責任
国及び地方公共団体は，児童の保護者とともに，児
童を心身ともに健やかに育成する責任を負う。
第3条　児童福祉保障の原理
前2条に規定するところは，児童の福祉を保障する
ための原理であり，この原理は，すべて児童に関す
る法令の施行にあたって，常に尊重されなければな
らない。

7   児童福祉法（1947年制定）

2   石
せっ

鹸
けん

工場で働く8歳の男児（バングラデシュ）
　バングラデシュでは5～
14歳の約13％が働く。貧困
家庭にとって子どもは重要
な稼ぎ手であり，経営者も
安い賃金で使える労働力と
して雇う。しかし劣悪な環
境で長時間働く子どもたち
は学校に通えず，心身を病
むこともある。

3   教育を受ける権利を訴える 
マララ・ユスフザイ（パキスタン）

　マララ・ユスフザイは全て
の子どもが教育を受ける権
利を訴えて活動を続け，
2012年に反対するタリバン
勢力に銃撃された。2014
年，17歳（史上最年少）でイ
ンドの活動家カイラシュ・サ
ティヤルティと共にノーベ
ル平和賞を受賞。

1   軍事訓練に参加する少年兵（コンゴ民主共和国）

4   5歳未満児の死亡率＊

＊�出生時から満5歳になる日までに死亡する確率で，出生
1,000人あたりの死亡数で示す。

（ユニセフ「世界子供白書」2017年）

TRY

　子どもの権利条約は，子どもに関
かか

わる全ての活動において，子どもの最善の利
益を第一に考慮し，生存，発達，保護，参加という包括的権利を子どもに保障し，
親には養育に対する第一次的責任を，国には保護者への援助と福祉施設および
サービスの提供を義務付けている。

①生存権（生きる権利）
　健康に生きるために，
食料，医療，社会保障
などを受ける権利。

③�虐待・放任・搾取からの保護 
（保護される権利）
　�身体的，精神的な暴力，侵害また
は放任，性的虐待を含む不当な取り
扱い，搾取などから保
護される権利。家庭環
境を奪われた子が，国
によって特別な保護お
よび援助を受ける権利。

④意見表明権・参加権
　�その年齢および成熟に従い，自由
な意見表明をする権利。情報の自
由，思想・良心・宗教の自由，集会
の自由への権利。

②発達権（育つ権利）
　教育権，休養・
遊ぶ権利，自分
らしく育つ権利。

5   子どもの権利条約の内容

［相談窓口］
● �児童相談所全国共通ダイヤル�
TEL：1

いち

8
はや

9
く

● �日本子どもの虐待防止民間��
ネットワーク＊�

など

（1〜3：厚生労働省資料）
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100

80

60

40

20

0

（人）

日
本

世
界

後
発
開
発
途
上
国

ラ
テ
ン
ア
メ
リ
カ
と

カ
リ
ブ
海
諸
国

東
ア
ジ
ア
と

太
平
洋
諸
国

南
ア
ジ
ア

中
東
と

北
ア
フ
リ
カ

サ
ハ
ラ
以
南
の

ア
フ
リ
カ

3

41

68

1816

48

24

78

児童虐待防止法（2000年制定）

第3条　児童に対する虐待の禁止
何人も，児童に対し，虐待をしては
ならない。

第6条　児童虐待に係る通告
児童虐待を受けたと思われる児童
を発見した者は，速やかに，これ
を市町村，都道府県の設置する福
祉事務所若しくは児童相談所又は�
児童委員を介して市町村，都道府
県の設置する福祉事務所若しくは
児童相談所に通告しなければなら
ない。

（注）� �2019年改正で「しつけによる
体罰」の禁止が明記された
（2020年4月1日施行）。民法第
822条で規定されている親権者
の懲戒権についても，2022年
をめどに検討されることになっ
ている。

1994 ’96 ’98 2000 ’02 ’04 ’06 ’08 ’12 ’17’14 ’16
（年度）

（件）

0

140,000
120,000
100,000
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60,000
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’10＊
4,102 6,932

17,725 23,738
37,323 42,664

56,384 66,701

122,575
133,778

1,961

33,408

88,931

3 児童虐待相談対応件数の推移（児童相談所における件数）

1 児童虐待の種類と割合（2017年度） 2 虐待者の内訳（2017年度）
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メモ 第2章　子どもと共に育つ　　4　これからの保育環境子どもの貧困　日本は子どもの相対的貧困率がOECD34か国中10番目に高く，1990年代半ば頃

ころ
から上昇傾向にある。子どもの将来が生まれ育った

環境に左右されず，貧困の状況にある子どもが健やかに育成されることを目指して，2014年には子どもの貧困対策法が施行された。
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現代の高齢者の特徴と高齢者を取り巻く社会情勢につ
いて理解するとともに，高齢者と交流し，高齢者との関

かか

わり方を学ぼう。

学習のポイント

高齢社会を生きる

	 	高齢者と接することがある。
	 	高齢者と接するときにどのようなことに気を
つけたらよいか知っている。
	 		高齢者になるとどのような身体の変化が見
られるか知っている。
	 	高齢者を手助けしたことがある。
	 		自分が高齢者になったときのことを考えた
ことがある。

CHECK !

人が生まれてから死ぬまでにたどるライフコースは，社会の変
化とともに大きく変わってきた。寿命が短かった昔には，高齢期
は社会人としての仕事を成し遂げた後の「余生」と位置付けられ
たが，現在では「人生90年」も普通となり，高齢期が20年以上に
わたることも多い。余生というにはもったいない長さである。
この長い高齢期を充実して過ごすためには，高

こう
齢
れい

者
しゃ
の
❶
心身の特

徴，生活課題，社会の制度などをよく理解し，それに備えていく
必要がある。このことは，「人生50年」といわれた時代に育ち，
想定もしなかった長い老後を過ごしている現在の高齢者を理解し，
支えていくためにも重要なことである。
また，現在の高齢者は，第二次世界大戦や高度経済成長期を経

て，技術の著しい発展や価値観の変化を体験してきた「時代の語
り部

べ
」でもある。

人の一生と高齢期1
p.19

p.63 TRY

❶高齢者　一般には65歳以上の者。

 人口の高齢化
長い高齢期が出現するに至った社会的背景を見ていこう。今の
後期高齢者

❶
が生まれ育った頃

ころ
は，我が国は農業社会で，跡継ぎや

人手の必要性から1組の夫婦が平均4〜5人の子どもをもうけた。
しかし，公衆衛生や栄養の水準も低く，成人する前に病気や事故
で死ぬことも珍しくない，多産多死型社会であった。その後，医
学の進歩，栄養や公衆衛生の向上等によって死

し
亡
ぼう

率
りつ
が
❷
低下し，平

均寿命が延びていった。
このことを人口の高齢化という社会的側面から見てみよう。人
口の高齢化とは，死亡率や出

しゅっ
生
しょう

率
りつ
の
❸
低下が起こり，社会の人口全

体の中で高齢者の割合が高まることをいう。日本の場合，戦後の
ベビーブームの後出生率が急激に低下して，少産少死型社会に向
かい，1970年には高

こう
齢
れい

者
しゃ

人
じん

口
こう

割
わり

合
あい
が
❹
7％を超え，高

こう
齢
れい

化
か

社
しゃ

会
かい
の
❺

仲間入りをした。その後，1970年代の半ばから晩婚化などによ
り出生率がいっそう低下し日本の高齢化は欧米先進国のどの国よ
り速く進行した。その後も出生率はますます低下し，少子化とし
て問題化し，人口の高齢化を加速させている。2005年には前期
高齢者が全人口の11％，後期高齢者が9％を超え，合わせて高
齢者人口割合は20％を超えた。
今後，戦後のベビーブーム世代が高齢者の仲間入りをして高齢
化は更に進み，後期高齢者が増大していく。現代の高校生は，こ
のような社会を中堅として担

にな
うことが期待されている。

高齢社会の現状と課題2

p.19 1

p.19, 21 2

p.20

2

p.21

3

❶65〜74歳の高齢者を前期高齢者，75歳以上の高齢者を
後期高齢者という。後期高齢者は日常生活の障がい率がや
や高まってくる年齢層である。
❷死亡率　人口1,000人あたりの死亡数。
❸出生率　人口1,000人あたりの出生数。
❹高齢者人口割合　総人口に占める65歳以上人口の割合。
老年人口割合ともいう。
❺高齢化社会　一般に，高齢者人口割合が7％を超えると
高齢化社会，14％を超えると高齢社会という。また，
21％を超えると超高齢社会ということもある。

3  総人口の推移2  主要国の65歳以上人口割合の推移

（総務省「国勢調査」，国立社会保障・人口問題研究所	
「日本の将来推計人口」より作成）

人生90年，私
わたし

たちもいつか必ず高齢期を迎える。   

高齢者になるとはどのようなことだろうか。高齢者に

なることで心配なこと，私たちに期待されていること

はどのようなことだろうか。

これからの高齢社会を生きる者として，高齢者も私

たちも，誰
だれ

もが共に充実した毎日を送ることができる

社会の在り方を考えよう。

1 高齢期を理解する
自分が知っている中でいちばん高齢の人は何歳だろうか。すてきだと思う高齢者は誰だろうか。
今までに高齢者から教えてもらったことを思い出し，紹介してみよう。

3第 章
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（内閣府「高齢社会白書」2016年）（注）	2015年以降は推計値

推計

75歳以上
人口

4.9％

7.1％

12.1％

高齢者

29.1％

36.1％ 39.9％

23.0％26.6％

65～74歳人口

15～64歳人口

0～14歳人口

（年）

（千万人）
14

12

10

8

6

4

2

0
1950 2000’70 ’80 ’90 ’10’15’20 ’30 ’40 ’50 ’60’60

年次 男 女

1935～1936 46.9年 49.6年

1947 50.1 54.0
1955 63.6 67.8
1960 65.3 70.2
1965 67.7 72.9
1970 69.3 74.7
1975 71.7 76.9
1980 73.4 78.8
1985 74.8 80.5
1990 75.9 81.9
1995 76.4 82.9
2000 77.7 84.6
2005 78.6 85.5
2010 79.6 86.3
2015 80.8 87.0
2017 81.1 87.3

（厚生労働省「簡易生命表」「完全生命表」）

1  平均寿命の推移
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高齢者（65歳以上）と未成年者（20歳未満），日本で多いのはどっち？　正解は高齢者（高齢者3,347万人，未成年者2,190万人，総務省「平成27
（2015）年国勢調査」）。なお，1920年当時は圧倒的に未成年者が多かった（高齢者294万人，未成年者2,584万人）。
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2017 81.1 87.3
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高齢者（65歳以上）と未成年者（20歳未満），日本で多いのはどっち？　正解は高齢者（高齢者3,347万人，未成年者2,190万人，総務省「平成27
（2015）年国勢調査」）。なお，1920年当時は圧倒的に未成年者が多かった（高齢者294万人，未成年者2,584万人）。

　第3章　高齢社会を生きる　　1　高齢期を理解する

現代の高齢者の特徴と高齢者を取り巻く社会情勢につ
いて理解するとともに，高齢者と交流し，高齢者との関

かか

わり方を学ぼう。

学習のポイント

高齢社会を生きる

	 	高齢者と接することがある。
	 	高齢者と接するときにどのようなことに気を
つけたらよいか知っている。
	 		高齢者になるとどのような身体の変化が見
られるか知っている。
	 	高齢者を手助けしたことがある。
	 		自分が高齢者になったときのことを考えた
ことがある。

CHECK !

人が生まれてから死ぬまでにたどるライフコースは，社会の変
化とともに大きく変わってきた。寿命が短かった昔には，高齢期
は社会人としての仕事を成し遂げた後の「余生」と位置付けられ
たが，現在では「人生90年」も普通となり，高齢期が20年以上に
わたることも多い。余生というにはもったいない長さである。
この長い高齢期を充実して過ごすためには，高

こう
齢
れい

者
しゃ
の
❶
心身の特

徴，生活課題，社会の制度などをよく理解し，それに備えていく
必要がある。このことは，「人生50年」といわれた時代に育ち，
想定もしなかった長い老後を過ごしている現在の高齢者を理解し，
支えていくためにも重要なことである。
また，現在の高齢者は，第二次世界大戦や高度経済成長期を経
て，技術の著しい発展や価値観の変化を体験してきた「時代の語
り部

べ
」でもある。

人の一生と高齢期1
p.19

p.63 TRY

❶高齢者　一般には65歳以上の者。

 人口の高齢化
長い高齢期が出現するに至った社会的背景を見ていこう。今の

後期高齢者
❶
が生まれ育った頃

ころ
は，我が国は農業社会で，跡継ぎや

人手の必要性から1組の夫婦が平均4〜5人の子どもをもうけた。
しかし，公衆衛生や栄養の水準も低く，成人する前に病気や事故
で死ぬことも珍しくない，多産多死型社会であった。その後，医
学の進歩，栄養や公衆衛生の向上等によって死

し
亡
ぼう

率
りつ
が
❷
低下し，平

均寿命が延びていった。
このことを人口の高齢化という社会的側面から見てみよう。人

口の高齢化とは，死亡率や出
しゅっ

生
しょう

率
りつ
の
❸
低下が起こり，社会の人口全

体の中で高齢者の割合が高まることをいう。日本の場合，戦後の
ベビーブームの後出生率が急激に低下して，少産少死型社会に向
かい，1970年には高

こう
齢
れい

者
しゃ

人
じん

口
こう

割
わり

合
あい
が
❹
7％を超え，高

こう
齢
れい

化
か

社
しゃ

会
かい
の
❺

仲間入りをした。その後，1970年代の半ばから晩婚化などによ
り出生率がいっそう低下し日本の高齢化は欧米先進国のどの国よ
り速く進行した。その後も出生率はますます低下し，少子化とし
て問題化し，人口の高齢化を加速させている。2005年には前期
高齢者が全人口の11％，後期高齢者が9％を超え，合わせて高
齢者人口割合は20％を超えた。
今後，戦後のベビーブーム世代が高齢者の仲間入りをして高齢

化は更に進み，後期高齢者が増大していく。現代の高校生は，こ
のような社会を中堅として担

にな
うことが期待されている。

高齢社会の現状と課題2

p.19 1

p.19, 21 2

p.20

2

p.21

3

❶65〜74歳の高齢者を前期高齢者，75歳以上の高齢者を
後期高齢者という。後期高齢者は日常生活の障がい率がや
や高まってくる年齢層である。
❷死亡率　人口1,000人あたりの死亡数。
❸出生率　人口1,000人あたりの出生数。
❹高齢者人口割合　総人口に占める65歳以上人口の割合。
老年人口割合ともいう。
❺高齢化社会　一般に，高齢者人口割合が7％を超えると
高齢化社会，14％を超えると高齢社会という。また，
21％を超えると超高齢社会ということもある。

2  主要国の65歳以上人口割合の推移

人生90年，私
わたし

たちもいつか必ず高齢期を迎える。   

高齢者になるとはどのようなことだろうか。高齢者に

なることで心配なこと，私たちに期待されていること

はどのようなことだろうか。

これからの高齢社会を生きる者として，高齢者も私

たちも，誰
だれ

もが共に充実した毎日を送ることができる

社会の在り方を考えよう。

1 高齢期を理解する
自分が知っている中でいちばん高齢の人は何歳だろうか。すてきだと思う高齢者は誰だろうか。
今までに高齢者から教えてもらったことを思い出し，紹介してみよう。
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年次 男 女

1935～1936 46.9年 49.6年

1947 50.1 54.0
1955 63.6 67.8
1960 65.3 70.2
1965 67.7 72.9
1970 69.3 74.7
1975 71.7 76.9
1980 73.4 78.8
1985 74.8 80.5
1990 75.9 81.9
1995 76.4 82.9
2000 77.7 84.6
2005 78.6 85.5
2010 79.6 86.3
2015 80.8 87.0
2018 81.3 87.3

（厚生労働省「簡易生命表」「完全生命表」）

1  平均寿命の推移

3  総人口の推移

（総務省「国勢調査」，国立社会保障・人口問題研究所	
「日本の将来推計人口」より作成）
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高齢者（65歳以上）と未成年者（20歳未満），日本で多いのはどっち？　正解は高齢者（高齢者3,347万人，未成年者2,190万人，総務省「平成27
（2015）年国勢調査」）。なお，1920年当時は圧倒的に未成年者が多かった（高齢者294万人，未成年者2,584万人）。
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　Aさんは仕事の都合上，80歳代の両親と遠く離
れて暮らさなければならなくなった。両親は介護が
必要な状態ではないが，年齢を考えてAさんは両親
のことをとても心配している。Aさんが離れて暮ら
していてもできることは何か考えよう。

　自分が将来介護を必要とするようになったとき，
介護事業者に頼みたいこと，家族にしてもらいたい
と思うことは何だろうか。

TRY
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身近な高齢者のライフコースと社会の出来事の関連を調べよう
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［インタビューの注意事項］
● �現在とは異なる環境で人生を送ってきた人への敬意を忘れない
ようにする。話したくないことは，無理に聞かない。

●�挨
あい

拶
さつ

をする。初対面の場合は自己紹介もしっかりする。
●�目線の高さを同じくし，正しい言葉遣いをする。ゆっくり話す。
●�自分の親

しん

戚
せき

以外は，○○さんと名前で呼びかける。
●�録音や撮影等をする場合は許可を得てからにする。
●�施設や病院等でのインタビューの場合，得た個人情報の扱いに
注意する。

［インタビューでの質問例］
● �高校生くらいの頃

ころ

，30歳頃，60歳頃どのような生活をしていた
か教えてください。

●�今までの人生でうれしかったこと，つらかったことなどを教えて
ください。

●�若い頃の社会と今の社会でいちばん違うのはどのようなことで
すか。

●�もう一度10代に戻れるなら，どのようなことをしてみたいですか。
●�現在の生活で気をつけていることや生きがいは何ですか。
●�現在の生活で心配事はありますか。
●�人生の先輩として高校生にアドバイスをお願いします。

身近な高齢者にインタビューしてみよう
　もう一度若くなれるなら，学校に
行きたい。女学校（高校）に進学
したのは，同級生50人のうち1人だ
け。私

わたし

は中学校を卒業したが，小
学校にも来ない人もいた。私は洋
裁学校に通うことができてよかった。昔はテレビ等
がなく，年上の人の言うことが正しいと思い尊敬し
てきた。マスコミの影響の大きさや，さまざまなこ
とが目まぐるしく変化するのが恐ろしいと思う。

1933年生まれ
女性

　耳が遠くなったり，一部が入れ歯になったりして
いるが，元気に毎日を過ごしているので，自分では

まだ高齢者になったという気はして
いない。しかし，会社時代の友人の
うち半分以上が亡くなってしまった。
食べる物に困らず，贅

ぜい

沢
たく

ではないが
普通の暮らしができる今が人生でい
ちばん幸せ。1927年生まれ

男性

 家族の役割とその変化
戦前の日本では，「家」制度のもとで，長男が結婚後も親と同
居し，経済的に養い，家事を手伝い，必要なら介護をすることが
当然の義務だとされてきた。しかし，戦後，民法上で「家」制度
は廃止され，また，高度経済成長とともに若者は雇用者となって
都市に流入し，高齢者と子どもとの同居率が低下してきた。それ
に代わって，単独世帯や夫婦のみの世帯が増えてきている。
高齢者の側にも，できる限り子どもに頼らず，健康で自立した
生活を維持し，生きがいを持って生活したいという気持ちが強く
なってきている。しかし，病気や加齢によって日常生活が自立で
きなくなった場合には何らかの支援が必要となる。家族が同居し
て支援しても，子ども世代は共働きや未婚が増加しており，高齢
者だけが在宅する時間は長い。また，平均寿命が延びたため，高
齢者の配偶者や子どもも高齢になっている。
このような状況の中，日常生活の自立が困難になった高齢者を
家族だけで全面的に介護することには限界があり，さまざまな社
会的支援が必要となっている。今後は介護サービスの利用や老人
ホームへの入所といった高齢期の過ごし方が増えてくるだろう。
それでも家族は高齢者の精神的な支えとなることができるし，
福祉サービスの利用について高齢者と共に考え，地域社会への窓
口となるなど，これからも大きな役割を担

にな
う存在である。
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（内閣府「高齢者の健康に関する意識調査」2012年度）
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　第3章　高齢社会を生きる　　1　高齢期を理解する介護する側をケアする　介護や世話が長期化し，仕事を辞める，自由な時間がなくなる，社会との関
かか
わりがなくなるなど，介護をする側も心理的・社

会的に孤立し，困難を抱えやすい。イギリスでは，介護する側をケアする「ケアラーズセンター」が各地に設置されている。

　Aさんは仕事の都合上，80歳代の両親と遠く離
れて暮らさなければならなくなった。両親は介護が
必要な状態ではないが，年齢を考えてAさんは両親
のことをとても心配している。Aさんが離れて暮ら
していてもできることは何か考えよう。

　自分が将来介護を必要とするようになったとき，
介護事業者に頼みたいこと，家族にしてもらいたい
と思うことは何だろうか。
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身近な高齢者のライフコースと社会の出来事の関連を調べよう
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以外は，○○さんと名前で呼びかける。
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　Aさんは仕事の都合上，80歳代の両親と遠く離
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●�目線の高さを同じくし，正しい言葉遣いをする。ゆっくり話す。
●�自分の親

しん

戚
せき

以外は，○○さんと名前で呼びかける。
●�録音や撮影等をする場合は許可を得てからにする。
●�施設や病院等でのインタビューの場合，得た個人情報の扱いに
注意する。

［インタビューでの質問例］
● �高校生くらいの頃

ころ

，30歳頃，60歳頃どのような生活をしていた
か教えてください。

●�今までの人生でうれしかったこと，つらかったことなどを教えて
ください。

●�若い頃の社会と今の社会でいちばん違うのはどのようなことで
すか。

●�もう一度10代に戻れるなら，どのようなことをしてみたいですか。
●�現在の生活で気をつけていることや生きがいは何ですか。
●�現在の生活で心配事はありますか。
●�人生の先輩として高校生にアドバイスをお願いします。

身近な高齢者にインタビューしてみよう
　もう一度若くなれるなら，学校に
行きたい。女学校（高校）に進学
したのは，同級生50人のうち1人だ
け。私

わたし

は中学校を卒業したが，小
学校にも来ない人もいた。私は洋
裁学校に通うことができてよかった。昔はテレビ等
がなく，年上の人の言うことが正しいと思い尊敬し
てきた。マスコミの影響の大きさや，さまざまなこ
とが目まぐるしく変化するのが恐ろしいと思う。

1933年生まれ
女性

　耳が遠くなったり，一部が入れ歯になったりして
いるが，元気に毎日を過ごしているので，自分では

まだ高齢者になったという気はして
いない。しかし，会社時代の友人の
うち半分以上が亡くなってしまった。
食べる物に困らず，贅

ぜい

沢
たく

ではないが
普通の暮らしができる今が人生でい
ちばん幸せ。1927年生まれ

男性

 家族の役割とその変化
戦前の日本では，「家」制度のもとで，長男が結婚後も親と同
居し，経済的に養い，家事を手伝い，必要なら介護をすることが
当然の義務だとされてきた。しかし，戦後，民法上で「家」制度
は廃止され，また，高度経済成長とともに若者は雇用者となって
都市に流入し，高齢者と子どもとの同居率が低下してきた。それ
に代わって，単独世帯や夫婦のみの世帯が増えてきている。
高齢者の側にも，できる限り子どもに頼らず，健康で自立した
生活を維持し，生きがいを持って生活したいという気持ちが強く
なってきている。しかし，病気や加齢によって日常生活が自立で
きなくなった場合には何らかの支援が必要となる。家族が同居し
て支援しても，子ども世代は共働きや未婚が増加しており，高齢
者だけが在宅する時間は長い。また，平均寿命が延びたため，高
齢者の配偶者や子どもも高齢になっている。
このような状況の中，日常生活の自立が困難になった高齢者を
家族だけで全面的に介護することには限界があり，さまざまな社
会的支援が必要となっている。今後は介護サービスの利用や老人
ホームへの入所といった高齢期の過ごし方が増えてくるだろう。
それでも家族は高齢者の精神的な支えとなることができるし，
福祉サービスの利用について高齢者と共に考え，地域社会への窓
口となるなど，これからも大きな役割を担

にな
う存在である。
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1  高齢者の世帯構成割合＊の推移

3  誰
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に介護を頼みたいか（複数回答，上位5項目）

（内閣府「高齢者の健康に関する意識調査」2012年度）
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＊	65歳以上の高齢者のいる世帯数に占める割合。
（厚生労働省「国民生活基礎調査」）
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　第3章　高齢社会を生きる　　1　高齢期を理解する介護する側をケアする　介護や世話が長期化し，仕事を辞める，自由な時間がなくなる，社会との関
かか
わりがなくなるなど，介護をする側も心理的・社

会的に孤立し，困難を抱えやすい。イギリスでは，介護する側をケアする「ケアラーズセンター」が各地に設置されている。
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　Aさんは仕事の都合上，80歳代の両親と遠く離
れて暮らさなければならなくなった。両親は介護が
必要な状態ではないが，年齢を考えてAさんは両親
のことをとても心配している。Aさんが離れて暮ら
していてもできることは何か考えよう。

　自分が将来介護を必要とするようになったとき，
介護事業者に頼みたいこと，家族にしてもらいたい
と思うことは何だろうか。
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身近な高齢者のライフコースと社会の出来事の関連を調べよう
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　高齢者が若い世代よりもよく知っていることや
長
た

けていることにはどのようなことがあるだろうか。
それはどのようにして培

つちか

われてきたのか考えてみよ
う。

高齢者の心身の特徴と多様性を知り，生活に関する課
題の解決方法を考えよう。

学習のポイント

TRY

身体機能はピークを迎えた後低下していく。その過程を老
ろう

化
か

と
いう。老化は，視力や聴力の低下，白

しら
髪
が

やしわの増加，筋肉量の
減少やスポーツ記録の低下などが分かりやすい。シニア体験で実
感してみよう。目に見えにくい変化としては，回復力が低下して
疲労が蓄積されやすくなるほか，病気に対する抵抗力が低下して
感染症にかかりやすくなり，温度変化への適応力も低下していく。
ただし，機能の種類によってピークや低下の様相は異なり，視力
のように30歳代後半から低下し始めるものもあれば，言語能力
のように個人差が大きく，高齢期にもわずかしか低下しないもの
もある。しかし，一般には，高齢になるにつれて物忘れをする人
が多くなる。また，全体から見ると少数だが，脳の疾患などで 
認
にん

知
ち

症
しょう

にかかる人も増える。
一方，年を取ることは，成

せい
熟
じゅく

することでもある。成熟は，より
知識が増え，経験を積み，豊かな人間関係を築き，より総合的な
判断ができるようになる過程である。高齢者の中には，さまざま
な分野で相談や調停に力を発揮する人も出てくる。

老化と成熟1

TRY

Column 

p.68 

図を参考にしてシニア体験を行い，老化に伴い日常動作で
どんな困難を感じるようになるか，考えよう。

シニア体験で老化を実感しよう

1 耳栓
聴覚の変化を体験。

3 利き腕手首おもり
利き腕の筋力の低下を
体験。手を上げるのが
たいへんになる。

5 ゴム手袋
薄いゴム手袋を
2枚重ねて着け，指を
2本ずつテープで縛

しば

って，
指先の不自由さを体験。

6 左右違った
足首おもり
平
へい

衡
こう

感覚の
変化を体験。

4 両腕関節サポーター
関節が曲がりにくくなり，
背中に手を回すなどの
動作の不自由さを体験。

7 利き足膝
ひざ

サポーター
関節の曲がり
にくさや動き
にくさを体験。

2 白内障等体験用ゴーグル
視覚の変化や
加齢性白内障，
視野狭

きょう

窄
さく

を体験。

 大きな個人差
老化の過程にも成熟の過程にも，大きな個人差がある。人には

生まれながらにさまざまな違いがあるが，その上に長い人生での
異なった経験を積み重ねることが，高齢期での大きな個人差に結
び付いている。例えば職業生活で，職人芸といわれるような特定
の能力を発揮する人もいる。高校生の多くは，スポーツにおける
高齢者の日本記録にかなわない。毎日の食事や喫煙，運動，学習
などの習慣によって，健康状態や心身機能も個人差がある。個人
差を無視して，高齢者を一様に機能の低下した存在だと考えるこ
とは，年齢に基づく差別，すなわちエイジズムである。

 多くは元気高齢者
高齢期は20年以上に及ぶことも多く，その間に身体の機能が

低下したり，通院したりする人は増えるが，多くの高齢者は日常
生活にあまり困難を感じていない。年齢が高くなると，運動（ス
ポーツなど）も含め日常生活に影響のある者の比率は高くなるが，
それでも高齢者全体で見ると， 4 分の 1 ほどにすぎない。また，
こうした影響は，リハビリテーションなどによって軽減すること
もできる。更に多少の影響や障がいがあっても，住環境や設備な
どの工夫によって，高齢者の自立は可能になる。そして，高齢者
や障がい者に配慮した住環境や設備は，子どもや妊婦はもちろん，
多くの人にとっても利用しやすいものである。

多様な高齢者2

1

2

3

p.156, 162 p.68

p.76

2   高齢者の健康についての意識（国際比較）

3  日常生活に影響のある高齢者の割合（%）

1   年齢別100m走の日本記録（2018年）

（日本陸上競技連盟，日本マスターズ陸上競技連合資料）■  認知症とは
認知症は，単なる物忘れとは異なり，後
天的な脳の病気により知的機能が全般的・
持続的に低下し，日常生活に支障を生ずる
状態を指す。症状としては，経験したこと
を忘れる記憶障がいや妄想（財布を盗まれ
た，死んだ人が生きているなどと言う），徘

はい

徊
かい

，失禁などがあり，家族の顔や自分の名
前すら分からなくなることもある。日本で
はアルツハイマー型認知症や，脳梗

こう

塞
そく

の後
遺症である脳血管性認知症が多い。
認知症の人と接するときは，相手の自尊
心を尊重する。相手の妄想は説得せず，話
を合わせる，関心を他に向けるなどする。
失禁などの失敗行動はとがめず，失敗しに
くい環境を整えるなど，行動の背景を考え
て対策を講じる。

2 高齢者の心身の特徴
自分の身近にいる，元気に生活している高齢者は，どのような活動をしているだろうか。
高齢者になると，どのような体の変化が起こるだろうか。

TRY

Column

日本
（2005年）

（2015年）

日本 アメリカ スウェーデン 韓国
（2010）
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20.1
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（無回答） （無回答）

病気で，1日中寝込んでいる
病気がちで，寝込むことがある
あまり健康であるとはいえないが，病気ではない
健康である

0.2

0.1

（内閣府「高齢社会白書」2012年，「第8回高齢者の	
生活と意識に関する国際比較調査」2015年度）

（注）	調査対象は，60歳以上の男女個人（施設入所者は除く）。

（厚生労働省「平成28（2016）年国民生活基礎調査」）

2  影響のある動作 
（65歳以上・複数回答）
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第3章　高齢社会を生きる　　2　高齢者の心身の特徴流動性知能と結晶性知能　知能には流動性知能（情報を獲得・処理する能力）と結晶性知能（経験や知識を積み重ね，物事を解決する能力）がある。
流動性知能は青年期～壮年期をピークに低下するが，結晶性知能は高齢期まで発達し続ける。

 介護保険と介護サービス
後期高齢者の増加に伴って，支援や介護が必要な高齢者が増え

てきたが，家族による介護には限界がある。そこで，介護の社会
化を目指す介

かい
護
ご

保
ほ

険
けん

が2000年から導入され，日本に住所を持つ
40歳以上の者は全

すべ
て加入し，月々保険料を支払うようになった。

また，2005年の改正では介
かい

護
ご

予
よ

防
ぼう

給
きゅう

付
ふ

が
❶

追加され，地
ち

域
いき

包
ほう

括
かつ

支
し

援
えん

センター
❷
が創設された。

介護サービスを利用したい場合は，介護保険被保険者証を添え
て市区町村に申請する。 訪問調査員が調査し，判定の結果，要

よう
介
かい

護
ご

度や家族の希望などを基に介
かい

護
ご

支
し

援
えん

専
せん

門
もん

員
いん

（ケアマネジャー）
が介

かい
護
ご

サービス計
けい

画
かく

（ケアプラン）を立てる。市区町村は要介護
認定を行うが，サービスは厚生労働省の基準に基づいて都道府県
の指定を受けた民間企業，NPO（特定非営利活動）法人，医療機
関などが提供する。利用者はケアプランに応じてこれらのサービ
スを組み合わせ，サービス提供者と契約を結ぶ。要介護度に応じ
て定められた給付額の範囲内ならば， 1 〜 3 割の費用（施設では
ほかに食費など）を自己負担することでサービスを利用できる。

現実には，施設に入所できない，入所待ちが長い，自己負担が
重くて必要なだけのサービスが受けられないことがあるなど，今
後改善されなければならない点もある。

高齢社会を支える仕組み1

2

4

 経済的な課題と年金制度
自分らしい自由な高齢期を過ごすためには，人生の最後まで安

定して生活費が得られることが必要である。各自が高齢期に備え
て貯蓄や資産運用をしたり，就業により収入を得たりすることが
大切である。しかし，そうした備えだけで生活費を賄うには，高
齢期はあまりにも長くなった。就業が困難になるなどしても継続
的に収入が得られるように，各種の年金制度がある。公

こう
的
てき

年
ねん

金
きん

制
せい

度
ど

には，日本に住所を持つ20歳以上60歳未満の者が全員加入す
る国
こく

民
みん

年
ねん

金
きん

と
❶

，一定の条件を満たすサラリーマン等が加入する厚
こう

生
せい

年
ねん

金
きん

が
❷

ある。国民年金は20歳から保険料を支払い，加入期間
が10年

❸
以上になると原則65歳以上死ぬまで老齢年金を受け取れ

る。また65歳未満でも一定の条件下で障
しょう

害
がい

年
ねん

金
きん

や遺
い

族
ぞく

年
ねん

金
きん

が受
給できる。

厚生年金加入者は保険料が給与から控除されるが，学生や自営
業者，アルバイトなどの国民年金加入者は自分で納付する必要が
ある。未納期間があったり，加入期間が不足したりして支給要件
を満たさないと年金は受給できない。老後は遠いと安易に考えず，
若いうちから仕組みを学び，保険料を納付して備える必要がある。

このほか，民間の運営する個
こ

人
じん

年
ねん

金
きん

や
❹

企
き

業
ぎょう

年
ねん

金
きん

も
❺

ある。
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○訪問介護（ホームヘルプサービス）
○訪問看護
○通所介護（デイサービス）／
　通所リハビリテーション（デイケア）
○短期入所生活介護（ショートステイ）

○小規模多機能型居宅介護
○夜間対応型訪問介護
　（夜間ホームヘルプサービス）
○認知症対応型共同生活介護
　（グループホーム）

○介護老人福祉施設
　（特別養護老人ホーム）
○介護老人保健施設

○施設サービス

○介護予防事業
　（地域支援事業）

○介護予防サービス
○地域密着型介護予防
　サービス

○市区町村の実情に応
　じたサービス
　（介護保険外の事業）

○居宅サービス

○地域密着型サービスケアプラン

非該当（自立）

一般高齢者

要支援・要介護の
おそれのある人　 ※入所は

原則要介護3以上

介護予防
ケアプラン

要支援 2
要支援 1

要介護 5
要介護 4
要介護 3
要介護 2
要介護 1要介護認定

（ ）医師, 看護職員,
福祉関係者など
による

高齢者を支える仕組みを学ぼう。また，これからの高
齢社会の課題を知り，地域社会の一員としての役割を考
えよう。

学習のポイント

❶介護予防給付　要介護認定で要支援1，2と判定された
人に対する給付。地域包括支援センターで介護予防ケアプ
ランを立て，介護予防に必要な範囲で，生活機能の維持・
向上と重症化予防のための多様なサービス（要介護の人に
対する在宅サービスはほぼ含まれる）が利用できる。
2014年に成立した医療介護総合確保推進法で，介護予防
給付のうち，通所介護と訪問介護は地域支援事業（介護保
険財源で市区町村が取り組む事業）へと段階的に移行した。
❷地域包括支援センター　地域住民の保健・福祉・医療の
向上，虐待防止，介護予防マネジメントなどを総合的に行
う機関。各市区町村に設置される。

❶我が国は「国民皆年金」であり，強制加入や世代間扶養
の仕組みが特徴である。基礎年金の国庫負担割合は1/2で
ある。
❷厚生年金に加入するのは正社員だけでなく，通常の社員
の労働時間・労働日数の約3/4以上働いていれば，パート
やアルバイト，契約社員なども全て加入することになって
いる（臨時や季節的業務は除く）。加入手続きは事業所が
行う。
❸2017年に25年から10年へと短縮された。
❹個人年金　生命保険会社などの商品である年金。
❺企業年金　企業が従業員の老後生活を保障するために
運営する制度。企業ごとに異なり，制度のない企業も多い。

4   ケーススタディ　介護保険サービスを利用すると…（家族と同居するA男の場合）

［1週間のケアプランの例］

要介護認定：要介護3
［契約したサービス］
①通所介護（週2日）…デイサービスともいう。送迎バス等で
通所介護施設に通う高齢者に，入浴，食事，健康診査，日常
動作訓練等のサービスを提供する。
②訪問介護（週3日，1回あたり15分～1時間で計9回）…ホー
ムヘルプサービスともいう。ホームヘルパーが日常生活に支
障のある高齢者の家庭を訪問して，身体介護（入浴・排

はい
泄
せつ
介助

など）・生活支援（家事・買い物など）サービスを提供する。
③福祉用具貸与（電動ベッド，車椅

い
子
す
，自動採尿器）

申　　請

要介護認定

ケアプラン作成

受けるサービス＊の決定・契約

A男（75歳）の状況
●  リウマチが重症化し，洗面や食事，衣服の着脱に介助が必要。
●  同居の子ども夫婦は共働きで，平日の昼間はA男だけ在宅の
日がある。

＊	提供されるサービスは，地域によって異なる。

2  介護保険の仕組み

（厚生労働省資料より作成）

1人で家に
いるのは不安…

家族のいない
時間は
どうしよう…

月 火 水 木 金 土 日

早
朝 家族

訪問介護
7:30～7:45
（朝食，
排泄）

家族

訪問介護
7:30～7:45
（朝食，
排泄）

訪問介護
7:30～7:45
（朝食，
排泄）

家
族（
主
に
子
）

家
族（
主
に
子
の
配
偶
者
）

午
前

通所介護
8:00～18:00
（入浴，昼食，
リハビリ，
交流など）

訪問介護
11:30～ 
12:30
（昼食，
排泄）

通所介護
8:00～18:00
（入浴，昼食，
リハビリ，
交流など）

訪問介護
11:30～ 
12:30
（昼食，
排泄）

訪問介護
11:30～ 
12:30
（昼食，
排泄）

午
後

訪問介護
16:00～ 
16:15

（水分補給，
排泄）

訪問介護
16:00～ 
16:15

（水分補給，
排泄）

訪問介護
16:00～ 
16:15

（水分補給，
排泄）

夜
間 家族（夕食など）

深
夜 家族（就寝，排泄，声かけなど）

3 これからの高齢社会
高齢者を支えている社会の仕組みやサービスを挙げよう。高齢者に対して，これからの社会をつくる
私
わたし

たちは何ができるだろうか。どんな高齢者になりたいだろうか。

0 20 40 60 80 100

56.0 9.6 26.2 8.2

29.1 7.0 58.7

21.1 65.4

22.3 66.3
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（%）
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公的年金・
恩給
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3   高齢者世帯の所得の種類別割合

（厚生労働省「国民生活基礎調査」）

65歳以上計 65～74歳 75歳以上
要支援・要介護
高齢者計 17.9 4.3 32.5

要支援１ 2.6 0.7 4.6
要支援２ 2.5 0.7 4.4
要介護１ 3.5 0.8 6.5
要介護２ 3.1 0.8 5.6
要介護３ 2.3 0.5 4.3
要介護４ 2.2 0.4 4.0
要介護５ 1.7 0.4 3.1

（注）	各年齢の高齢者数を100としたときの割合。
（厚生労働省「平成27（2015）年度介護保険事業状況報告」）

1  要介護などの高齢者の割合（％）
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第3章　高齢社会を生きる　　3　これからの高齢社会ホームヘルパー（訪問介護員）になるには　都道府県指定の養成機関で，介護職員初任者研修（旧ホームヘルパー2級相当）を修了することが必要で
ある。研修には130時間の講義・演習と1時間の筆記試験がある。

 介護保険と介護サービス
後期高齢者の増加に伴って，支援や介護が必要な高齢者が増え

てきたが，家族による介護には限界がある。そこで，介護の社会
化を目指す介
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ご

保
ほ

険
けん

が2000年から導入され，日本に住所を持つ
40歳以上の者は全

すべ
て加入し，月々保険料を支払うようになった。
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予
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介護サービスを利用したい場合は，介護保険被保険者証を添え
て市区町村に申請する。 訪問調査員が調査し，判定の結果，要

よう
介
かい

護
ご

度や家族の希望などを基に介
かい

護
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支
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援
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専
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門
もん

員
いん

（ケアマネジャー）
が介

かい
護
ご

サービス計
けい

画
かく

（ケアプラン）を立てる。市区町村は要介護
認定を行うが，サービスは厚生労働省の基準に基づいて都道府県
の指定を受けた民間企業，NPO（特定非営利活動）法人，医療機
関などが提供する。利用者はケアプランに応じてこれらのサービ
スを組み合わせ，サービス提供者と契約を結ぶ。要介護度に応じ
て定められた給付額の範囲内ならば， 1 〜 3 割の費用（施設では
ほかに食費など）を自己負担することでサービスを利用できる。

現実には，施設に入所できない，入所待ちが長い，自己負担が
重くて必要なだけのサービスが受けられないことがあるなど，今
後改善されなければならない点もある。

高齢社会を支える仕組み1
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4

 経済的な課題と年金制度
自分らしい自由な高齢期を過ごすためには，人生の最後まで安

定して生活費が得られることが必要である。各自が高齢期に備え
て貯蓄や資産運用をしたり，就業により収入を得たりすることが
大切である。しかし，そうした備えだけで生活費を賄うには，高
齢期はあまりにも長くなった。就業が困難になるなどしても継続
的に収入が得られるように，各種の年金制度がある。公
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的
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ある。国民年金は20歳から保険料を支払い，加入期間
が10年
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以上になると原則65歳以上死ぬまで老齢年金を受け取れ
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族
ぞく

年
ねん

金
きん

が受
給できる。

厚生年金加入者は保険料が給与から控除されるが，学生や自営
業者，アルバイトなどの国民年金加入者は自分で納付する必要が
ある。未納期間があったり，加入期間が不足したりして支給要件
を満たさないと年金は受給できない。老後は遠いと安易に考えず，
若いうちから仕組みを学び，保険料を納付して備える必要がある。

このほか，民間の運営する個
こ

人
じん

年
ねん

金
きん

や
❹

企
き

業
ぎょう

年
ねん

金
きん

も
❺

ある。

3

p.174

p.74

p.75

利
用
者（
被
保
険
者
）

市
区
町
村
の
窓
口 認

定
調
査

医
師
の
意
見
書

○訪問介護（ホームヘルプサービス）
○訪問看護
○通所介護（デイサービス）／
　通所リハビリテーション（デイケア）
○短期入所生活介護（ショートステイ）

○小規模多機能型居宅介護
○夜間対応型訪問介護
　（夜間ホームヘルプサービス）
○認知症対応型共同生活介護
　（グループホーム）

○介護老人福祉施設
　（特別養護老人ホーム）
○介護老人保健施設

○施設サービス

○介護予防事業
　（地域支援事業）

○介護予防サービス
○地域密着型介護予防
　サービス

○市区町村の実情に応
　じたサービス
　（介護保険外の事業）

○居宅サービス

○地域密着型サービスケアプラン

非該当（自立）

一般高齢者

要支援・要介護の
おそれのある人　 ※入所は

原則要介護3以上

介護予防
ケアプラン

要支援 2
要支援 1

要介護 5
要介護 4
要介護 3
要介護 2
要介護 1要介護認定

（ ）医師, 看護職員,
福祉関係者など
による

高齢者を支える仕組みを学ぼう。また，これからの高
齢社会の課題を知り，地域社会の一員としての役割を考
えよう。

学習のポイント

❶介護予防給付　要介護認定で要支援1，2と判定された
人に対する給付。地域包括支援センターで介護予防ケアプ
ランを立て，介護予防に必要な範囲で，生活機能の維持・
向上と重症化予防のための多様なサービス（要介護の人に
対する在宅サービスはほぼ含まれる）が利用できる。
2014年に成立した医療介護総合確保推進法で，介護予防
給付のうち，通所介護と訪問介護は地域支援事業（介護保
険財源で市区町村が取り組む事業）へと段階的に移行した。
❷地域包括支援センター　地域住民の保健・福祉・医療の
向上，虐待防止，介護予防マネジメントなどを総合的に行
う機関。各市区町村に設置される。

❶我が国は「国民皆年金」であり，強制加入や世代間扶養
の仕組みが特徴である。基礎年金の国庫負担割合は1/2で
ある。
❷厚生年金に加入するのは正社員だけでなく，通常の社員
の労働時間・労働日数の約3/4以上働いていれば，パート
やアルバイト，契約社員なども全て加入することになって
いる（臨時や季節的業務は除く）。加入手続きは事業所が
行う。
❸2017年に25年から10年へと短縮された。
❹個人年金　生命保険会社などの商品である年金。
❺企業年金　企業が従業員の老後生活を保障するために
運営する制度。企業ごとに異なり，制度のない企業も多い。

4   ケーススタディ　介護保険サービスを利用すると…（家族と同居するA男の場合）

［1週間のケアプランの例］

要介護認定：要介護3
［契約したサービス］
①通所介護（週2日）…デイサービスともいう。送迎バス等で
通所介護施設に通う高齢者に，入浴，食事，健康診査，日常
動作訓練等のサービスを提供する。
②訪問介護（週3日，1回あたり15分～1時間で計9回）…ホー
ムヘルプサービスともいう。ホームヘルパーが日常生活に支
障のある高齢者の家庭を訪問して，身体介護（入浴・排

はい
泄
せつ
介助

など）・生活支援（家事・買い物など）サービスを提供する。
③福祉用具貸与（電動ベッド，車椅

い
子
す
，自動採尿器）

申　　請

要介護認定

ケアプラン作成

受けるサービス＊の決定・契約

A男（75歳）の状況
●  リウマチが重症化し，洗面や食事，衣服の着脱に介助が必要。
●  同居の子ども夫婦は共働きで，平日の昼間はA男だけ在宅の
日がある。

＊	提供されるサービスは，地域によって異なる。

2  介護保険の仕組み

（厚生労働省資料より作成）

1人で家に
いるのは不安…

家族のいない
時間は
どうしよう…

月 火 水 木 金 土 日

早
朝 家族

訪問介護
7:30～7:45
（朝食，
排泄）

家族

訪問介護
7:30～7:45
（朝食，
排泄）

訪問介護
7:30～7:45
（朝食，
排泄）

家
族（
主
に
子
）

家
族（
主
に
子
の
配
偶
者
）

午
前

通所介護
8:00～18:00
（入浴，昼食，
リハビリ，
交流など）

訪問介護
11:30～ 
12:30
（昼食，
排泄）

通所介護
8:00～18:00
（入浴，昼食，
リハビリ，
交流など）

訪問介護
11:30～ 
12:30
（昼食，
排泄）

訪問介護
11:30～ 
12:30
（昼食，
排泄）

午
後

訪問介護
16:00～ 
16:15

（水分補給，
排泄）

訪問介護
16:00～ 
16:15

（水分補給，
排泄）

訪問介護
16:00～ 
16:15

（水分補給，
排泄）

夜
間 家族（夕食など）

深
夜 家族（就寝，排泄，声かけなど）

3 これからの高齢社会
高齢者を支えている社会の仕組みやサービスを挙げよう。高齢者に対して，これからの社会をつくる
私
わたし

たちは何ができるだろうか。どんな高齢者になりたいだろうか。

0 20 40 60 80 100

56.0 9.6 26.2 8.2

29.1 7.0 58.7

21.1 65.4

22.3 66.3

1975

1995

2015

2016

（年）

（%）

7.4

5.2

6.1

5.3 6.1

稼働所得
か どう

財産所得
公的年金・
恩給

それ以外
の所得

3   高齢者世帯の所得の種類別割合

（厚生労働省「国民生活基礎調査」）

65歳以上計 65～74歳 75歳以上
要支援・要介護
高齢者計 17.9 4.3 32.5

要支援１ 2.6 0.7 4.6
要支援２ 2.5 0.7 4.4
要介護１ 3.5 0.8 6.5
要介護２ 3.1 0.8 5.6
要介護３ 2.3 0.5 4.3
要介護４ 2.2 0.4 4.0
要介護５ 1.7 0.4 3.1

（注）	各年齢の高齢者数を100としたときの割合。
（厚生労働省「平成27（2015）年度介護保険事業状況報告」）

1  要介護などの高齢者の割合（％）
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第3章　高齢社会を生きる　　3　これからの高齢社会ホームヘルパー（訪問介護員）になるには　都道府県指定の養成機関で，介護職員初任者研修（旧ホームヘルパー2級相当）を修了することが必要で
ある。研修には130時間の講義・演習と1時間の筆記試験がある。

　高齢者が若い世代よりもよく知っていることや
長
た

けていることにはどのようなことがあるだろうか。
それはどのようにして培

つちか

われてきたのか考えてみよ
う。

高齢者の心身の特徴と多様性を知り，生活に関する課
題の解決方法を考えよう。

学習のポイント

TRY

身体機能はピークを迎えた後低下していく。その過程を老
ろう

化
か

と
いう。老化は，視力や聴力の低下，白

しら
髪
が

やしわの増加，筋肉量の
減少やスポーツ記録の低下などが分かりやすい。シニア体験で実
感してみよう。目に見えにくい変化としては，回復力が低下して
疲労が蓄積されやすくなるほか，病気に対する抵抗力が低下して
感染症にかかりやすくなり，温度変化への適応力も低下していく。
ただし，機能の種類によってピークや低下の様相は異なり，視力
のように30歳代後半から低下し始めるものもあれば，言語能力
のように個人差が大きく，高齢期にもわずかしか低下しないもの
もある。しかし，一般には，高齢になるにつれて物忘れをする人
が多くなる。また，全体から見ると少数だが，脳の疾患などで 
認
にん

知
ち

症
しょう

にかかる人も増える。
一方，年を取ることは，成

せい
熟
じゅく

することでもある。成熟は，より
知識が増え，経験を積み，豊かな人間関係を築き，より総合的な
判断ができるようになる過程である。高齢者の中には，さまざま
な分野で相談や調停に力を発揮する人も出てくる。

老化と成熟1

TRY

Column 

p.68 

図を参考にしてシニア体験を行い，老化に伴い日常動作で
どんな困難を感じるようになるか，考えよう。

シニア体験で老化を実感しよう

1 耳栓
聴覚の変化を体験。

3 利き腕手首おもり
利き腕の筋力の低下を
体験。手を上げるのが
たいへんになる。

5 ゴム手袋
薄いゴム手袋を
2枚重ねて着け，指を
2本ずつテープで縛

しば

って，
指先の不自由さを体験。

6 左右違った
足首おもり
平
へい

衡
こう

感覚の
変化を体験。

4 両腕関節サポーター
関節が曲がりにくくなり，
背中に手を回すなどの
動作の不自由さを体験。

7 利き足膝
ひざ

サポーター
関節の曲がり
にくさや動き
にくさを体験。

2 白内障等体験用ゴーグル
視覚の変化や
加齢性白内障，
視野狭

きょう

窄
さく

を体験。

 大きな個人差
老化の過程にも成熟の過程にも，大きな個人差がある。人には

生まれながらにさまざまな違いがあるが，その上に長い人生での
異なった経験を積み重ねることが，高齢期での大きな個人差に結
び付いている。例えば職業生活で，職人芸といわれるような特定
の能力を発揮する人もいる。高校生の多くは，スポーツにおける
高齢者の日本記録にかなわない。毎日の食事や喫煙，運動，学習
などの習慣によって，健康状態や心身機能も個人差がある。個人
差を無視して，高齢者を一様に機能の低下した存在だと考えるこ
とは，年齢に基づく差別，すなわちエイジズムである。

 多くは元気高齢者
高齢期は20年以上に及ぶことも多く，その間に身体の機能が

低下したり，通院したりする人は増えるが，多くの高齢者は日常
生活にあまり困難を感じていない。年齢が高くなると，運動（ス
ポーツなど）も含め日常生活に影響のある者の比率は高くなるが，
それでも高齢者全体で見ると， 4 分の 1 ほどにすぎない。また，
こうした影響は，リハビリテーションなどによって軽減すること
もできる。更に多少の影響や障がいがあっても，住環境や設備な
どの工夫によって，高齢者の自立は可能になる。そして，高齢者
や障がい者に配慮した住環境や設備は，子どもや妊婦はもちろん，
多くの人にとっても利用しやすいものである。

多様な高齢者2

1

2

3

p.156, 162 p.68

p.76

2   高齢者の健康についての意識（国際比較）

3  日常生活に影響のある高齢者の割合（%）

■  認知症とは
認知症は，単なる物忘れとは異なり，後
天的な脳の病気により知的機能が全般的・
持続的に低下し，日常生活に支障を生ずる
状態を指す。症状としては，経験したこと
を忘れる記憶障がいや妄想（財布を盗まれ
た，死んだ人が生きているなどと言う），徘

はい

徊
かい

，失禁などがあり，家族の顔や自分の名
前すら分からなくなることもある。日本で
はアルツハイマー型認知症や，脳梗

こう

塞
そく

の後
遺症である脳血管性認知症が多い。
認知症の人と接するときは，相手の自尊
心を尊重する。相手の妄想は説得せず，話
を合わせる，関心を他に向けるなどする。
失禁などの失敗行動はとがめず，失敗しに
くい環境を整えるなど，行動の背景を考え
て対策を講じる。

2 高齢者の心身の特徴
自分の身近にいる，元気に生活している高齢者は，どのような活動をしているだろうか。
高齢者になると，どのような体の変化が起こるだろうか。

TRY

Column

日本
（2005年）

（2015年）

日本 アメリカ スウェーデン 韓国
（2010）

ドイツ
0

20

40

60

80

100

64.4 64.8 67.1 67.6

34.1
43.2

29.9 29.4 27.4 24.5

57.2 36.0

5.2 5.1 5.0 7.2 8.1
20.1

0.5 0.5 0.7

0.6

0.4 0.7（%）
（無回答） （無回答）

病気で，1日中寝込んでいる
病気がちで，寝込むことがある
あまり健康であるとはいえないが，病気ではない
健康である

0.2

0.1

（内閣府「高齢社会白書」2012年，「第8回高齢者の	
生活と意識に関する国際比較調査」2015年度）

（注）	調査対象は，60歳以上の男女個人（施設入所者は除く）。

（厚生労働省「平成28（2016）年国民生活基礎調査」）

2  影響のある動作 
（65歳以上・複数回答）

1  年齢別
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8.2

25.6

34.7

19.3

40歳代

50歳代

60歳代

70歳代

80歳代

高校生

（年齢）
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男 女

1   年齢別100m走の日本記録（2019年）

（日本陸上競技連盟，日本マスターズ陸上競技連合資料）
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第3章　高齢社会を生きる　　2　高齢者の心身の特徴流動性知能と結晶性知能　知能には流動性知能（情報を獲得・処理する能力）と結晶性知能（経験や知識を積み重ね，物事を解決する能力）がある。
流動性知能は青年期～壮年期をピークに低下するが，結晶性知能は高齢期まで発達し続ける。

 介護保険と介護サービス
後期高齢者の増加に伴って，支援や介護が必要な高齢者が増え

てきたが，家族による介護には限界がある。そこで，介護の社会
化を目指す介

かい
護
ご

保
ほ

険
けん

が2000年から導入され，日本に住所を持つ
40歳以上の者は全

すべ
て加入し，月々保険料を支払うようになった。

また，2005年の改正では介
かい

護
ご

予
よ

防
ぼう

給
きゅう

付
ふ

が
❶

追加され，地
ち

域
いき

包
ほう

括
かつ

支
し

援
えん

センター
❷
が創設された。

介護サービスを利用したい場合は，介護保険被保険者証を添え
て市区町村に申請する。 訪問調査員が調査し，判定の結果，要

よう
介
かい

護
ご

度や家族の希望などを基に介
かい

護
ご

支
し

援
えん

専
せん

門
もん

員
いん

（ケアマネジャー）
が介

かい
護
ご

サービス計
けい

画
かく

（ケアプラン）を立てる。市区町村は要介護
認定を行うが，サービスは厚生労働省の基準に基づいて都道府県
の指定を受けた民間企業，NPO（特定非営利活動）法人，医療機
関などが提供する。利用者はケアプランに応じてこれらのサービ
スを組み合わせ，サービス提供者と契約を結ぶ。要介護度に応じ
て定められた給付額の範囲内ならば， 1 〜 3 割の費用（施設では
ほかに食費など）を自己負担することでサービスを利用できる。

現実には，施設に入所できない，入所待ちが長い，自己負担が
重くて必要なだけのサービスが受けられないことがあるなど，今
後改善されなければならない点もある。

高齢社会を支える仕組み1

2

4

 経済的な課題と年金制度
自分らしい自由な高齢期を過ごすためには，人生の最後まで安

定して生活費が得られることが必要である。各自が高齢期に備え
て貯蓄や資産運用をしたり，就業により収入を得たりすることが
大切である。しかし，そうした備えだけで生活費を賄うには，高
齢期はあまりにも長くなった。就業が困難になるなどしても継続
的に収入が得られるように，各種の年金制度がある。公

こう
的
てき

年
ねん

金
きん
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ある。国民年金は20歳から保険料を支払い，加入期間
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厚生年金加入者は保険料が給与から控除されるが，学生や自営
業者，アルバイトなどの国民年金加入者は自分で納付する必要が
ある。未納期間があったり，加入期間が不足したりして支給要件
を満たさないと年金は受給できない。老後は遠いと安易に考えず，
若いうちから仕組みを学び，保険料を納付して備える必要がある。

このほか，民間の運営する個
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○訪問介護（ホームヘルプサービス）
○訪問看護
○通所介護（デイサービス）／
　通所リハビリテーション（デイケア）
○短期入所生活介護（ショートステイ）

○小規模多機能型居宅介護
○夜間対応型訪問介護
　（夜間ホームヘルプサービス）
○認知症対応型共同生活介護
　（グループホーム）

○介護老人福祉施設
　（特別養護老人ホーム）
○介護老人保健施設

○施設サービス

○介護予防事業
　（地域支援事業）

○介護予防サービス
○地域密着型介護予防
　サービス

○市区町村の実情に応
　じたサービス
　（介護保険外の事業）

○居宅サービス

○地域密着型サービスケアプラン

非該当（自立）

一般高齢者

要支援・要介護の
おそれのある人　 ※入所は

原則要介護3以上

介護予防
ケアプラン

要支援 2
要支援 1

要介護 5
要介護 4
要介護 3
要介護 2
要介護 1要介護認定

（ ）医師, 看護職員,
福祉関係者など
による

高齢者を支える仕組みを学ぼう。また，これからの高
齢社会の課題を知り，地域社会の一員としての役割を考
えよう。

学習のポイント

❶介護予防給付　要介護認定で要支援1，2と判定された
人に対する給付。地域包括支援センターで介護予防ケアプ
ランを立て，介護予防に必要な範囲で，生活機能の維持・
向上と重症化予防のための多様なサービス（要介護の人に
対する在宅サービスはほぼ含まれる）が利用できる。
2014年に成立した医療介護総合確保推進法で，介護予防
給付のうち，通所介護と訪問介護は地域支援事業（介護保
険財源で市区町村が取り組む事業）へと段階的に移行した。
❷地域包括支援センター　地域住民の保健・福祉・医療の
向上，虐待防止，介護予防マネジメントなどを総合的に行
う機関。各市区町村に設置される。

❶我が国は「国民皆年金」であり，強制加入や世代間扶養
の仕組みが特徴である。基礎年金の国庫負担割合は1/2で
ある。
❷厚生年金に加入するのは正社員だけでなく，通常の社員
の労働時間・労働日数の約3/4以上働いていれば，パート
やアルバイト，契約社員なども全て加入することになって
いる（臨時や季節的業務は除く）。加入手続きは事業所が
行う。
❸2017年に25年から10年へと短縮された。
❹個人年金　生命保険会社などの商品である年金。
❺企業年金　企業が従業員の老後生活を保障するために
運営する制度。企業ごとに異なり，制度のない企業も多い。

4   ケーススタディ　介護保険サービスを利用すると…（家族と同居するA男の場合）

［1週間のケアプランの例］

要介護認定：要介護3
［契約したサービス］
①通所介護（週2日）…デイサービスともいう。送迎バス等で
通所介護施設に通う高齢者に，入浴，食事，健康診査，日常
動作訓練等のサービスを提供する。
②訪問介護（週3日，1回あたり15分～1時間で計9回）…ホー
ムヘルプサービスともいう。ホームヘルパーが日常生活に支
障のある高齢者の家庭を訪問して，身体介護（入浴・排

はい
泄
せつ
介助

など）・生活支援（家事・買い物など）サービスを提供する。
③福祉用具貸与（電動ベッド，車椅

い
子
す
，自動採尿器）

申　　請

要介護認定

ケアプラン作成

受けるサービス＊の決定・契約

A男（75歳）の状況
●  リウマチが重症化し，洗面や食事，衣服の着脱に介助が必要。
●  同居の子ども夫婦は共働きで，平日の昼間はA男だけ在宅の
日がある。

＊	提供されるサービスは，地域によって異なる。

2  介護保険の仕組み

（厚生労働省資料より作成）

1人で家に
いるのは不安…

家族のいない
時間は
どうしよう…

月 火 水 木 金 土 日

早
朝 家族

訪問介護
7:30～7:45
（朝食，
排泄）

家族

訪問介護
7:30～7:45
（朝食，
排泄）

訪問介護
7:30～7:45
（朝食，
排泄）

家
族（
主
に
子
）

家
族（
主
に
子
の
配
偶
者
）

午
前

通所介護
8:00～18:00
（入浴，昼食，
リハビリ，
交流など）

訪問介護
11:30～ 
12:30
（昼食，
排泄）

通所介護
8:00～18:00
（入浴，昼食，
リハビリ，
交流など）

訪問介護
11:30～ 
12:30
（昼食，
排泄）

訪問介護
11:30～ 
12:30
（昼食，
排泄）

午
後

訪問介護
16:00～ 
16:15

（水分補給，
排泄）

訪問介護
16:00～ 
16:15

（水分補給，
排泄）

訪問介護
16:00～ 
16:15

（水分補給，
排泄）

夜
間 家族（夕食など）

深
夜 家族（就寝，排泄，声かけなど）

3 これからの高齢社会
高齢者を支えている社会の仕組みやサービスを挙げよう。高齢者に対して，これからの社会をつくる
私
わたし

たちは何ができるだろうか。どんな高齢者になりたいだろうか。
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3   高齢者世帯の所得の種類別割合

（厚生労働省「国民生活基礎調査」）

65歳以上計 65～74歳 75歳以上
要支援・要介護
高齢者計 18.1 4.3 32.2

要支援１ 2.6 0.7 4.5
要支援２ 2.5 0.7 4.3
要介護１ 3.6 0.8 6.5
要介護２ 3.1 0.8 5.6
要介護３ 2.4 0.5 4.3
要介護４ 2.2 0.4 4.0
要介護５ 1.7 0.4 3.0

（注）	各年齢の高齢者数を100としたときの割合。
（厚生労働省「平成28（2016）年度介護保険事業状況報告」）

1  要介護などの高齢者の割合（％）
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第3章　高齢社会を生きる　　3　これからの高齢社会ホームヘルパー（訪問介護員）になるには　都道府県指定の養成機関で，介護職員初任者研修（旧ホームヘルパー2級相当）を修了することが必要で
ある。研修には130時間の講義・演習と1時間の筆記試験がある。

 介護保険と介護サービス
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重くて必要なだけのサービスが受けられないことがあるなど，今
後改善されなければならない点もある。
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大切である。しかし，そうした備えだけで生活費を賄うには，高
齢期はあまりにも長くなった。就業が困難になるなどしても継続
的に収入が得られるように，各種の年金制度がある。公
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厚生年金加入者は保険料が給与から控除されるが，学生や自営
業者，アルバイトなどの国民年金加入者は自分で納付する必要が
ある。未納期間があったり，加入期間が不足したりして支給要件
を満たさないと年金は受給できない。老後は遠いと安易に考えず，
若いうちから仕組みを学び，保険料を納付して備える必要がある。
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○訪問看護
○通所介護（デイサービス）／
　通所リハビリテーション（デイケア）
○短期入所生活介護（ショートステイ）

○小規模多機能型居宅介護
○夜間対応型訪問介護
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　（グループホーム）
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（ ）医師, 看護職員,
福祉関係者など
による

高齢者を支える仕組みを学ぼう。また，これからの高
齢社会の課題を知り，地域社会の一員としての役割を考
えよう。

学習のポイント

❶介護予防給付　要介護認定で要支援1，2と判定された
人に対する給付。地域包括支援センターで介護予防ケアプ
ランを立て，介護予防に必要な範囲で，生活機能の維持・
向上と重症化予防のための多様なサービス（要介護の人に
対する在宅サービスはほぼ含まれる）が利用できる。
2014年に成立した医療介護総合確保推進法で，介護予防
給付のうち，通所介護と訪問介護は地域支援事業（介護保
険財源で市区町村が取り組む事業）へと段階的に移行した。
❷地域包括支援センター　地域住民の保健・福祉・医療の
向上，虐待防止，介護予防マネジメントなどを総合的に行
う機関。各市区町村に設置される。

❶我が国は「国民皆年金」であり，強制加入や世代間扶養
の仕組みが特徴である。基礎年金の国庫負担割合は1/2で
ある。
❷厚生年金に加入するのは正社員だけでなく，通常の社員
の労働時間・労働日数の約3/4以上働いていれば，パート
やアルバイト，契約社員なども全て加入することになって
いる（臨時や季節的業務は除く）。加入手続きは事業所が
行う。
❸2017年に25年から10年へと短縮された。
❹個人年金　生命保険会社などの商品である年金。
❺企業年金　企業が従業員の老後生活を保障するために
運営する制度。企業ごとに異なり，制度のない企業も多い。

4   ケーススタディ　介護保険サービスを利用すると…（家族と同居するA男の場合）

［1週間のケアプランの例］

要介護認定：要介護3
［契約したサービス］
①通所介護（週2日）…デイサービスともいう。送迎バス等で
通所介護施設に通う高齢者に，入浴，食事，健康診査，日常
動作訓練等のサービスを提供する。
②訪問介護（週3日，1回あたり15分～1時間で計9回）…ホー
ムヘルプサービスともいう。ホームヘルパーが日常生活に支
障のある高齢者の家庭を訪問して，身体介護（入浴・排
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A男（75歳）の状況
●  リウマチが重症化し，洗面や食事，衣服の着脱に介助が必要。
●  同居の子ども夫婦は共働きで，平日の昼間はA男だけ在宅の
日がある。

＊	提供されるサービスは，地域によって異なる。

2  介護保険の仕組み

（厚生労働省資料より作成）
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高齢者を支えている社会の仕組みやサービスを挙げよう。高齢者に対して，これからの社会をつくる
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3   高齢者世帯の所得の種類別割合

（厚生労働省「国民生活基礎調査」）

65歳以上計 65～74歳 75歳以上
要支援・要介護
高齢者計 18.1 4.3 32.2

要支援１ 2.6 0.7 4.5
要支援２ 2.5 0.7 4.3
要介護１ 3.6 0.8 6.5
要介護２ 3.1 0.8 5.6
要介護３ 2.4 0.5 4.3
要介護４ 2.2 0.4 4.0
要介護５ 1.7 0.4 3.0

（注）	各年齢の高齢者数を100としたときの割合。
（厚生労働省「平成28（2016）年度介護保険事業状況報告」）

1  要介護などの高齢者の割合（％）
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第3章　高齢社会を生きる　　3　これからの高齢社会ホームヘルパー（訪問介護員）になるには　都道府県指定の養成機関で，介護職員初任者研修（旧ホームヘルパー2級相当）を修了することが必要で
ある。研修には130時間の講義・演習と1時間の筆記試験がある。
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 食の洋風化
日本人の食の変化を見ると，経済の発展や国民総所得の増加に

伴って，食品では，米や野菜の摂取量が減り，肉を中心とする動
物性食品や油脂類の摂取量が増加した。

一方，栄養素では，動物性たんぱく質と脂質，とくに動物性脂
質が増加するなど大きな変化が見られる。エネルギーの栄養素比
率は，PFCバランスで表され，P（たんぱく質）13％，F（脂質）
27％，C（炭水化物）60％が適正であるとされている。1980年
代には，米を主食に，魚，野菜，乳などの副食からなる「日本型
食生活」が提唱され，PFCの適正比率が実現していた。その後，
脂質の比率が増加して炭水化物の比率が減少する傾向が続き，欧
米型のPFCバランスに近づきつつある。

 食の外部化・簡便化
近年の経済成長や国際化の進展に伴って，食事内容や料理法が

多様になるとともに，食品産業や流通業の発展により，さまざま
な加工食品や調理済み食品が利用されるようになった。家庭内で
調理して食べる内

ない
食
しょく

の
❶

比率が減り，調理済み食品，持ち帰り弁当
など中

なか
食
しょく

や
❷

外
がい

食
しょく

の
❸

利用が増加して，食
しょく

の外
がい

部
ぶ

化
か

が進んでいる。食
の外部化は，調理する時間や労力などの点からも簡便化につな
がっている。食の外部化・簡便化に伴い，一人で食べる孤食や家
族が異なった物を食べる個食も増えてきた。また，家庭での調理
体験が減少することにより，食品や料理など食に関する知識や技
能が親から子どもに伝承されにくくなっていることや，親自身の
食に対する意識の低下などが問題となっている。

外食や中食の利用にあたっては，一般に野菜が少なく，たんぱ
く質や脂質が多いので，野菜を組み合わせることや，食品添加物
などの食の安全・衛生にも留意する必要がある。

食生活の変化4
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7

 朝食欠食
朝食欠食

❶
の習慣化は高校生の時期から始まっているとされる。

朝食を欠食すると，脳のエネルギー源としてのぶどう糖をはじめ，
体温上昇や代謝に必要な栄養素が摂取されないため，代謝が十分
に行われず，集中力や記憶力が低下するとともに，生体リズムが
乱れ，イライラや体がだるいなどの不

ふ
定
てい

愁
しゅう

訴
そ

や体調不良の訴えが
多くなる。学力向上と直接の関

かか
わりは分からないが，朝食を毎日

食べる子どものほうが全国学力調査の正答率が高い傾向が見られ
た。また，規則的な朝食によって胃や腸が動き出し，排便も促さ
れる。更に，同じエネルギーの食事を少ない回数でとると肥満し
やすいとの研究結果が報告されており，朝食抜きの昼夜 2 回食の
ほうが，朝昼夕 3 回食より肥満になりやすい。夜遅くに食事をす
ると，活動に使われずに余ったエネルギーが体内に蓄えられて肥
満するとともに，翌朝の食欲の低下につながるなど悪循環となる。

 肥満と痩
や

せ
肥満は，体脂肪が過剰に蓄積された状態をいう。その多くは摂

取エネルギーが消費エネルギーよりも多いこと，つまり，食べす
ぎと運動不足による場合が多い。肥満により，生活習慣病の危険
性が増すことから，健康診断や栄養指導によって，食習慣や運動
などの生活習慣を改める一次予防が図られている。肥満度の判定 
は，18歳以上では，国際的な指標であるBMIが用いられ，日本
の基準ではBMI 25以上，WHOではBMI 30以上を「肥満」と判
定している。

一方，BMI 18.5未満を痩
や

せ（低体重）といい，20歳代女性の
およそ 2 割が該当している。また，痩せているにもかかわらず

「太っている」と自己評価する者が増え，痩せ願望は，年々低年
齢化している。若い女性の強い痩せ願望は，マスコミの情報など
によるところも大きく，科学的でないダイエット情報による貧血
や低栄養，将来の不妊や骨

こつ
粗
そ

鬆
しょう

症
しょう

の危険性が増すことが問題と
なっている。更に，痩せすぎの妊婦から生まれた子どもは，低出
生体重児であることが多いばかりでなく，肥満しやすい体質であ
ることが多く，将来生活習慣病の危険性が大きいことが指摘され
ている。妊娠中の食生活は，子どもの将来の健康にも大きな影響
を与える。

食生活の課題3

1

2

p.98

3

❶朝食欠食とは，①菓子，果物，乳製品，嗜
し

好
こう

飲料のみ，
②錠剤や栄養ドリンクのみ，③食事をしなかった，の3つ
の場合を指す。

6   PFC供給熱量比率の推移（日本のPFCバランスの推移）

PFCが適正比率の場合，円周上の点となり，結ぶと正三角形になる。
（農林水産省「食料需給表」，FAO「Food Balance Sheets」等を基に農林水産省で試算）

1   朝食欠食の状況

3   「痩せ」の者（BMI＜18.5）の割合（20歳以上）

（厚生労働省「国民健康・栄養調査」）

❶内食　（うちしょくともいう）外食に対する対語で，家
で素材から調理して食べる食事。
❷中食　家庭外で調理された食品を購入して持ち帰り，家
庭の食卓で食べる食事。持ち帰り弁当・総菜，出前，宅配
ピザなどが含まれる。
❸外食　家庭外の飲食店（食堂，レストラン，カフェなど）
で食べる食事。

2   体格指数

カウプ指数＝体重kg÷（身長cm）2×104

●カウプ指数（2歳以下）

ローレル指数＝体重kg÷（身長cm）3×107

●ローレル指数（幼児～17歳）

100～140を標準，160以上を肥満と評価する。

痩せ（低体重）：BMI＜18.5 
普通：18.5≦BMI＜25 
肥満：BMI≧25

BMI＝体重kg÷（身長m）2
●BMI（Body Mass Index）　（18歳以上）
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（厚生労働省「国民健康・栄養調査」2016年）

4   年代別の野菜摂取量（1人1日あたり）

（注） 野菜摂取量は，成人で目標値（350g）に達していない。
（厚生労働省「国民健康・栄養調査」2016年）

7   外食率と食の外部化率の推移

（注） 外食率：食料消費支出に占める外食の割合
 食の外部化率：外食率に中食の支出割合を加えたもの

（（公財）食の安全・安心財団資料）
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（厚生労働省「国民健康・栄養調査」）

5   栄養素等摂取量の年次推移

（注） 動物性脂質は1955年，それ以外は1946年を100とする。
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味を感知する「味
み

蕾
らい

」は約10日で選手交代　味を感じる細胞「味蕾」は新
しん
陳
ちん
代
たい
謝
しゃ
が活発で10〜12日サイクルで入れ替わる。その新陳代謝には，か

き（貝類）などに多く含まれる亜鉛が不可欠で，不足すると味覚障害を起こすこともある。
第5章　食生活をつくる　　1　食生活の課題について考える

 食の洋風化
日本人の食の変化を見ると，経済の発展や国民総所得の増加に

伴って，食品では，米や野菜の摂取量が減り，肉を中心とする動
物性食品や油脂類の摂取量が増加した。

一方，栄養素では，動物性たんぱく質と脂質，とくに動物性脂
質が増加するなど大きな変化が見られる。エネルギーの栄養素比
率は，PFCバランスで表され，P（たんぱく質）13％，F（脂質）
27％，C（炭水化物）60％が適正であるとされている。1980年
代には，米を主食に，魚，野菜，乳などの副食からなる「日本型
食生活」が提唱され，PFCの適正比率が実現していた。その後，
脂質の比率が増加して炭水化物の比率が減少する傾向が続き，欧
米型のPFCバランスに近づきつつある。

 食の外部化・簡便化
近年の経済成長や国際化の進展に伴って，食事内容や料理法が

多様になるとともに，食品産業や流通業の発展により，さまざま
な加工食品や調理済み食品が利用されるようになった。家庭内で
調理して食べる内

ない
食
しょく

の
❶

比率が減り，調理済み食品，持ち帰り弁当
など中

なか
食
しょく

や
❷

外
がい

食
しょく

の
❸

利用が増加して，食
しょく

の外
がい

部
ぶ

化
か

が進んでいる。食
の外部化は，調理する時間や労力などの点からも簡便化につな
がっている。食の外部化・簡便化に伴い，一人で食べる孤食や家
族が異なった物を食べる個食も増えてきた。また，家庭での調理
体験が減少することにより，食品や料理など食に関する知識や技
能が親から子どもに伝承されにくくなっていることや，親自身の
食に対する意識の低下などが問題となっている。

外食や中食の利用にあたっては，一般に野菜が少なく，たんぱ
く質や脂質が多いので，野菜を組み合わせることや，食品添加物
などの食の安全・衛生にも留意する必要がある。

食生活の変化4
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 朝食欠食
朝食欠食

❶
の習慣化は高校生の時期から始まっているとされる。

朝食を欠食すると，脳のエネルギー源としてのぶどう糖をはじめ，
体温上昇や代謝に必要な栄養素が摂取されないため，代謝が十分
に行われず，集中力や記憶力が低下するとともに，生体リズムが
乱れ，イライラや体がだるいなどの不

ふ
定
てい

愁
しゅう

訴
そ

や体調不良の訴えが
多くなる。学力向上と直接の関

かか
わりは分からないが，朝食を毎日

食べる子どものほうが全国学力調査の正答率が高い傾向が見られ
た。また，規則的な朝食によって胃や腸が動き出し，排便も促さ
れる。更に，同じエネルギーの食事を少ない回数でとると肥満し
やすいとの研究結果が報告されており，朝食抜きの昼夜 2 回食の
ほうが，朝昼夕 3 回食より肥満になりやすい。夜遅くに食事をす
ると，活動に使われずに余ったエネルギーが体内に蓄えられて肥
満するとともに，翌朝の食欲の低下につながるなど悪循環となる。

 肥満と痩
や

せ
肥満は，体脂肪が過剰に蓄積された状態をいう。その多くは摂

取エネルギーが消費エネルギーよりも多いこと，つまり，食べす
ぎと運動不足による場合が多い。肥満により，生活習慣病の危険
性が増すことから，健康診断や栄養指導によって，食習慣や運動
などの生活習慣を改める一次予防が図られている。肥満度の判定 
は，18歳以上では，国際的な指標であるBMIが用いられ，日本
の基準ではBMI 25以上，WHOではBMI 30以上を「肥満」と判
定している。

一方，BMI 18.5未満を痩
や

せ（低体重）といい，20歳代女性の
およそ 2 割が該当している。また，痩せているにもかかわらず

「太っている」と自己評価する者が増え，痩せ願望は，年々低年
齢化している。若い女性の強い痩せ願望は，マスコミの情報など
によるところも大きく，科学的でないダイエット情報による貧血
や低栄養，将来の不妊や骨

こつ
粗
そ

鬆
しょう

症
しょう

の危険性が増すことが問題と
なっている。更に，痩せすぎの妊婦から生まれた子どもは，低出
生体重児であることが多いばかりでなく，肥満しやすい体質であ
ることが多く，将来生活習慣病の危険性が大きいことが指摘され
ている。妊娠中の食生活は，子どもの将来の健康にも大きな影響
を与える。

食生活の課題3
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❶朝食欠食とは，①菓子，果物，乳製品，嗜
し
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こう

飲料のみ，
②錠剤や栄養ドリンクのみ，③食事をしなかった，の3つ
の場合を指す。

6   PFC供給熱量比率の推移（日本のPFCバランスの推移）

PFCが適正比率の場合，円周上の点となり，結ぶと正三角形になる。
（農林水産省「食料需給表」，FAO「Food Balance Sheets」等を基に農林水産省で試算）

1   朝食欠食の状況

3   「痩せ」の者（BMI＜18.5）の割合（20歳以上）

（厚生労働省「国民健康・栄養調査」）

❶内食　（うちしょくともいう）外食に対する対語で，家
で素材から調理して食べる食事。
❷中食　家庭外で調理された食品を購入して持ち帰り，家
庭の食卓で食べる食事。持ち帰り弁当・総菜，出前，宅配
ピザなどが含まれる。
❸外食　家庭外の飲食店（食堂，レストラン，カフェなど）
で食べる食事。

2   体格指数

カウプ指数＝体重kg÷（身長cm）2×104

●カウプ指数（2歳以下）

ローレル指数＝体重kg÷（身長cm）3×107

●ローレル指数（幼児～17歳）

100～140を標準，160以上を肥満と評価する。

痩せ（低体重）：BMI＜18.5 
普通：18.5≦BMI＜25 
肥満：BMI≧25

BMI＝体重kg÷（身長m）2
●BMI（Body Mass Index）　（18歳以上）
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4   年代別の野菜摂取量（1人1日あたり）

（注） 野菜摂取量は，成人で目標値（350g）に達していない。
（厚生労働省「国民健康・栄養調査」2016年）

7   外食率と食の外部化率の推移

（注） 外食率：食料消費支出に占める外食の割合
 食の外部化率：外食率に中食の支出割合を加えたもの

（（公財）食の安全・安心財団資料）
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5   栄養素等摂取量の年次推移

（注） 動物性脂質は1955年，それ以外は1946年を100とする。
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食
生
活

味を感知する「味
み

蕾
らい

」は約10日で選手交代　味を感じる細胞「味蕾」は新
しん
陳
ちん
代
たい
謝
しゃ
が活発で10〜12日サイクルで入れ替わる。その新陳代謝には，か

き（貝類）などに多く含まれる亜鉛が不可欠で，不足すると味覚障害を起こすこともある。
第5章　食生活をつくる　　1　食生活の課題について考える

 食の洋風化
日本人の食の変化を見ると，経済の発展や国民総所得の増加に

伴って，食品では，米や野菜の摂取量が減り，肉を中心とする動
物性食品や油脂類の摂取量が増加した。

一方，栄養素では，動物性たんぱく質と脂質，とくに動物性脂
質が増加するなど大きな変化が見られる。エネルギーの栄養素比
率は，PFCバランスで表され，P（たんぱく質）13％，F（脂質）
27％，C（炭水化物）60％が適正であるとされている。1980年
代には，米を主食に，魚，野菜，乳などの副食からなる「日本型
食生活」が提唱され，PFCの適正比率が実現していた。その後，
脂質の比率が増加して炭水化物の比率が減少する傾向が続き，欧
米型のPFCバランスに近づきつつある。

 食の外部化・簡便化
近年の経済成長や国際化の進展に伴って，食事内容や料理法が

多様になるとともに，食品産業や流通業の発展により，さまざま
な加工食品や調理済み食品が利用されるようになった。家庭内で
調理して食べる内

ない
食
しょく

の
❶

比率が減り，調理済み食品，持ち帰り弁当
など中

なか
食
しょく

や
❷

外
がい

食
しょく

の
❸

利用が増加して，食
しょく

の外
がい

部
ぶ

化
か

が進んでいる。食
の外部化は，調理する時間や労力などの点からも簡便化につな
がっている。食の外部化・簡便化に伴い，一人で食べる孤食や家
族が異なった物を食べる個食も増えてきた。また，家庭での調理
体験が減少することにより，食品や料理など食に関する知識や技
能が親から子どもに伝承されにくくなっていることや，親自身の
食に対する意識の低下などが問題となっている。

外食や中食の利用にあたっては，一般に野菜が少なく，たんぱ
く質や脂質が多いので，野菜を組み合わせることや，食品添加物
などの食の安全・衛生にも留意する必要がある。

食生活の変化4

4

5

6

7

 朝食欠食
朝食欠食

❶
の習慣化は高校生の時期から始まっているとされる。

朝食を欠食すると，脳のエネルギー源としてのぶどう糖をはじめ，
体温上昇や代謝に必要な栄養素が摂取されないため，代謝が十分
に行われず，集中力や記憶力が低下するとともに，生体リズムが
乱れ，イライラや体がだるいなどの不

ふ
定
てい

愁
しゅう

訴
そ

や体調不良の訴えが
多くなる。学力向上と直接の関

かか
わりは分からないが，朝食を毎日

食べる子どものほうが全国学力調査の正答率が高い傾向が見られ
た。また，規則的な朝食によって胃や腸が動き出し，排便も促さ
れる。更に，同じエネルギーの食事を少ない回数でとると肥満し
やすいとの研究結果が報告されており，朝食抜きの昼夜 2 回食の
ほうが，朝昼夕 3 回食より肥満になりやすい。夜遅くに食事をす
ると，活動に使われずに余ったエネルギーが体内に蓄えられて肥
満するとともに，翌朝の食欲の低下につながるなど悪循環となる。

 肥満と痩
や

せ
肥満は，体脂肪が過剰に蓄積された状態をいう。その多くは摂

取エネルギーが消費エネルギーよりも多いこと，つまり，食べす
ぎと運動不足による場合が多い。肥満により，生活習慣病の危険
性が増すことから，健康診断や栄養指導によって，食習慣や運動
などの生活習慣を改める一次予防が図られている。肥満度の判定 
は，18歳以上では，国際的な指標であるBMIが用いられ，日本
の基準ではBMI 25以上，WHOではBMI 30以上を「肥満」と判
定している。

一方，BMI 18.5未満を痩
や

せ（低体重）といい，20歳代女性の
およそ 2 割が該当している。また，痩せているにもかかわらず

「太っている」と自己評価する者が増え，痩せ願望は，年々低年
齢化している。若い女性の強い痩せ願望は，マスコミの情報など
によるところも大きく，科学的でないダイエット情報による貧血
や低栄養，将来の不妊や骨

こつ
粗
そ

鬆
しょう

症
しょう

の危険性が増すことが問題と
なっている。更に，痩せすぎの妊婦から生まれた子どもは，低出
生体重児であることが多いばかりでなく，肥満しやすい体質であ
ることが多く，将来生活習慣病の危険性が大きいことが指摘され
ている。妊娠中の食生活は，子どもの将来の健康にも大きな影響
を与える。

食生活の課題3

1

2

p.98

3

❶朝食欠食とは，①菓子，果物，乳製品，嗜
し

好
こう

飲料のみ，
②錠剤や栄養ドリンクのみ，③食事をしなかった，の3つ
の場合を指す。

6   PFC供給熱量比率の推移（日本のPFCバランスの推移）

PFCが適正比率の場合，円周上の点となり，結ぶと正三角形になる。
（農林水産省「食料需給表」，FAO「Food Balance Sheets」等を基に農林水産省で試算）

3   「痩せ」の者（BMI＜18.5）の割合（20歳以上）

（厚生労働省「国民健康・栄養調査」）

❶内食　（うちしょくともいう）外食に対する対語で，家
で素材から調理して食べる食事。
❷中食　家庭外で調理された食品を購入して持ち帰り，家
庭の食卓で食べる食事。持ち帰り弁当・総菜，出前，宅配
ピザなどが含まれる。
❸外食　家庭外の飲食店（食堂，レストラン，カフェなど）
で食べる食事。

2   体格指数

カウプ指数＝体重kg÷（身長cm）2×104

●カウプ指数（2歳以下）

ローレル指数＝体重kg÷（身長cm）3×107

●ローレル指数（幼児～17歳）

100～140を標準，160以上を肥満と評価する。

痩せ（低体重）：BMI＜18.5 
普通：18.5≦BMI＜25 
肥満：BMI≧25

BMI＝体重kg÷（身長m）2
●BMI（Body Mass Index）　（18歳以上）
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1   朝食欠食の状況 4   年代別の野菜摂取量（1人1日あたり）

（注） 野菜摂取量は成人で目標値（350g）に達していない。
（厚生労働省「国民健康・栄養調査」2017年）
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5   栄養素等摂取量の平均値の年次推移
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（注） 動物性脂質は1955年，それ以外は1946年を100とする。
（厚生労働省「国民健康・栄養調査」）

7   外食率と食の外部化率の推移
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（注） 外食率：食料消費支出に占める外食の割合
 食の外部化率：外食率に中食の支出割合を加えたもの

（（公財）食の安全・安心財団資料）
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味を感知する「味
み

蕾
らい

」は約10日で選手交代　味を感じる細胞「味蕾」は新
しん
陳
ちん
代
たい
謝
しゃ
が活発で10〜12日サイクルで入れ替わる。その新陳代謝には，か

き（貝類）などに多く含まれる亜鉛が不可欠で，不足すると味覚障害を起こすこともある。
第5章　食生活をつくる　　1　食生活の課題について考える

 食の洋風化
日本人の食の変化を見ると，経済の発展や国民総所得の増加に

伴って，食品では，米や野菜の摂取量が減り，肉を中心とする動
物性食品や油脂類の摂取量が増加した。

一方，栄養素では，動物性たんぱく質と脂質，とくに動物性脂
質が増加するなど大きな変化が見られる。エネルギーの栄養素比
率は，PFCバランスで表され，P（たんぱく質）13％，F（脂質）
27％，C（炭水化物）60％が適正であるとされている。1980年
代には，米を主食に，魚，野菜，乳などの副食からなる「日本型
食生活」が提唱され，PFCの適正比率が実現していた。その後，
脂質の比率が増加して炭水化物の比率が減少する傾向が続き，欧
米型のPFCバランスに近づきつつある。

 食の外部化・簡便化
近年の経済成長や国際化の進展に伴って，食事内容や料理法が

多様になるとともに，食品産業や流通業の発展により，さまざま
な加工食品や調理済み食品が利用されるようになった。家庭内で
調理して食べる内

ない
食
しょく

の
❶

比率が減り，調理済み食品，持ち帰り弁当
など中

なか
食
しょく

や
❷

外
がい

食
しょく

の
❸

利用が増加して，食
しょく

の外
がい

部
ぶ

化
か

が進んでいる。食
の外部化は，調理する時間や労力などの点からも簡便化につな
がっている。食の外部化・簡便化に伴い，一人で食べる孤食や家
族が異なった物を食べる個食も増えてきた。また，家庭での調理
体験が減少することにより，食品や料理など食に関する知識や技
能が親から子どもに伝承されにくくなっていることや，親自身の
食に対する意識の低下などが問題となっている。

外食や中食の利用にあたっては，一般に野菜が少なく，たんぱ
く質や脂質が多いので，野菜を組み合わせることや，食品添加物
などの食の安全・衛生にも留意する必要がある。

食生活の変化4
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 朝食欠食
朝食欠食

❶
の習慣化は高校生の時期から始まっているとされる。

朝食を欠食すると，脳のエネルギー源としてのぶどう糖をはじめ，
体温上昇や代謝に必要な栄養素が摂取されないため，代謝が十分
に行われず，集中力や記憶力が低下するとともに，生体リズムが
乱れ，イライラや体がだるいなどの不

ふ
定
てい

愁
しゅう

訴
そ

や体調不良の訴えが
多くなる。学力向上と直接の関

かか
わりは分からないが，朝食を毎日

食べる子どものほうが全国学力調査の正答率が高い傾向が見られ
た。また，規則的な朝食によって胃や腸が動き出し，排便も促さ
れる。更に，同じエネルギーの食事を少ない回数でとると肥満し
やすいとの研究結果が報告されており，朝食抜きの昼夜 2 回食の
ほうが，朝昼夕 3 回食より肥満になりやすい。夜遅くに食事をす
ると，活動に使われずに余ったエネルギーが体内に蓄えられて肥
満するとともに，翌朝の食欲の低下につながるなど悪循環となる。

 肥満と痩
や

せ
肥満は，体脂肪が過剰に蓄積された状態をいう。その多くは摂

取エネルギーが消費エネルギーよりも多いこと，つまり，食べす
ぎと運動不足による場合が多い。肥満により，生活習慣病の危険
性が増すことから，健康診断や栄養指導によって，食習慣や運動
などの生活習慣を改める一次予防が図られている。肥満度の判定 
は，18歳以上では，国際的な指標であるBMIが用いられ，日本
の基準ではBMI 25以上，WHOではBMI 30以上を「肥満」と判
定している。

一方，BMI 18.5未満を痩
や

せ（低体重）といい，20歳代女性の
およそ 2 割が該当している。また，痩せているにもかかわらず

「太っている」と自己評価する者が増え，痩せ願望は，年々低年
齢化している。若い女性の強い痩せ願望は，マスコミの情報など
によるところも大きく，科学的でないダイエット情報による貧血
や低栄養，将来の不妊や骨

こつ
粗
そ

鬆
しょう

症
しょう

の危険性が増すことが問題と
なっている。更に，痩せすぎの妊婦から生まれた子どもは，低出
生体重児であることが多いばかりでなく，肥満しやすい体質であ
ることが多く，将来生活習慣病の危険性が大きいことが指摘され
ている。妊娠中の食生活は，子どもの将来の健康にも大きな影響
を与える。
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6   PFC供給熱量比率の推移（日本のPFCバランスの推移）

PFCが適正比率の場合，円周上の点となり，結ぶと正三角形になる。
（農林水産省「食料需給表」，FAO「Food Balance Sheets」等を基に農林水産省で試算）
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」は約10日で選手交代　味を感じる細胞「味蕾」は新
しん
陳
ちん
代
たい
謝
しゃ
が活発で10〜12日サイクルで入れ替わる。その新陳代謝には，か

き（貝類）などに多く含まれる亜鉛が不可欠で，不足すると味覚障害を起こすこともある。
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質が増加するなど大きな変化が見られる。エネルギーの栄養素比
率は，PFCバランスで表され，P（たんぱく質）13％，F（脂質）
27％，C（炭水化物）60％が適正であるとされている。1980年
代には，米を主食に，魚，野菜，乳などの副食からなる「日本型
食生活」が提唱され，PFCの適正比率が実現していた。その後，
脂質の比率が増加して炭水化物の比率が減少する傾向が続き，欧
米型のPFCバランスに近づきつつある。
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近年の経済成長や国際化の進展に伴って，食事内容や料理法が

多様になるとともに，食品産業や流通業の発展により，さまざま
な加工食品や調理済み食品が利用されるようになった。家庭内で
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などの生活習慣を改める一次予防が図られている。肥満度の判定 
は，18歳以上では，国際的な指標であるBMIが用いられ，日本
の基準ではBMI 25以上，WHOではBMI 30以上を「肥満」と判
定している。

一方，BMI 18.5未満を痩
や

せ（低体重）といい，20歳代女性の
およそ 2 割が該当している。また，痩せているにもかかわらず

「太っている」と自己評価する者が増え，痩せ願望は，年々低年
齢化している。若い女性の強い痩せ願望は，マスコミの情報など
によるところも大きく，科学的でないダイエット情報による貧血
や低栄養，将来の不妊や骨
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なっている。更に，痩せすぎの妊婦から生まれた子どもは，低出
生体重児であることが多いばかりでなく，肥満しやすい体質であ
ることが多く，将来生活習慣病の危険性が大きいことが指摘され
ている。妊娠中の食生活は，子どもの将来の健康にも大きな影響
を与える。
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PFCが適正比率の場合，円周上の点となり，結ぶと正三角形になる。
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1   朝食欠食の状況

3   「痩せ」の者（BMI＜18.5）の割合（20歳以上）

（厚生労働省「国民健康・栄養調査」）

❶内食　（うちしょくともいう）外食に対する対語で，家
で素材から調理して食べる食事。
❷中食　家庭外で調理された食品を購入して持ち帰り，家
庭の食卓で食べる食事。持ち帰り弁当・総菜，出前，宅配
ピザなどが含まれる。
❸外食　家庭外の飲食店（食堂，レストラン，カフェなど）
で食べる食事。

2   体格指数

カウプ指数＝体重kg÷（身長cm）2×104

●カウプ指数（2歳以下）

ローレル指数＝体重kg÷（身長cm）3×107

●ローレル指数（幼児～17歳）

100～140を標準，160以上を肥満と評価する。
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普通：18.5≦BMI＜25 
肥満：BMI≧25
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●BMI（Body Mass Index）　（18歳以上）
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4   年代別の野菜摂取量（1人1日あたり）

（注） 野菜摂取量は，成人で目標値（350g）に達していない。
（厚生労働省「国民健康・栄養調査」2016年）

7   外食率と食の外部化率の推移

（注） 外食率：食料消費支出に占める外食の割合
 食の外部化率：外食率に中食の支出割合を加えたもの

（（公財）食の安全・安心財団資料）
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5   栄養素等摂取量の年次推移
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が進んでいる。食
の外部化は，調理する時間や労力などの点からも簡便化につな
がっている。食の外部化・簡便化に伴い，一人で食べる孤食や家
族が異なった物を食べる個食も増えてきた。また，家庭での調理
体験が減少することにより，食品や料理など食に関する知識や技
能が親から子どもに伝承されにくくなっていることや，親自身の
食に対する意識の低下などが問題となっている。

外食や中食の利用にあたっては，一般に野菜が少なく，たんぱ
く質や脂質が多いので，野菜を組み合わせることや，食品添加物
などの食の安全・衛生にも留意する必要がある。
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の習慣化は高校生の時期から始まっているとされる。

朝食を欠食すると，脳のエネルギー源としてのぶどう糖をはじめ，
体温上昇や代謝に必要な栄養素が摂取されないため，代謝が十分
に行われず，集中力や記憶力が低下するとともに，生体リズムが
乱れ，イライラや体がだるいなどの不
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多くなる。学力向上と直接の関
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わりは分からないが，朝食を毎日

食べる子どものほうが全国学力調査の正答率が高い傾向が見られ
た。また，規則的な朝食によって胃や腸が動き出し，排便も促さ
れる。更に，同じエネルギーの食事を少ない回数でとると肥満し
やすいとの研究結果が報告されており，朝食抜きの昼夜 2 回食の
ほうが，朝昼夕 3 回食より肥満になりやすい。夜遅くに食事をす
ると，活動に使われずに余ったエネルギーが体内に蓄えられて肥
満するとともに，翌朝の食欲の低下につながるなど悪循環となる。

 肥満と痩
や

せ
肥満は，体脂肪が過剰に蓄積された状態をいう。その多くは摂

取エネルギーが消費エネルギーよりも多いこと，つまり，食べす
ぎと運動不足による場合が多い。肥満により，生活習慣病の危険
性が増すことから，健康診断や栄養指導によって，食習慣や運動
などの生活習慣を改める一次予防が図られている。肥満度の判定 
は，18歳以上では，国際的な指標であるBMIが用いられ，日本
の基準ではBMI 25以上，WHOではBMI 30以上を「肥満」と判
定している。

一方，BMI 18.5未満を痩
や

せ（低体重）といい，20歳代女性の
およそ 2 割が該当している。また，痩せているにもかかわらず

「太っている」と自己評価する者が増え，痩せ願望は，年々低年
齢化している。若い女性の強い痩せ願望は，マスコミの情報など
によるところも大きく，科学的でないダイエット情報による貧血
や低栄養，将来の不妊や骨

こつ
粗
そ

鬆
しょう

症
しょう

の危険性が増すことが問題と
なっている。更に，痩せすぎの妊婦から生まれた子どもは，低出
生体重児であることが多いばかりでなく，肥満しやすい体質であ
ることが多く，将来生活習慣病の危険性が大きいことが指摘され
ている。妊娠中の食生活は，子どもの将来の健康にも大きな影響
を与える。
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6   PFC供給熱量比率の推移（日本のPFCバランスの推移）

PFCが適正比率の場合，円周上の点となり，結ぶと正三角形になる。
（農林水産省「食料需給表」，FAO「Food Balance Sheets」等を基に農林水産省で試算）
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3   「痩せ」の者（BMI＜18.5）の割合（20歳以上）

（厚生労働省「国民健康・栄養調査」）
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4   年代別の野菜摂取量（1人1日あたり）

（注） 野菜摂取量は，成人で目標値（350g）に達していない。
（厚生労働省「国民健康・栄養調査」2016年）

7   外食率と食の外部化率の推移

（注） 外食率：食料消費支出に占める外食の割合
 食の外部化率：外食率に中食の支出割合を加えたもの

（（公財）食の安全・安心財団資料）
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族が異なった物を食べる個食も増えてきた。また，家庭での調理
体験が減少することにより，食品や料理など食に関する知識や技
能が親から子どもに伝承されにくくなっていることや，親自身の
食に対する意識の低下などが問題となっている。

外食や中食の利用にあたっては，一般に野菜が少なく，たんぱ
く質や脂質が多いので，野菜を組み合わせることや，食品添加物
などの食の安全・衛生にも留意する必要がある。
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の習慣化は高校生の時期から始まっているとされる。
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体温上昇や代謝に必要な栄養素が摂取されないため，代謝が十分
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た。また，規則的な朝食によって胃や腸が動き出し，排便も促さ
れる。更に，同じエネルギーの食事を少ない回数でとると肥満し
やすいとの研究結果が報告されており，朝食抜きの昼夜 2 回食の
ほうが，朝昼夕 3 回食より肥満になりやすい。夜遅くに食事をす
ると，活動に使われずに余ったエネルギーが体内に蓄えられて肥
満するとともに，翌朝の食欲の低下につながるなど悪循環となる。

 肥満と痩
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せ
肥満は，体脂肪が過剰に蓄積された状態をいう。その多くは摂

取エネルギーが消費エネルギーよりも多いこと，つまり，食べす
ぎと運動不足による場合が多い。肥満により，生活習慣病の危険
性が増すことから，健康診断や栄養指導によって，食習慣や運動
などの生活習慣を改める一次予防が図られている。肥満度の判定 
は，18歳以上では，国際的な指標であるBMIが用いられ，日本
の基準ではBMI 25以上，WHOではBMI 30以上を「肥満」と判
定している。

一方，BMI 18.5未満を痩
や

せ（低体重）といい，20歳代女性の
およそ 2 割が該当している。また，痩せているにもかかわらず

「太っている」と自己評価する者が増え，痩せ願望は，年々低年
齢化している。若い女性の強い痩せ願望は，マスコミの情報など
によるところも大きく，科学的でないダイエット情報による貧血
や低栄養，将来の不妊や骨

こつ
粗
そ

鬆
しょう

症
しょう

の危険性が増すことが問題と
なっている。更に，痩せすぎの妊婦から生まれた子どもは，低出
生体重児であることが多いばかりでなく，肥満しやすい体質であ
ることが多く，将来生活習慣病の危険性が大きいことが指摘され
ている。妊娠中の食生活は，子どもの将来の健康にも大きな影響
を与える。
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6   PFC供給熱量比率の推移（日本のPFCバランスの推移）

PFCが適正比率の場合，円周上の点となり，結ぶと正三角形になる。
（農林水産省「食料需給表」，FAO「Food Balance Sheets」等を基に農林水産省で試算）

3   「痩せ」の者（BMI＜18.5）の割合（20歳以上）

（厚生労働省「国民健康・栄養調査」）

❶内食　（うちしょくともいう）外食に対する対語で，家
で素材から調理して食べる食事。
❷中食　家庭外で調理された食品を購入して持ち帰り，家
庭の食卓で食べる食事。持ち帰り弁当・総菜，出前，宅配
ピザなどが含まれる。
❸外食　家庭外の飲食店（食堂，レストラン，カフェなど）
で食べる食事。

2   体格指数

カウプ指数＝体重kg÷（身長cm）2×104

●カウプ指数（2歳以下）

ローレル指数＝体重kg÷（身長cm）3×107

●ローレル指数（幼児～17歳）

100～140を標準，160以上を肥満と評価する。

痩せ（低体重）：BMI＜18.5 
普通：18.5≦BMI＜25 
肥満：BMI≧25

BMI＝体重kg÷（身長m）2
●BMI（Body Mass Index）　（18歳以上）
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1   朝食欠食の状況 4   年代別の野菜摂取量（1人1日あたり）

（注） 野菜摂取量は成人で目標値（350g）に達していない。
（厚生労働省「国民健康・栄養調査」2017年）
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活

味を感知する「味
み

蕾
らい

」は約10日で選手交代　味を感じる細胞「味蕾」は新
しん
陳
ちん
代
たい
謝
しゃ
が活発で10〜12日サイクルで入れ替わる。その新陳代謝には，か

き（貝類）などに多く含まれる亜鉛が不可欠で，不足すると味覚障害を起こすこともある。
第5章　食生活をつくる　　1　食生活の課題について考える

 食の洋風化
日本人の食の変化を見ると，経済の発展や国民総所得の増加に

伴って，食品では，米や野菜の摂取量が減り，肉を中心とする動
物性食品や油脂類の摂取量が増加した。

一方，栄養素では，動物性たんぱく質と脂質，とくに動物性脂
質が増加するなど大きな変化が見られる。エネルギーの栄養素比
率は，PFCバランスで表され，P（たんぱく質）13％，F（脂質）
27％，C（炭水化物）60％が適正であるとされている。1980年
代には，米を主食に，魚，野菜，乳などの副食からなる「日本型
食生活」が提唱され，PFCの適正比率が実現していた。その後，
脂質の比率が増加して炭水化物の比率が減少する傾向が続き，欧
米型のPFCバランスに近づきつつある。

 食の外部化・簡便化
近年の経済成長や国際化の進展に伴って，食事内容や料理法が

多様になるとともに，食品産業や流通業の発展により，さまざま
な加工食品や調理済み食品が利用されるようになった。家庭内で
調理して食べる内

ない
食
しょく

の
❶

比率が減り，調理済み食品，持ち帰り弁当
など中

なか
食
しょく

や
❷

外
がい

食
しょく

の
❸

利用が増加して，食
しょく

の外
がい

部
ぶ

化
か

が進んでいる。食
の外部化は，調理する時間や労力などの点からも簡便化につな
がっている。食の外部化・簡便化に伴い，一人で食べる孤食や家
族が異なった物を食べる個食も増えてきた。また，家庭での調理
体験が減少することにより，食品や料理など食に関する知識や技
能が親から子どもに伝承されにくくなっていることや，親自身の
食に対する意識の低下などが問題となっている。

外食や中食の利用にあたっては，一般に野菜が少なく，たんぱ
く質や脂質が多いので，野菜を組み合わせることや，食品添加物
などの食の安全・衛生にも留意する必要がある。
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 朝食欠食
朝食欠食

❶
の習慣化は高校生の時期から始まっているとされる。

朝食を欠食すると，脳のエネルギー源としてのぶどう糖をはじめ，
体温上昇や代謝に必要な栄養素が摂取されないため，代謝が十分
に行われず，集中力や記憶力が低下するとともに，生体リズムが
乱れ，イライラや体がだるいなどの不

ふ
定
てい

愁
しゅう

訴
そ

や体調不良の訴えが
多くなる。学力向上と直接の関

かか
わりは分からないが，朝食を毎日

食べる子どものほうが全国学力調査の正答率が高い傾向が見られ
た。また，規則的な朝食によって胃や腸が動き出し，排便も促さ
れる。更に，同じエネルギーの食事を少ない回数でとると肥満し
やすいとの研究結果が報告されており，朝食抜きの昼夜 2 回食の
ほうが，朝昼夕 3 回食より肥満になりやすい。夜遅くに食事をす
ると，活動に使われずに余ったエネルギーが体内に蓄えられて肥
満するとともに，翌朝の食欲の低下につながるなど悪循環となる。

 肥満と痩
や

せ
肥満は，体脂肪が過剰に蓄積された状態をいう。その多くは摂

取エネルギーが消費エネルギーよりも多いこと，つまり，食べす
ぎと運動不足による場合が多い。肥満により，生活習慣病の危険
性が増すことから，健康診断や栄養指導によって，食習慣や運動
などの生活習慣を改める一次予防が図られている。肥満度の判定 
は，18歳以上では，国際的な指標であるBMIが用いられ，日本
の基準ではBMI 25以上，WHOではBMI 30以上を「肥満」と判
定している。

一方，BMI 18.5未満を痩
や

せ（低体重）といい，20歳代女性の
およそ 2 割が該当している。また，痩せているにもかかわらず

「太っている」と自己評価する者が増え，痩せ願望は，年々低年
齢化している。若い女性の強い痩せ願望は，マスコミの情報など
によるところも大きく，科学的でないダイエット情報による貧血
や低栄養，将来の不妊や骨

こつ
粗
そ

鬆
しょう

症
しょう

の危険性が増すことが問題と
なっている。更に，痩せすぎの妊婦から生まれた子どもは，低出
生体重児であることが多いばかりでなく，肥満しやすい体質であ
ることが多く，将来生活習慣病の危険性が大きいことが指摘され
ている。妊娠中の食生活は，子どもの将来の健康にも大きな影響
を与える。
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②錠剤や栄養ドリンクのみ，③食事をしなかった，の3つ
の場合を指す。

6   PFC供給熱量比率の推移（日本のPFCバランスの推移）

PFCが適正比率の場合，円周上の点となり，結ぶと正三角形になる。
（農林水産省「食料需給表」，FAO「Food Balance Sheets」等を基に農林水産省で試算）

3   「痩せ」の者（BMI＜18.5）の割合（20歳以上）

（厚生労働省「国民健康・栄養調査」）
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伴って，食品では，米や野菜の摂取量が減り，肉を中心とする動
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質が増加するなど大きな変化が見られる。エネルギーの栄養素比
率は，PFCバランスで表され，P（たんぱく質）13％，F（脂質）
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米型のPFCバランスに近づきつつある。
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近年の経済成長や国際化の進展に伴って，食事内容や料理法が

多様になるとともに，食品産業や流通業の発展により，さまざま
な加工食品や調理済み食品が利用されるようになった。家庭内で
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の外部化は，調理する時間や労力などの点からも簡便化につな
がっている。食の外部化・簡便化に伴い，一人で食べる孤食や家
族が異なった物を食べる個食も増えてきた。また，家庭での調理
体験が減少することにより，食品や料理など食に関する知識や技
能が親から子どもに伝承されにくくなっていることや，親自身の
食に対する意識の低下などが問題となっている。

外食や中食の利用にあたっては，一般に野菜が少なく，たんぱ
く質や脂質が多いので，野菜を組み合わせることや，食品添加物
などの食の安全・衛生にも留意する必要がある。
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の習慣化は高校生の時期から始まっているとされる。

朝食を欠食すると，脳のエネルギー源としてのぶどう糖をはじめ，
体温上昇や代謝に必要な栄養素が摂取されないため，代謝が十分
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た。また，規則的な朝食によって胃や腸が動き出し，排便も促さ
れる。更に，同じエネルギーの食事を少ない回数でとると肥満し
やすいとの研究結果が報告されており，朝食抜きの昼夜 2 回食の
ほうが，朝昼夕 3 回食より肥満になりやすい。夜遅くに食事をす
ると，活動に使われずに余ったエネルギーが体内に蓄えられて肥
満するとともに，翌朝の食欲の低下につながるなど悪循環となる。
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取エネルギーが消費エネルギーよりも多いこと，つまり，食べす
ぎと運動不足による場合が多い。肥満により，生活習慣病の危険
性が増すことから，健康診断や栄養指導によって，食習慣や運動
などの生活習慣を改める一次予防が図られている。肥満度の判定 
は，18歳以上では，国際的な指標であるBMIが用いられ，日本
の基準ではBMI 25以上，WHOではBMI 30以上を「肥満」と判
定している。

一方，BMI 18.5未満を痩
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せ（低体重）といい，20歳代女性の
およそ 2 割が該当している。また，痩せているにもかかわらず

「太っている」と自己評価する者が増え，痩せ願望は，年々低年
齢化している。若い女性の強い痩せ願望は，マスコミの情報など
によるところも大きく，科学的でないダイエット情報による貧血
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生体重児であることが多いばかりでなく，肥満しやすい体質であ
ることが多く，将来生活習慣病の危険性が大きいことが指摘され
ている。妊娠中の食生活は，子どもの将来の健康にも大きな影響
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PFCが適正比率の場合，円周上の点となり，結ぶと正三角形になる。
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3   「痩せ」の者（BMI＜18.5）の割合（20歳以上）

（厚生労働省「国民健康・栄養調査」）

❶内食　（うちしょくともいう）外食に対する対語で，家
で素材から調理して食べる食事。
❷中食　家庭外で調理された食品を購入して持ち帰り，家
庭の食卓で食べる食事。持ち帰り弁当・総菜，出前，宅配
ピザなどが含まれる。
❸外食　家庭外の飲食店（食堂，レストラン，カフェなど）
で食べる食事。
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100～140を標準，160以上を肥満と評価する。

痩せ（低体重）：BMI＜18.5 
普通：18.5≦BMI＜25 
肥満：BMI≧25

BMI＝体重kg÷（身長m）2
●BMI（Body Mass Index）　（18歳以上）

20

10

0

男性 1992年男女共
2002年
2014年

（％）

70
以
上

20
〜
29

30
〜
39

40
〜
49

50
〜
59

60
〜
69

30

女性

（歳）

20

10

0

（％）

70
以
上

20
〜
29

30
〜
39

40
〜
49

50
〜
59

60
〜
69

30

（歳）

男性
20

10

0

男性 1992年男女共
2002年
2014年

（％）

70
以
上

20
〜
29

30
〜
39

40
〜
49

50
〜
59

60
〜
69

30

女性

（歳）

20

10

0

（％）

70
以
上

20
〜
29

30
〜
39

40
〜
49

50
〜
59

60
〜
69

30

（歳）

女性

（厚生労働省「国民健康・栄養調査」2016年）

4   年代別の野菜摂取量（1人1日あたり）

（注） 野菜摂取量は，成人で目標値（350g）に達していない。
（厚生労働省「国民健康・栄養調査」2016年）

7   外食率と食の外部化率の推移

（注） 外食率：食料消費支出に占める外食の割合
 食の外部化率：外食率に中食の支出割合を加えたもの

（（公財）食の安全・安心財団資料）
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5   栄養素等摂取量の年次推移

（注） 動物性脂質は1955年，それ以外は1946年を100とする。
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食
生
活

味を感知する「味
み

蕾
らい

」は約10日で選手交代　味を感じる細胞「味蕾」は新
しん
陳
ちん
代
たい
謝
しゃ
が活発で10〜12日サイクルで入れ替わる。その新陳代謝には，か

き（貝類）などに多く含まれる亜鉛が不可欠で，不足すると味覚障害を起こすこともある。
第5章　食生活をつくる　　1　食生活の課題について考える

 食の洋風化
日本人の食の変化を見ると，経済の発展や国民総所得の増加に

伴って，食品では，米や野菜の摂取量が減り，肉を中心とする動
物性食品や油脂類の摂取量が増加した。

一方，栄養素では，動物性たんぱく質と脂質，とくに動物性脂
質が増加するなど大きな変化が見られる。エネルギーの栄養素比
率は，PFCバランスで表され，P（たんぱく質）13％，F（脂質）
27％，C（炭水化物）60％が適正であるとされている。1980年
代には，米を主食に，魚，野菜，乳などの副食からなる「日本型
食生活」が提唱され，PFCの適正比率が実現していた。その後，
脂質の比率が増加して炭水化物の比率が減少する傾向が続き，欧
米型のPFCバランスに近づきつつある。

 食の外部化・簡便化
近年の経済成長や国際化の進展に伴って，食事内容や料理法が

多様になるとともに，食品産業や流通業の発展により，さまざま
な加工食品や調理済み食品が利用されるようになった。家庭内で
調理して食べる内

ない
食
しょく

の
❶

比率が減り，調理済み食品，持ち帰り弁当
など中

なか
食
しょく

や
❷

外
がい

食
しょく

の
❸

利用が増加して，食
しょく

の外
がい

部
ぶ

化
か

が進んでいる。食
の外部化は，調理する時間や労力などの点からも簡便化につな
がっている。食の外部化・簡便化に伴い，一人で食べる孤食や家
族が異なった物を食べる個食も増えてきた。また，家庭での調理
体験が減少することにより，食品や料理など食に関する知識や技
能が親から子どもに伝承されにくくなっていることや，親自身の
食に対する意識の低下などが問題となっている。

外食や中食の利用にあたっては，一般に野菜が少なく，たんぱ
く質や脂質が多いので，野菜を組み合わせることや，食品添加物
などの食の安全・衛生にも留意する必要がある。

食生活の変化4

4

5

6

7

 朝食欠食
朝食欠食

❶
の習慣化は高校生の時期から始まっているとされる。

朝食を欠食すると，脳のエネルギー源としてのぶどう糖をはじめ，
体温上昇や代謝に必要な栄養素が摂取されないため，代謝が十分
に行われず，集中力や記憶力が低下するとともに，生体リズムが
乱れ，イライラや体がだるいなどの不

ふ
定
てい

愁
しゅう

訴
そ

や体調不良の訴えが
多くなる。学力向上と直接の関

かか
わりは分からないが，朝食を毎日

食べる子どものほうが全国学力調査の正答率が高い傾向が見られ
た。また，規則的な朝食によって胃や腸が動き出し，排便も促さ
れる。更に，同じエネルギーの食事を少ない回数でとると肥満し
やすいとの研究結果が報告されており，朝食抜きの昼夜 2 回食の
ほうが，朝昼夕 3 回食より肥満になりやすい。夜遅くに食事をす
ると，活動に使われずに余ったエネルギーが体内に蓄えられて肥
満するとともに，翌朝の食欲の低下につながるなど悪循環となる。

 肥満と痩
や

せ
肥満は，体脂肪が過剰に蓄積された状態をいう。その多くは摂

取エネルギーが消費エネルギーよりも多いこと，つまり，食べす
ぎと運動不足による場合が多い。肥満により，生活習慣病の危険
性が増すことから，健康診断や栄養指導によって，食習慣や運動
などの生活習慣を改める一次予防が図られている。肥満度の判定 
は，18歳以上では，国際的な指標であるBMIが用いられ，日本
の基準ではBMI 25以上，WHOではBMI 30以上を「肥満」と判
定している。

一方，BMI 18.5未満を痩
や

せ（低体重）といい，20歳代女性の
およそ 2 割が該当している。また，痩せているにもかかわらず

「太っている」と自己評価する者が増え，痩せ願望は，年々低年
齢化している。若い女性の強い痩せ願望は，マスコミの情報など
によるところも大きく，科学的でないダイエット情報による貧血
や低栄養，将来の不妊や骨

こつ
粗
そ

鬆
しょう

症
しょう

の危険性が増すことが問題と
なっている。更に，痩せすぎの妊婦から生まれた子どもは，低出
生体重児であることが多いばかりでなく，肥満しやすい体質であ
ることが多く，将来生活習慣病の危険性が大きいことが指摘され
ている。妊娠中の食生活は，子どもの将来の健康にも大きな影響
を与える。

食生活の課題3

1

2

p.98

3

❶朝食欠食とは，①菓子，果物，乳製品，嗜
し

好
こう

飲料のみ，
②錠剤や栄養ドリンクのみ，③食事をしなかった，の3つ
の場合を指す。

6   PFC供給熱量比率の推移（日本のPFCバランスの推移）

PFCが適正比率の場合，円周上の点となり，結ぶと正三角形になる。
（農林水産省「食料需給表」，FAO「Food Balance Sheets」等を基に農林水産省で試算）

1   朝食欠食の状況

3   「痩せ」の者（BMI＜18.5）の割合（20歳以上）

（厚生労働省「国民健康・栄養調査」）

❶内食　（うちしょくともいう）外食に対する対語で，家
で素材から調理して食べる食事。
❷中食　家庭外で調理された食品を購入して持ち帰り，家
庭の食卓で食べる食事。持ち帰り弁当・総菜，出前，宅配
ピザなどが含まれる。
❸外食　家庭外の飲食店（食堂，レストラン，カフェなど）
で食べる食事。

2   体格指数

カウプ指数＝体重kg÷（身長cm）2×104

●カウプ指数（2歳以下）

ローレル指数＝体重kg÷（身長cm）3×107

●ローレル指数（幼児～17歳）

100～140を標準，160以上を肥満と評価する。

痩せ（低体重）：BMI＜18.5 
普通：18.5≦BMI＜25 
肥満：BMI≧25

BMI＝体重kg÷（身長m）2
●BMI（Body Mass Index）　（18歳以上）
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4   年代別の野菜摂取量（1人1日あたり）

（注） 野菜摂取量は，成人で目標値（350g）に達していない。
（厚生労働省「国民健康・栄養調査」2016年）

7   外食率と食の外部化率の推移

（注） 外食率：食料消費支出に占める外食の割合
 食の外部化率：外食率に中食の支出割合を加えたもの

（（公財）食の安全・安心財団資料）
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5   栄養素等摂取量の年次推移

（注） 動物性脂質は1955年，それ以外は1946年を100とする。

動物性たんぱく質

たんぱく質総量

炭水化物

1946 ’55 ’65 ’75 ’85 ’95 2005 （年）’10’14

脂質総量

動物性脂質

（％）

0

100

200

300

400

500

エネルギー

0

40

20

30

10

女男

70
以
上

（％）

（歳）1

6
〜

7

14
〜

15

19
〜

20

29
〜

30

39
〜

40

49
〜

50

59
〜

60

69
〜

23.1

26.5

19.5

25.6

14.9

18.0

11.7 6.2
6.7

3.3
4.1

7.7
9.4

5.4
7.0

17.0
11.8

37.4

1975 ’85 ’95 2005 ’10 ’16’15
（年）

28.4

35.4

41.7

27.8

33.5
37.5 36.6

34.1

34.5

44.9

43.5

35.1

43.6

43.5
食の外部化率

　　　　　　　　　　　　

20

30

40

50

外食率

（％）

400

300

200

100

0

（g）

20

29
〜

30

39
〜

50

59
〜

60

69
〜

40

49
〜

70
以
上

緑黄色野菜
その他の野菜（緑黄色野菜以外）

20
以
上

（歳）

88.166.4 73.0 76.0 81.4 97.5 104.0

188.4
165.7 172.4 170.0 190.4

207.3 196.6

（276.5）
（232.1）（245.4）（246.0）

（271.8）
（304.8）（300.6）

5

10

15

20

25

5

10

15

20

25

30

ひとくち
メモ 8382

食
生
活
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み

蕾
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」は約10日で選手交代　味を感じる細胞「味蕾」は新
しん
陳
ちん
代
たい
謝
しゃ
が活発で10〜12日サイクルで入れ替わる。その新陳代謝には，か

き（貝類）などに多く含まれる亜鉛が不可欠で，不足すると味覚障害を起こすこともある。
第5章　食生活をつくる　　1　食生活の課題について考える

 ビタミンの種類と働き
ビタミンには，油に溶ける脂

し
溶
よう

性
せい

ビタミンと水に溶ける水
すい

溶
よう

性
せい

ビタミンがある。どちらも栄養素の働きの促進や，生理的機能の
調節に必要である。多くのビタミンは，体内で合成できないため，
食事から摂取する

❶
。脂溶性ビタミンは，油脂といっしょにとると

吸収がよい。カロテン
❷
は，体内でビタミンAとして作用するため，

プロビタミンAとよばれる。水溶性ビタミンは，調理による損失
が大きく，体内に貯蔵できないため，不足しないようにする。

 ビタミンを多く含む食品
野菜類　ビタミンCのよい供給源で，カリウムやカルシウムなど
の無機質や，食物繊維も多い。緑黄色野菜

❸
は，カロテンを多く含

む。収穫時期，栽培方法，保存期間などにより，ビタミン含有量
は異なる。生で食べられる野菜もあるが，あく

❹
の強いものはあく

抜きが，繊維のかたいものは，加熱が必要である。
いも類　いも類に含まれるビタミンCは，でんぷんに囲まれて存
在するため，貯蔵や熱による損失が野菜類よりも少ない。
果実類　水分が多く，ビタミンCに富み，カロテンを含むものも
ある。糖質，無機質，食物繊維も豊富である。ペクチン

❺
の多い果

実は，ジャムなどに加工される。
きのこ類　紫外線によってビタミンDに変わるプロビタミンDや
ビタミンB2，ナイアシン，食物繊維を含む。乾

ほし
しいたけには，う

まみ成分のグアニル酸が含まれ，煮物のだしなどに利用される。 

ビタミン7

p.84

2

1

TRY

 調味料・香
こ う

辛
し ん

料
りょう

栄養補給のためではなく，料理に味や香りを付ける，保存性を
高める，食欲を増進させるなどの目的で使用される。調味料には，
食塩，しょうゆ，みそ，砂糖，みりん，食酢，うまみ調味料など
がある。香辛料には，こしょうやバニラ，バジルなどがある。

 嗜
し

好
こ う

食品
栄養上の必要からではなく，くつろぎや楽しみ，疲労回復のた

めにとるもので，アルコール飲料，清涼飲料，茶，コーヒー，コ
コアなどがある。菓子類も，嗜好食品として食べることが多い。

 加工食品
食品の品質保持，保存性やおいしさの向上，安定供給，簡便さ

などを目的として加工された食品で，冷凍食品や電子レンジの普
及などにより，需要が拡大している。加工食品には，動物性脂質
や食塩を多く含むものや，食品添加物を使用しているものも多い
ため，表示をよく見て選び，できるだけ多用は避ける。また，海
外で生産され，日本に輸入されている加工食品も多く，原材料の
原産地が分かりにくい場合もある。

 健康の維持増進に役立つ食品
乳児，高齢者，病者など，特別な状態にある人の利用を目的と

した特
とく

別
べつ

用
よう

途
と

食
しょく

品
ひん

と，広く健康の保持や増進に役立つ機能性を表
示できる保

ほ
健
けん

機
き

能
のう

食
しょく

品
ひん

がある。保健機能食品には，国が定めた安
全性や有効性に関する基準などを満たして特定の保健効果が期待
できる特

とく
定
てい

保
ほ

健
けん

用
よう

食
しょく

品
ひん

，栄養成分の補給・補完のために利用する
栄
えい

養
よう

機
き

能
のう

食
しょく

品
ひん

，事業者の責任において科学的根拠に基づいた機能
性を表示する機

き
能
のう

性
せい

表
ひょう

示
じ

食
しょく

品
ひん

がある。

その他の食品8

3

6

5

　ジャムやマーマレードの加工に適する果物の成
分を調べ，その特性を考えてみよう。

3  香辛料の種類

刺激性香辛料 こしょう，とうがらし，わさびなど

芳香性香辛料 はっか，バニラ，シナモン（肉
にっ
桂
けい
）など

着色香辛料 パプリカ，サフランなど

調合香辛料 カレー粉，七味とうがらし，ラー油など

ハーブ オレガノ，バジル，ローズマリーなど

6  加工食品の種類と特徴
冷凍食品 急速凍結した調理品や農・畜・水産物

チルド食品 凍結直前の温度帯で流通する低温流通食品

レトルトパウチ食品
アルミ箔

はく
などの容器に詰めて加圧・加熱殺菌し，常温で保存できる

ようにした食品

調理済み食品 調味，加熱が行われており，そのまま食べられる食品

インスタント食品 湯を加えたり，加熱するだけで食べられる保存性の高い食品

コピー食品 異なる素材で形状や食感などを似せて作った食品

4  特別用途食品とマーク

区分欄には，乳児
用・妊産婦用・病者
用などの用途を記
載する。

＊ 特定保健用食品（トクホ）は，保健機能食品の1つであり，特
別用途食品としても位置付けられている。

病
者
用
食
品
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定
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用
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ん
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乳
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特別用途食品

＊

特別用途食品

TRY

5  保健機能食品の位置付け
医
薬
品

医薬品（医薬部外品を含む）

食
品

︵
消
費
者
庁
所
管
︶

保
健
機
能
食
品

特定保健用食品（個別許可型）

栄養機能食品（規格基準型）

機能性表示食品（届出型）
※消費者庁長官の個別許可をうけたものではない。

一般食品（いわゆる「健康食品」）

❶耐容上限量が定められているビタミンは，過剰摂取にも
注意する。
❷カロテン　植物性食品の色素の1つで，カロテノイドの
1種。
❸緑黄色野菜　カロテンを可食部100gあたり600µg以上
含む野菜の総称。

オクラ，かぼちゃ，こまつな，しゅんぎく，チンゲン
サイ，にら，にんじん，ブロッコリー，ほうれんそう，
めキャベツ，サラダな，サニーレタスなど。
また，600µg未満でも，1回の摂取量が多い野菜（ト
マト，ピーマン，さやいんげんなど）も緑黄色野菜と
している。

❹あく　食品に含まれるえぐ味，苦味，渋味，辛味などの
不快で不要な成分。
❺ペクチン　果実に多く含まれる多糖類で，酸と糖質と
いっしょに加熱するとゼリー状になる。

2   ビタミンの種類と働き

1   調理によるビタミンCの損失

0 20 40 8060

キャベツ
ゆでる

調理による損失率

ほうれんそう
ゆでる
じゃがいも
ゆでる
ピーマン
いためる

（%）

63.1

62.0

0.2

41.2

（文部科学省「日本食品標準成分表2015年版（七訂）」より作成）

■  サプリメントの利用に注意
サプリメントなどの健康食品には，法令

上の定義はなく，販売者の判断で健康食品
として売られている。栄養素の摂取は，バ
ランスのよい食事によるのが原則であるが，
栄養素などを補うためにサプリメントを利
用する場合には，多量摂取によって健康障
害を起こすものもあるため，注意書きをよ
く読み，摂取量に注意しよう。

Column

分類 名称 働き 不足による身体の不調や欠乏症 過剰摂取による健康障害 多く含む食品

脂
溶
性

ビタミンA
発育促進
皮膚，粘膜の保護
視力調節

発育障害
皮膚乾燥・角膜乾燥症
暗順応低下・夜

や
盲
もう
症
しょう

（慢性中毒として）
皮膚あれ・脱毛・筋肉痛

レバー・バター・
卵黄・緑黄色野菜

ビタミンE 体内の脂質の酸化防止・老化防止 （不明） ― 植物性油脂・種実

ビタミンD カルシウムやリンの吸収を調節 骨軟化症（成人）・くる病（乳幼児）
高カルシウム血症・
腎
じん
障害

魚類・卵黄・きのこ

ビタミンK 血液凝固 血液の凝固不良・内出血（新生児） ― 緑黄色野菜・納豆

水
溶
性

ビタミンB1
糖質の代謝に関係
神経系統の調節

疲労感・食欲不振
脚
かっ
気
け ― 豚肉・豆・卵黄

ビタミンB2
発育促進
皮膚，粘膜の保護

発育障害
口内炎・皮膚炎

― レバー・牛乳

ナイアシン 糖質，脂質，たんぱく質の代謝に関係 食欲不振・皮膚炎・ペラグラ ― レバー・食肉・魚類
ビタミンC 結合組織（コラーゲン）の健全化 食欲不振・歯ぐきからの出血・壊血病 ― 野菜・果実

葉酸 赤血球の成熟に関係
巨赤芽球性貧血や（母体の葉酸欠乏による）
神経管閉鎖障害（胎児）・無脳症（胎児）

（強化食品過剰摂取によ
る）悪性貧血の潜在化

レバー・緑黄色野菜
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第5章　食生活をつくる　　2　食事と栄養・食品こしょうは貴重品だった　中世ヨーロッパでは，こしょうは東洋からの輸入に頼っていた。そのためたいへんな貴重品で，こしょう1オンス（30g）
が金1オンスと同じ価値として取り引きされるほどだった。こしょうを巡って，ヨーロッパ各国で争いも起こっていた。

 食事摂取基準
「日

に
本
ほん
人
じん
の食

しょく
事
じ
摂
せっ
取
しゅ
基
き
準
じゅん

」
❶

は，健康な人を対象として，健康の
維持・増進や生活習慣病の発症および重症化の予防を目的として，
年齢，性，妊婦，授乳婦の別に，エネルギーと各栄養素の摂取量
の基準を示したものである。エネルギー収支バランス（エネル
ギー摂取量と消費量のバランス）の指標にはBMIが用いられ，目
標とする範囲が定められている。

 栄養価計算
食事摂取基準を満たした栄養バランスのよい食事を計画したり，

食事のエネルギーや栄養素の過不足を知るために，栄養価計算を
行う。「日

に
本
ほん
食
しょく
品
ひん
標
ひょう
準
じゅん
成
せい
分
ぶん
表
ひょう

」には，日本人が日常摂取している
食品の成分値が，可食部100gあたりで示されている。この値を
利用して，栄

えい
養
よう
摂
せっ
取
しゅ
量
りょう

を
❷

算出する。

栄養バランスのよい食事1

1  2  3

p.82

p.200

1   食事摂取基準を決める際の考え方
推定平均必要量　対象集団の50％の人が必要量を満
たす量。
推奨量　対象集団のほとんどの人が充足している量。
目安量　特定の集団が，ある一定の栄養状態を維持す
るのに十分な量。「推奨量」および「推定平均必要量」
が算定できない場合に使用。
耐容上限量　健康障害をもたらすリスクがないとみな
される習慣的な摂取量の上限。
目標量　生活習慣病の予防のために，当面の目標とす
べき量。

生涯を健康に過ごすために，1日に何をどのくらい食べ
たらよいか理解しよう。また，栄養バランスのよい食事
をおいしく作るために必要な調理の基礎・基本を身につ
け，食事作りに活用しよう。

学習のポイント

❶日本人の食事摂取基準　日本人の栄養状態や体位など
に応じて，5年ごとに改定される。
❷栄養摂取量は，次の計算式で算出する。
食品の成分値＊×食品の重量（g）÷100（g）
＊「日本食品標準成分表」による。
鶏卵50gを例にすると，
エネルギー：151×50÷100≒76kcal
たんぱく質：12.3×50÷100≒6.2g

2   身体活動レベル別に見た活動内容
　身体活動レベルが低い（Ⅰ）場合，適度な運動を心がけ，
普通（Ⅱ）を目指すようにする。

3   参考表・推定エネルギー必要量
　日本人の食事摂取基準では，エネルギー摂取量の過不足は体重とBMIの変化から評価す
ることを原則としているが，参考として各年齢での推定エネルギー必要量を，身体活動レ
ベル別に策定している。

年齢（歳）
推定エネルギー必要量（kcal／日）

低い（Ⅰ） 普通（Ⅱ） 高い（Ⅲ）
男性 女性 男性 女性 男性 女性

1～2 ― ― 950 900 ― ―
3～5 ― ― 1,300 1,250 ― ―
6～7 1,350 1,250 1,550 1,450 1,750 1,650
8～9 1,600 1,500 1,850 1,700 2,100 1,900

10～11 1,950 1,850 2,250 2,100 2,500 2,350
12～14 2,300 2,150 2,600 2,400 2,900 2,700
15～17 2,500 2,050 2,850 2,300 3,150 2,550
18～29 2,300 1,650 2,650 1,950 3,050 2,200
30～49 2,300 1,750 2,650 2,000 3,050 2,300
50～69 2,100 1,650 2,450 1,900 2,800 2,200
70 以上 1,850 1,500 2,200 1,750 2,500 2,000
妊婦初期 ＋50 ＋50 ＋50
　　中期 ＋250 ＋250 ＋250
　　後期 ＋450 ＋450 ＋450
授乳婦 ＋350 ＋350 ＋350

4   日本人の食事摂取基準 （厚生労働省「日本人の食事摂取基準［2015年版］」より作成）＊表中数字の後の（　）は耐容上限量を示す。

＊1 身体活動レベルⅡの推定エネルギー必要量で算定。　＊2 NE＝ナイアシン当量。　＊3 耐容上限量は（ニコチンアミドのmg量/ニコチン酸のmg量）。
＊4 妊娠を計画している・妊娠の可能性がある女性は，付加的にプテロイルモノグルタミン酸400µgの摂取が望まれる。　＊5 耐容上限量はサプリメントや強化食品
に含まれるプテロイルモノグルタミン酸の量。　＊6 プロビタミンAカロテノイドは，推奨量には含み，耐容上限量には含まない。
＊7 RAE＝レチノール活性当量。　＊8 α―トコフェロールについて算定。　＊9 過多月経（月経出血量が80mL/回以上）の者を除外して策定。
＊10 女性の年齢1〜9歳，70歳以上，妊婦，授乳婦は月経なし，10〜69歳は月経あり。（注）食物繊維の目標量のうち15〜17歳は男性19g以上，女性17g以上，
18〜69歳は男性20g以上，女性18g以上。

▼エネルギー ▼ビタミン（水溶性）

年齢
（歳）

BMI
エネルギー産生栄養素バランス

たんぱく質（g） ビタミンB1たんぱく質
脂質

炭水化物脂質 飽和脂肪酸
目標とする範囲（kg／m2） 目標量（％エネルギー） 推奨量（g／日） 推奨量（mg／日）＊1

男性 女性 男女共通 男性 女性 男性 女性
 1～2 ― ― 13～20 20～30 ― 50～65 20 20 0.5 0.5 
 3～5 ― ― 13～20 20～30 ― 50～65 25 25 0.7 0.7 
 6～7 ― ― 13～20 20～30 ― 50～65 35 30 0.8 0.8 
 8～9 ― ― 13～20 20～30 ― 50～65 40 40 1.0 0.9 

10～11 ― ― 13～20 20～30 ― 50～65 50 50 1.2 1.1 
12～14 ― ― 13～20 20～30 ― 50～65 60 55 1.4 1.3 
15～17 ― ― 13～20 20～30 ― 50～65 65 55 1.5 1.2 
18～29 18.5～24.9 18.5～24.9 13～20 20～30 7以下 50～65 60 50 1.4 1.1 
30～49 18.5～24.9 18.5～24.9 13～20 20～30 7以下 50～65 60 50 1.4 1.1 
50～69 20.0～24.9 20.0～24.9 13～20 20～30 7以下 50～65 60 50 1.3 1.0 
70 以上 21.5～24.9 21.5～24.9 13～20 20～30 7以下 50～65 60 50 1.2 0.9 
妊婦初期 ― ― ― ― ― ―  ＋0 ＋0.2
　　中期 ― ― ― ― ― ― ＋10 ＋0.2
　　後期 ― ― ― ― ― ― ＋25 ＋0.2
授乳婦 ― ― ― ― ― ― ＋20 ＋0.2

▼ビタミン（脂溶性）

年齢
（歳）

ビタミンB2 ナイアシン ビタミンC 葉酸＊4 ビタミンA＊6

推奨量（mg／日）＊1 推奨量（mgNE／日）＊1＊2 推奨量（mg／日） 推奨量（µg／日） 推奨量（µgRAE／日）＊7

男性 女性 男性 女性 男性 女性 男性 女性 男性 女性
 1～2 0.6 0.5  5 （60/15）＊3  5 （60/15）＊3 35 35  90 （200）＊5  90 （200）＊5  400 （600）  350 （600）
 3～5 0.8 0.8  7 （80/20）  7 （80/20） 40 40  100 （300）  100 （300）  500 （700）  400 （700）
 6～7 0.9 0.9  9 （100/30）  8 （100/25） 55 55  130 （400）  130 （400）  450 （900）  400 （900）
 8～9 1.1 1.0  11 （150/35）  10 （150/35） 60 60  150 （500）  150 （500）  500 （1,200）  500 （1,200）

10～11 1.4 1.3  13 （200/45）  12 （200/45） 75 75  180 （700）  180 （700）  600 （1,500）  600 （1,500）
12～14 1.6 1.4  15 （250/60）  14 （250/60） 95 95  230 （900）  230 （900）  800 （2,100）  700 （2,100）
15～17 1.7 1.4  16 （300/75）  13 （250/65） 100 100  250 （900）  250 （900）  900 （2,600）  650 （2,600）
18～29 1.6 1.2  15 （300/80）  11 （250/65） 100 100  240 （900）  240 （900）  850 （2,700）  650 （2,700）
30～49 1.6 1.2  15 （350/85）  12 （250/65） 100 100  240 （1,000）  240 （1,000）  900 （2,700）  700 （2,700）
50～69 1.5 1.1  14 （350/80）  11 （250/65） 100 100  240 （1,000）  240 （1,000）  850 （2,700）  700 （2,700）
70 以上 1.3 1.1  13 （300/75）  10 （250/60） 100 100  240 （900）  240 （900）  800 （2,700）  650 （2,700）
妊婦初期 ＋0.3 ― ＋10 ＋240  ＋0
　　中期 ＋0.3 ― ＋10 ＋240  ＋0
　　後期 ＋0.3 ― ＋10 ＋240  ＋80
授乳婦 ＋0.6 ＋3 ＋45 ＋100 ＋450

▼無機質

年齢
（歳）

ビタミンE ビタミンD カルシウム 鉄 食塩相当量（

▲

p.95）
目安量（mg／日）＊8 目安量（µg／日） 推奨量（mg／日） 推奨量（mg／日）＊9＊10 目標量（g／日）
男性 女性 男性 女性 男性 女性 男性 女性 男性 女性

 1～2  3.5 （150）  3.5 （150）  2.0 （20）  2.0 （20）  450  400  4.5 （25）  4.5 （20） 3.0未満 3.5未満
 3～5  4.5 （200）  4.5 （200）  2.5 （30）  2.5 （30）  600  550  5.5 （25）  5.0 （25） 4.0未満 4.5未満
 6～7  5.0 （300）  5.0 （300）  3.0 （40）  3.0 （40）  600  550  6.5 （30）  6.5 （30） 5.0未満 5.5未満
 8～9  5.5 （350）  5.5 （350）  3.5 （40）  3.5 （40）  650  750  8.0 （35）  8.5 （35） 5.5未満 6.0未満

10～11  5.5 （450）  5.5 （450）  4.5 （60）  4.5 （60）  700  750  10.0 （35）  14.0 （35） 6.5未満 7.0未満
12～14  7.5 （650）  6.0 （600）  5.5 （80）  5.5 （80）  1,000  800  11.5 （50）  14.0 （50） 8.0未満 7.0未満
15～17  7.5 （750）  6.0 （650）  6.0 （90）  6.0 （90）  800  650  9.5 （50）  10.5 （40） 8.0未満 7.0未満
18～29  6.5 （800）  6.0 （650）  5.5 （100）  5.5 （100）  800 （2,500） 650 （2,500） 7.0 （50）  10.5 （40） 8.0未満 7.0未満
30～49  6.5 （900）  6.0 （700）  5.5 （100）  5.5 （100）  650 （2,500） 650 （2,500） 7.5 （55）  10.5 （40） 8.0未満 7.0未満
50～69  6.5 （850）  6.0 （700）  5.5 （100）  5.5 （100）  700 （2,500） 650 （2,500） 7.5 （50）  10.5 （40） 8.0未満 7.0未満
70以上  6.5 （750）  6.0 （650）  5.5 （100）  5.5 （100）  700 （2,500） 650 （2,500） 7.0 （50）  6.0 （40） 8.0未満 7.0未満
妊婦初期  6.5  7.0 ― ＋2.5 ―
　　中期  6.5  7.0 ― ＋15.0 ―
　　後期  6.5  7.0 ― ＋15.0 ―
授乳婦  7.0  8.0 ― ＋2.5 ―

4 生涯の健康を見通した食事計画
昨日1日に食べた物を思い出してみよう。食べた量は適切だっただろうか。食品の種類や調理法は
重なっていなかっただろうか。季節感が感じられる献立だっただろうか。考えてみよう。

身体活動レベル 日常生活の内容

低い（Ⅰ）
生活の大部分が座位で，静的な活動が
中心の場合

普通（Ⅱ）

座位中心の仕事だが，職場内での移動
や立位での作業・接客など，あるいは通
勤・買い物・家事，軽いスポーツなどの
いずれかを含む場合

高い（Ⅲ）
移動や立位の多い仕事への従事者。あ
るいは，スポーツなど余暇における活発
な運動習慣を持っている場合
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BMI値が語る生活習慣病　日本人の肥満人口の割合（20歳以上）は，男性約3割，女性約2割と推定される（2013年現在）。一説にBMI値が25以
上で高血圧，脂質異常，27以上で糖尿病，29以上で高コレステロール血症がそれぞれ2倍になると推定されている。

第5章　食生活をつくる　　4　生涯の健康を見通した食事計画

 食料自給率
我が国の食

しょく
料
りょう

自
じ

給
きゅう

率
りつ

は
❶

，1965年度の73％から2016年度には
38％まで減少しており，先進諸国の中で最も低い。食料自給率
低下の要因は，経済成長に伴って自給可能な米の消費量が年間 1
人112kgから約1/2に減少する一方で，肉類が9.2kgから約3.3倍，
油脂類が6.3kgから約2.3倍と増加したことなどが挙げられる。

また，安価な外国産の食料の輸入や輸入自由化の拡大により，
国内の農業生産量が減少している。今後，世界的な人口の増加，
アジア諸国などの経済発展による食料需要の増大，気候変動など
により，外国から食料を安定して確保できるかどうかは不透明で
あり，食料自給率の向上を図ることが重要な課題となっている。
農林水産省では，食料自給率の目標値を2025年度45%として生
産，消費の両面から取り組んでいる。消費者に対する取り組みと
しては，食育の推進，国産農水産物の消費拡大 ，地産地消の推
進，国産農水産物に対する消費者の信頼の確保などが挙げられて
いる。

 食品ロス
我が国は，食料自給率が低いにもかかわらず，年間約2,840万

トン（2015年推計）の「食品由来の廃棄物等」があり，そのうち，
食べられるのに廃棄されている食品を食

しょく
品
ひん

ロス
❷
という。日本の食

品ロスは，食品関連事業者の方が一般家庭よりやや多く，年間約
650万トンであり，世界全体の食料援助量の約 2 倍にあたる。現
在，食品ロスを削減するために，「食品ロス削減関係省庁等連絡
会議」（2012年 7 月）をはじめ，食品業界における消費期限，賞
味期限の科学的根拠に基づいた設定，納品期限や販売期間などの
商習慣の見直し，官民が連携した食品ロス削減の国民運動などが
展開されている。私たち消費者は，食品ロスを減らすために，消
費期限や賞味期限を理解して食品を購入する，冷蔵庫などでの在
庫管理とともに，調理方法や献立の工夫に取り組む必要がある。

食料生産と食料問題1

1

　2011年3月11日の東日本大震災による福島第一原子力発電
所の事故後，厚生労働省では，食品中の放射性物質の基準値を
設定し，検査を行い，基準値を超える場合には出荷を止めるな
どの対策をとっている。2012年4月から，食品衛生法に基づく
規格として，食品群ごとに放射性セシウムの上限が定められた。

　私たちは，厚生労働省のホームページ「食品中の放射性物質
への対応」や全国各地での意見交換会（リスクコミュニケー
ション）などで，放射線リスクに関する科学的根拠に基づく情
報を入手して冷静に判断し，適切な対処をしなければならない。

私たちの食生活は，経済の発展に伴って豊かで便利に
なったが，健康や安全に加え，食料自給率の向上や環境
負荷の低減など多くの課題がある。それらの課題解決の
ために，現在，国民の啓発活動としての食育が推進され
ている。広い視野で持続可能な食生活について考え，各
自の食生活を改善しよう。

学習のポイント

❶食料自給率　国内の食料消費が，国内の農業生産で賄
われている割合を示した数値。一般に，その食料に含まれ
るカロリーを基にした食料自給率が使われる。そのほか，
重量や生産額を基にした数値で示されることもある。
❷食品ロス　食品ロス率は次のように計算される。
（過剰除去重量＋直接廃棄重量＋食べ残し重量）÷食品使
用量×100（%）

 食の安全のための仕組み「リスク分析」
近年，BSE（牛

うし
海
かい

綿
めん

状
じょう

脳
のう

症
しょう

）
❶

の発生や輸入野菜の残留農薬，食
品中の放射性物質の問題など，食の安全をめぐる課題が生じてい
る。我が国では，2003年に食

しょく
品
ひん

安
あん

全
ぜん

基
き

本
ほん

法
ほう

が
❷

制定され，食の安
全のための仕組みとして，「リスク評価」「リスク管理」「リスク
コミュニケーション

❸
」で構成されるリスク分

ぶん
析
せき

が行われるように
なった。内閣府に設置された食品安全委員会が科学的な知見に基
づいて，中立公正なリスク評価（食品健康影響評価）を行い，そ
の結果に基づいて厚生労働省，農林水産省，消費者庁が規制など
の措置（リスク管理）を実施することになる。施策策定にあたっ
ては，事業者と消費者などの関係者相互の意見交換（リスクコ
ミュニケーション）が行われる。リスク分析が機能するためには，
消費者が食品のリスクについて適切な判断能力を身につけている
ことも重要で，消費者教育や食育の充実が期待されている。

 食品のトレーサビリティ
食品のトレーサビリティとは，国際的には，「生産，加工及び

流通の特定の 1 つ又は複数の段階を通じて，食品の移動を把握す
ること」と定義されている。

我が国では，牛
うし

トレーサビリティ法
ほう

において，牛の個体識別番
号を生産から流通，消費の各段階で正確に伝達することが義務付
けられ，米

こめ
トレーサビリティ法

ほう
において，米および米加工品の入

荷・出荷の記録の作成・保存が事業者に義務付けられている。

食の安全性の確保2

3

4

❶牛の脳の組織がスポンジ状に変化し，起立不能などの症
状を引き起こす中枢神経系の疾

しっ

病
ぺい

。原因は，十分に解明さ
れていないが，プリオンという通常の細胞たんぱくが異常
化したものが原因物質として有力視されている。1986年
にイギリスで発生し，我が国でも2001年9月に発生，
2014年8月までに36頭確認されている。
❷食品安全基本法　2003年5月制定。食品の安全性確保
のための基本理念や国・地方公共団体・食品関連事業者の
責務，消費者の役割などが明示された。
❸リスクコミュニケーション　事業者が食品の安全性に
関する情報を公開したり，消費者などの関係者が意見を表
明する機会を確保したりして意見交換をすること。厚生労
働省では，2003年7月以降，BSE対策，輸入食品の安全
確保対策，食品中の放射性物質に関する意見交換会を行っ
ている。

1  我が国の食料自給率

（農林水産省「食料需給表」）

4   食品のトレーサビリティ

（注）	食べ続けたときに，そ
の食品に含まれる放射性物
質から生涯に受ける影響が，
十分小さく安全なレベル（年
間1ミリシーベルト以下）に
なるように定められている。

食品群 基準値
（1kgあたり）

一般食品 100ベクレル
乳児用食品 50ベクレル
牛乳 50ベクレル
飲料水 10ベクレル

5   放射性セシウムの基準値

正式名称 趣旨

米ト
レ
ー
サ
ビ
リ
テ
ィ
法

「米穀等の取引等に係る情
報の記録及び産地情報の
伝達に関する法律」（2011
年7月完全施行）

食品としての安全性を欠くもの
の流通を防止するなどを実施の
基礎とし，米穀などの所在や流
通ルートを特定することなど。        

牛ト
レ
ー
サ
ビ
リ
テ
ィ
法

「牛の個体識別のための情
報の管理及び伝達に関す
る特別措置法」（2004年12
月完全施行）

BSEの蔓
まん
延
えん
を防止することを

目的に，疾
しっ
病
ぺい
発病時に患畜の

同居牛や疑似患畜の所在や移
動履歴を特定することなど。

3   食品安全委員会

リスク管理機関（厚生労働省・農林水産省・消費者庁など）

リスク管理機関

﹇
食
品
安
全
委
員
会
﹈

評価結果の決定

リスク評価の要請

評価結果の通知

評価の流れ

評価要請案件の内容聴取 評価案件の決定

審議

審議結果の審議取りまとめ・評価書（案）の作成

国民からの意見・情報を踏まえた検討

国民からの意見・情報募集（原則30日間）

必要に応じて
意見交換会などを開催

国
内
お
よ
び
海
外
に
お
け
る
情
報
の
収
集
・
分
析

6 これからの食生活　持続可能な食生活を目指して
私
わたし

たち一人一人の食生活のありようが，我が国が持続可能な食の営みを確保できるかどうかと
大きく関

かか

わっている。持続可能性の視点で，食生活を見直してみよう。

2  食品廃棄物などの利用状況など

＊食品リサイクル
法における減量，
再生利用量，熱回
収の数値を示す。

全体

家庭
業者

利用者

食品関連事業者

一般家庭

元の食品
食材＋加工用食材

8,291万t

減量  197万t
再生利用量  1,482万t
熱回収  43万t

焼却・埋立など
1,120万t

食品由来の廃棄物等
2,842万t
うち可食部分

（いわゆる食品ロス）
の推定量　646万t

減量＊  197万t
再生利用量＊ 1,426万t
熱回収＊  43万t

焼却・埋立など
344万t

廃棄物＋有価物（大豆
ミール等）  2,010万t
うち可食部分

（規格外品，返品，
売れ残り，食べ残し）
の推定量  357万t

再生利用量
56万t

焼却・埋立など
776万t

廃棄物
832万t

うち可食部分
（食べ残し，過剰除去，

直接廃棄）
の推定量  289万t

生産額ベース

カロリーベース
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（農林水産省「食品ロスの現状（2015年度推計値）」より作成）
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第5章　食生活をつくる　　6　これからの食生活食料自給率早見ソフト　日本の自給率は年々下がり，ついに危険域の40％まで落ち込んだ。自分の食事の自給率が分かるソフトで，自分の食事につ
いて自給率を算出してみよう。農林水産省ホームページ　http://www.maff.go.jp/j/zyukyu/zikyu_ritu/zikyu03.html

 食の洋風化
日本人の食の変化を見ると，経済の発展や国民総所得の増加に

伴って，食品では，米や野菜の摂取量が減り，肉を中心とする動
物性食品や油脂類の摂取量が増加した。

一方，栄養素では，動物性たんぱく質と脂質，とくに動物性脂
質が増加するなど大きな変化が見られる。エネルギーの栄養素比
率は，PFCバランスで表され，P（たんぱく質）13％，F（脂質）
27％，C（炭水化物）60％が適正であるとされている。1980年
代には，米を主食に，魚，野菜，乳などの副食からなる「日本型
食生活」が提唱され，PFCの適正比率が実現していた。その後，
脂質の比率が増加して炭水化物の比率が減少する傾向が続き，欧
米型のPFCバランスに近づきつつある。

 食の外部化・簡便化
近年の経済成長や国際化の進展に伴って，食事内容や料理法が

多様になるとともに，食品産業や流通業の発展により，さまざま
な加工食品や調理済み食品が利用されるようになった。家庭内で
調理して食べる内

ない
食
しょく

の
❶

比率が減り，調理済み食品，持ち帰り弁当
など中

なか
食
しょく

や
❷

外
がい

食
しょく

の
❸

利用が増加して，食
しょく

の外
がい

部
ぶ

化
か

が進んでいる。食
の外部化は，調理する時間や労力などの点からも簡便化につな
がっている。食の外部化・簡便化に伴い，一人で食べる孤食や家
族が異なった物を食べる個食も増えてきた。また，家庭での調理
体験が減少することにより，食品や料理など食に関する知識や技
能が親から子どもに伝承されにくくなっていることや，親自身の
食に対する意識の低下などが問題となっている。

外食や中食の利用にあたっては，一般に野菜が少なく，たんぱ
く質や脂質が多いので，野菜を組み合わせることや，食品添加物
などの食の安全・衛生にも留意する必要がある。

食生活の変化4

4

5

6

7

 朝食欠食
朝食欠食

❶
の習慣化は高校生の時期から始まっているとされる。

朝食を欠食すると，脳のエネルギー源としてのぶどう糖をはじめ，
体温上昇や代謝に必要な栄養素が摂取されないため，代謝が十分
に行われず，集中力や記憶力が低下するとともに，生体リズムが
乱れ，イライラや体がだるいなどの不

ふ
定
てい

愁
しゅう

訴
そ

や体調不良の訴えが
多くなる。学力向上と直接の関

かか
わりは分からないが，朝食を毎日

食べる子どものほうが全国学力調査の正答率が高い傾向が見られ
た。また，規則的な朝食によって胃や腸が動き出し，排便も促さ
れる。更に，同じエネルギーの食事を少ない回数でとると肥満し
やすいとの研究結果が報告されており，朝食抜きの昼夜 2 回食の
ほうが，朝昼夕 3 回食より肥満になりやすい。夜遅くに食事をす
ると，活動に使われずに余ったエネルギーが体内に蓄えられて肥
満するとともに，翌朝の食欲の低下につながるなど悪循環となる。

 肥満と痩
や

せ
肥満は，体脂肪が過剰に蓄積された状態をいう。その多くは摂

取エネルギーが消費エネルギーよりも多いこと，つまり，食べす
ぎと運動不足による場合が多い。肥満により，生活習慣病の危険
性が増すことから，健康診断や栄養指導によって，食習慣や運動
などの生活習慣を改める一次予防が図られている。肥満度の判定 
は，18歳以上では，国際的な指標であるBMIが用いられ，日本
の基準ではBMI 25以上，WHOではBMI 30以上を「肥満」と判
定している。

一方，BMI 18.5未満を痩
や

せ（低体重）といい，20歳代女性の
およそ 2 割が該当している。また，痩せているにもかかわらず

「太っている」と自己評価する者が増え，痩せ願望は，年々低年
齢化している。若い女性の強い痩せ願望は，マスコミの情報など
によるところも大きく，科学的でないダイエット情報による貧血
や低栄養，将来の不妊や骨

こつ
粗
そ

鬆
しょう

症
しょう

の危険性が増すことが問題と
なっている。更に，痩せすぎの妊婦から生まれた子どもは，低出
生体重児であることが多いばかりでなく，肥満しやすい体質であ
ることが多く，将来生活習慣病の危険性が大きいことが指摘され
ている。妊娠中の食生活は，子どもの将来の健康にも大きな影響
を与える。

食生活の課題3

1

2

p.98

3

❶朝食欠食とは，①菓子，果物，乳製品，嗜
し

好
こう

飲料のみ，
②錠剤や栄養ドリンクのみ，③食事をしなかった，の3つ
の場合を指す。

6   PFC供給熱量比率の推移（日本のPFCバランスの推移）

PFCが適正比率の場合，円周上の点となり，結ぶと正三角形になる。
（農林水産省「食料需給表」，FAO「Food Balance Sheets」等を基に農林水産省で試算）

3   「痩せ」の者（BMI＜18.5）の割合（20歳以上）

（厚生労働省「国民健康・栄養調査」）

❶内食　（うちしょくともいう）外食に対する対語で，家
で素材から調理して食べる食事。
❷中食　家庭外で調理された食品を購入して持ち帰り，家
庭の食卓で食べる食事。持ち帰り弁当・総菜，出前，宅配
ピザなどが含まれる。
❸外食　家庭外の飲食店（食堂，レストラン，カフェなど）
で食べる食事。

2   体格指数

カウプ指数＝体重kg÷（身長cm）2×104

●カウプ指数（2歳以下）

ローレル指数＝体重kg÷（身長cm）3×107

●ローレル指数（幼児～17歳）

100～140を標準，160以上を肥満と評価する。

痩せ（低体重）：BMI＜18.5 
普通：18.5≦BMI＜25 
肥満：BMI≧25

BMI＝体重kg÷（身長m）2
●BMI（Body Mass Index）　（18歳以上）
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（厚生労働省「国民健康・栄養調査」2017年）

0

40

20

30

10

女男

70
以
上

（％）

（歳）1

6
〜

7

14
〜

15

19
〜

20

29
〜

30

39
〜

40

49
〜

50

59
〜

60

69
〜

3.4
7.6

19.4

25.8
23.330.6

14.9

3.7
7.6

3.7
8.1

11.4
15.315.1

23.6

11.3
6.95.1
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（注） 野菜摂取量は成人で目標値（350g）に達していない。
（厚生労働省「国民健康・栄養調査」2017年）
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5   栄養素等摂取量の平均値の年次推移
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（注） 動物性脂質は1955年，それ以外は1946年を100とする。
（厚生労働省「国民健康・栄養調査」）

7   外食率と食の外部化率の推移
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（注） 外食率：食料消費支出に占める外食の割合
 食の外部化率：外食率に中食の支出割合を加えたもの

（（公財）食の安全・安心財団資料）
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食
生
活

味を感知する「味
み

蕾
らい

」は約10日で選手交代　味を感じる細胞「味蕾」は新
しん
陳
ちん
代
たい
謝
しゃ
が活発で10〜12日サイクルで入れ替わる。その新陳代謝には，か

き（貝類）などに多く含まれる亜鉛が不可欠で，不足すると味覚障害を起こすこともある。
第5章　食生活をつくる　　1　食生活の課題について考える

 食の洋風化
日本人の食の変化を見ると，経済の発展や国民総所得の増加に

伴って，食品では，米や野菜の摂取量が減り，肉を中心とする動
物性食品や油脂類の摂取量が増加した。

一方，栄養素では，動物性たんぱく質と脂質，とくに動物性脂
質が増加するなど大きな変化が見られる。エネルギーの栄養素比
率は，PFCバランスで表され，P（たんぱく質）13％，F（脂質）
27％，C（炭水化物）60％が適正であるとされている。1980年
代には，米を主食に，魚，野菜，乳などの副食からなる「日本型
食生活」が提唱され，PFCの適正比率が実現していた。その後，
脂質の比率が増加して炭水化物の比率が減少する傾向が続き，欧
米型のPFCバランスに近づきつつある。

 食の外部化・簡便化
近年の経済成長や国際化の進展に伴って，食事内容や料理法が

多様になるとともに，食品産業や流通業の発展により，さまざま
な加工食品や調理済み食品が利用されるようになった。家庭内で
調理して食べる内

ない
食
しょく

の
❶

比率が減り，調理済み食品，持ち帰り弁当
など中

なか
食
しょく

や
❷

外
がい

食
しょく

の
❸

利用が増加して，食
しょく

の外
がい

部
ぶ

化
か

が進んでいる。食
の外部化は，調理する時間や労力などの点からも簡便化につな
がっている。食の外部化・簡便化に伴い，一人で食べる孤食や家
族が異なった物を食べる個食も増えてきた。また，家庭での調理
体験が減少することにより，食品や料理など食に関する知識や技
能が親から子どもに伝承されにくくなっていることや，親自身の
食に対する意識の低下などが問題となっている。

外食や中食の利用にあたっては，一般に野菜が少なく，たんぱ
く質や脂質が多いので，野菜を組み合わせることや，食品添加物
などの食の安全・衛生にも留意する必要がある。

食生活の変化4

4

5

6

7

 朝食欠食
朝食欠食

❶
の習慣化は高校生の時期から始まっているとされる。

朝食を欠食すると，脳のエネルギー源としてのぶどう糖をはじめ，
体温上昇や代謝に必要な栄養素が摂取されないため，代謝が十分
に行われず，集中力や記憶力が低下するとともに，生体リズムが
乱れ，イライラや体がだるいなどの不

ふ
定
てい

愁
しゅう

訴
そ

や体調不良の訴えが
多くなる。学力向上と直接の関

かか
わりは分からないが，朝食を毎日

食べる子どものほうが全国学力調査の正答率が高い傾向が見られ
た。また，規則的な朝食によって胃や腸が動き出し，排便も促さ
れる。更に，同じエネルギーの食事を少ない回数でとると肥満し
やすいとの研究結果が報告されており，朝食抜きの昼夜 2 回食の
ほうが，朝昼夕 3 回食より肥満になりやすい。夜遅くに食事をす
ると，活動に使われずに余ったエネルギーが体内に蓄えられて肥
満するとともに，翌朝の食欲の低下につながるなど悪循環となる。

 肥満と痩
や

せ
肥満は，体脂肪が過剰に蓄積された状態をいう。その多くは摂

取エネルギーが消費エネルギーよりも多いこと，つまり，食べす
ぎと運動不足による場合が多い。肥満により，生活習慣病の危険
性が増すことから，健康診断や栄養指導によって，食習慣や運動
などの生活習慣を改める一次予防が図られている。肥満度の判定 
は，18歳以上では，国際的な指標であるBMIが用いられ，日本
の基準ではBMI 25以上，WHOではBMI 30以上を「肥満」と判
定している。

一方，BMI 18.5未満を痩
や

せ（低体重）といい，20歳代女性の
およそ 2 割が該当している。また，痩せているにもかかわらず

「太っている」と自己評価する者が増え，痩せ願望は，年々低年
齢化している。若い女性の強い痩せ願望は，マスコミの情報など
によるところも大きく，科学的でないダイエット情報による貧血
や低栄養，将来の不妊や骨

こつ
粗
そ

鬆
しょう

症
しょう

の危険性が増すことが問題と
なっている。更に，痩せすぎの妊婦から生まれた子どもは，低出
生体重児であることが多いばかりでなく，肥満しやすい体質であ
ることが多く，将来生活習慣病の危険性が大きいことが指摘され
ている。妊娠中の食生活は，子どもの将来の健康にも大きな影響
を与える。

食生活の課題3

1

2

p.98

3

❶朝食欠食とは，①菓子，果物，乳製品，嗜
し

好
こう

飲料のみ，
②錠剤や栄養ドリンクのみ，③食事をしなかった，の3つ
の場合を指す。

6   PFC供給熱量比率の推移（日本のPFCバランスの推移）

PFCが適正比率の場合，円周上の点となり，結ぶと正三角形になる。
（農林水産省「食料需給表」，FAO「Food Balance Sheets」等を基に農林水産省で試算）

3   「痩せ」の者（BMI＜18.5）の割合（20歳以上）

（厚生労働省「国民健康・栄養調査」）

❶内食　（うちしょくともいう）外食に対する対語で，家
で素材から調理して食べる食事。
❷中食　家庭外で調理された食品を購入して持ち帰り，家
庭の食卓で食べる食事。持ち帰り弁当・総菜，出前，宅配
ピザなどが含まれる。
❸外食　家庭外の飲食店（食堂，レストラン，カフェなど）
で食べる食事。

2   体格指数

カウプ指数＝体重kg÷（身長cm）2×104

●カウプ指数（2歳以下）

ローレル指数＝体重kg÷（身長cm）3×107

●ローレル指数（幼児～17歳）

100～140を標準，160以上を肥満と評価する。

痩せ（低体重）：BMI＜18.5 
普通：18.5≦BMI＜25 
肥満：BMI≧25

BMI＝体重kg÷（身長m）2
●BMI（Body Mass Index）　（18歳以上）
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1   朝食欠食の状況 4   年代別の野菜摂取量（1人1日あたり）

（注） 野菜摂取量は成人で目標値（350g）に達していない。
（厚生労働省「国民健康・栄養調査」2017年）

400

300

200

100

0

（g）

20

29
〜

30

39
〜

50

59
〜

60

69
〜

40

49
〜

70
以
上

緑黄色野菜
その他の野菜（緑黄色野菜以外）

20
以
上

（歳）

87.797.695.685.775.978.166.8

200.5208.9224.4
202.7

181.3166.7176.0

（306.5）（320.0）

（257.2）（244.8）（242.8）
（288.2）（288.4）
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（注） 動物性脂質は1955年，それ以外は1946年を100とする。
（厚生労働省「国民健康・栄養調査」）

7   外食率と食の外部化率の推移
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（注） 外食率：食料消費支出に占める外食の割合
 食の外部化率：外食率に中食の支出割合を加えたもの

（（公財）食の安全・安心財団資料）
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食
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味を感知する「味
み

蕾
らい

」は約10日で選手交代　味を感じる細胞「味蕾」は新
しん
陳
ちん
代
たい
謝
しゃ
が活発で10〜12日サイクルで入れ替わる。その新陳代謝には，か

き（貝類）などに多く含まれる亜鉛が不可欠で，不足すると味覚障害を起こすこともある。
第5章　食生活をつくる　　1　食生活の課題について考える

 ビタミンの種類と働き
ビタミンには，油に溶ける脂

し
溶
よう

性
せい

ビタミンと水に溶ける水
すい

溶
よう

性
せい

ビタミンがある。どちらも栄養素の働きの促進や，生理的機能の
調節に必要である。多くのビタミンは，体内で合成できないため，
食事から摂取する

❶
。脂溶性ビタミンは，油脂といっしょにとると

吸収がよい。カロテン
❷
は，体内でビタミンAとして作用するため，

プロビタミンAとよばれる。水溶性ビタミンは，調理による損失
が大きく，体内に貯蔵できないため，不足しないようにする。

 ビタミンを多く含む食品
野菜類　ビタミンCのよい供給源で，カリウムやカルシウムなど
の無機質や，食物繊維も多い。緑黄色野菜

❸
は，カロテンを多く含

む。収穫時期，栽培方法，保存期間などにより，ビタミン含有量
は異なる。生で食べられる野菜もあるが，あく

❹
の強いものはあく

抜きが，繊維のかたいものは，加熱が必要である。
いも類　いも類に含まれるビタミンCは，でんぷんに囲まれて存
在するため，貯蔵や熱による損失が野菜類よりも少ない。
果実類　水分が多く，ビタミンCに富み，カロテンを含むものも
ある。糖質，無機質，食物繊維も豊富である。ペクチン

❺
の多い果

実は，ジャムなどに加工される。
きのこ類　紫外線によってビタミンDに変わるプロビタミンDや
ビタミンB2，ナイアシン，食物繊維を含む。乾

ほし
しいたけには，う

まみ成分のグアニル酸が含まれ，煮物のだしなどに利用される。 

ビタミン7

p.84

2

1

TRY

 調味料・香
こ う

辛
し ん

料
りょう

栄養補給のためではなく，料理に味や香りを付ける，保存性を
高める，食欲を増進させるなどの目的で使用される。調味料には，
食塩，しょうゆ，みそ，砂糖，みりん，食酢，うまみ調味料など
がある。香辛料には，こしょうやバニラ，バジルなどがある。

 嗜
し

好
こ う

食品
栄養上の必要からではなく，くつろぎや楽しみ，疲労回復のた

めにとるもので，アルコール飲料，清涼飲料，茶，コーヒー，コ
コアなどがある。菓子類も，嗜好食品として食べることが多い。

 加工食品
食品の品質保持，保存性やおいしさの向上，安定供給，簡便さ

などを目的として加工された食品で，冷凍食品や電子レンジの普
及などにより，需要が拡大している。加工食品には，動物性脂質
や食塩を多く含むものや，食品添加物を使用しているものも多い
ため，表示をよく見て選び，できるだけ多用は避ける。また，海
外で生産され，日本に輸入されている加工食品も多く，原材料の
原産地が分かりにくい場合もある。

 健康の維持増進に役立つ食品
乳児，高齢者，病者など，特別な状態にある人の利用を目的と

した特
とく

別
べつ

用
よう

途
と

食
しょく

品
ひん

と，広く健康の保持や増進に役立つ機能性を表
示できる保

ほ
健
けん

機
き

能
のう

食
しょく

品
ひん

がある。保健機能食品には，国が定めた安
全性や有効性に関する基準などを満たして特定の保健効果が期待
できる特

とく
定
てい

保
ほ

健
けん

用
よう

食
しょく

品
ひん

，栄養成分の補給・補完のために利用する
栄
えい

養
よう

機
き

能
のう

食
しょく

品
ひん

，事業者の責任において科学的根拠に基づいた機能
性を表示する機

き
能
のう

性
せい

表
ひょう

示
じ

食
しょく

品
ひん

がある。

その他の食品8

3

6

5

　ジャムやマーマレードの加工に適する果物の成
分を調べ，その特性を考えてみよう。

3  香辛料の種類

刺激性香辛料 こしょう，とうがらし，わさびなど

芳香性香辛料 はっか，バニラ，シナモン（肉
にっ
桂
けい
）など

着色香辛料 パプリカ，サフランなど

調合香辛料 カレー粉，七味とうがらし，ラー油など

ハーブ オレガノ，バジル，ローズマリーなど

6  加工食品の種類と特徴
冷凍食品 急速凍結した調理品や農・畜・水産物

チルド食品 凍結直前の温度帯で流通する低温流通食品

レトルトパウチ食品
アルミ箔

はく
などの容器に詰めて加圧・加熱殺菌し，常温で保存できる

ようにした食品

調理済み食品 調味，加熱が行われており，そのまま食べられる食品

インスタント食品 湯を加えたり，加熱するだけで食べられる保存性の高い食品

コピー食品 異なる素材で形状や食感などを似せて作った食品

4  特別用途食品とマーク

区分欄には，乳児
用・妊産婦用・病者
用などの用途を記
載する。

＊ 特定保健用食品（トクホ）は，保健機能食品の1つであり，特
別用途食品としても位置付けられている。

病
者
用
食
品

特
定
保
健
用
食
品

え
ん
下
困
難
者
用

食
品

乳
児
用
調
製
粉
乳

妊
産
婦
・

授
乳
婦
用
粉
乳

特別用途食品

＊

特別用途食品

TRY

5  保健機能食品の位置付け
医
薬
品

医薬品（医薬部外品を含む）

食
品

（
消
費
者
庁
所
管
）

保
健
機
能
食
品

特定保健用食品（個別許可型）

栄養機能食品（規格基準型）

機能性表示食品（届出型）
※消費者庁長官の個別許可をうけたものではない。

一般食品（いわゆる「健康食品」）

❶耐容上限量が定められているビタミンは，過剰摂取にも
注意する。
❷カロテン　植物性食品の色素の1つで，カロテノイドの
1種。
❸緑黄色野菜　カロテンを可食部100gあたり600µg以上
含む野菜の総称。

オクラ，かぼちゃ，こまつな，しゅんぎく，チンゲン
サイ，にら，にんじん，ブロッコリー，ほうれんそう，
めキャベツ，サラダな，サニーレタスなど。
また，600µg未満でも，1回の摂取量が多い野菜（ト
マト，ピーマン，さやいんげんなど）も緑黄色野菜と
している。

❹あく　食品に含まれるえぐ味，苦味，渋味，辛味などの
不快で不要な成分。
❺ペクチン　果実に多く含まれる多糖類で，酸と糖といっ
しょに加熱するとゼリー状になる。

2   ビタミンの種類と働き

1   調理によるビタミンCの損失

0 20 40 8060

キャベツ
ゆでる

調理による損失率

ほうれんそう
ゆでる
じゃがいも
ゆでる
ピーマン
いためる

（%）

63.1

62.0

0.2

41.2

（文部科学省「日本食品標準成分表2015年版（七訂）」より作成）

■  サプリメントの利用に注意
サプリメントなどの健康食品には，法令

上の定義はなく，販売者の判断で健康食品
として売られている。栄養素の摂取は，バ
ランスのよい食事によるのが原則であるが，
栄養素などを補うためにサプリメントを利
用する場合には，多量摂取によって健康障
害を起こすものもあるため，注意書きをよ
く読み，摂取量に注意しよう。

Column

分類 名称 働き 不足による身体の不調や欠乏症 過剰摂取による健康障害 多く含む食品

脂
溶
性

ビタミンA
発育促進
皮膚，粘膜の保護
視力調節

発育障害
皮膚乾燥・角膜乾燥症
暗順応低下・夜

や
盲
もう
症
しょう

（慢性中毒として）
皮膚あれ・脱毛・筋肉痛

レバー・バター・
卵黄・緑黄色野菜

ビタミンE 体内の脂質の酸化防止・老化防止 （不明） ― 植物性油脂・種実

ビタミンD カルシウムやリンの吸収を調節 骨軟化症（成人）・くる病（乳幼児）
高カルシウム血症・
腎
じん
障害

魚類・卵黄・きのこ

ビタミンK 血液凝固 血液の凝固不良・内出血（新生児） ― 緑黄色野菜・納豆

水
溶
性

ビタミンB1
糖質の代謝に関係
神経系統の調節

疲労感・食欲不振
脚
かっ
気
け ― 豚肉・豆・卵黄

ビタミンB2
発育促進
皮膚，粘膜の保護

発育障害
口内炎・皮膚炎

― レバー・牛乳

ナイアシン 糖質，脂質，たんぱく質の代謝に関係 食欲不振・皮膚炎・ペラグラ ― レバー・食肉・魚類
ビタミンC 結合組織（コラーゲン）の健全化 食欲不振・歯ぐきからの出血・壊血病 ― 野菜・果実

葉酸 赤血球の成熟に関係
巨赤芽球性貧血や（母体の葉酸欠乏による）
神経管閉鎖障害（胎児）・無脳症（胎児）

（強化食品過剰摂取によ
る）悪性貧血の潜在化

レバー・緑黄色野菜
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第5章　食生活をつくる　　2　食事と栄養・食品こしょうは貴重品だった　中世ヨーロッパでは，こしょうは東洋からの輸入に頼っていた。そのためたいへんな貴重品で，こしょう1オンス（30g）
が金1オンスと同じ価値として取り引きされるほどだった。こしょうを巡って，ヨーロッパ各国で争いも起こっていた。

 食事摂取基準
「日

に
本
ほん
人
じん
の食

しょく
事
じ
摂
せっ
取
しゅ
基
き
準
じゅん

」
❶

は，健康な人を対象として，健康の
維持・増進や生活習慣病の発症および重症化の予防を目的として，
年齢，性，妊婦，授乳婦の別に，エネルギーと各栄養素の摂取量
の基準を示したものである。エネルギー収支バランス（エネル
ギー摂取量と消費量のバランス）の指標にはBMIが用いられ，目
標とする範囲が定められている。

 栄養価計算
食事摂取基準を満たした栄養バランスのよい食事を計画したり，

食事のエネルギーや栄養素の過不足を知るために，栄養価計算を
行う。「日

に
本
ほん
食
しょく
品
ひん
標
ひょう
準
じゅん
成
せい
分
ぶん
表
ひょう

」には，日本人が日常摂取している
食品の成分値が，可食部100gあたりで示されている。この値を
利用して，栄

えい
養
よう
摂
せっ
取
しゅ
量
りょう

を
❷

算出する。

栄養バランスのよい食事1

1  2  3

p.82

p.200

1   食事摂取基準を決める際の考え方
推定平均必要量　対象集団の50％の人が必要量を満
たす量。
推奨量　対象集団のほとんどの人が充足している量。
目安量　特定の集団が，ある一定の栄養状態を維持す
るのに十分な量。「推奨量」および「推定平均必要量」
が算定できない場合に使用。
耐容上限量　健康障害をもたらすリスクがないとみな
される習慣的な摂取量の上限。
目標量　生活習慣病の予防のために，当面の目標とす
べき量。

生涯を健康に過ごすために，1日に何をどのくらい食べ
たらよいか理解しよう。また，栄養バランスのよい食事
をおいしく作るために必要な調理の基礎・基本を身につ
け，食事作りに活用しよう。

学習のポイント

❶日本人の食事摂取基準　日本人の栄養状態や体位など
に応じて，5年ごとに改定される。
❷栄養摂取量は，次の計算式で算出する。
食品の成分値＊×食品の重量（g）÷100（g）
＊「日本食品標準成分表」による。
鶏卵50gを例にすると，
エネルギー：151×50÷100≒76kcal
たんぱく質：12.3×50÷100≒6.2g

2   身体活動レベル別に見た活動内容
　身体活動レベルが低い（Ⅰ）場合，適度な運動を心がけ，
普通（Ⅱ）を目指すようにする。

3   参考表・推定エネルギー必要量
　日本人の食事摂取基準では，エネルギー摂取量の過不足は体重とBMIの変化から評価す
ることを原則としているが，参考として各年齢での推定エネルギー必要量を，身体活動レ
ベル別に策定している。

年齢（歳）
推定エネルギー必要量（kcal／日）

低い（Ⅰ） 普通（Ⅱ） 高い（Ⅲ）
男性 女性 男性 女性 男性 女性

1～2 ― ― 950 900 ― ―
3～5 ― ― 1,300 1,250 ― ―
6～7 1,350 1,250 1,550 1,450 1,750 1,650
8～9 1,600 1,500 1,850 1,700 2,100 1,900

10～11 1,950 1,850 2,250 2,100 2,500 2,350
12～14 2,300 2,150 2,600 2,400 2,900 2,700
15～17 2,500 2,050 2,850 2,300 3,150 2,550
18～29 2,300 1,650 2,650 1,950 3,050 2,200
30～49 2,300 1,750 2,650 2,000 3,050 2,300
50～69 2,100 1,650 2,450 1,900 2,800 2,200
70 以上 1,850 1,500 2,200 1,750 2,500 2,000
妊婦初期 ＋50 ＋50 ＋50
　　中期 ＋250 ＋250 ＋250
　　後期 ＋450 ＋450 ＋450
授乳婦 ＋350 ＋350 ＋350

4   日本人の食事摂取基準 （厚生労働省「日本人の食事摂取基準［2015年版］」より作成）＊表中数字の後の（　）は耐容上限量を示す。

＊1 身体活動レベルⅡの推定エネルギー必要量で算定。　＊2 NE＝ナイアシン当量。　＊3 耐容上限量は（ニコチンアミドのmg量/ニコチン酸のmg量）。
＊4 妊娠を計画している・妊娠の可能性がある女性は，付加的にプテロイルモノグルタミン酸400µgの摂取が望まれる。　＊5 耐容上限量はサプリメントや強化食品
に含まれるプテロイルモノグルタミン酸の量。　＊6 プロビタミンAカロテノイドは，推奨量には含み，耐容上限量には含まない。
＊7 RAE＝レチノール活性当量。　＊8 α―トコフェロールについて算定。　＊9 過多月経（月経出血量が80mL/回以上）の者を除外して策定。
＊10 女性の年齢1～9歳，70歳以上，妊婦，授乳婦は月経なし，10～69歳は月経あり。（注）食物繊維の目標量のうち15～17歳は男性19g以上，女性17g以上，
18～69歳は男性20g以上，女性18g以上。

▼エネルギー ▼ビタミン（水溶性）

年齢
（歳）

BMI
エネルギー産生栄養素バランス

たんぱく質（g） ビタミンB1たんぱく質
脂質

炭水化物脂質 飽和脂肪酸
目標とする範囲（kg／m2） 目標量（％エネルギー） 推奨量（g／日） 推奨量（mg／日）＊1

男性 女性 男女共通 男性 女性 男性 女性
 1～2 ― ― 13～20 20～30 ― 50～65 20 20 0.5 0.5 
 3～5 ― ― 13～20 20～30 ― 50～65 25 25 0.7 0.7 
 6～7 ― ― 13～20 20～30 ― 50～65 35 30 0.8 0.8 
 8～9 ― ― 13～20 20～30 ― 50～65 40 40 1.0 0.9 

10～11 ― ― 13～20 20～30 ― 50～65 50 50 1.2 1.1 
12～14 ― ― 13～20 20～30 ― 50～65 60 55 1.4 1.3 
15～17 ― ― 13～20 20～30 ― 50～65 65 55 1.5 1.2 
18～29 18.5～24.9 18.5～24.9 13～20 20～30 7以下 50～65 60 50 1.4 1.1 
30～49 18.5～24.9 18.5～24.9 13～20 20～30 7以下 50～65 60 50 1.4 1.1 
50～69 20.0～24.9 20.0～24.9 13～20 20～30 7以下 50～65 60 50 1.3 1.0 
70 以上 21.5～24.9 21.5～24.9 13～20 20～30 7以下 50～65 60 50 1.2 0.9 
妊婦初期 ― ― ― ― ― ―  ＋0 ＋0.2
　　中期 ― ― ― ― ― ― ＋10 ＋0.2
　　後期 ― ― ― ― ― ― ＋25 ＋0.2
授乳婦 ― ― ― ― ― ― ＋20 ＋0.2

▼ビタミン（脂溶性）

年齢
（歳）

ビタミンB2 ナイアシン ビタミンC 葉酸＊4 ビタミンA＊6

推奨量（mg／日）＊1 推奨量（mgNE／日）＊1＊2 推奨量（mg／日） 推奨量（µg／日） 推奨量（µgRAE／日）＊7

男性 女性 男性 女性 男性 女性 男性 女性 男性 女性
 1～2 0.6 0.5  5 （60/15）＊3  5 （60/15）＊3 35 35  90 （200）＊5  90 （200）＊5  400 （600）  350 （600）
 3～5 0.8 0.8  7 （80/20）  7 （80/20） 40 40  100 （300）  100 （300）  500 （700）  400 （700）
 6～7 0.9 0.9  9 （100/30）  8 （100/25） 55 55  130 （400）  130 （400）  450 （900）  400 （900）
 8～9 1.1 1.0  11 （150/35）  10 （150/35） 60 60  150 （500）  150 （500）  500 （1,200）  500 （1,200）

10～11 1.4 1.3  13 （200/45）  12 （200/45） 75 75  180 （700）  180 （700）  600 （1,500）  600 （1,500）
12～14 1.6 1.4  15 （250/60）  14 （250/60） 95 95  230 （900）  230 （900）  800 （2,100）  700 （2,100）
15～17 1.7 1.4  16 （300/75）  13 （250/65） 100 100  250 （900）  250 （900）  900 （2,600）  650 （2,600）
18～29 1.6 1.2  15 （300/80）  11 （250/65） 100 100  240 （900）  240 （900）  850 （2,700）  650 （2,700）
30～49 1.6 1.2  15 （350/85）  12 （250/65） 100 100  240 （1,000）  240 （1,000）  900 （2,700）  700 （2,700）
50～69 1.5 1.1  14 （350/80）  11 （250/65） 100 100  240 （1,000）  240 （1,000）  850 （2,700）  700 （2,700）
70 以上 1.3 1.1  13 （300/75）  10 （250/60） 100 100  240 （900）  240 （900）  800 （2,700）  650 （2,700）
妊婦初期 ＋0.3 ― ＋10 ＋240  ＋0
　　中期 ＋0.3 ― ＋10 ＋240  ＋0
　　後期 ＋0.3 ― ＋10 ＋240  ＋80
授乳婦 ＋0.6 ＋3 ＋45 ＋100 ＋450

▼無機質

年齢
（歳）

ビタミンE ビタミンD カルシウム 鉄 食塩相当量（

▲

p.95）
目安量（mg／日）＊8 目安量（µg／日） 推奨量（mg／日） 推奨量（mg／日）＊9＊10 目標量（g／日）
男性 女性 男性 女性 男性 女性 男性 女性 男性 女性

 1～2  3.5 （150）  3.5 （150）  2.0 （20）  2.0 （20）  450  400  4.5 （25）  4.5 （20） 3.0未満 3.5未満
 3～5  4.5 （200）  4.5 （200）  2.5 （30）  2.5 （30）  600  550  5.5 （25）  5.0 （25） 4.0未満 4.5未満
 6～7  5.0 （300）  5.0 （300）  3.0 （40）  3.0 （40）  600  550  6.5 （30）  6.5 （30） 5.0未満 5.5未満
 8～9  5.5 （350）  5.5 （350）  3.5 （40）  3.5 （40）  650  750  8.0 （35）  8.5 （35） 5.5未満 6.0未満

10～11  5.5 （450）  5.5 （450）  4.5 （60）  4.5 （60）  700  750  10.0 （35）  14.0 （35） 6.5未満 7.0未満
12～14  7.5 （650）  6.0 （600）  5.5 （80）  5.5 （80）  1,000  800  11.5 （50）  14.0 （50） 8.0未満 7.0未満
15～17  7.5 （750）  6.0 （650）  6.0 （90）  6.0 （90）  800  650  9.5 （50）  10.5 （40） 8.0未満 7.0未満
18～29  6.5 （800）  6.0 （650）  5.5 （100）  5.5 （100）  800 （2,500） 650 （2,500） 7.0 （50）  10.5 （40） 8.0未満 7.0未満
30～49  6.5 （900）  6.0 （700）  5.5 （100）  5.5 （100）  650 （2,500） 650 （2,500） 7.5 （55）  10.5 （40） 8.0未満 7.0未満
50～69  6.5 （850）  6.0 （700）  5.5 （100）  5.5 （100）  700 （2,500） 650 （2,500） 7.5 （50）  10.5 （40） 8.0未満 7.0未満
70以上  6.5 （750）  6.0 （650）  5.5 （100）  5.5 （100）  700 （2,500） 650 （2,500） 7.0 （50）  6.0 （40） 8.0未満 7.0未満
妊婦初期  6.5  7.0 ― ＋2.5 ―
　　中期  6.5  7.0 ― ＋15.0 ―
　　後期  6.5  7.0 ― ＋15.0 ―
授乳婦  7.0  8.0 ― ＋2.5 ―

4 生涯の健康を見通した食事計画
昨日1日に食べた物を思い出してみよう。食べた量は適切だっただろうか。食品の種類や調理法は
重なっていなかっただろうか。季節感が感じられる献立だっただろうか。考えてみよう。

身体活動レベル 日常生活の内容

低い（Ⅰ）
生活の大部分が座位で，静的な活動が
中心の場合

普通（Ⅱ）

座位中心の仕事だが，職場内での移動
や立位での作業・接客など，あるいは通
勤・買い物・家事，軽いスポーツなどの
いずれかを含む場合

高い（Ⅲ）
移動や立位の多い仕事への従事者。あ
るいは，スポーツなど余暇における活発
な運動習慣を持っている場合
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BMI値が語る生活習慣病　日本人の肥満人口の割合（20歳以上）は，男性約3割，女性約2割と推定される（2017年現在）。一説にBMI値が25以
上で高血圧，脂質異常，27以上で糖尿病，29以上で高コレステロール血症がそれぞれ2倍になると推定されている。

第5章　食生活をつくる　　4　生涯の健康を見通した食事計画

 食料自給率
我が国の食

しょく
料
りょう

自
じ

給
きゅう

率
りつ

は
❶

，1965年度の73％から2017年度には
38％まで減少しており，先進諸国の中で最も低い。食料自給率
低下の要因は，経済成長に伴って自給可能な米の消費量が年間 1
人112kgから約1/2に減少する一方で，肉類が9.2kgから約3.6倍，
油脂類が6.3kgから約2.3倍と増加したことなどが挙げられる。

また，安価な外国産の食料の輸入や輸入自由化の拡大により，
国内の農業生産量が減少している。今後，世界的な人口の増加，
アジア諸国などの経済発展による食料需要の増大，気候変動など
により，外国から食料を安定して確保できるかどうかは不透明で
あり，食料自給率の向上を図ることが重要な課題となっている。
農林水産省では，食料自給率の目標値を2025年度45%として生
産，消費の両面から取り組んでいる。消費者に対する取り組みと
しては，食育の推進，国産農水産物の消費拡大 ，地産地消の推
進，国産農水産物に対する消費者の信頼の確保などが挙げられて
いる。

 食品ロス
我が国は，食料自給率が低いにもかかわらず，年間約2,760万

トン（2016年推計）の「食品由来の廃棄物等」があり，そのうち，
食べられるのに廃棄されている食品を食

しょく
品
ひん

ロス
❷
という。日本の食

品ロスは，食品関連事業者の方が一般家庭よりやや多く，年間約
640万トンであり，世界全体の食料援助量の約 2 倍にあたる。現
在，食品ロスを削減するために，「食品ロス削減関係省庁等連絡
会議」（2012年 7 月）をはじめ，食品業界における消費期限，賞
味期限の科学的根拠に基づいた設定，納品期限や販売期間などの
商習慣の見直し，官民が連携した食品ロス削減の国民運動などが
展開されている。私たち消費者は，食品ロスを減らすために，消
費期限や賞味期限を理解して食品を購入する，冷蔵庫などでの在
庫管理とともに，調理方法や献立の工夫に取り組む必要がある。

食料生産と食料問題1

1

　2011年3月11日の東日本大震災による福島第一原子力発電
所の事故後，厚生労働省では，食品中の放射性物質の基準値を
設定し，検査を行い，基準値を超える場合には出荷を止めるな
どの対策をとっている。2012年4月から，食品衛生法に基づく
規格として，食品群ごとに放射性セシウムの上限が定められた。

　私たちは，厚生労働省のホームページ「食品中の放射性物質
への対応」や全国各地での意見交換会（リスクコミュニケー
ション）などで，放射線リスクに関する科学的根拠に基づく情
報を入手して冷静に判断し，適切な対処をしなければならない。

私たちの食生活は，経済の発展に伴って豊かで便利に
なったが，健康や安全に加え，食料自給率の向上や環境
負荷の低減など多くの課題がある。それらの課題解決の
ために，現在，国民の啓発活動としての食育が推進され
ている。広い視野で持続可能な食生活について考え，各
自の食生活を改善しよう。

学習のポイント

❶食料自給率　国内の食料消費が，国内の農業生産で賄
われている割合を示した数値。一般に，その食料に含まれ
るカロリーを基にした食料自給率が使われる。そのほか，
重量や生産額を基にした数値で示されることもある。
❷食品ロス　食品ロス率は次のように計算される。
（過剰除去重量＋直接廃棄重量＋食べ残し重量）÷食品使
用量×100（%）

 食の安全のための仕組み「リスク分析」
近年，BSE（牛

うし
海
かい

綿
めん

状
じょう

脳
のう

症
しょう

）
❶

の発生や輸入野菜の残留農薬，食
品中の放射性物質の問題など，食の安全をめぐる課題が生じてい
る。我が国では，2003年に食

しょく
品
ひん

安
あん

全
ぜん

基
き

本
ほん

法
ほう

が
❷

制定され，食の安
全のための仕組みとして，「リスク評価」「リスク管理」「リスク
コミュニケーション

❸
」で構成されるリスク分

ぶん
析
せき

が行われるように
なった。内閣府に設置された食品安全委員会が科学的な知見に基
づいて，中立公正なリスク評価（食品健康影響評価）を行い，そ
の結果に基づいて厚生労働省，農林水産省，消費者庁が規制など
の措置（リスク管理）を実施することになる。施策策定にあたっ
ては，事業者と消費者などの関係者相互の意見交換（リスクコ
ミュニケーション）が行われる。リスク分析が機能するためには，
消費者が食品のリスクについて適切な判断能力を身につけている
ことも重要で，消費者教育や食育の充実が期待されている。

 食品のトレーサビリティ
食品のトレーサビリティとは，国際的には，「生産，加工及び

流通の特定の 1 つ又は複数の段階を通じて，食品の移動を把握す
ること」と定義されている。

我が国では，牛
うし

トレーサビリティ法
ほう

において，牛の個体識別番
号を生産から流通，消費の各段階で正確に伝達することが義務付
けられ，米

こめ
トレーサビリティ法

ほう
において，米および米加工品の入

荷・出荷の記録の作成・保存が事業者に義務付けられている。

食の安全性の確保2

3

4

❶牛の脳の組織がスポンジ状に変化し，起立不能などの症
状を引き起こす中枢神経系の疾

しっ

病
ぺい

。原因は，十分に解明さ
れていないが，プリオンという通常の細胞たんぱくが異常
化したものが原因物質として有力視されている。1986年
にイギリスで発生し，我が国でも2001年9月に発生，
2014年8月までに36頭確認されている。
❷食品安全基本法　2003年5月制定。食品の安全性確保
のための基本理念や国・地方公共団体・食品関連事業者の
責務，消費者の役割などが明示された。
❸リスクコミュニケーション　事業者が食品の安全性に
関する情報を公開したり，消費者などの関係者が意見を表
明する機会を確保したりして意見交換をすること。厚生労
働省では，2003年7月以降，BSE対策，輸入食品の安全
確保対策，食品中の放射性物質に関する意見交換会を行っ
ている。

4   食品のトレーサビリティ

（注）	食べ続けたときに，そ
の食品に含まれる放射性物
質から生涯に受ける影響が，
十分小さく安全なレベル（年
間1ミリシーベルト以下）に
なるように定められている。

食品群 基準値
（1kgあたり）

一般食品 100ベクレル
乳児用食品 50ベクレル
牛乳 50ベクレル
飲料水 10ベクレル

5   放射性セシウムの基準値

正式名称 趣旨

米ト
レ
ー
サ
ビ
リ
テ
ィ
法

「米穀等の取引等に係る情
報の記録及び産地情報の
伝達に関する法律」（2011
年7月完全施行）

食品としての安全性を欠くもの
の流通を防止するなどを実施の
基礎とし，米穀などの所在や流
通ルートを特定することなど。        

牛ト
レ
ー
サ
ビ
リ
テ
ィ
法

「牛の個体識別のための情
報の管理及び伝達に関す
る特別措置法」（2004年12
月完全施行）

BSEの蔓
まん
延
えん
を防止することを

目的に，疾
しっ
病
ぺい
発病時に患畜の

同居牛や疑似患畜の所在や移
動履歴を特定することなど。

3   食品安全委員会

リスク管理機関（厚生労働省・農林水産省・消費者庁など）

リスク管理機関

﹇
食
品
安
全
委
員
会
﹈

評価結果の決定

リスク評価の要請

評価結果の通知

評価の流れ

評価要請案件の内容聴取 評価案件の決定

審議

審議結果の審議取りまとめ・評価書（案）の作成

国民からの意見・情報を踏まえた検討

国民からの意見・情報募集（原則30日間）

必要に応じて
意見交換会などを開催

国
内
お
よ
び
海
外
に
お
け
る
情
報
の
収
集
・
分
析

6 これからの食生活　持続可能な食生活を目指して
私
わたし

たち一人一人の食生活のありようが，我が国が持続可能な食の営みを確保できるかどうかと
大きく関

かか

わっている。持続可能性の視点で，食生活を見直してみよう。

1  我が国の食料自給率

（農林水産省「食料需給表」）
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2  食品廃棄物などの利用状況など

全体

家庭
業者

利用者

食品関連事業者

一般家庭

元の食品
食材＋加工用食材

8,088万t

減量  175万t
再生利用量  1,454万t
熱回収  54万t

焼却・埋立など
1,076万t

食品由来の廃棄物等
2,759万t
うち可食部分

（いわゆる食品ロス）
の推定量　643万t

減量＊  175万t
再生利用量＊ 1,398万t
熱回収＊  54万t

焼却・埋立など
343万t

廃棄物＋有価物（大豆
ミール等）  1,970万t
うち可食部分

（規格外品，返品，
売れ残り，食べ残し）
の推定量  352万t

再生利用量
56万t

焼却・埋立など
733万t

廃棄物
789万t

うち可食部分
（食べ残し，過剰除去，

直接廃棄）
の推定量  291万t

（農林水産省「食品ロスの現状（2016年度推計値）」より作成）

＊食品リサイクル
法における減量，
再生利用量，熱回
収の数値を示す。
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 食料自給率
我が国の食

しょく
料
りょう

自
じ

給
きゅう

率
りつ

は
❶

，1965年度の73％から2016年度には
38％まで減少しており，先進諸国の中で最も低い。食料自給率
低下の要因は，経済成長に伴って自給可能な米の消費量が年間 1
人112kgから約1/2に減少する一方で，肉類が9.2kgから約3.3倍，
油脂類が6.3kgから約2.3倍と増加したことなどが挙げられる。

また，安価な外国産の食料の輸入や輸入自由化の拡大により，
国内の農業生産量が減少している。今後，世界的な人口の増加，
アジア諸国などの経済発展による食料需要の増大，気候変動など
により，外国から食料を安定して確保できるかどうかは不透明で
あり，食料自給率の向上を図ることが重要な課題となっている。
農林水産省では，食料自給率の目標値を2025年度45%として生
産，消費の両面から取り組んでいる。消費者に対する取り組みと
しては，食育の推進，国産農水産物の消費拡大 ，地産地消の推
進，国産農水産物に対する消費者の信頼の確保などが挙げられて
いる。

 食品ロス
我が国は，食料自給率が低いにもかかわらず，年間約2,840万

トン（2015年推計）の「食品由来の廃棄物等」があり，そのうち，
食べられるのに廃棄されている食品を食

しょく
品
ひん

ロス
❷
という。日本の食

品ロスは，食品関連事業者の方が一般家庭よりやや多く，年間約
650万トンであり，世界全体の食料援助量の約 2 倍にあたる。現
在，食品ロスを削減するために，「食品ロス削減関係省庁等連絡
会議」（2012年 7 月）をはじめ，食品業界における消費期限，賞
味期限の科学的根拠に基づいた設定，納品期限や販売期間などの
商習慣の見直し，官民が連携した食品ロス削減の国民運動などが
展開されている。私たち消費者は，食品ロスを減らすために，消
費期限や賞味期限を理解して食品を購入する，冷蔵庫などでの在
庫管理とともに，調理方法や献立の工夫に取り組む必要がある。

食料生産と食料問題1

1

　2011年3月11日の東日本大震災による福島第一原子力発電
所の事故後，厚生労働省では，食品中の放射性物質の基準値を
設定し，検査を行い，基準値を超える場合には出荷を止めるな
どの対策をとっている。2012年4月から，食品衛生法に基づく
規格として，食品群ごとに放射性セシウムの上限が定められた。

　私たちは，厚生労働省のホームページ「食品中の放射性物質
への対応」や全国各地での意見交換会（リスクコミュニケー
ション）などで，放射線リスクに関する科学的根拠に基づく情
報を入手して冷静に判断し，適切な対処をしなければならない。

私たちの食生活は，経済の発展に伴って豊かで便利に
なったが，健康や安全に加え，食料自給率の向上や環境
負荷の低減など多くの課題がある。それらの課題解決の
ために，現在，国民の啓発活動としての食育が推進され
ている。広い視野で持続可能な食生活について考え，各
自の食生活を改善しよう。

学習のポイント

❶食料自給率　国内の食料消費が，国内の農業生産で賄
われている割合を示した数値。一般に，その食料に含まれ
るカロリーを基にした食料自給率が使われる。そのほか，
重量や生産額を基にした数値で示されることもある。
❷食品ロス　食品ロス率は次のように計算される。
（過剰除去重量＋直接廃棄重量＋食べ残し重量）÷食品使
用量×100（%）

 食の安全のための仕組み「リスク分析」
近年，BSE（牛

うし
海
かい

綿
めん

状
じょう

脳
のう

症
しょう

）
❶

の発生や輸入野菜の残留農薬，食
品中の放射性物質の問題など，食の安全をめぐる課題が生じてい
る。我が国では，2003年に食
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品
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安
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全
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法
ほう

が
❷

制定され，食の安
全のための仕組みとして，「リスク評価」「リスク管理」「リスク
コミュニケーション

❸
」で構成されるリスク分

ぶん
析
せき

が行われるように
なった。内閣府に設置された食品安全委員会が科学的な知見に基
づいて，中立公正なリスク評価（食品健康影響評価）を行い，そ
の結果に基づいて厚生労働省，農林水産省，消費者庁が規制など
の措置（リスク管理）を実施することになる。施策策定にあたっ
ては，事業者と消費者などの関係者相互の意見交換（リスクコ
ミュニケーション）が行われる。リスク分析が機能するためには，
消費者が食品のリスクについて適切な判断能力を身につけている
ことも重要で，消費者教育や食育の充実が期待されている。

 食品のトレーサビリティ
食品のトレーサビリティとは，国際的には，「生産，加工及び

流通の特定の 1 つ又は複数の段階を通じて，食品の移動を把握す
ること」と定義されている。

我が国では，牛
うし

トレーサビリティ法
ほう

において，牛の個体識別番
号を生産から流通，消費の各段階で正確に伝達することが義務付
けられ，米

こめ
トレーサビリティ法

ほう
において，米および米加工品の入

荷・出荷の記録の作成・保存が事業者に義務付けられている。

食の安全性の確保2

3

4

❶牛の脳の組織がスポンジ状に変化し，起立不能などの症
状を引き起こす中枢神経系の疾

しっ

病
ぺい

。原因は，十分に解明さ
れていないが，プリオンという通常の細胞たんぱくが異常
化したものが原因物質として有力視されている。1986年
にイギリスで発生し，我が国でも2001年9月に発生，
2014年8月までに36頭確認されている。
❷食品安全基本法　2003年5月制定。食品の安全性確保
のための基本理念や国・地方公共団体・食品関連事業者の
責務，消費者の役割などが明示された。
❸リスクコミュニケーション　事業者が食品の安全性に
関する情報を公開したり，消費者などの関係者が意見を表
明する機会を確保したりして意見交換をすること。厚生労
働省では，2003年7月以降，BSE対策，輸入食品の安全
確保対策，食品中の放射性物質に関する意見交換会を行っ
ている。

1  我が国の食料自給率

（農林水産省「食料需給表」）

4   食品のトレーサビリティ

（注）	食べ続けたときに，そ
の食品に含まれる放射性物
質から生涯に受ける影響が，
十分小さく安全なレベル（年
間1ミリシーベルト以下）に
なるように定められている。

食品群 基準値
（1kgあたり）

一般食品 100ベクレル
乳児用食品 50ベクレル
牛乳 50ベクレル
飲料水 10ベクレル

5   放射性セシウムの基準値

正式名称 趣旨

米ト
レ
ー
サ
ビ
リ
テ
ィ
法

「米穀等の取引等に係る情
報の記録及び産地情報の
伝達に関する法律」（2011
年7月完全施行）

食品としての安全性を欠くもの
の流通を防止するなどを実施の
基礎とし，米穀などの所在や流
通ルートを特定することなど。        

牛ト
レ
ー
サ
ビ
リ
テ
ィ
法

「牛の個体識別のための情
報の管理及び伝達に関す
る特別措置法」（2004年12
月完全施行）

BSEの蔓
まん
延
えん
を防止することを

目的に，疾
しっ
病
ぺい
発病時に患畜の

同居牛や疑似患畜の所在や移
動履歴を特定することなど。

3   食品安全委員会

リスク管理機関（厚生労働省・農林水産省・消費者庁など）

リスク管理機関

﹇
食
品
安
全
委
員
会
﹈

評価結果の決定

リスク評価の要請

評価結果の通知

評価の流れ

評価要請案件の内容聴取 評価案件の決定

審議

審議結果の審議取りまとめ・評価書（案）の作成

国民からの意見・情報を踏まえた検討

国民からの意見・情報募集（原則30日間）

必要に応じて
意見交換会などを開催

国
内
お
よ
び
海
外
に
お
け
る
情
報
の
収
集
・
分
析

6 これからの食生活　持続可能な食生活を目指して
私
わたし

たち一人一人の食生活のありようが，我が国が持続可能な食の営みを確保できるかどうかと
大きく関

かか

わっている。持続可能性の視点で，食生活を見直してみよう。

2  食品廃棄物などの利用状況など

＊食品リサイクル
法における減量，
再生利用量，熱回
収の数値を示す。

全体

家庭
業者

利用者

食品関連事業者

一般家庭

元の食品
食材＋加工用食材

8,291万t

減量  197万t
再生利用量  1,482万t
熱回収  43万t

焼却・埋立など
1,120万t

食品由来の廃棄物等
2,842万t
うち可食部分

（いわゆる食品ロス）
の推定量　646万t

減量＊  197万t
再生利用量＊ 1,426万t
熱回収＊  43万t

焼却・埋立など
344万t

廃棄物＋有価物（大豆
ミール等）  2,010万t
うち可食部分

（規格外品，返品，
売れ残り，食べ残し）
の推定量  357万t

再生利用量
56万t

焼却・埋立など
776万t

廃棄物
832万t

うち可食部分
（食べ残し，過剰除去，

直接廃棄）
の推定量  289万t
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第5章　食生活をつくる　　6　これからの食生活食料自給率早見ソフト　日本の自給率は年々下がり，ついに危険域の40％まで落ち込んだ。自分の食事の自給率が分かるソフトで，自分の食事につ
いて自給率を算出してみよう。農林水産省ホームページ　http://www.maff.go.jp/j/zyukyu/zikyu_ritu/zikyu03.html

 食料自給率
我が国の食

しょく
料
りょう

自
じ

給
きゅう

率
りつ

は
❶

，1965年度の73％から2016年度には
38％まで減少しており，先進諸国の中で最も低い。食料自給率
低下の要因は，経済成長に伴って自給可能な米の消費量が年間 1
人112kgから約1/2に減少する一方で，肉類が9.2kgから約3.3倍，
油脂類が6.3kgから約2.3倍と増加したことなどが挙げられる。

また，安価な外国産の食料の輸入や輸入自由化の拡大により，
国内の農業生産量が減少している。今後，世界的な人口の増加，
アジア諸国などの経済発展による食料需要の増大，気候変動など
により，外国から食料を安定して確保できるかどうかは不透明で
あり，食料自給率の向上を図ることが重要な課題となっている。
農林水産省では，食料自給率の目標値を2025年度45%として生
産，消費の両面から取り組んでいる。消費者に対する取り組みと
しては，食育の推進，国産農水産物の消費拡大 ，地産地消の推
進，国産農水産物に対する消費者の信頼の確保などが挙げられて
いる。

 食品ロス
我が国は，食料自給率が低いにもかかわらず，年間約2,840万

トン（2015年推計）の「食品由来の廃棄物等」があり，そのうち，
食べられるのに廃棄されている食品を食

しょく
品
ひん

ロス
❷
という。日本の食

品ロスは，食品関連事業者の方が一般家庭よりやや多く，年間約
650万トンであり，世界全体の食料援助量の約 2 倍にあたる。現
在，食品ロスを削減するために，「食品ロス削減関係省庁等連絡
会議」（2012年 7 月）をはじめ，食品業界における消費期限，賞
味期限の科学的根拠に基づいた設定，納品期限や販売期間などの
商習慣の見直し，官民が連携した食品ロス削減の国民運動などが
展開されている。私たち消費者は，食品ロスを減らすために，消
費期限や賞味期限を理解して食品を購入する，冷蔵庫などでの在
庫管理とともに，調理方法や献立の工夫に取り組む必要がある。

食料生産と食料問題1

1

　2011年3月11日の東日本大震災による福島第一原子力発電
所の事故後，厚生労働省では，食品中の放射性物質の基準値を
設定し，検査を行い，基準値を超える場合には出荷を止めるな
どの対策をとっている。2012年4月から，食品衛生法に基づく
規格として，食品群ごとに放射性セシウムの上限が定められた。

　私たちは，厚生労働省のホームページ「食品中の放射性物質
への対応」や全国各地での意見交換会（リスクコミュニケー
ション）などで，放射線リスクに関する科学的根拠に基づく情
報を入手して冷静に判断し，適切な対処をしなければならない。

私たちの食生活は，経済の発展に伴って豊かで便利に
なったが，健康や安全に加え，食料自給率の向上や環境
負荷の低減など多くの課題がある。それらの課題解決の
ために，現在，国民の啓発活動としての食育が推進され
ている。広い視野で持続可能な食生活について考え，各
自の食生活を改善しよう。

学習のポイント

❶食料自給率　国内の食料消費が，国内の農業生産で賄
われている割合を示した数値。一般に，その食料に含まれ
るカロリーを基にした食料自給率が使われる。そのほか，
重量や生産額を基にした数値で示されることもある。
❷食品ロス　食品ロス率は次のように計算される。
（過剰除去重量＋直接廃棄重量＋食べ残し重量）÷食品使
用量×100（%）

 食の安全のための仕組み「リスク分析」
近年，BSE（牛

うし
海
かい

綿
めん

状
じょう

脳
のう

症
しょう

）
❶

の発生や輸入野菜の残留農薬，食
品中の放射性物質の問題など，食の安全をめぐる課題が生じてい
る。我が国では，2003年に食

しょく
品
ひん

安
あん

全
ぜん

基
き

本
ほん

法
ほう

が
❷

制定され，食の安
全のための仕組みとして，「リスク評価」「リスク管理」「リスク
コミュニケーション

❸
」で構成されるリスク分

ぶん
析
せき

が行われるように
なった。内閣府に設置された食品安全委員会が科学的な知見に基
づいて，中立公正なリスク評価（食品健康影響評価）を行い，そ
の結果に基づいて厚生労働省，農林水産省，消費者庁が規制など
の措置（リスク管理）を実施することになる。施策策定にあたっ
ては，事業者と消費者などの関係者相互の意見交換（リスクコ
ミュニケーション）が行われる。リスク分析が機能するためには，
消費者が食品のリスクについて適切な判断能力を身につけている
ことも重要で，消費者教育や食育の充実が期待されている。

 食品のトレーサビリティ
食品のトレーサビリティとは，国際的には，「生産，加工及び

流通の特定の 1 つ又は複数の段階を通じて，食品の移動を把握す
ること」と定義されている。

我が国では，牛
うし

トレーサビリティ法
ほう

において，牛の個体識別番
号を生産から流通，消費の各段階で正確に伝達することが義務付
けられ，米

こめ
トレーサビリティ法

ほう
において，米および米加工品の入

荷・出荷の記録の作成・保存が事業者に義務付けられている。

食の安全性の確保2

3

4

❶牛の脳の組織がスポンジ状に変化し，起立不能などの症
状を引き起こす中枢神経系の疾

しっ

病
ぺい

。原因は，十分に解明さ
れていないが，プリオンという通常の細胞たんぱくが異常
化したものが原因物質として有力視されている。1986年
にイギリスで発生し，我が国でも2001年9月に発生，
2014年8月までに36頭確認されている。
❷食品安全基本法　2003年5月制定。食品の安全性確保
のための基本理念や国・地方公共団体・食品関連事業者の
責務，消費者の役割などが明示された。
❸リスクコミュニケーション　事業者が食品の安全性に
関する情報を公開したり，消費者などの関係者が意見を表
明する機会を確保したりして意見交換をすること。厚生労
働省では，2003年7月以降，BSE対策，輸入食品の安全
確保対策，食品中の放射性物質に関する意見交換会を行っ
ている。

1  我が国の食料自給率

（農林水産省「食料需給表」）

4   食品のトレーサビリティ

（注）	食べ続けたときに，そ
の食品に含まれる放射性物
質から生涯に受ける影響が，
十分小さく安全なレベル（年
間1ミリシーベルト以下）に
なるように定められている。

食品群 基準値
（1kgあたり）

一般食品 100ベクレル
乳児用食品 50ベクレル
牛乳 50ベクレル
飲料水 10ベクレル

5   放射性セシウムの基準値

正式名称 趣旨

米ト
レ
ー
サ
ビ
リ
テ
ィ
法

「米穀等の取引等に係る情
報の記録及び産地情報の
伝達に関する法律」（2011
年7月完全施行）

食品としての安全性を欠くもの
の流通を防止するなどを実施の
基礎とし，米穀などの所在や流
通ルートを特定することなど。        

牛ト
レ
ー
サ
ビ
リ
テ
ィ
法

「牛の個体識別のための情
報の管理及び伝達に関す
る特別措置法」（2004年12
月完全施行）

BSEの蔓
まん
延
えん
を防止することを

目的に，疾
しっ
病
ぺい
発病時に患畜の

同居牛や疑似患畜の所在や移
動履歴を特定することなど。

3   食品安全委員会

リスク管理機関（厚生労働省・農林水産省・消費者庁など）

リスク管理機関

﹇
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﹈

評価結果の決定

リスク評価の要請

評価結果の通知

評価の流れ

評価要請案件の内容聴取 評価案件の決定

審議

審議結果の審議取りまとめ・評価書（案）の作成

国民からの意見・情報を踏まえた検討

国民からの意見・情報募集（原則30日間）

必要に応じて
意見交換会などを開催

国
内
お
よ
び
海
外
に
お
け
る
情
報
の
収
集
・
分
析

6 これからの食生活　持続可能な食生活を目指して
私
わたし

たち一人一人の食生活のありようが，我が国が持続可能な食の営みを確保できるかどうかと
大きく関

かか

わっている。持続可能性の視点で，食生活を見直してみよう。

2  食品廃棄物などの利用状況など

＊食品リサイクル
法における減量，
再生利用量，熱回
収の数値を示す。

全体

家庭
業者

利用者

食品関連事業者

一般家庭

元の食品
食材＋加工用食材

8,291万t

減量  197万t
再生利用量  1,482万t
熱回収  43万t

焼却・埋立など
1,120万t

食品由来の廃棄物等
2,842万t
うち可食部分

（いわゆる食品ロス）
の推定量　646万t

減量＊  197万t
再生利用量＊ 1,426万t
熱回収＊  43万t

焼却・埋立など
344万t

廃棄物＋有価物（大豆
ミール等）  2,010万t
うち可食部分

（規格外品，返品，
売れ残り，食べ残し）
の推定量  357万t

再生利用量
56万t

焼却・埋立など
776万t

廃棄物
832万t

うち可食部分
（食べ残し，過剰除去，

直接廃棄）
の推定量  289万t
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第5章　食生活をつくる　　6　これからの食生活食料自給率早見ソフト　日本の自給率は年々下がり，ついに危険域の40％まで落ち込んだ。自分の食事の自給率が分かるソフトで，自分の食事につ
いて自給率を算出してみよう。農林水産省ホームページ　http://www.maff.go.jp/j/zyukyu/zikyu_ritu/zikyu03.html

 食料自給率
我が国の食
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は
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，1965年度の73％から2016年度には
38％まで減少しており，先進諸国の中で最も低い。食料自給率
低下の要因は，経済成長に伴って自給可能な米の消費量が年間 1
人112kgから約1/2に減少する一方で，肉類が9.2kgから約3.3倍，
油脂類が6.3kgから約2.3倍と増加したことなどが挙げられる。

また，安価な外国産の食料の輸入や輸入自由化の拡大により，
国内の農業生産量が減少している。今後，世界的な人口の増加，
アジア諸国などの経済発展による食料需要の増大，気候変動など
により，外国から食料を安定して確保できるかどうかは不透明で
あり，食料自給率の向上を図ることが重要な課題となっている。
農林水産省では，食料自給率の目標値を2025年度45%として生
産，消費の両面から取り組んでいる。消費者に対する取り組みと
しては，食育の推進，国産農水産物の消費拡大 ，地産地消の推
進，国産農水産物に対する消費者の信頼の確保などが挙げられて
いる。

 食品ロス
我が国は，食料自給率が低いにもかかわらず，年間約2,840万

トン（2015年推計）の「食品由来の廃棄物等」があり，そのうち，
食べられるのに廃棄されている食品を食

しょく
品
ひん

ロス
❷
という。日本の食

品ロスは，食品関連事業者の方が一般家庭よりやや多く，年間約
650万トンであり，世界全体の食料援助量の約 2 倍にあたる。現
在，食品ロスを削減するために，「食品ロス削減関係省庁等連絡
会議」（2012年 7 月）をはじめ，食品業界における消費期限，賞
味期限の科学的根拠に基づいた設定，納品期限や販売期間などの
商習慣の見直し，官民が連携した食品ロス削減の国民運動などが
展開されている。私たち消費者は，食品ロスを減らすために，消
費期限や賞味期限を理解して食品を購入する，冷蔵庫などでの在
庫管理とともに，調理方法や献立の工夫に取り組む必要がある。

食料生産と食料問題1

1

　2011年3月11日の東日本大震災による福島第一原子力発電
所の事故後，厚生労働省では，食品中の放射性物質の基準値を
設定し，検査を行い，基準値を超える場合には出荷を止めるな
どの対策をとっている。2012年4月から，食品衛生法に基づく
規格として，食品群ごとに放射性セシウムの上限が定められた。

　私たちは，厚生労働省のホームページ「食品中の放射性物質
への対応」や全国各地での意見交換会（リスクコミュニケー
ション）などで，放射線リスクに関する科学的根拠に基づく情
報を入手して冷静に判断し，適切な対処をしなければならない。

私たちの食生活は，経済の発展に伴って豊かで便利に
なったが，健康や安全に加え，食料自給率の向上や環境
負荷の低減など多くの課題がある。それらの課題解決の
ために，現在，国民の啓発活動としての食育が推進され
ている。広い視野で持続可能な食生活について考え，各
自の食生活を改善しよう。

学習のポイント

❶食料自給率　国内の食料消費が，国内の農業生産で賄
われている割合を示した数値。一般に，その食料に含まれ
るカロリーを基にした食料自給率が使われる。そのほか，
重量や生産額を基にした数値で示されることもある。
❷食品ロス　食品ロス率は次のように計算される。
（過剰除去重量＋直接廃棄重量＋食べ残し重量）÷食品使
用量×100（%）

 食の安全のための仕組み「リスク分析」
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❶

の発生や輸入野菜の残留農薬，食
品中の放射性物質の問題など，食の安全をめぐる課題が生じてい
る。我が国では，2003年に食
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制定され，食の安
全のための仕組みとして，「リスク評価」「リスク管理」「リスク
コミュニケーション

❸
」で構成されるリスク分

ぶん
析
せき

が行われるように
なった。内閣府に設置された食品安全委員会が科学的な知見に基
づいて，中立公正なリスク評価（食品健康影響評価）を行い，そ
の結果に基づいて厚生労働省，農林水産省，消費者庁が規制など
の措置（リスク管理）を実施することになる。施策策定にあたっ
ては，事業者と消費者などの関係者相互の意見交換（リスクコ
ミュニケーション）が行われる。リスク分析が機能するためには，
消費者が食品のリスクについて適切な判断能力を身につけている
ことも重要で，消費者教育や食育の充実が期待されている。

 食品のトレーサビリティ
食品のトレーサビリティとは，国際的には，「生産，加工及び

流通の特定の 1 つ又は複数の段階を通じて，食品の移動を把握す
ること」と定義されている。

我が国では，牛
うし

トレーサビリティ法
ほう

において，牛の個体識別番
号を生産から流通，消費の各段階で正確に伝達することが義務付
けられ，米

こめ
トレーサビリティ法

ほう
において，米および米加工品の入

荷・出荷の記録の作成・保存が事業者に義務付けられている。

食の安全性の確保2

3

4

❶牛の脳の組織がスポンジ状に変化し，起立不能などの症
状を引き起こす中枢神経系の疾

しっ

病
ぺい

。原因は，十分に解明さ
れていないが，プリオンという通常の細胞たんぱくが異常
化したものが原因物質として有力視されている。1986年
にイギリスで発生し，我が国でも2001年9月に発生，
2014年8月までに36頭確認されている。
❷食品安全基本法　2003年5月制定。食品の安全性確保
のための基本理念や国・地方公共団体・食品関連事業者の
責務，消費者の役割などが明示された。
❸リスクコミュニケーション　事業者が食品の安全性に
関する情報を公開したり，消費者などの関係者が意見を表
明する機会を確保したりして意見交換をすること。厚生労
働省では，2003年7月以降，BSE対策，輸入食品の安全
確保対策，食品中の放射性物質に関する意見交換会を行っ
ている。

1  我が国の食料自給率

（農林水産省「食料需給表」）

4   食品のトレーサビリティ

（注）	食べ続けたときに，そ
の食品に含まれる放射性物
質から生涯に受ける影響が，
十分小さく安全なレベル（年
間1ミリシーベルト以下）に
なるように定められている。

食品群 基準値
（1kgあたり）

一般食品 100ベクレル
乳児用食品 50ベクレル
牛乳 50ベクレル
飲料水 10ベクレル

5   放射性セシウムの基準値

正式名称 趣旨

米ト
レ
ー
サ
ビ
リ
テ
ィ
法

「米穀等の取引等に係る情
報の記録及び産地情報の
伝達に関する法律」（2011
年7月完全施行）

食品としての安全性を欠くもの
の流通を防止するなどを実施の
基礎とし，米穀などの所在や流
通ルートを特定することなど。        

牛ト
レ
ー
サ
ビ
リ
テ
ィ
法

「牛の個体識別のための情
報の管理及び伝達に関す
る特別措置法」（2004年12
月完全施行）

BSEの蔓
まん
延
えん
を防止することを

目的に，疾
しっ
病
ぺい
発病時に患畜の

同居牛や疑似患畜の所在や移
動履歴を特定することなど。

3   食品安全委員会

リスク管理機関（厚生労働省・農林水産省・消費者庁など）

リスク管理機関

﹇
食
品
安
全
委
員
会
﹈

評価結果の決定

リスク評価の要請

評価結果の通知

評価の流れ

評価要請案件の内容聴取 評価案件の決定

審議

審議結果の審議取りまとめ・評価書（案）の作成

国民からの意見・情報を踏まえた検討

国民からの意見・情報募集（原則30日間）

必要に応じて
意見交換会などを開催

国
内
お
よ
び
海
外
に
お
け
る
情
報
の
収
集
・
分
析

6 これからの食生活　持続可能な食生活を目指して
私
わたし

たち一人一人の食生活のありようが，我が国が持続可能な食の営みを確保できるかどうかと
大きく関

かか

わっている。持続可能性の視点で，食生活を見直してみよう。

2  食品廃棄物などの利用状況など

＊食品リサイクル
法における減量，
再生利用量，熱回
収の数値を示す。

全体

家庭
業者

利用者

食品関連事業者

一般家庭

元の食品
食材＋加工用食材

8,291万t

減量  197万t
再生利用量  1,482万t
熱回収  43万t

焼却・埋立など
1,120万t

食品由来の廃棄物等
2,842万t
うち可食部分

（いわゆる食品ロス）
の推定量　646万t

減量＊  197万t
再生利用量＊ 1,426万t
熱回収＊  43万t

焼却・埋立など
344万t

廃棄物＋有価物（大豆
ミール等）  2,010万t
うち可食部分

（規格外品，返品，
売れ残り，食べ残し）
の推定量  357万t

再生利用量
56万t

焼却・埋立など
776万t

廃棄物
832万t

うち可食部分
（食べ残し，過剰除去，

直接廃棄）
の推定量  289万t

生産額ベース

カロリーベース

100

80

60

40

20

0

（%）

（年度）1965 ’75 ’80’70 ’85 ’90 ’95 ’05 ’10 ’162000

86

68

38

73

（農林水産省「食品ロスの現状（2015年度推計値）」より作成）
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第5章　食生活をつくる　　6　これからの食生活食料自給率早見ソフト　日本の自給率は年々下がり，ついに危険域の40％まで落ち込んだ。自分の食事の自給率が分かるソフトで，自分の食事につ
いて自給率を算出してみよう。農林水産省ホームページ　http://www.maff.go.jp/j/zyukyu/zikyu_ritu/zikyu03.html

 食料自給率
我が国の食

しょく
料
りょう

自
じ

給
きゅう

率
りつ

は
❶

，1965年度の73％から2017年度には
38％まで減少しており，先進諸国の中で最も低い。食料自給率
低下の要因は，経済成長に伴って自給可能な米の消費量が年間 1
人112kgから約1/2に減少する一方で，肉類が9.2kgから約3.6倍，
油脂類が6.3kgから約2.3倍と増加したことなどが挙げられる。

また，安価な外国産の食料の輸入や輸入自由化の拡大により，
国内の農業生産量が減少している。今後，世界的な人口の増加，
アジア諸国などの経済発展による食料需要の増大，気候変動など
により，外国から食料を安定して確保できるかどうかは不透明で
あり，食料自給率の向上を図ることが重要な課題となっている。
農林水産省では，食料自給率の目標値を2025年度45%として生
産，消費の両面から取り組んでいる。消費者に対する取り組みと
しては，食育の推進，国産農水産物の消費拡大 ，地産地消の推
進，国産農水産物に対する消費者の信頼の確保などが挙げられて
いる。

 食品ロス
我が国は，食料自給率が低いにもかかわらず，年間約2,760万

トン（2016年推計）の「食品由来の廃棄物等」があり，そのうち，
食べられるのに廃棄されている食品を食

しょく
品
ひん

ロス
❷
という。日本の食

品ロスは，食品関連事業者の方が一般家庭よりやや多く，年間約
640万トンであり，世界全体の食料援助量の約 2 倍にあたる。現
在，食品ロスを削減するために，「食品ロス削減関係省庁等連絡
会議」（2012年 7 月）をはじめ，食品業界における消費期限，賞
味期限の科学的根拠に基づいた設定，納品期限や販売期間などの
商習慣の見直し，官民が連携した食品ロス削減の国民運動などが
展開されている。私たち消費者は，食品ロスを減らすために，消
費期限や賞味期限を理解して食品を購入する，冷蔵庫などでの在
庫管理とともに，調理方法や献立の工夫に取り組む必要がある。

食料生産と食料問題1

1

　2011年3月11日の東日本大震災による福島第一原子力発電
所の事故後，厚生労働省では，食品中の放射性物質の基準値を
設定し，検査を行い，基準値を超える場合には出荷を止めるな
どの対策をとっている。2012年4月から，食品衛生法に基づく
規格として，食品群ごとに放射性セシウムの上限が定められた。

　私たちは，厚生労働省のホームページ「食品中の放射性物質
への対応」や全国各地での意見交換会（リスクコミュニケー
ション）などで，放射線リスクに関する科学的根拠に基づく情
報を入手して冷静に判断し，適切な対処をしなければならない。

私たちの食生活は，経済の発展に伴って豊かで便利に
なったが，健康や安全に加え，食料自給率の向上や環境
負荷の低減など多くの課題がある。それらの課題解決の
ために，現在，国民の啓発活動としての食育が推進され
ている。広い視野で持続可能な食生活について考え，各
自の食生活を改善しよう。

学習のポイント

❶食料自給率　国内の食料消費が，国内の農業生産で賄
われている割合を示した数値。一般に，その食料に含まれ
るカロリーを基にした食料自給率が使われる。そのほか，
重量や生産額を基にした数値で示されることもある。
❷食品ロス　食品ロス率は次のように計算される。
（過剰除去重量＋直接廃棄重量＋食べ残し重量）÷食品使
用量×100（%）

 食の安全のための仕組み「リスク分析」
近年，BSE（牛

うし
海
かい

綿
めん

状
じょう

脳
のう

症
しょう

）
❶

の発生や輸入野菜の残留農薬，食
品中の放射性物質の問題など，食の安全をめぐる課題が生じてい
る。我が国では，2003年に食

しょく
品
ひん

安
あん

全
ぜん

基
き

本
ほん

法
ほう

が
❷

制定され，食の安
全のための仕組みとして，「リスク評価」「リスク管理」「リスク
コミュニケーション

❸
」で構成されるリスク分

ぶん
析
せき

が行われるように
なった。内閣府に設置された食品安全委員会が科学的な知見に基
づいて，中立公正なリスク評価（食品健康影響評価）を行い，そ
の結果に基づいて厚生労働省，農林水産省，消費者庁が規制など
の措置（リスク管理）を実施することになる。施策策定にあたっ
ては，事業者と消費者などの関係者相互の意見交換（リスクコ
ミュニケーション）が行われる。リスク分析が機能するためには，
消費者が食品のリスクについて適切な判断能力を身につけている
ことも重要で，消費者教育や食育の充実が期待されている。

 食品のトレーサビリティ
食品のトレーサビリティとは，国際的には，「生産，加工及び

流通の特定の 1 つ又は複数の段階を通じて，食品の移動を把握す
ること」と定義されている。

我が国では，牛
うし

トレーサビリティ法
ほう

において，牛の個体識別番
号を生産から流通，消費の各段階で正確に伝達することが義務付
けられ，米

こめ
トレーサビリティ法

ほう
において，米および米加工品の入

荷・出荷の記録の作成・保存が事業者に義務付けられている。

食の安全性の確保2

3

4

❶牛の脳の組織がスポンジ状に変化し，起立不能などの症
状を引き起こす中枢神経系の疾

しっ

病
ぺい

。原因は，十分に解明さ
れていないが，プリオンという通常の細胞たんぱくが異常
化したものが原因物質として有力視されている。1986年
にイギリスで発生し，我が国でも2001年9月に発生，
2014年8月までに36頭確認されている。
❷食品安全基本法　2003年5月制定。食品の安全性確保
のための基本理念や国・地方公共団体・食品関連事業者の
責務，消費者の役割などが明示された。
❸リスクコミュニケーション　事業者が食品の安全性に
関する情報を公開したり，消費者などの関係者が意見を表
明する機会を確保したりして意見交換をすること。厚生労
働省では，2003年7月以降，BSE対策，輸入食品の安全
確保対策，食品中の放射性物質に関する意見交換会を行っ
ている。

4   食品のトレーサビリティ

（注）	食べ続けたときに，そ
の食品に含まれる放射性物
質から生涯に受ける影響が，
十分小さく安全なレベル（年
間1ミリシーベルト以下）に
なるように定められている。

食品群 基準値
（1kgあたり）

一般食品 100ベクレル
乳児用食品 50ベクレル
牛乳 50ベクレル
飲料水 10ベクレル

5   放射性セシウムの基準値

正式名称 趣旨

米ト
レ
ー
サ
ビ
リ
テ
ィ
法

「米穀等の取引等に係る情
報の記録及び産地情報の
伝達に関する法律」（2011
年7月完全施行）

食品としての安全性を欠くもの
の流通を防止するなどを実施の
基礎とし，米穀などの所在や流
通ルートを特定することなど。        

牛ト
レ
ー
サ
ビ
リ
テ
ィ
法

「牛の個体識別のための情
報の管理及び伝達に関す
る特別措置法」（2004年12
月完全施行）

BSEの蔓
まん
延
えん
を防止することを

目的に，疾
しっ
病
ぺい
発病時に患畜の

同居牛や疑似患畜の所在や移
動履歴を特定することなど。

3   食品安全委員会

リスク管理機関（厚生労働省・農林水産省・消費者庁など）

リスク管理機関

﹇
食
品
安
全
委
員
会
﹈

評価結果の決定

リスク評価の要請

評価結果の通知

評価の流れ

評価要請案件の内容聴取 評価案件の決定

審議

審議結果の審議取りまとめ・評価書（案）の作成

国民からの意見・情報を踏まえた検討

国民からの意見・情報募集（原則30日間）

必要に応じて
意見交換会などを開催

国
内
お
よ
び
海
外
に
お
け
る
情
報
の
収
集
・
分
析

6 これからの食生活　持続可能な食生活を目指して
私
わたし

たち一人一人の食生活のありようが，我が国が持続可能な食の営みを確保できるかどうかと
大きく関

かか

わっている。持続可能性の視点で，食生活を見直してみよう。

1  我が国の食料自給率

（農林水産省「食料需給表」）

生産額ベース

カロリーベース
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2  食品廃棄物などの利用状況など

全体

家庭
業者

利用者

食品関連事業者

一般家庭

元の食品
食材＋加工用食材

8,088万t

減量  175万t
再生利用量  1,454万t
熱回収  54万t

焼却・埋立など
1,076万t

食品由来の廃棄物等
2,759万t
うち可食部分

（いわゆる食品ロス）
の推定量　643万t

減量＊  175万t
再生利用量＊ 1,398万t
熱回収＊  54万t

焼却・埋立など
343万t

廃棄物＋有価物（大豆
ミール等）  1,970万t
うち可食部分

（規格外品，返品，
売れ残り，食べ残し）
の推定量  352万t

再生利用量
56万t

焼却・埋立など
733万t

廃棄物
789万t

うち可食部分
（食べ残し，過剰除去，

直接廃棄）
の推定量  291万t

（農林水産省「食品ロスの現状（2016年度推計値）」より作成）

＊食品リサイクル
法における減量，
再生利用量，熱回
収の数値を示す。
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第5章　食生活をつくる　　6　これからの食生活食料自給率早見ソフト　日本の自給率は年々下がり，ついに危険域の40％以下まで落ち込んだ。自分の食事の自給率が分かるソフトで，自分の食事
について自給率を算出してみよう。農林水産省ホームページ　http://www.maff.go.jp/j/zyukyu/zikyu_ritu/zikyu03.html

 食料自給率
我が国の食

しょく
料
りょう

自
じ

給
きゅう

率
りつ

は
❶

，1965年度の73％から2017年度には
38％まで減少しており，先進諸国の中で最も低い。食料自給率
低下の要因は，経済成長に伴って自給可能な米の消費量が年間 1
人112kgから約1/2に減少する一方で，肉類が9.2kgから約3.6倍，
油脂類が6.3kgから約2.3倍と増加したことなどが挙げられる。

また，安価な外国産の食料の輸入や輸入自由化の拡大により，
国内の農業生産量が減少している。今後，世界的な人口の増加，
アジア諸国などの経済発展による食料需要の増大，気候変動など
により，外国から食料を安定して確保できるかどうかは不透明で
あり，食料自給率の向上を図ることが重要な課題となっている。
農林水産省では，食料自給率の目標値を2025年度45%として生
産，消費の両面から取り組んでいる。消費者に対する取り組みと
しては，食育の推進，国産農水産物の消費拡大 ，地産地消の推
進，国産農水産物に対する消費者の信頼の確保などが挙げられて
いる。

 食品ロス
我が国は，食料自給率が低いにもかかわらず，年間約2,760万

トン（2016年推計）の「食品由来の廃棄物等」があり，そのうち，
食べられるのに廃棄されている食品を食

しょく
品
ひん

ロス
❷
という。日本の食

品ロスは，食品関連事業者の方が一般家庭よりやや多く，年間約
640万トンであり，世界全体の食料援助量の約 2 倍にあたる。現
在，食品ロスを削減するために，「食品ロス削減関係省庁等連絡
会議」（2012年 7 月）をはじめ，食品業界における消費期限，賞
味期限の科学的根拠に基づいた設定，納品期限や販売期間などの
商習慣の見直し，官民が連携した食品ロス削減の国民運動などが
展開されている。私たち消費者は，食品ロスを減らすために，消
費期限や賞味期限を理解して食品を購入する，冷蔵庫などでの在
庫管理とともに，調理方法や献立の工夫に取り組む必要がある。

食料生産と食料問題1

1

　2011年3月11日の東日本大震災による福島第一原子力発電
所の事故後，厚生労働省では，食品中の放射性物質の基準値を
設定し，検査を行い，基準値を超える場合には出荷を止めるな
どの対策をとっている。2012年4月から，食品衛生法に基づく
規格として，食品群ごとに放射性セシウムの上限が定められた。

　私たちは，厚生労働省のホームページ「食品中の放射性物質
への対応」や全国各地での意見交換会（リスクコミュニケー
ション）などで，放射線リスクに関する科学的根拠に基づく情
報を入手して冷静に判断し，適切な対処をしなければならない。

私たちの食生活は，経済の発展に伴って豊かで便利に
なったが，健康や安全に加え，食料自給率の向上や環境
負荷の低減など多くの課題がある。それらの課題解決の
ために，現在，国民の啓発活動としての食育が推進され
ている。広い視野で持続可能な食生活について考え，各
自の食生活を改善しよう。

学習のポイント

❶食料自給率　国内の食料消費が，国内の農業生産で賄
われている割合を示した数値。一般に，その食料に含まれ
るカロリーを基にした食料自給率が使われる。そのほか，
重量や生産額を基にした数値で示されることもある。
❷食品ロス　食品ロス率は次のように計算される。
（過剰除去重量＋直接廃棄重量＋食べ残し重量）÷食品使
用量×100（%）

 食の安全のための仕組み「リスク分析」
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の発生や輸入野菜の残留農薬，食
品中の放射性物質の問題など，食の安全をめぐる課題が生じてい
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制定され，食の安
全のための仕組みとして，「リスク評価」「リスク管理」「リスク
コミュニケーション
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」で構成されるリスク分

ぶん
析
せき

が行われるように
なった。内閣府に設置された食品安全委員会が科学的な知見に基
づいて，中立公正なリスク評価（食品健康影響評価）を行い，そ
の結果に基づいて厚生労働省，農林水産省，消費者庁が規制など
の措置（リスク管理）を実施することになる。施策策定にあたっ
ては，事業者と消費者などの関係者相互の意見交換（リスクコ
ミュニケーション）が行われる。リスク分析が機能するためには，
消費者が食品のリスクについて適切な判断能力を身につけている
ことも重要で，消費者教育や食育の充実が期待されている。

 食品のトレーサビリティ
食品のトレーサビリティとは，国際的には，「生産，加工及び

流通の特定の 1 つ又は複数の段階を通じて，食品の移動を把握す
ること」と定義されている。

我が国では，牛
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において，牛の個体識別番
号を生産から流通，消費の各段階で正確に伝達することが義務付
けられ，米
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ほう
において，米および米加工品の入

荷・出荷の記録の作成・保存が事業者に義務付けられている。

食の安全性の確保2
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❶牛の脳の組織がスポンジ状に変化し，起立不能などの症
状を引き起こす中枢神経系の疾
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病
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。原因は，十分に解明さ
れていないが，プリオンという通常の細胞たんぱくが異常
化したものが原因物質として有力視されている。1986年
にイギリスで発生し，我が国でも2001年9月に発生，
2014年8月までに36頭確認されている。
❷食品安全基本法　2003年5月制定。食品の安全性確保
のための基本理念や国・地方公共団体・食品関連事業者の
責務，消費者の役割などが明示された。
❸リスクコミュニケーション　事業者が食品の安全性に
関する情報を公開したり，消費者などの関係者が意見を表
明する機会を確保したりして意見交換をすること。厚生労
働省では，2003年7月以降，BSE対策，輸入食品の安全
確保対策，食品中の放射性物質に関する意見交換会を行っ
ている。

4   食品のトレーサビリティ

（注）	食べ続けたときに，そ
の食品に含まれる放射性物
質から生涯に受ける影響が，
十分小さく安全なレベル（年
間1ミリシーベルト以下）に
なるように定められている。
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乳児用食品 50ベクレル
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5   放射性セシウムの基準値

正式名称 趣旨

米ト
レ
ー
サ
ビ
リ
テ
ィ
法

「米穀等の取引等に係る情
報の記録及び産地情報の
伝達に関する法律」（2011
年7月完全施行）

食品としての安全性を欠くもの
の流通を防止するなどを実施の
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動履歴を特定することなど。
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評価結果の通知

評価の流れ

評価要請案件の内容聴取 評価案件の決定

審議

審議結果の審議取りまとめ・評価書（案）の作成

国民からの意見・情報を踏まえた検討

国民からの意見・情報募集（原則30日間）
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6 これからの食生活　持続可能な食生活を目指して
私
わたし

たち一人一人の食生活のありようが，我が国が持続可能な食の営みを確保できるかどうかと
大きく関

かか

わっている。持続可能性の視点で，食生活を見直してみよう。

1  我が国の食料自給率

（農林水産省「食料需給表」）
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2  食品廃棄物などの利用状況など

全体

家庭
業者

利用者

食品関連事業者

一般家庭

元の食品
食材＋加工用食材

8,088万t

減量  175万t
再生利用量  1,454万t
熱回収  54万t

焼却・埋立など
1,076万t

食品由来の廃棄物等
2,759万t
うち可食部分

（いわゆる食品ロス）
の推定量　643万t

減量＊  175万t
再生利用量＊ 1,398万t
熱回収＊  54万t

焼却・埋立など
343万t

廃棄物＋有価物（大豆
ミール等）  1,970万t
うち可食部分

（規格外品，返品，
売れ残り，食べ残し）
の推定量  352万t

再生利用量
56万t

焼却・埋立など
733万t

廃棄物
789万t

うち可食部分
（食べ残し，過剰除去，

直接廃棄）
の推定量  291万t

（農林水産省「食品ロスの現状（2016年度推計値）」より作成）

＊食品リサイクル
法における減量，
再生利用量，熱回
収の数値を示す。
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第5章　食生活をつくる　　6　これからの食生活食料自給率早見ソフト　日本の自給率は年々下がり，ついに危険域の40％以下まで落ち込んだ。自分の食事の自給率が分かるソフトで，自分の食事
について自給率を算出してみよう。農林水産省ホームページ　http://www.maff.go.jp/j/zyukyu/zikyu_ritu/zikyu03.html
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低下の要因は，経済成長に伴って自給可能な米の消費量が年間 1
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油脂類が6.3kgから約2.3倍と増加したことなどが挙げられる。

また，安価な外国産の食料の輸入や輸入自由化の拡大により，
国内の農業生産量が減少している。今後，世界的な人口の増加，
アジア諸国などの経済発展による食料需要の増大，気候変動など
により，外国から食料を安定して確保できるかどうかは不透明で
あり，食料自給率の向上を図ることが重要な課題となっている。
農林水産省では，食料自給率の目標値を2025年度45%として生
産，消費の両面から取り組んでいる。消費者に対する取り組みと
しては，食育の推進，国産農水産物の消費拡大 ，地産地消の推
進，国産農水産物に対する消費者の信頼の確保などが挙げられて
いる。

 食品ロス
我が国は，食料自給率が低いにもかかわらず，年間約2,760万

トン（2016年推計）の「食品由来の廃棄物等」があり，そのうち，
食べられるのに廃棄されている食品を食

しょく
品
ひん

ロス
❷
という。日本の食

品ロスは，食品関連事業者の方が一般家庭よりやや多く，年間約
640万トンであり，世界全体の食料援助量の約 2 倍にあたる。現
在，食品ロスを削減するために，「食品ロス削減関係省庁等連絡
会議」（2012年 7 月）をはじめ，食品業界における消費期限，賞
味期限の科学的根拠に基づいた設定，納品期限や販売期間などの
商習慣の見直し，官民が連携した食品ロス削減の国民運動などが
展開されている。私たち消費者は，食品ロスを減らすために，消
費期限や賞味期限を理解して食品を購入する，冷蔵庫などでの在
庫管理とともに，調理方法や献立の工夫に取り組む必要がある。

食料生産と食料問題1
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　2011年3月11日の東日本大震災による福島第一原子力発電
所の事故後，厚生労働省では，食品中の放射性物質の基準値を
設定し，検査を行い，基準値を超える場合には出荷を止めるな
どの対策をとっている。2012年4月から，食品衛生法に基づく
規格として，食品群ごとに放射性セシウムの上限が定められた。

　私たちは，厚生労働省のホームページ「食品中の放射性物質
への対応」や全国各地での意見交換会（リスクコミュニケー
ション）などで，放射線リスクに関する科学的根拠に基づく情
報を入手して冷静に判断し，適切な対処をしなければならない。

私たちの食生活は，経済の発展に伴って豊かで便利に
なったが，健康や安全に加え，食料自給率の向上や環境
負荷の低減など多くの課題がある。それらの課題解決の
ために，現在，国民の啓発活動としての食育が推進され
ている。広い視野で持続可能な食生活について考え，各
自の食生活を改善しよう。

学習のポイント

❶食料自給率　国内の食料消費が，国内の農業生産で賄
われている割合を示した数値。一般に，その食料に含まれ
るカロリーを基にした食料自給率が使われる。そのほか，
重量や生産額を基にした数値で示されることもある。
❷食品ロス　食品ロス率は次のように計算される。
（過剰除去重量＋直接廃棄重量＋食べ残し重量）÷食品使
用量×100（%）
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づいて，中立公正なリスク評価（食品健康影響評価）を行い，そ
の結果に基づいて厚生労働省，農林水産省，消費者庁が規制など
の措置（リスク管理）を実施することになる。施策策定にあたっ
ては，事業者と消費者などの関係者相互の意見交換（リスクコ
ミュニケーション）が行われる。リスク分析が機能するためには，
消費者が食品のリスクについて適切な判断能力を身につけている
ことも重要で，消費者教育や食育の充実が期待されている。

 食品のトレーサビリティ
食品のトレーサビリティとは，国際的には，「生産，加工及び

流通の特定の 1 つ又は複数の段階を通じて，食品の移動を把握す
ること」と定義されている。

我が国では，牛
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において，牛の個体識別番
号を生産から流通，消費の各段階で正確に伝達することが義務付
けられ，米
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において，米および米加工品の入

荷・出荷の記録の作成・保存が事業者に義務付けられている。
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❶牛の脳の組織がスポンジ状に変化し，起立不能などの症
状を引き起こす中枢神経系の疾

しっ
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。原因は，十分に解明さ
れていないが，プリオンという通常の細胞たんぱくが異常
化したものが原因物質として有力視されている。1986年
にイギリスで発生し，我が国でも2001年9月に発生，
2014年8月までに36頭確認されている。
❷食品安全基本法　2003年5月制定。食品の安全性確保
のための基本理念や国・地方公共団体・食品関連事業者の
責務，消費者の役割などが明示された。
❸リスクコミュニケーション　事業者が食品の安全性に
関する情報を公開したり，消費者などの関係者が意見を表
明する機会を確保したりして意見交換をすること。厚生労
働省では，2003年7月以降，BSE対策，輸入食品の安全
確保対策，食品中の放射性物質に関する意見交換会を行っ
ている。

4   食品のトレーサビリティ

（注）	食べ続けたときに，そ
の食品に含まれる放射性物
質から生涯に受ける影響が，
十分小さく安全なレベル（年
間1ミリシーベルト以下）に
なるように定められている。

食品群 基準値
（1kgあたり）

一般食品 100ベクレル
乳児用食品 50ベクレル
牛乳 50ベクレル
飲料水 10ベクレル
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6 これからの食生活　持続可能な食生活を目指して
私
わたし

たち一人一人の食生活のありようが，我が国が持続可能な食の営みを確保できるかどうかと
大きく関

かか

わっている。持続可能性の視点で，食生活を見直してみよう。

1  我が国の食料自給率
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66
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2  食品廃棄物などの利用状況など

全体

家庭
業者

利用者

食品関連事業者

一般家庭

元の食品
食材＋加工用食材

8,088万t

減量  175万t
再生利用量  1,454万t
熱回収  54万t

焼却・埋立など
1,076万t

食品由来の廃棄物等
2,759万t
うち可食部分

（いわゆる食品ロス）
の推定量　643万t

減量＊  175万t
再生利用量＊ 1,398万t
熱回収＊  54万t

焼却・埋立など
343万t

廃棄物＋有価物（大豆
ミール等）  1,970万t
うち可食部分

（規格外品，返品，
売れ残り，食べ残し）
の推定量  352万t

再生利用量
56万t

焼却・埋立など
733万t

廃棄物
789万t

うち可食部分
（食べ残し，過剰除去，

直接廃棄）
の推定量  291万t

（農林水産省「食品ロスの現状（2016年度推計値）」より作成）

＊食品リサイクル
法における減量，
再生利用量，熱回
収の数値を示す。
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第5章　食生活をつくる　　6　これからの食生活食料自給率早見ソフト　日本の自給率は年々下がり，ついに危険域の40％以下まで落ち込んだ。自分の食事の自給率が分かるソフトで，自分の食事
について自給率を算出してみよう。農林水産省ホームページ　http://www.maff.go.jp/j/zyukyu/zikyu_ritu/zikyu03.html
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訂正箇所 原　　　文 訂　　　正　　　文ページ 行

 食料自給率
我が国の食

しょく
料
りょう

自
じ

給
きゅう

率
りつ

は
❶

，1965年度の73％から2016年度には
38％まで減少しており，先進諸国の中で最も低い。食料自給率
低下の要因は，経済成長に伴って自給可能な米の消費量が年間 1
人112kgから約1/2に減少する一方で，肉類が9.2kgから約3.3倍，
油脂類が6.3kgから約2.3倍と増加したことなどが挙げられる。

また，安価な外国産の食料の輸入や輸入自由化の拡大により，
国内の農業生産量が減少している。今後，世界的な人口の増加，
アジア諸国などの経済発展による食料需要の増大，気候変動など
により，外国から食料を安定して確保できるかどうかは不透明で
あり，食料自給率の向上を図ることが重要な課題となっている。
農林水産省では，食料自給率の目標値を2025年度45%として生
産，消費の両面から取り組んでいる。消費者に対する取り組みと
しては，食育の推進，国産農水産物の消費拡大 ，地産地消の推
進，国産農水産物に対する消費者の信頼の確保などが挙げられて
いる。

 食品ロス
我が国は，食料自給率が低いにもかかわらず，年間約2,840万

トン（2015年推計）の「食品由来の廃棄物等」があり，そのうち，
食べられるのに廃棄されている食品を食

しょく
品
ひん

ロス
❷
という。日本の食

品ロスは，食品関連事業者の方が一般家庭よりやや多く，年間約
650万トンであり，世界全体の食料援助量の約 2 倍にあたる。現
在，食品ロスを削減するために，「食品ロス削減関係省庁等連絡
会議」（2012年 7 月）をはじめ，食品業界における消費期限，賞
味期限の科学的根拠に基づいた設定，納品期限や販売期間などの
商習慣の見直し，官民が連携した食品ロス削減の国民運動などが
展開されている。私たち消費者は，食品ロスを減らすために，消
費期限や賞味期限を理解して食品を購入する，冷蔵庫などでの在
庫管理とともに，調理方法や献立の工夫に取り組む必要がある。

食料生産と食料問題1

1

　2011年3月11日の東日本大震災による福島第一原子力発電
所の事故後，厚生労働省では，食品中の放射性物質の基準値を
設定し，検査を行い，基準値を超える場合には出荷を止めるな
どの対策をとっている。2012年4月から，食品衛生法に基づく
規格として，食品群ごとに放射性セシウムの上限が定められた。

　私たちは，厚生労働省のホームページ「食品中の放射性物質
への対応」や全国各地での意見交換会（リスクコミュニケー
ション）などで，放射線リスクに関する科学的根拠に基づく情
報を入手して冷静に判断し，適切な対処をしなければならない。

私たちの食生活は，経済の発展に伴って豊かで便利に
なったが，健康や安全に加え，食料自給率の向上や環境
負荷の低減など多くの課題がある。それらの課題解決の
ために，現在，国民の啓発活動としての食育が推進され
ている。広い視野で持続可能な食生活について考え，各
自の食生活を改善しよう。

学習のポイント

❶食料自給率　国内の食料消費が，国内の農業生産で賄
われている割合を示した数値。一般に，その食料に含まれ
るカロリーを基にした食料自給率が使われる。そのほか，
重量や生産額を基にした数値で示されることもある。
❷食品ロス　食品ロス率は次のように計算される。
（過剰除去重量＋直接廃棄重量＋食べ残し重量）÷食品使
用量×100（%）

 食の安全のための仕組み「リスク分析」
近年，BSE（牛

うし
海
かい

綿
めん

状
じょう

脳
のう

症
しょう

）
❶

の発生や輸入野菜の残留農薬，食
品中の放射性物質の問題など，食の安全をめぐる課題が生じてい
る。我が国では，2003年に食

しょく
品
ひん

安
あん

全
ぜん

基
き

本
ほん

法
ほう

が
❷

制定され，食の安
全のための仕組みとして，「リスク評価」「リスク管理」「リスク
コミュニケーション

❸
」で構成されるリスク分

ぶん
析
せき

が行われるように
なった。内閣府に設置された食品安全委員会が科学的な知見に基
づいて，中立公正なリスク評価（食品健康影響評価）を行い，そ
の結果に基づいて厚生労働省，農林水産省，消費者庁が規制など
の措置（リスク管理）を実施することになる。施策策定にあたっ
ては，事業者と消費者などの関係者相互の意見交換（リスクコ
ミュニケーション）が行われる。リスク分析が機能するためには，
消費者が食品のリスクについて適切な判断能力を身につけている
ことも重要で，消費者教育や食育の充実が期待されている。

 食品のトレーサビリティ
食品のトレーサビリティとは，国際的には，「生産，加工及び

流通の特定の 1 つ又は複数の段階を通じて，食品の移動を把握す
ること」と定義されている。

我が国では，牛
うし

トレーサビリティ法
ほう

において，牛の個体識別番
号を生産から流通，消費の各段階で正確に伝達することが義務付
けられ，米

こめ
トレーサビリティ法

ほう
において，米および米加工品の入

荷・出荷の記録の作成・保存が事業者に義務付けられている。

食の安全性の確保2

3

4

❶牛の脳の組織がスポンジ状に変化し，起立不能などの症
状を引き起こす中枢神経系の疾

しっ

病
ぺい

。原因は，十分に解明さ
れていないが，プリオンという通常の細胞たんぱくが異常
化したものが原因物質として有力視されている。1986年
にイギリスで発生し，我が国でも2001年9月に発生，
2014年8月までに36頭確認されている。
❷食品安全基本法　2003年5月制定。食品の安全性確保
のための基本理念や国・地方公共団体・食品関連事業者の
責務，消費者の役割などが明示された。
❸リスクコミュニケーション　事業者が食品の安全性に
関する情報を公開したり，消費者などの関係者が意見を表
明する機会を確保したりして意見交換をすること。厚生労
働省では，2003年7月以降，BSE対策，輸入食品の安全
確保対策，食品中の放射性物質に関する意見交換会を行っ
ている。

1  我が国の食料自給率

（農林水産省「食料需給表」）

4   食品のトレーサビリティ

（注）	食べ続けたときに，そ
の食品に含まれる放射性物
質から生涯に受ける影響が，
十分小さく安全なレベル（年
間1ミリシーベルト以下）に
なるように定められている。

食品群 基準値
（1kgあたり）

一般食品 100ベクレル
乳児用食品 50ベクレル
牛乳 50ベクレル
飲料水 10ベクレル

5   放射性セシウムの基準値

正式名称 趣旨

米ト
レ
ー
サ
ビ
リ
テ
ィ
法

「米穀等の取引等に係る情
報の記録及び産地情報の
伝達に関する法律」（2011
年7月完全施行）

食品としての安全性を欠くもの
の流通を防止するなどを実施の
基礎とし，米穀などの所在や流
通ルートを特定することなど。        

牛ト
レ
ー
サ
ビ
リ
テ
ィ
法

「牛の個体識別のための情
報の管理及び伝達に関す
る特別措置法」（2004年12
月完全施行）

BSEの蔓
まん
延
えん
を防止することを

目的に，疾
しっ
病
ぺい
発病時に患畜の

同居牛や疑似患畜の所在や移
動履歴を特定することなど。

3   食品安全委員会

リスク管理機関（厚生労働省・農林水産省・消費者庁など）

リスク管理機関

﹇
食
品
安
全
委
員
会
﹈

評価結果の決定

リスク評価の要請

評価結果の通知

評価の流れ

評価要請案件の内容聴取 評価案件の決定

審議

審議結果の審議取りまとめ・評価書（案）の作成

国民からの意見・情報を踏まえた検討

国民からの意見・情報募集（原則30日間）

必要に応じて
意見交換会などを開催

国
内
お
よ
び
海
外
に
お
け
る
情
報
の
収
集
・
分
析

6 これからの食生活　持続可能な食生活を目指して
私
わたし

たち一人一人の食生活のありようが，我が国が持続可能な食の営みを確保できるかどうかと
大きく関

かか

わっている。持続可能性の視点で，食生活を見直してみよう。

2  食品廃棄物などの利用状況など

＊食品リサイクル
法における減量，
再生利用量，熱回
収の数値を示す。

全体

家庭
業者

利用者

食品関連事業者

一般家庭

元の食品
食材＋加工用食材

8,291万t

減量  197万t
再生利用量  1,482万t
熱回収  43万t

焼却・埋立など
1,120万t

食品由来の廃棄物等
2,842万t
うち可食部分

（いわゆる食品ロス）
の推定量　646万t

減量＊  197万t
再生利用量＊ 1,426万t
熱回収＊  43万t

焼却・埋立など
344万t

廃棄物＋有価物（大豆
ミール等）  2,010万t
うち可食部分

（規格外品，返品，
売れ残り，食べ残し）
の推定量  357万t

再生利用量
56万t

焼却・埋立など
776万t

廃棄物
832万t

うち可食部分
（食べ残し，過剰除去，

直接廃棄）
の推定量  289万t

生産額ベース

カロリーベース
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（農林水産省「食品ロスの現状（2015年度推計値）」より作成）
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第5章　食生活をつくる　　6　これからの食生活食料自給率早見ソフト　日本の自給率は年々下がり，ついに危険域の40％まで落ち込んだ。自分の食事の自給率が分かるソフトで，自分の食事につ
いて自給率を算出してみよう。農林水産省ホームページ　http://www.maff.go.jp/j/zyukyu/zikyu_ritu/zikyu03.html

 地産地消
地産地消とは，地元で生産された食料を，その地域で消費する

ことをいう。生産地と消費地が近いことにより，輸送のためのエ
ネルギーやコストを削減し，地域の農業や水産業の活性化ととも
に，直売所などによる生産者の顔の見える食料が確保できるなど
の利点も大きい。学校給食では，地場産物の利用が推進されてお
り，食べ残しが減るなどの効果がある。

 フード・マイレージ
フード・マイレージ

❶
とは，食料の生産地から消費地までの距離

に着目し，輸送に伴うエネルギーをできるだけ減らすことで，環
境への負荷を軽減しようとする考えである。「相手国別の食料輸
入量」に「輸送距離」を乗じた数値であるフード・マイレージ
（t・km）で表される。我が国は，長距離輸送を経た大量の輸入食
料に依存しているので，フード・マイレージが高い。人口1人あ
たりのフード・マイレージは，イギリスの約2倍，ドイツ，フラ
ンスの3〜4倍，アメリカの約7倍となっている。

 ライフサイクルアセスメント（LCA）
ライフサイクルアセスメント（LCA

❷
）とは，原料生産から廃棄

までの全
すべ
ての段階での環境への影響を科学的，定量的，客観的に

評価することで，環境負荷の低減を図ろうとする考えである。各
段階でのCO2排出量を測定し，大きな割合を占めている原料生
産について協働契約栽培やエコ栽培など，環境負荷の低減を図る
取り組みを進めている企業もある。

 カーボンフットプリント（CFP）
カーボンフットプリント（CFP

❸
）とは商品の原料調達から廃

棄・リサイクルまでに排出される温室効果ガスをCO2相当量に換
算して表示する仕組みであり，CO2排出量削減を推進することを
目的としている。経済産業省が他３省庁と連携して，2009年度
〜2011年度に，試行事業を実施し，2012年度から民間事業へ移
行している。2016年10月現在，食品関連の「CFP宣言認定製
品」は全体の17%（約100製品）と少なく，算出にかかる手間と
経費に対して効果の低さが課題となっている。

環境負荷の少ない食生活3

1

p.146, 186

2

p.186

 持続可能な食生活とは
食生活は，食料の生産・加工，輸送・流通，選択・購入，管理，
調理，食事，かたづけ，廃棄のサイクルで営まれている。近年，
食品産業の進展や食の外部化により，私

わたし
たちは，食料生産に関

かか
わ

ることが少なくなり，「食べ物」は金銭で購入する物としての感
覚のみになりがちである。私たちは，生産から廃棄に至る一連の
サイクルについて理解を深め，持続可能な食生活を営むように心
がけたい。

 食育の推進　
2005年には食

しょく
育
いく

基
き

本
ほん

法
ほう
が
❶
制定・施行され，それまでの食生活

指針
❷
や健康づくり運動

❸
に加えて，学校教育はもとより，地域や食

品関連業者を含めた国民全体の啓発活動とする食育のさまざまな
取り組みが進められるようになった。学校においては，栄養教諭
の配置や教育ファームなどとともに，食育の全体計画に基づく給
食の時間，各教科，特別活動，総合的な学習の時間などにおける
指導の充実が図られている。2016年3月には，過去の食育に関
する取り組みの成果と課題を踏まえた第

だい
3 次

じ
食
しょく

育
いく

推
すい

進
しん

基
き

本
ほん

計
けい

画
かく
が

決定され，2020年度までの5年間に取り組むべき重点課題が示
された。「食育」の範囲は広く，一人一人が持続可能な食生活を
営む力を身につける取り組みといえる。
諸外国においてもさまざまな「食育」の取り組みが進められて
いる。

持続可能な食生活を営む力4

TRY

4

❶食育基本法における「食育」の範囲　
①心身の健康の増進と豊かな人間形成
②食に関する感謝の念と理解
③伝統的な食文化，環境と調和した生産等への配意
④農山漁村の活性化と食料自給率の向上への貢献
⑤食品の安全性の確保
❷食生活指針と食事バランスガイド　2000年3月には，
当時の厚生省，農林水産省，文部省の三省合同で，「食生
活指針」を策定した。また，2005年には，厚生労働省と
農林水産省が共同で「食生活指針」を実践に移すための

「食事バランスガイド」を策定した。
❸「21世紀における国民健康づくり運動（健康日本21）」　
健康寿命の延伸とQOL（生活の質）の向上などを実現す
るために，2000年3月に厚生省（当時）で始められた第
3次国民健康運動。栄養・食生活，身体活動・運動，休養・
こころの健康づくり，たばこ，アルコールなどの9項目に
ついて，2010年度までの具体的な目標などが提示され，
国民一体となった取り組みが進められている。2007年に
は，中間評価が行われ，2008年には，「健康増進法」制定
に伴い一部改正された。

4   諸外国の食育

　各自の食生活を，食料の生産から廃棄に至る一
連のサイクルなどと関わらせて振り返り，持続可能
な食環境づくりについて考えよう。

幼稚園の親子や祖父母と交流

ハート形の
外郎

例
伝統和菓子で地域に笑顔を
　この高校では，地域の伝統和菓
子である「外

うい

郎
ろう

」を研究し，学校家
庭クラブ活動でオリジナル外郎を開
発した。更に，オリジナル外郎を地
域の人といっしょに食べ，また，講
習会を実施するなど地域の人との
交流活動を行った。持続可能な食
生活に向け，伝統和菓子を地域の
人々に伝える取り組みを行っている。

TRY

TRY

郷土料理を伝えよう　郷土料理を調べ，地域の人に伝えよう。

〔アメリカ〕
●マイプレート：農務省（USDA）が策
定する「アメリカ人のための食生活指
針」（5年ごとに改定）の媒体を2011年
6月に「マイピラミッド」から「マイプ
レート」に改めた。バランスのよい食
事は，皿の半分を果実・野菜，残る半
分に穀類とたんぱく質の食品を，それに乳製品1品目を加える。
●チーム栄養：農務省（USDA）を中心に，子どもの生涯にわた
る食習慣や運動習慣を改善することを目標として実施。

〔フランス〕
●味覚の一週間：毎年10月第3週にシェフが子どもを対象にし
た「味覚の授業」を実施するなど多彩なイベントが行われる。
近年，日本でもシェフによる「味覚の授業」が実施されている。

〔イタリア〕
●スローフード運動：スローフード協会による郷土料理やお母
さんの味を大事にする味覚の教育である。

〔イギリス〕
●健康な学校プログラム，クッキングバスなどによるワーク
ショップなどが実施されている。

〔韓国〕
●身
しん
土
ど
不
ふ
二
じ
：身体と土とは密接不可分である，身近なところで

作られたものを食べることがよい，をスローガンに地産地消を
推進している。

❶フード・マイレージ（food mileage）　「食料の輸送距
離」という意味で，1994年イギリスの消費者運動家ティ
ム・ラングが「フードマイル」として提唱した。日本では，
農林水産政策研究所によって2001年に初めて導入され，

「フード・マイレージ」として用いられるようになった。
❷LCA　Life Cycle Assessment
❸CFP　Carbon Footprint of Products

1  輸入食料のフード・マイレージの比較
日本

（2010年）

日本

韓国
かんこく

アメリカ

フランス

0 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000（億t・km）

9,002

8,669

3,172

2,958

1,044

（注）	日本の2010年以外は，2001年のデータ。

（中
なか

田
た

哲
てつ

也
や

（農林水産政策研究所）により作成）

3   カーボンフットプリント付き商品の例　

企業名 商品 CO2排出量（g）

A社 うるち米精米5kg 8,600

B社 うるち米精米5kg 7,800

C社 うるち米精米5kg 8,000

D社 あらびきウインナ80g 370

E社 6枚切り食パン394g 510

2  企業におけるライフサイクル評価

容器・外装材製造 原料栽培・加工

製品製造

回収・再資源化廃棄

容器原料

その他の原料

得意先・消費者

輸送

輸送

輸送

輸送

評価対象の工程
評価対象外の工程

回収瓶

5

10

15

20

5

10

15

20

25

30
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第5章　食生活をつくる　　6　これからの食生活和菓子の分類　和菓子は作り方によってさまざまに分類される。例として，餅
もち
もの（餅，大福など），蒸しもの（まんじゅう，外郎など），煉

ね
りもの

（煉り切り，葛
くず
菓
が
子
し
など），焼きもの（せんべい，カステラなど），揚げもの（揚げせんべい，かりんとうなど）がある。

ウエスト

サイズ表示（JIS）

●成人女子用ドレスの場合 ●成人男子用ジャケットの場合

サイズ絵表示 寸法列記表示

寸法列記表示

9AR

83

91

158

サイズ絵表示

92A4

92

80

165

サ　イ　ズ
バ　ス　ト  　83
ヒ　ッ　プ  　91
身　　　長　 158

体型を
示す記号

身長を
示す記号

バストの
分類番号

9 A R

サ　イ　ズ
チ ェ ス ト  　92
ウ エ ス ト  　80
身　　　長　 165

チェスト
寸法

体型を
示す記号

身長を
示す番号

92 A 4

サイズ絵表示 寸法列記表示

寸法列記表示

9AR

83

91

158

サイズ絵表示

92A4

92

80

165

サ　イ　ズ
バ　ス　ト  　83
ヒ　ッ　プ  　91
身　　　長　 158

体型を
示す記号

身長を
示す記号

バストの
分類番号

9 A R

サ　イ　ズ
チ ェ ス ト  　92
ウ エ ス ト  　80
身　　　長　 165

チェスト
寸法

体型を
示す記号

身長を
示す番号

92 A 4

バスト
番号 寸法（㎝）

3 74
5 77
7 80
9 83

11 86
13 89
15 92
17 96
19 100

チェスト
体型の
記号

ウエストとの
寸法差（㎝）

J 20
JY 18
Y 16

YA 14
A 12

AB 10
B 8

BB 6
BE 4
E 0

体型 ヒップの大きさ

Y A体型より4cm小さい

A 普通の体型

AB A体型より4cm大きい

B A体型より8cm大きい

身長
記号 寸法（㎝）

PP 142
P 150
R 158
T 166

身長

番号 寸法（㎝）

3 160

4 165

5 170

6 175

7 180

8 185

9 190

3   被服の表示

組成表示（家庭用品品質表示法） 原産国表示（不当景品類及び不当表示防止法）

日本製 （外国ブランド名）
日本製 中国製

表示者の表示（家庭用品品質表示法）

○○株式会社
連絡先TEL○○―○○○―○○○○

性能表示（家庭用品品質表示法）

●レインコートなどの撥
はっ
水
すい
性を表示

撥水
（水をはじきやすい）

●  防炎性が認められた衣類・寝具類
に表示

●混用率表示

羊毛 50％
アクリル 30％
ナイロン 20％

●分離表示

表地 羊毛 80％
　　 ナイロン 20％
裏地 キュプラ 100％

●指定用語がない場合

指定外繊維
（繊維の名称または商標）

（注） 混用率で多い順に表示する。
その他の表示（任意）

●ウールマーク ●ウールマークブレンド ●デメリット表示の例
新毛を
100％使
用した羊
毛製品。

新毛を50
～99.9％
使用した
羊毛製品。

デニム製品の特徴として
色が落ちやすいので，他
の物と分けて洗ってくだ
さい。

1   衣生活の流れ
● 購入　 ● 手作り　 ● 注文　　
●リフォーム　 ● 使い捨て衣料　　
●リサイクル　 ●レンタル

● TPO　 ● 好み　　
● 着心地　 ● 流行

● 家庭洗濯　 ● 商業洗濯　 ● 保管

●リフォーム　 ● 譲る　 ● 売る
● 資源回収に出す　 ● 廃棄

着 装

管 理

処 分

入 手

❶ISO（International Organization for Standardization） 
による取り扱い表示に基づき，日本でもJIS規格が制定され
た。
❷JIS（Japanese Industrial Standards）日本工業規格。
JISでは，全国規模で調査された日本人の計測値を基に，サ
イズ設定がなされている。

　自分が着ている衣服の表示を調べてみよう。

被服には，家庭用品品質表示法に基づく組成表示，性能表示や
洗濯などの取

と
り扱

あつか
い表

ひょう
示
じ
が
❶
ある。ほかにも原産国表示，JIS

❷
のサイ

ズ表示，業界団体などの基準による品質保証マークなどの規定さ
れた表示と，注意を促す表示，デメリット表示などもある。

被服と表示2

3  TRY

 衣生活の計画
TPOに合った自分らしい服装と，健康で快適な衣生活について
考えてみたことはあるだろうか。着用目的に合った被服を適切に
選び，管理し，処分するまで，資源や環境にも配慮した衣生活に
ついて考えてみよう。衣生活は流行などの社会環境のほか，被服
に関する考え方，家族構成，家庭経済などの影響を受ける。

 被服の選択と購入
被服の入手方法には，既製服の購入，注文服，手作り，リサイ

クル品の利用，友人と譲り合うなどがあり，着用頻度の低い冠婚
葬祭の式服はレンタルする場合もある。被服を購入するときは，
手持ちの被服を調べ，組み合わせや着回し，着やすさ，手入れの
しやすさなどを考え，上手に被服計画を立てよう。そうすること
は，経済的な面や収納の効率化にもつながる。また，自分の体の
サイズを知っておこう。

被服の入手1

1

2

あなたは被服の表示を気にしているだろうか。手持ち
の被服を有効に活用し，健康で安全，快適な衣生活を送
るためには，賢く被服を選択することが必要となる。被
服の表示から素材やサイズ，品質を理解する力を身につ
けよう。

学習のポイント

TRY

採寸箇所 測り方
バスト B（女子） バストポイント（乳頭点）を通り，胸の回りを水平に測る。
チェスト C（男子） 腕付け根の下端を通り，胸の回りを水平に測る。

ウエスト W
女子 胴のいちばん細い部分の回りを測る。
男子 腰骨の上端の真上の回りを測る。

ヒップ H 腰部のいちばん突出した部分の回りを水平に測る。
頸付け根囲 頸

けい
椎
つい

点と鎖骨の内側を通り，頸付け根に巻尺を立てて測る。
頸囲（男子） 男子の咽

いん
頭
とう

突起の真下の回りを測る。

2   採寸の仕方
女子 男子

頸
くび

付け根囲
頸
けい

囲
い

バスト

腰丈

チェスト

腕付け根やヒップの

位置にゴムを用いる

と測りやすくなる。

ウエスト

ヒップ

補助板

繊維製品の取り扱い表示（家庭用品品質表示法）

● JIS L0001抜粋（2016年12月1日以降に表示する記号）

● JIS L0217抜粋（2016年11月30日まで表示されていた記号）

CHECK !

被服入手の前にチェックしよう。
●現状を知る。
	 	自分が持っている枚数は？
	 	それらの利用状況は？
	 	補充する必要があるか。

●必要があれば入手する。
	 	被服費の予算は？
	 	手入れや管理がしやすいか。
	 	自分らしい服装になるか。

●着なくなった被服のことも考える。
	 	退蔵＊されている物を再利用する方法はないか。
	 	資源としてリサイクルする方法はないか。

＊着ないまましまい込んでおくこと。

2 被服を入手する
今，欲しい被服は何だろう。それらはどのような素材でできていて，どのような特徴が
あるのだろうか。被服の表示を調べ，品質を理解し，快適な衣生活について考えてみよう。

5

5

10

15

ひとくち
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第6章　衣生活をつくる　　2　被服を入手するTPO　Timeは時間，Placeは場所，Occasionは場合。ここでは，場にふさわしい服装のこと。結婚式に出るときは，地味すぎたり気軽な服装では
失礼になるが，新郎新婦より目立つ服装も適切ではない。「平服でお越しください」とあっても，普段着のことではないので注意する。

●
洗
い
方

各温度以下の液
温で洗濯機を使
える（手洗いも
可）。「弱」は洗
濯機の弱水流，
または，弱い手
洗いの意味。

●
塩
素
漂
白

塩素系漂白剤で
漂白可。

●
絞
り
方

手絞りは弱く，
遠心脱水は短時
間で行う。

●
ド
ラ
イ
ク
リ
ー
ニ
ン
グ

パークロロエチ
レン，石油系溶
剤を使用する。

●
干
し
方

つり干しにする。

30℃を限度とし
中性洗剤で弱い
手洗い。

石油系溶剤を使
用する。

日陰で平干しに
する。

●
洗
濯

60℃を限度とし
洗濯機で洗濯可。

●
タ
ン
ブ
ル
乾
燥

タンブル乾燥可。
高温乾燥，排気
温度上限80℃。

●
ア
イ
ロ
ン
仕
上
げ

温度200℃まで。

40℃を限度とし
洗濯機で弱い洗
濯可。

タンブル乾燥可。
低温乾燥，排気
温度上限60℃。

温度150℃まで。

温度110℃まで。

30℃を限度とし
洗濯機で，非常
に弱い洗濯可。

●
自
然
乾
燥

つり干し乾燥が
よい。

●
ド
ラ
イ
ク
リ
ー
ニ
ン
グ

パークロロエチ
レン，石油系溶
剤使用可。

40℃を限度とし
手洗いによる洗
濯可。

ぬれつり干し乾
燥がよい。 石油系溶剤使用

可。下線を加え
ると弱い処理で
石油系溶剤使用
可。Ⓟも同様。

●
漂
白

塩素系・酸素系
漂白剤使用可。

平
ひら

干し乾燥がよ
い。

酸素系漂白剤だ
け使用可。

ぬれ平干し乾燥
がよい。

●
ウ
ェ
ッ
ト
ク
リ
ー
ニ
ン
グ

ウェットクリー
ニング可。下線
を加えると弱い
処理，二重下線
を加えると非常
に弱い処理。

日陰でのつり干
し乾燥がよい。

（注）  表示に×印を重ねた
場合，その表示の処
理・操作の禁止を示す。

住居の間取りは，個人圏（寝室など），家族圏（居間など），家
事圏（台所など）の個々の生活空間がまとまると，住みやすい。
また，それらが相互に使いやすくつながるように，動

どう
線
せん
を
❶
短く単

純にするとよい。
平面計画を図にしたものが平

へい
面
めん
図
ず
である。建築の図面は，JIS

（日本工業規格）による平面表示記号を用いて，実寸の1/50また
は1/100などの縮尺で描く

❷
。

平面図からは部屋の広さや位置関係，家族の動線などを読み取
ることができる。LDKや洗面所，風

ふ
呂
ろ
，トイレなどがどのように

並ぶと使いやすいか，個室のプライバシーは守られているか，収
納空間は十分か，部屋の出入口や窓の位置，家具の配置や人の動
線は適当かなどを考えながら平面図を読んでみよう。

平面図を理解する2

1

p.133 2

TRY

表 

示

壁一般 片開き窓 両開き窓 引違い窓 窓一般 格子付き
窓

階段表示

実
際
の
形

表 

示

片開き
とびら

両開き
とびら

引違い戸 片引き戸 引き込み戸 折り畳み式
引き戸

雨戸

実
際
の
形 （注）	上記の2つの平面図はほぼ同じ縮尺である。

平面図から空間や生活を読み取ろう

1 �帰宅して玄関を入り，自分の部屋で就寝するまでの動線を確認しよ
う。食事や団

だん

欒
らん

，食事のかたづけ，入浴，学習などの行動に沿って，
平面図の中を歩いてみよう。

2 �洗濯をする際，洗う，干す，取り込む，畳む，収納するなどの一連
の動作を想像して，家事の動線を確認しよう。

3 �自分の家族が住む場合，自分の部屋はどこにしたいだろうか。その
理由も考えよう。また，この住居にふさわしい家族構成と部屋割り
を考えよう。（

▲
p.156）

4 �高齢の祖父母が同居することになったとき，どの部屋に住むのが適
切だろうか。その理由も考えよう。（

▲

p.156，162）
5 �2階の1部屋（北西の角）は現在使われていない。自分だったらこ
の部屋を何に使うか考えよう。

6 �夏の蒸し暑い日，冬の寒い朝を想像しながら，この住居の各部屋
の通風や日照の状態を考えよう。（

▲

p.160）

2   主な平面表示記号
［家具］

［平面表示記号］（表示はJIS A  0150による）

1 �自分が住みたい物件の条件を3つ挙げ，他の人と比べよう。
2 �物件情報から読み取れる情報は何だろうか。
3 �物件情報からは読み取れない情報は何だろうか。また，そ
の情報はどうすれば調べられるだろうか。

4 �契約時にかかる費用の合計を計算しよう。

物件情報を読もう
　高校卒業後一人暮らしをすると仮定して，住宅情報誌や賃
貸情報のウェブサイトで物件を探し，物件情報を読もう。

この住居に自分が住むと想定して，次のことを考えよう。

❶動線　人が移動する軌跡のこと。短く単純なことに加
え，家族の動線と客の動線や，食事を運ぶ動線と家族の動
線が交差しないことなども重要である。
❷新聞や雑誌の不動産広告では，より簡略化した間取り図
が使われることが多い。

本棚

食卓と椅子
（4人）

食卓と椅子
（2人）

食器棚

コンロ・
流し台・調理台

冷蔵庫全自動
洗濯機 浴槽

アップライト
ピアノ椅子

い す

シングルベッド ダブルベッド

整理たんす和たんす 洋たんす

テーブル サイド
テーブル

ソファー
（1人）

ソファー
（2人）

［物件情報の例］

所在地 ○○県△市△1丁目 築 年 月 2010年3月

構 造 木造 階／階建 1階／地上2階建

方 位 南 駐 車 場 なし

入 居日 3月下旬 契約期間 2年（更新料家賃1か月分）

★ スーパーまで徒歩4分

★ ○○大学まで徒歩3分！

★  2人入居不可

設備

○エアコン ○給湯
○バス・トイレ独立 ○収納室
○室内洗濯機置き場 ○シャワー
○都市ガス ○フローリング
○1口コンロ ○駐輪場

2階

1階

種
目 貸しアパート 家

賃 50,000円
管
理
費

2,000円

間
取
り

1K（洋6・K2） 礼
金 2か月 敷

金 2か月（敷引なし）

交
通 ○○線△駅　徒歩10分 保

険 火災保険あり（2年間24,000円）

ポイント

●  契約時にかかる費用
敷
しき

金
きん

：家賃未払いや設備破損等に対する保証金。退去時に
使用額を差し引いて返却される。地域によっては使用額に
かかわらず一定額の「敷引」が差し引かれることもある。
礼
れい

金
きん

：家主への謝礼。原則として返却されない。
仲
ちゅう

介
かい

手
て

数
すう

料
りょう

：不動産会社に支払う。上限は家賃1か月分。
●  駅からの距離は，徒歩1分＝80mで計算されている。
●  家賃は収入（手取り）の3分の1以下を目安にする。
（

▲

p.173）
●  契約前に必ず下見をする。下見の際は，確認したいポイン
トをリストアップしておく。

TRY
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も
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居間

台所

［平面図における生活空間の例］

　3つの円がそれぞれ独立していて，しかも円の中の空間がま
とまっていると住みやすい。
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家の床面積の範囲？　我が国では，住宅の広さに「壁芯面積」を用いる。これは壁の厚みの中心に線を引き，その線で囲んだ部分の面積である。住
んだときに実際に使える広さではないので注意が必要である。なお，木造の場合は，壁ではなく柱の中心点を結ぶ。

第7章　住生活をつくる　　1　住生活について考える
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 食料自給率
我が国の食

しょく
料
りょう

自
じ

給
きゅう

率
りつ

は
❶

，1965年度の73％から2017年度には
38％まで減少しており，先進諸国の中で最も低い。食料自給率
低下の要因は，経済成長に伴って自給可能な米の消費量が年間 1
人112kgから約1/2に減少する一方で，肉類が9.2kgから約3.6倍，
油脂類が6.3kgから約2.3倍と増加したことなどが挙げられる。

また，安価な外国産の食料の輸入や輸入自由化の拡大により，
国内の農業生産量が減少している。今後，世界的な人口の増加，
アジア諸国などの経済発展による食料需要の増大，気候変動など
により，外国から食料を安定して確保できるかどうかは不透明で
あり，食料自給率の向上を図ることが重要な課題となっている。
農林水産省では，食料自給率の目標値を2025年度45%として生
産，消費の両面から取り組んでいる。消費者に対する取り組みと
しては，食育の推進，国産農水産物の消費拡大 ，地産地消の推
進，国産農水産物に対する消費者の信頼の確保などが挙げられて
いる。

 食品ロス
我が国は，食料自給率が低いにもかかわらず，年間約2,760万

トン（2016年推計）の「食品由来の廃棄物等」があり，そのうち，
食べられるのに廃棄されている食品を食

しょく
品
ひん

ロス
❷
という。日本の食

品ロスは，食品関連事業者の方が一般家庭よりやや多く，年間約
640万トンであり，世界全体の食料援助量の約 2 倍にあたる。現
在，食品ロスを削減するために，「食品ロス削減関係省庁等連絡
会議」（2012年 7 月）をはじめ，食品業界における消費期限，賞
味期限の科学的根拠に基づいた設定，納品期限や販売期間などの
商習慣の見直し，官民が連携した食品ロス削減の国民運動などが
展開されている。私たち消費者は，食品ロスを減らすために，消
費期限や賞味期限を理解して食品を購入する，冷蔵庫などでの在
庫管理とともに，調理方法や献立の工夫に取り組む必要がある。

食料生産と食料問題1

1

　2011年3月11日の東日本大震災による福島第一原子力発電
所の事故後，厚生労働省では，食品中の放射性物質の基準値を
設定し，検査を行い，基準値を超える場合には出荷を止めるな
どの対策をとっている。2012年4月から，食品衛生法に基づく
規格として，食品群ごとに放射性セシウムの上限が定められた。

　私たちは，厚生労働省のホームページ「食品中の放射性物質
への対応」や全国各地での意見交換会（リスクコミュニケー
ション）などで，放射線リスクに関する科学的根拠に基づく情
報を入手して冷静に判断し，適切な対処をしなければならない。

私たちの食生活は，経済の発展に伴って豊かで便利に
なったが，健康や安全に加え，食料自給率の向上や環境
負荷の低減など多くの課題がある。それらの課題解決の
ために，現在，国民の啓発活動としての食育が推進され
ている。広い視野で持続可能な食生活について考え，各
自の食生活を改善しよう。

学習のポイント

❶食料自給率　国内の食料消費が，国内の農業生産で賄
われている割合を示した数値。一般に，その食料に含まれ
るカロリーを基にした食料自給率が使われる。そのほか，
重量や生産額を基にした数値で示されることもある。
❷食品ロス　食品ロス率は次のように計算される。
（過剰除去重量＋直接廃棄重量＋食べ残し重量）÷食品使
用量×100（%）

 食の安全のための仕組み「リスク分析」
近年，BSE（牛

うし
海
かい

綿
めん

状
じょう

脳
のう

症
しょう

）
❶

の発生や輸入野菜の残留農薬，食
品中の放射性物質の問題など，食の安全をめぐる課題が生じてい
る。我が国では，2003年に食

しょく
品
ひん

安
あん

全
ぜん

基
き

本
ほん

法
ほう

が
❷

制定され，食の安
全のための仕組みとして，「リスク評価」「リスク管理」「リスク
コミュニケーション

❸
」で構成されるリスク分

ぶん
析
せき

が行われるように
なった。内閣府に設置された食品安全委員会が科学的な知見に基
づいて，中立公正なリスク評価（食品健康影響評価）を行い，そ
の結果に基づいて厚生労働省，農林水産省，消費者庁が規制など
の措置（リスク管理）を実施することになる。施策策定にあたっ
ては，事業者と消費者などの関係者相互の意見交換（リスクコ
ミュニケーション）が行われる。リスク分析が機能するためには，
消費者が食品のリスクについて適切な判断能力を身につけている
ことも重要で，消費者教育や食育の充実が期待されている。

 食品のトレーサビリティ
食品のトレーサビリティとは，国際的には，「生産，加工及び

流通の特定の 1 つ又は複数の段階を通じて，食品の移動を把握す
ること」と定義されている。

我が国では，牛
うし

トレーサビリティ法
ほう

において，牛の個体識別番
号を生産から流通，消費の各段階で正確に伝達することが義務付
けられ，米

こめ
トレーサビリティ法

ほう
において，米および米加工品の入

荷・出荷の記録の作成・保存が事業者に義務付けられている。

食の安全性の確保2

3

4

❶牛の脳の組織がスポンジ状に変化し，起立不能などの症
状を引き起こす中枢神経系の疾

しっ

病
ぺい

。原因は，十分に解明さ
れていないが，プリオンという通常の細胞たんぱくが異常
化したものが原因物質として有力視されている。1986年
にイギリスで発生し，我が国でも2001年9月に発生，
2014年8月までに36頭確認されている。
❷食品安全基本法　2003年5月制定。食品の安全性確保
のための基本理念や国・地方公共団体・食品関連事業者の
責務，消費者の役割などが明示された。
❸リスクコミュニケーション　事業者が食品の安全性に
関する情報を公開したり，消費者などの関係者が意見を表
明する機会を確保したりして意見交換をすること。厚生労
働省では，2003年7月以降，BSE対策，輸入食品の安全
確保対策，食品中の放射性物質に関する意見交換会を行っ
ている。

4   食品のトレーサビリティ

（注）	食べ続けたときに，そ
の食品に含まれる放射性物
質から生涯に受ける影響が，
十分小さく安全なレベル（年
間1ミリシーベルト以下）に
なるように定められている。

食品群 基準値
（1kgあたり）

一般食品 100ベクレル
乳児用食品 50ベクレル
牛乳 50ベクレル
飲料水 10ベクレル

5   放射性セシウムの基準値

正式名称 趣旨

米ト
レ
ー
サ
ビ
リ
テ
ィ
法

「米穀等の取引等に係る情
報の記録及び産地情報の
伝達に関する法律」（2011
年7月完全施行）

食品としての安全性を欠くもの
の流通を防止するなどを実施の
基礎とし，米穀などの所在や流
通ルートを特定することなど。        

牛ト
レ
ー
サ
ビ
リ
テ
ィ
法

「牛の個体識別のための情
報の管理及び伝達に関す
る特別措置法」（2004年12
月完全施行）

BSEの蔓
まん
延
えん
を防止することを

目的に，疾
しっ
病
ぺい
発病時に患畜の

同居牛や疑似患畜の所在や移
動履歴を特定することなど。

3   食品安全委員会

リスク管理機関（厚生労働省・農林水産省・消費者庁など）

リスク管理機関

﹇
食
品
安
全
委
員
会
﹈

評価結果の決定

リスク評価の要請

評価結果の通知

評価の流れ

評価要請案件の内容聴取 評価案件の決定

審議

審議結果の審議取りまとめ・評価書（案）の作成

国民からの意見・情報を踏まえた検討

国民からの意見・情報募集（原則30日間）

必要に応じて
意見交換会などを開催

国
内
お
よ
び
海
外
に
お
け
る
情
報
の
収
集
・
分
析

6 これからの食生活　持続可能な食生活を目指して
私
わたし

たち一人一人の食生活のありようが，我が国が持続可能な食の営みを確保できるかどうかと
大きく関

かか

わっている。持続可能性の視点で，食生活を見直してみよう。

1  我が国の食料自給率

（農林水産省「食料需給表」）

生産額ベース

カロリーベース

100

80

60

40

20

0

（%）

（年度）1965 ’75 ’80’70 ’85 ’90 ’95 ’05 ’10 ’17’152000

86

66

38

73

2  食品廃棄物などの利用状況など

全体

家庭
業者

利用者

食品関連事業者

一般家庭

元の食品
食材＋加工用食材

8,088万t

減量  175万t
再生利用量  1,454万t
熱回収  54万t

焼却・埋立など
1,076万t

食品由来の廃棄物等
2,759万t
うち可食部分

（いわゆる食品ロス）
の推定量　643万t

減量＊  175万t
再生利用量＊ 1,398万t
熱回収＊  54万t

焼却・埋立など
343万t

廃棄物＋有価物（大豆
ミール等）  1,970万t
うち可食部分

（規格外品，返品，
売れ残り，食べ残し）
の推定量  352万t

再生利用量
56万t

焼却・埋立など
733万t

廃棄物
789万t

うち可食部分
（食べ残し，過剰除去，

直接廃棄）
の推定量  291万t

（農林水産省「食品ロスの現状（2016年度推計値）」より作成）

＊食品リサイクル
法における減量，
再生利用量，熱回
収の数値を示す。
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第5章　食生活をつくる　　6　これからの食生活食料自給率早見ソフト　日本の自給率は年々下がり，ついに危険域の40％以下まで落ち込んだ。自分の食事の自給率が分かるソフトで，自分の食事
について自給率を算出してみよう。農林水産省ホームページ　http://www.maff.go.jp/j/zyukyu/zikyu_ritu/zikyu03.html

 地産地消
地産地消とは，地元で生産された食料を，その地域で消費する
ことをいう。生産地と消費地が近いことにより，輸送のためのエ
ネルギーやコストを削減し，地域の農業や水産業の活性化ととも
に，直売所などによる生産者の顔の見える食料が確保できるなど
の利点も大きい。学校給食では，地場産物の利用が推進されてお
り，食べ残しが減るなどの効果がある。

 フード・マイレージ
フード・マイレージ

❶
とは，食料の生産地から消費地までの距離

に着目し，輸送に伴うエネルギーをできるだけ減らすことで，環
境への負荷を軽減しようとする考えである。「相手国別の食料輸
入量」に「輸送距離」を乗じた数値であるフード・マイレージ
（t・km）で表される。我が国は，長距離輸送を経た大量の輸入食
料に依存しているので，フード・マイレージが高い。人口1人あ
たりのフード・マイレージは，イギリスの約2倍，ドイツ，フラ
ンスの3〜4倍，アメリカの約7倍となっている。

 ライフサイクルアセスメント（LCA）
ライフサイクルアセスメント（LCA

❷
）とは，原料生産から廃棄

までの全
すべ
ての段階での環境への影響を科学的，定量的，客観的に

評価することで，環境負荷の低減を図ろうとする考えである。各
段階でのCO2排出量を測定し，大きな割合を占めている原料生
産について協働契約栽培やエコ栽培など，環境負荷の低減を図る
取り組みを進めている企業もある。

 カーボンフットプリント（CFP）
カーボンフットプリント（CFP

❸
）とは商品の原料調達から廃

棄・リサイクルまでに排出される温室効果ガスをCO2相当量に換
算して表示する仕組みであり，CO2排出量削減を推進することを
目的としている。経済産業省が他３省庁と連携して，2009年度
〜2011年度に，試行事業を実施し，2012年度から民間事業へ移
行している。2018年9月現在，食品関連の「CFP宣言認定製品
（現在公開数）」は全体の14%（約100製品）と少なく，算出にか
かる手間と経費に対して効果の低さが課題となっている。

環境負荷の少ない食生活3

1

p.146, 186

2

p.186

 持続可能な食生活とは
食生活は，食料の生産・加工，輸送・流通，選択・購入，管理，

調理，食事，かたづけ，廃棄のサイクルで営まれている。近年，
食品産業の進展や食の外部化により，私

わたし
たちは，食料生産に関

かか
わ

ることが少なくなり，「食べ物」は金銭で購入する物としての感
覚のみになりがちである。私たちは，生産から廃棄に至る一連の
サイクルについて理解を深め，持続可能な食生活を営むように心
がけたい。

 食育の推進　
2005年には食

しょく
育
いく

基
き

本
ほん

法
ほう
が
❶
制定・施行され，それまでの食生活

指針
❷
や健康づくり運動

❸
に加えて，学校教育はもとより，地域や食

品関連業者を含めた国民全体の啓発活動とする食育のさまざまな
取り組みが進められるようになった。学校においては，栄養教諭
の配置や教育ファームなどとともに，食育の全体計画に基づく給
食の時間，各教科，特別活動，総合的な学習の時間などにおける
指導の充実が図られている。2016年3月には，過去の食育に関
する取り組みの成果と課題を踏まえた第

だい
3 次

じ
食
しょく

育
いく

推
すい

進
しん

基
き

本
ほん

計
けい

画
かく
が

決定され，2020年度までの5年間に取り組むべき重点課題が示
された。「食育」の範囲は広く，一人一人が持続可能な食生活を
営む力を身につける取り組みといえる。
諸外国においてもさまざまな「食育」の取り組みが進められて

いる。

持続可能な食生活を営む力4

TRY

4

❶食育基本法における「食育」の範囲　
①心身の健康の増進と豊かな人間形成
②食に関する感謝の念と理解
③伝統的な食文化，環境と調和した生産等への配意
④農山漁村の活性化と食料自給率の向上への貢献
⑤食品の安全性の確保
❷食生活指針と食事バランスガイド　2000年3月には，
当時の厚生省，農林水産省，文部省の三省合同で，「食生
活指針」を策定した。また，2005年には，厚生労働省と
農林水産省が共同で「食生活指針」を実践に移すための

「食事バランスガイド」を策定した。
❸「21世紀における国民健康づくり運動（健康日本21）」　
健康寿命の延伸とQOL（生活の質）の向上などを実現す
るために，2000年3月に厚生省（当時）で始められた第
3次国民健康運動。栄養・食生活，身体活動・運動，休養・
こころの健康づくり，たばこ，アルコールなどの9項目に
ついて，2010年度までの具体的な目標などが提示され，
国民一体となった取り組みが進められている。2007年に
は，中間評価が行われ，2008年には，「健康増進法」制定
に伴い一部改正された。

4   諸外国の食育

　各自の食生活を，食料の生産から廃棄に至る一
連のサイクルなどと関わらせて振り返り，持続可能
な食環境づくりについて考えよう。

幼稚園の親子や祖父母と交流

ハート形の
外郎

例
伝統和菓子で地域に笑顔を
　この高校では，地域の伝統和菓
子である「外

うい

郎
ろう

」を研究し，学校家
庭クラブ活動でオリジナル外郎を開
発した。更に，オリジナル外郎を地
域の人といっしょに食べ，また，講
習会を実施するなど地域の人との
交流活動を行った。持続可能な食
生活に向け，伝統和菓子を地域の
人々に伝える取り組みを行っている。

TRY

TRY

郷土料理を伝えよう　郷土料理を調べ，地域の人に伝えよう。

〔アメリカ〕
●マイプレート：農務省（USDA）が策
定する「アメリカ人のための食生活指
針」（5年ごとに改定）の媒体を2011年
6月に「マイピラミッド」から「マイプ
レート」に改めた。バランスのよい食
事は，皿の半分を果実・野菜，残る半
分に穀類とたんぱく質の食品を，それに乳製品1品目を加える。
●チーム栄養：農務省（USDA）を中心に，子どもの生涯にわた
る食習慣や運動習慣を改善することを目標として実施。

〔フランス〕
●味覚の一週間：毎年10月第3週にシェフが子どもを対象にし
た「味覚の授業」を実施するなど多彩なイベントが行われる。
近年，日本でもシェフによる「味覚の授業」が実施されている。

〔イタリア〕
●スローフード運動：スローフード協会による郷土料理やお母
さんの味を大事にする味覚の教育である。

〔イギリス〕
●健康な学校プログラム，クッキングバスなどによるワーク
ショップなどが実施されている。

〔韓国〕
●身
しん
土
ど
不
ふ
二
じ
：身体と土とは密接不可分である，身近なところで

作られたものを食べることがよい，をスローガンに地産地消を
推進している。

❶フード・マイレージ（food mileage）　「食料の輸送距
離」という意味で，1994年イギリスの消費者運動家ティ
ム・ラングが「フードマイル」として提唱した。日本では，
農林水産政策研究所によって2001年に初めて導入され，

「フード・マイレージ」として用いられるようになった。
❷LCA　Life Cycle Assessment
❸CFP　Carbon Footprint of Products

1  輸入食料のフード・マイレージの比較
日本

（2010年）

日本

韓国
かんこく

アメリカ

フランス

0 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000（億t・km）

9,002

8,669

3,172

2,958

1,044

（注）	日本の2010年以外は，2001年のデータ。

（中
なか

田
た

哲
てつ

也
や

（農林水産政策研究所）により作成）

3   カーボンフットプリント付き商品の例　

企業名 商品 CO2排出量（g）

A社 うるち米精米5kg 8,600

B社 うるち米精米5kg 7,800

C社 うるち米精米5kg 8,000

D社 あらびきウインナ80g 370

E社 6枚切り食パン394g 510

2  企業におけるライフサイクル評価

容器・外装材製造 原料栽培・加工

製品製造

回収・再資源化廃棄

容器原料

その他の原料

得意先・消費者

輸送

輸送

輸送

輸送

評価対象の工程
評価対象外の工程

回収瓶
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第5章　食生活をつくる　　6　これからの食生活和菓子の分類　和菓子は作り方によってさまざまに分類される。例として，餅
もち
もの（餅，大福など），蒸しもの（まんじゅう，外郎など），煉

ね
りもの

（煉り切り，葛
くず
菓
が
子
し
など），焼きもの（せんべい，カステラなど），揚げもの（揚げせんべい，かりんとうなど）がある。

ウエスト

サイズ表示（JIS）

●成人女子用ドレスの場合 ●成人男子用ジャケットの場合

サイズ絵表示 寸法列記表示

寸法列記表示

9AR

83

91

158

サイズ絵表示

92A4

92

80

165

サ　イ　ズ
バ　ス　ト  　83
ヒ　ッ　プ  　91
身　　　長　 158

体型を
示す記号

身長を
示す記号

バストの
分類番号

9 A R

サ　イ　ズ
チ ェ ス ト  　92
ウ エ ス ト  　80
身　　　長　 165

チェスト
寸法

体型を
示す記号

身長を
示す番号

92 A 4

サイズ絵表示 寸法列記表示

寸法列記表示

9AR

83

91

158

サイズ絵表示

92A4

92

80

165

サ　イ　ズ
バ　ス　ト  　83
ヒ　ッ　プ  　91
身　　　長　 158

体型を
示す記号

身長を
示す記号

バストの
分類番号

9 A R

サ　イ　ズ
チ ェ ス ト  　92
ウ エ ス ト  　80
身　　　長　 165

チェスト
寸法

体型を
示す記号

身長を
示す番号

92 A 4

バスト
番号 寸法（㎝）

3 74
5 77
7 80
9 83

11 86
13 89
15 92
17 96
19 100

チェスト
体型の
記号

ウエストとの
寸法差（㎝）

J 20
JY 18
Y 16

YA 14
A 12

AB 10
B 8

BB 6
BE 4
E 0

体型 ヒップの大きさ

Y A体型より4cm小さい

A 普通の体型

AB A体型より4cm大きい

B A体型より8cm大きい

身長
記号 寸法（㎝）

PP 142
P 150
R 158
T 166

身長

番号 寸法（㎝）

3 160

4 165

5 170

6 175

7 180

8 185

9 190

3   被服の表示

組成表示（家庭用品品質表示法） 原産国表示（不当景品類及び不当表示防止法）

日本製 （外国ブランド名）
日本製 中国製

表示者の表示（家庭用品品質表示法）

○○株式会社
連絡先TEL○○―○○○―○○○○

性能表示（家庭用品品質表示法）

●レインコートなどの撥
はっ
水
すい
性を表示

撥水
（水をはじきやすい）

●  防炎性が認められた衣類・寝具類
に表示

●混用率表示

羊毛 50％
アクリル 30％
ナイロン 20％

●分離表示

表地 羊毛 80％
　　 ナイロン 20％
裏地 キュプラ 100％

●指定用語がない場合

指定外繊維
（繊維の名称または商標）

（注）	混用率で多い順に表示する。
その他の表示（任意）

●ウールマーク ●ウールマークブレンド ●デメリット表示の例
新毛を
100％使
用した羊
毛製品。

新毛を50
～99.9％
使用した
羊毛製品。

デニム製品の特徴として
色が落ちやすいので，他
の物と分けて洗ってくだ
さい。

1   衣生活の流れ
● 購入　 ● 手作り　 ● 注文　　
●リフォーム　 ● 使い捨て衣料　　
●リサイクル　 ●レンタル

● TPO　 ● 好み　　
● 着心地　 ● 流行

● 家庭洗濯　 ● 商業洗濯　 ● 保管

●リフォーム　 ● 譲る　 ● 売る
● 資源回収に出す　 ● 廃棄

着 装

管 理

処 分

入 手

❶ISO（International Organization for Standardization） 
による取り扱い表示に基づき，日本でもJIS規格が制定され
た。
❷JIS（Japanese Industrial Standards）日本産業規格。
JISでは，全国規模で調査された日本人の計測値を基に，サ
イズ設定がなされている。

　自分が着ている衣服の表示を調べてみよう。

被服には，家庭用品品質表示法に基づく組成表示，性能表示や
洗濯などの取

と
り扱

あつか
い表

ひょう
示
じ
が
❶
ある。ほかにも原産国表示，JIS

❷
のサイ

ズ表示，業界団体などの基準による品質保証マークなどの規定さ
れた表示と，注意を促す表示，デメリット表示などもある。

被服と表示2

3  TRY

 衣生活の計画
TPOに合った自分らしい服装と，健康で快適な衣生活について
考えてみたことはあるだろうか。着用目的に合った被服を適切に
選び，管理し，処分するまで，資源や環境にも配慮した衣生活に
ついて考えてみよう。衣生活は流行などの社会環境のほか，被服
に関する考え方，家族構成，家庭経済などの影響を受ける。

 被服の選択と購入
被服の入手方法には，既製服の購入，注文服，手作り，リサイ
クル品の利用，友人と譲り合うなどがあり，着用頻度の低い冠婚
葬祭の式服はレンタルする場合もある。被服を購入するときは，
手持ちの被服を調べ，組み合わせや着回し，着やすさ，手入れの
しやすさなどを考え，上手に被服計画を立てよう。そうすること
は，経済的な面や収納の効率化にもつながる。また，自分の体の
サイズを知っておこう。

被服の入手1

1

2

あなたは被服の表示を気にしているだろうか。手持ち
の被服を有効に活用し，健康で安全，快適な衣生活を送
るためには，賢く被服を選択することが必要となる。被
服の表示から素材やサイズ，品質を理解する力を身につ
けよう。

学習のポイント

TRY

採寸箇所 測り方
バスト B（女子） バストポイント（乳頭点）を通り，胸の回りを水平に測る。
チェスト C（男子） 腕付け根の下端を通り，胸の回りを水平に測る。

ウエスト W
女子 胴のいちばん細い部分の回りを測る。
男子 腰骨の上端の真上の回りを測る。

ヒップ H 腰部のいちばん突出した部分の回りを水平に測る。
頸付け根囲 頸

けい
椎
つい

点と鎖骨の内側を通り，頸付け根に巻尺を立てて測る。
頸囲（男子） 男子の咽

いん
頭
とう

突起の真下の回りを測る。

2   採寸の仕方
女子 男子

頸
くび

付け根囲
頸
けい

囲
い

バスト

腰丈

チェスト

腕付け根やヒップの

位置にゴムを用いる

と測りやすくなる。

ウエスト

ヒップ

補助板

繊維製品の取り扱い表示（家庭用品品質表示法）

● JIS L0001抜粋（2016年12月1日以降に表示する記号）

● JIS L0217抜粋（2016年11月30日まで表示されていた記号）

CHECK !

被服入手の前にチェックしよう。
●現状を知る。
	 	自分が持っている枚数は？
	 	それらの利用状況は？
	 	補充する必要があるか。

●必要があれば入手する。
	 	被服費の予算は？
	 	手入れや管理がしやすいか。
	 	自分らしい服装になるか。

●着なくなった被服のことも考える。
	 	退蔵＊されている物を再利用する方法はないか。
	 	資源としてリサイクルする方法はないか。

＊着ないまましまい込んでおくこと。

2 被服を入手する
今，欲しい被服は何だろう。それらはどのような素材でできていて，どのような特徴が
あるのだろうか。被服の表示を調べ，品質を理解し，快適な衣生活について考えてみよう。

5

5

10

15

ひとくち
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第6章　衣生活をつくる　　2　被服を入手するTPO　Timeは時間，Placeは場所，Occasionは場合。ここでは，場にふさわしい服装のこと。結婚式に出るときは，地味すぎたり気軽な服装では
失礼になるが，新郎新婦より目立つ服装も適切ではない。「平服でお越しください」とあっても，普段着のことではないので注意する。

●
洗
い
方

各温度以下の液
温で洗濯機を使
える（手洗いも
可）。「弱」は洗
濯機の弱水流，
または，弱い手
洗いの意味。

●
塩
素
漂
白

塩素系漂白剤で
漂白可。

●
絞
り
方

手絞りは弱く，
遠心脱水は短時
間で行う。

●
ド
ラ
イ
ク
リ
ー
ニ
ン
グ

パークロロエチ
レン，石油系溶
剤を使用する。

●
干
し
方

つり干しにする。

30℃を限度とし
中性洗剤で弱い
手洗い。

石油系溶剤を使
用する。

日陰で平干しに
する。

●
洗
濯

60℃を限度とし
洗濯機で洗濯可。

●
タ
ン
ブ
ル
乾
燥

タンブル乾燥可。
高温乾燥，排気
温度上限80℃。

●
ア
イ
ロ
ン
仕
上
げ

温度200℃まで。

40℃を限度とし
洗濯機で弱い洗
濯可。

タンブル乾燥可。
低温乾燥，排気
温度上限60℃。

温度150℃まで。

温度110℃まで。

30℃を限度とし
洗濯機で，非常
に弱い洗濯可。

●
自
然
乾
燥

つり干し乾燥が
よい。

●
ド
ラ
イ
ク
リ
ー
ニ
ン
グ

パークロロエチ
レン，石油系溶
剤使用可。

40℃を限度とし
手洗いによる洗
濯可。

ぬれつり干し乾
燥がよい。 石油系溶剤使用

可。下線を加え
ると弱い処理で
石油系溶剤使用
可。Ⓟも同様。

●
漂
白

塩素系・酸素系
漂白剤使用可。

平
ひら

干し乾燥がよ
い。

酸素系漂白剤だ
け使用可。

ぬれ平干し乾燥
がよい。

●
ウ
ェ
ッ
ト
ク
リ
ー
ニ
ン
グ

ウェットクリー
ニング可。下線
を加えると弱い
処理，二重下線
を加えると非常
に弱い処理。

日陰でのつり干
し乾燥がよい。

（注）	 	表示に×印を重ねた
場合，その表示の処
理・操作の禁止を示す。

住居の間取りは，個人圏（寝室など），家族圏（居間など），家
事圏（台所など）の個々の生活空間がまとまると，住みやすい。
また，それらが相互に使いやすくつながるように，動

どう
線
せん
を
❶
短く単

純にするとよい。
平面計画を図にしたものが平

へい
面
めん
図
ず
である。建築の図面は，JIS

（日本産業規格）による平面表示記号を用いて，実寸の1/50また
は1/100などの縮尺で描く

❷
。

平面図からは部屋の広さや位置関係，家族の動線などを読み取
ることができる。LDKや洗面所，風

ふ
呂
ろ
，トイレなどがどのように

並ぶと使いやすいか，個室のプライバシーは守られているか，収
納空間は十分か，部屋の出入口や窓の位置，家具の配置や人の動
線は適当かなどを考えながら平面図を読んでみよう。

平面図を理解する2

1

p.133 2

TRY

表 

示

壁一般 片開き窓 両開き窓 引違い窓 窓一般 格子付き
窓

階段表示

実
際
の
形

表 

示

片開き
とびら

両開き
とびら

引違い戸 片引き戸 引き込み戸 折り畳み式
引き戸

雨戸

実
際
の
形 （注）	上記の2つの平面図はほぼ同じ縮尺である。

平面図から空間や生活を読み取ろう

1 �帰宅して玄関を入り，自分の部屋で就寝するまでの動線を確認しよ
う。食事や団

だん

欒
らん

，食事のかたづけ，入浴，学習などの行動に沿って，
平面図の中を歩いてみよう。

2 �洗濯をする際，洗う，干す，取り込む，畳む，収納するなどの一連
の動作を想像して，家事の動線を確認しよう。

3 �自分の家族が住む場合，自分の部屋はどこにしたいだろうか。その
理由も考えよう。また，この住居にふさわしい家族構成と部屋割り
を考えよう。（

▲

p.156）
4 �高齢の祖父母が同居することになったとき，どの部屋に住むのが適
切だろうか。その理由も考えよう。（

▲

p.156，162）
5 �2階の1部屋（北西の角）は現在使われていない。自分だったらこ
の部屋を何に使うか考えよう。

6 �夏の蒸し暑い日，冬の寒い朝を想像しながら，この住居の各部屋
の通風や日照の状態を考えよう。（

▲

p.160）

2   主な平面表示記号
［家具］

［平面表示記号］（表示はJIS A  0150による）

1 �自分が住みたい物件の条件を3つ挙げ，他の人と比べよう。
2 �物件情報から読み取れる情報は何だろうか。
3 �物件情報からは読み取れない情報は何だろうか。また，そ
の情報はどうすれば調べられるだろうか。

4 �契約時にかかる費用の合計を計算しよう。

物件情報を読もう
　高校卒業後一人暮らしをすると仮定して，住宅情報誌や賃
貸情報のウェブサイトで物件を探し，物件情報を読もう。

この住居に自分が住むと想定して，次のことを考えよう。

❶動線　人が移動する軌跡のこと。短く単純なことに加
え，家族の動線と客の動線や，食事を運ぶ動線と家族の動
線が交差しないことなども重要である。
❷新聞や雑誌の不動産広告では，より簡略化した間取り図
が使われることが多い。

本棚

食卓と椅子
（4人）

食卓と椅子
（2人）

食器棚

コンロ・
流し台・調理台

冷蔵庫全自動
洗濯機 浴槽

アップライト
ピアノ椅子

い す

シングルベッド ダブルベッド

整理たんす和たんす 洋たんす

テーブル サイド
テーブル

ソファー
（1人）

ソファー
（2人）

［物件情報の例］

所在地 ○○県△市△1丁目 築 年 月 2010年3月

構 造 木造 階／階建 1階／地上2階建

方 位 南 駐 車 場 なし

入 居日 3月下旬 契約期間 2年（更新料家賃1か月分）

★ スーパーまで徒歩4分

★ ○○大学まで徒歩3分！

★  2人入居不可

設備

○エアコン ○給湯
○バス・トイレ独立 ○収納室
○室内洗濯機置き場 ○シャワー
○都市ガス ○フローリング
○1口コンロ ○駐輪場

2階

1階

種
目 貸しアパート 家

賃 50,000円
管
理
費

2,000円

間
取
り

1K（洋6・K2） 礼
金 2か月 敷

金 2か月（敷引なし）

交
通 ○○線△駅　徒歩10分 保

険 火災保険あり（2年間24,000円）

ポイント

●  契約時にかかる費用
敷
しき

金
きん

：家賃未払いや設備破損等に対する保証金。退去時に
使用額を差し引いて返却される。地域によっては使用額に
かかわらず一定額の「敷引」が差し引かれることもある。
礼
れい

金
きん

：家主への謝礼。原則として返却されない。
仲
ちゅう

介
かい

手
て

数
すう

料
りょう

：不動産会社に支払う。上限は家賃1か月分。
●  駅からの距離は，徒歩1分＝80mで計算されている。
●  家賃は収入（手取り）の3分の1以下を目安にする。
（

▲

p.173）
●  契約前に必ず下見をする。下見の際は，確認したいポイン
トをリストアップしておく。

TRY

寝室
子
ど
も
室

サービス
コート

入口

テラス

居間

台所

［平面図における生活空間の例］

　3つの円がそれぞれ独立していて，しかも円の中の空間がま
とまっていると住みやすい。

（池
いけ

邊
べ

陽
きよし

「すまい」より作成）

個人圏

便所
洗面

家族圏 家事圏

入
り
口

応
接

居間

テラス

台所
食
堂
配
膳

は
い
ぜ
ん

洗濯

サービス
コート便所

洗面

書斎 浴室
寝室

1   住居の生活空間の関
かか

わりとその例
5

10

ひとくち
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家の床面積の範囲？　我が国では，住宅の広さに「壁芯面積」を用いる。これは壁の厚みの中心に線を引き，その線で囲んだ部分の面積である。住
んだときに実際に使える広さではないので注意が必要である。なお，木造の場合は，壁ではなく柱の中心点を結ぶ。

第7章　住生活をつくる　　1　住生活について考える

ISO14001 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .186

愛着 .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40

悪質商法 .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .183

遊びの3つの条件 .... . . . . . . . . . . . . 41

アミロース .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86

アミロペクチン .... . . . . . . . . . . . . . . . 86

アルバイト .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171

アレルギー表示 .... . . . . . . . . . . . . . . 95

安全性 .... . . . . . . . . . . . . . . . . . 167, 174

家 .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26

育児・介護休業法 .... . . . . . . . 30, 49

育児休業制度 .... . . . . . . . . . . . . 30, 49

育児不安..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54

意思決定 .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

意思決定のプロセス .... . . . . . . . .187

遺族年金 .... . . . . . . . . . . . . . . . . . 67, 75

一語文 .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39

一汁三菜..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .122

一酸化炭素中毒 .... . . . . . . . . . . . . .159

一般飲食物添加物 .... . . . . . . . . . . . 97

イメージ能力 .... . . . . . . . . . . . . . . . . . 39

医療保険 .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74

色 .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131

インターネットショッピング....182

牛トレーサビリティ法 .... . . . . . . 119

エイジズム .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65

栄養 .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84

栄養機能食品 .... . . . . . . . . . . . . . . . . . 93

栄養成分表示 .... . . . . . . . . . . . . . . . . . 95

栄養摂取量 .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98

栄養素 .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84

エコマテリアル .... . . . . . . . . . . . . . .164

nLDK .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .153

温室効果ガス .... . . . . . . . . . . . . . . . .185

カーボンフットプリント .... . . .120

外気浴 .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47

介護休業制度 .... . . . . . . . . . . . . . . . . . 30

介護サービス計画 .... . . . . . . . . . . . . 66

介護支援専門員 .... . . . . . . . . . . . . . . 66

介護疲れ .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69

介護保険 .... . . . . . . . . . . . . . . . . . 66, 74

介護予防給付 .... . . . . . . . . . . . . . . . . . 66

外食 .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83

快適性 .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .167

界面活性剤 .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141

化学繊維 .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .135

核家族世帯 .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
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 繊維の生産
繊維は，衣料用のほかに，産業用資材，家庭用インテリアなど
にも使われている。これまで世界の人口は増加の一途をたどって
おり，繊維の需要量も年々増加している。今後も，更に多くの繊
維が必要になる。しかしながら，生産に必要な土地，木材や石油
などの資源は有限であり，今後増えることは期待できない。将来
は，これらの限られた資源を各国で分け合って使うことが必要に
なる。

 繊維の消費
現在，我が国は，世界有数の繊維消費国家である。しかし，明
治維新により近代国家へと変貌するとき，輸出により収益を得た
のは繊維産業であり，とくに絹織物と綿織物である。その後，
1970年代の高度経済成長期には高騰した人件費が価格を押し上
げ，一方で，アジア諸国の技術向上によって競争力が落ち，
1980年代半ばには輸出より輸入が増え，以後そのまま輸入量は
増加してきている。

 被服の輸入
国内で供給される被服のほとんどは輸入品である。なかでも，
織物やニットを用いた外衣の輸入が圧倒的に多い。輸入品には，
素材も含め，全て海外で企画生産されたものもあるが，低コスト
地域に共同工場を設立し，日本企業の企画により生産するものも
ある。
被服の輸入先としては中

ちゅう
国
ごく
が圧倒的に多く，ベトナム，インド

ネシア，バングラデシュなどのアジア諸国，およびEU諸国など
が続く。輸入衣類の種類は，中国やアジア諸国からは主として日
常よく着るもの，イタリアなどからはブランド品が多い。

資源としての衣服1

2
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3

4

5

3   富
とみ
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おか

製糸場と絹産業遺産群（群
ぐん

馬
ま

県）

　着なくなった服にはどのような服があるか調べて
みよう。その服をリフォームするとしたら，どのよ
うな方法があるか考えてみよう。

繊維資源の有効活用のために，被服についても，リデュース，
リユース，リサイクルの3R，更にリフューズやリペアを加えた
4Rや5Rを考える必要がある。
必要性を考慮して被服を入手し，適切な手入れや管理によって

長く着られる状態を保つようにしたい。また，着られなくなった
ら，リフォームする，人に譲る，フリーマーケットで売る，資源
回収に出すなど，更なる利用を考えて処分するとよい。
資源回収に出された被服は，着用できる物は古着として輸出さ

れ，輸出できない綿製品はウエスとして機械の油汚れを拭
ふ
き取る

ために使用される。布をほぐして綿
わた
状にした反

はん
毛
もう
は，フェルト，

詰め物用中
なか
綿
わた
，カーペットの裏地などに再生して利用される。
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　富岡製糸場と絹産業遺産群は，歴史的文化的価値がある
として，2014年世界遺産に登録された。

着られなくなった被服
は，ごみとして処分して
いたけれど，リサイクル
できるんだね。

被服資源や地球環境に目を向け，次世代に引き継げる
衣生活の在り方を考えていこう。また，自分以外のさま
ざまな人たちが楽しめる衣生活に目を向けてみよう。
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生産が行われた。
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みよう。その服をリフォームするとしたら，どのよ
うな方法があるか考えてみよう。

繊維資源の有効活用のために，被服についても，リデュース，
リユース，リサイクルの3R，更にリフューズやリペアを加えた
4Rや5Rを考える必要がある。
必要性を考慮して被服を入手し，適切な手入れや管理によって

長く着られる状態を保つようにしたい。また，着られなくなった
ら，リフォームする，人に譲る，フリーマーケットで売る，資源
回収に出すなど，更なる利用を考えて処分するとよい。
資源回収に出された被服は，着用できる物は古着として輸出さ

れ，輸出できない綿製品はウエスとして機械の油汚れを拭
ふ
き取る

ために使用される。布をほぐして綿
わた
状にした反

はん
毛
もう
は，フェルト，

詰め物用中
なか
綿
わた
，カーペットの裏地などに再生して利用される。

衣料品の再資源化2

p.185, 188

p.188

6

6   被服の処分経路

形を変える

譲る，売る

保存する

資源回収に出す

雑巾にする

退蔵

反毛にする

廃棄する

再利用

再利用
再利用

再利用

再生利用

ごみ

リフォーム

廃棄する

古布

ウエスにする

輸出する

埋め立て
焼却

利
用
被
服

不
要
被
服

ぞうきん

　富岡製糸場と絹産業遺産群は，歴史的文化的価値がある
として，2014年世界遺産に登録された。

着られなくなった被服
は，ごみとして処分して
いたけれど，リサイクル
できるんだね。

被服資源や地球環境に目を向け，次世代に引き継げる
衣生活の在り方を考えていこう。また，自分以外のさま
ざまな人たちが楽しめる衣生活に目を向けてみよう。
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第6章　衣生活をつくる　　4　これからの衣生活富岡製糸場　1872（明治5）年に，明治政府が建設した日本初の機械製糸工場で，当時は世界一の工場であった。1987（昭和62）年まで，生糸の
生産が行われた。

 繊維の生産
繊維は，衣料用のほかに，産業用資材，家庭用インテリアなど

にも使われている。これまで世界の人口は増加の一途をたどって
おり，繊維の需要量も年々増加している。今後も，更に多くの繊
維が必要になる。しかしながら，生産に必要な土地，木材や石油
などの資源は有限であり，今後増えることは期待できない。将来
は，これらの限られた資源を各国で分け合って使うことが必要に
なる。

 繊維の消費
現在，我が国は，世界有数の繊維消費国家である。しかし，明

治維新により近代国家へと変貌するとき，輸出により収益を得た
のは繊維産業であり，とくに絹織物と綿織物である。その後，
1970年代の高度経済成長期には高騰した人件費が価格を押し上
げ，一方で，アジア諸国の技術向上によって競争力が落ち，
1980年代半ばには輸出より輸入が増え，以後そのまま輸入量は
増加してきている。

 被服の輸入
国内で供給される被服のほとんどは輸入品である。なかでも，

織物やニットを用いた外衣の輸入が圧倒的に多い。輸入品には，
素材も含め，全て海外で企画生産されたものもあるが，低コスト
地域に共同工場を設立し，日本企業の企画により生産するものも
ある。
被服の輸入先としては中

ちゅう
国
ごく
が圧倒的に多く，ベトナム，インド

ネシア，バングラデシュなどのアジア諸国，およびEU諸国など
が続く。輸入衣類の種類は，中国やアジア諸国からは主として日
常よく着るもの，イタリアなどからはブランド品が多い。
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繊維資源の有効活用のために，被服についても，リデュース，
リユース，リサイクルの3R，更にリフューズやリペアを加えた
4Rや5Rを考える必要がある。
必要性を考慮して被服を入手し，適切な手入れや管理によって

長く着られる状態を保つようにしたい。また，着られなくなった
ら，リフォームする，人に譲る，フリーマーケットで売る，資源
回収に出すなど，更なる利用を考えて処分するとよい。
資源回収に出された被服は，着用できる物は古着として輸出さ

れ，輸出できない綿製品はウエスとして機械の油汚れを拭
ふ
き取る

ために使用される。布をほぐして綿
わた
状にした反

はん
毛
もう
は，フェルト，

詰め物用中
なか
綿
わた
，カーペットの裏地などに再生して利用される。
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　富岡製糸場と絹産業遺産群は，歴史的文化的価値がある
として，2014年世界遺産に登録された。

着られなくなった被服
は，ごみとして処分して
いたけれど，リサイクル
できるんだね。

被服資源や地球環境に目を向け，次世代に引き継げる
衣生活の在り方を考えていこう。また，自分以外のさま
ざまな人たちが楽しめる衣生活に目を向けてみよう。
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第6章　衣生活をつくる　　4　これからの衣生活富岡製糸場　1872（明治5）年に，明治政府が建設した日本初の機械製糸工場で，当時は世界一の工場であった。1987（昭和62）年まで，生糸の
生産が行われた。

 繊維の生産
繊維は，衣料用のほかに，産業用資材，家庭用インテリアなど

にも使われている。これまで世界の人口は増加の一途をたどって
おり，繊維の需要量も年々増加している。今後も，更に多くの繊
維が必要になる。しかしながら，生産に必要な土地，木材や石油
などの資源は有限であり，今後増えることは期待できない。将来
は，これらの限られた資源を各国で分け合って使うことが必要に
なる。

 繊維の消費
現在，我が国は，世界有数の繊維消費国家である。しかし，明

治維新により近代国家へと変貌するとき，輸出により収益を得た
のは繊維産業であり，とくに絹織物と綿織物である。その後，
1970年代の高度経済成長期には高騰した人件費が価格を押し上
げ，一方で，アジア諸国の技術向上によって競争力が落ち，
1980年代半ばには輸出より輸入が増え，以後そのまま輸入量は
増加してきている。

 被服の輸入
国内で供給される被服のほとんどは輸入品である。なかでも，

織物やニットを用いた外衣の輸入が圧倒的に多い。輸入品には，
素材も含め，全て海外で企画生産されたものもあるが，低コスト
地域に共同工場を設立し，日本企業の企画により生産するものも
ある。
被服の輸入先としては中

ちゅう
国
ごく
が圧倒的に多く，ベトナム，インド

ネシア，バングラデシュなどのアジア諸国，およびEU諸国など
が続く。輸入衣類の種類は，中国やアジア諸国からは主として日
常よく着るもの，イタリアなどからはブランド品が多い。

資源としての衣服1

2

1

3

4

5

3   富
とみ

岡
おか

製糸場と絹産業遺産群（群
ぐん

馬
ま

県）

　着なくなった服にはどのような服があるか調べて
みよう。その服をリフォームするとしたら，どのよ
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繊維資源の有効活用のために，被服についても，リデュース，
リユース，リサイクルの3R，更にリフューズやリペアを加えた
4Rや5Rを考える必要がある。
必要性を考慮して被服を入手し，適切な手入れや管理によって
長く着られる状態を保つようにしたい。また，着られなくなった
ら，リフォームする，人に譲る，フリーマーケットで売る，資源
回収に出すなど，更なる利用を考えて処分するとよい。
資源回収に出された被服は，着用できる物は古着として輸出さ
れ，輸出できない綿製品はウエスとして機械の油汚れを拭
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　富岡製糸場と絹産業遺産群は，歴史的文化的価値がある
として，2014年世界遺産に登録された。

着られなくなった被服
は，ごみとして処分して
いたけれど，リサイクル
できるんだね。

被服資源や地球環境に目を向け，次世代に引き継げる
衣生活の在り方を考えていこう。また，自分以外のさま
ざまな人たちが楽しめる衣生活に目を向けてみよう。
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第6章　衣生活をつくる　　4　これからの衣生活富岡製糸場　1872（明治5）年に，明治政府が建設した日本初の機械製糸工場で，当時は世界一の工場であった。1987（昭和62）年まで，生糸の
生産が行われた。

 繊維の生産
繊維は，衣料用のほかに，産業用資材，家庭用インテリアなど
にも使われている。これまで世界の人口は増加の一途をたどって
おり，繊維の需要量も年々増加している。今後も，更に多くの繊
維が必要になる。しかしながら，生産に必要な土地，木材や石油
などの資源は有限であり，今後増えることは期待できない。将来
は，これらの限られた資源を各国で分け合って使うことが必要に
なる。

 繊維の消費
現在，我が国は，世界有数の繊維消費国家である。しかし，明
治維新により近代国家へと変貌するとき，輸出により収益を得た
のは繊維産業であり，とくに絹織物と綿織物である。その後，
1970年代の高度経済成長期には高騰した人件費が価格を押し上
げ，一方で，アジア諸国の技術向上によって競争力が落ち，
1980年代半ばには輸出より輸入が増え，以後そのまま輸入量は
増加してきている。

 被服の輸入
国内で供給される被服のほとんどは輸入品である。なかでも，
織物やニットを用いた外衣の輸入が圧倒的に多い。輸入品には，
素材も含め，全て海外で企画生産されたものもあるが，低コスト
地域に共同工場を設立し，日本企業の企画により生産するものも
ある。
被服の輸入先としては中

ちゅう
国
ごく
が圧倒的に多く，ベトナム，インド

ネシア，バングラデシュなどのアジア諸国，およびEU諸国など
が続く。輸入衣類の種類は，中国やアジア諸国からは主として日
常よく着るもの，イタリアなどからはブランド品が多い。
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　着なくなった服にはどのような服があるか調べて
みよう。その服をリフォームするとしたら，どのよ
うな方法があるか考えてみよう。

繊維資源の有効活用のために，被服についても，リデュース，
リユース，リサイクルの3R，更にリフューズやリペアを加えた
4Rや5Rを考える必要がある。
必要性を考慮して被服を入手し，適切な手入れや管理によって
長く着られる状態を保つようにしたい。また，着られなくなった
ら，リフォームする，人に譲る，フリーマーケットで売る，資源
回収に出すなど，更なる利用を考えて処分するとよい。
資源回収に出された被服は，着用できる物は古着として輸出さ
れ，輸出できない綿製品はウエスとして機械の油汚れを拭
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　富岡製糸場と絹産業遺産群は，歴史的文化的価値がある
として，2014年世界遺産に登録された。

着られなくなった被服
は，ごみとして処分して
いたけれど，リサイクル
できるんだね。

被服資源や地球環境に目を向け，次世代に引き継げる
衣生活の在り方を考えていこう。また，自分以外のさま
ざまな人たちが楽しめる衣生活に目を向けてみよう。

学習のポイント

TRY

（日本化学繊維協会「繊維ハンドブック2019」）

1   日本の主要繊維生産量の推移
（万t）

0

50

100

150

’65 ’75 ’85 ’95 ’102005

合成繊維

綿糸

毛糸 生糸

（年）
’17’15

（日本化学繊維協会「繊維ハンドブック2019」）

2   世界の主要繊維需要量

1995

2000

2005

2010

2016

0

（年）

158

138
9,5307,044 2,348

148

135

127

4,6032,522 1,924

5,6553,473 2,034

6,9154,263 2,517

7,8235,167 2,529

綿＋亜麻
羊毛＋絹
化学繊維

（万t）
2,000 4,000 6,000 8,000 10,000

（日本化学繊維協会「繊維ハンドブック2019」）

5   衣料品の輸入国別割合（金額ベース）

63.6中国 2017年
（%）

その他

カンボジア

6.7

インドネシア
3.5

バングラデシュ
3.2

ベトナム
12.5

イタリア 2.8

3.1

総輸入額
3兆139億円

タイ 1.9ミャンマー 2.7

4   日本の衣類の輸入浸透率＊（数量ベース）

＊	国内に出回る衣類のうち，輸入品が占める割合をいう。	
国内供給点数=生産点数+輸入点数ー輸出点数	
輸入浸透率（％）＝輸入点数÷国内供給点数×100

（日本化学繊維協会「繊維ハンドブック2019」）

（億点） 輸入浸透率

輸入点数

生産点数

輸出点数
10

20

30

40 100

80

60

40

20

0
1990 ’95 2000 ’05 ’10 ’15 ’17

生
産
・
輸
入
・
輸
出
点
数

輸
入
浸
透
率

（%）

（年）
0

4 これからの衣生活　持続可能な衣生活を目指して
私
わたし

たちの衣生活は，資源や環境問題とどのような関
かか

わりを持つだろうか。
全
すべ

ての人がよりよい衣生活を実現できるよう広い視野に立って考え，行動しよう。

5

10

5

10

15

20

25

30

ひとくち
メモ 145144

衣
生
活

第6章　衣生活をつくる　　4　これからの衣生活富岡製糸場　1872（明治5）年に，明治政府が建設した日本初の機械製糸工場で，当時は世界一の工場であった。1987（昭和62）年まで，生糸の
生産が行われた。

 繊維の生産
繊維は，衣料用のほかに，産業用資材，家庭用インテリアなど
にも使われている。これまで世界の人口は増加の一途をたどって
おり，繊維の需要量も年々増加している。今後も，更に多くの繊
維が必要になる。しかしながら，生産に必要な土地，木材や石油
などの資源は有限であり，今後増えることは期待できない。将来
は，これらの限られた資源を各国で分け合って使うことが必要に
なる。

 繊維の消費
現在，我が国は，世界有数の繊維消費国家である。しかし，明
治維新により近代国家へと変貌するとき，輸出により収益を得た
のは繊維産業であり，とくに絹織物と綿織物である。その後，
1970年代の高度経済成長期には高騰した人件費が価格を押し上
げ，一方で，アジア諸国の技術向上によって競争力が落ち，
1980年代半ばには輸出より輸入が増え，以後そのまま輸入量は
増加してきている。

 被服の輸入
国内で供給される被服のほとんどは輸入品である。なかでも，
織物やニットを用いた外衣の輸入が圧倒的に多い。輸入品には，
素材も含め，全て海外で企画生産されたものもあるが，低コスト
地域に共同工場を設立し，日本企業の企画により生産するものも
ある。
被服の輸入先としては中

ちゅう
国
ごく
が圧倒的に多く，ベトナム，インド

ネシア，バングラデシュなどのアジア諸国，およびEU諸国など
が続く。輸入衣類の種類は，中国やアジア諸国からは主として日
常よく着るもの，イタリアなどからはブランド品が多い。
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　着なくなった服にはどのような服があるか調べて
みよう。その服をリフォームするとしたら，どのよ
うな方法があるか考えてみよう。

繊維資源の有効活用のために，被服についても，リデュース，
リユース，リサイクルの3R，更にリフューズやリペアを加えた
4Rや5Rを考える必要がある。
必要性を考慮して被服を入手し，適切な手入れや管理によって

長く着られる状態を保つようにしたい。また，着られなくなった
ら，リフォームする，人に譲る，フリーマーケットで売る，資源
回収に出すなど，更なる利用を考えて処分するとよい。
資源回収に出された被服は，着用できる物は古着として輸出さ

れ，輸出できない綿製品はウエスとして機械の油汚れを拭
ふ
き取る

ために使用される。布をほぐして綿
わた
状にした反

はん
毛
もう
は，フェルト，

詰め物用中
なか
綿
わた
，カーペットの裏地などに再生して利用される。

衣料品の再資源化2
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6   被服の処分経路
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　富岡製糸場と絹産業遺産群は，歴史的文化的価値がある
として，2014年世界遺産に登録された。

着られなくなった被服
は，ごみとして処分して
いたけれど，リサイクル
できるんだね。

被服資源や地球環境に目を向け，次世代に引き継げる
衣生活の在り方を考えていこう。また，自分以外のさま
ざまな人たちが楽しめる衣生活に目を向けてみよう。

学習のポイント

TRY

（日本化学繊維協会「繊維ハンドブック2019」）
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5   衣料品の輸入国別割合（金額ベース）
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4 これからの衣生活　持続可能な衣生活を目指して
私
わたし

たちの衣生活は，資源や環境問題とどのような関
かか

わりを持つだろうか。
全
すべ

ての人がよりよい衣生活を実現できるよう広い視野に立って考え，行動しよう。
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第6章　衣生活をつくる　　4　これからの衣生活富岡製糸場　1872（明治5）年に，明治政府が建設した日本初の機械製糸工場で，当時は世界一の工場であった。1987（昭和62）年まで，生糸の
生産が行われた。

145

145

4

5



訂正箇所 原　　　文ページ 行

 ライフステージと住居
家族のライフステージごとの住

じゅう
要
よう

求
きゅう
はさまざまであり，全

すべ
ての

要求が満たされることは難しい。一般的には要求の中での優先順
位を家族で考え，必要なものから実行していく。部屋数が少ない
場合は，きょうだいで同じ子ども室を使うなど，部屋の使い方を
工夫して住要求を満たす努力をすることも必要である。
一生同じ住居に住み続ける人もいれば，家族構成の変化や仕事
の事情などにより引っ越す人もいる。同じ住居でも，家族はライ
フステージごとに，増改築や建て直し，引っ越しなど，住居に関
する何らかの検討を行う場合が多い。
これらの経済的な負担は大きいため，ライフステージの変化を
見越して住

じゅう
宅
たく

取
しゅ

得
とく

費
ひ
を計画的に準備しておく必要がある。また，

都心か郊外か，一戸建てか集合住宅かなど，住む場所や住居形態
の選択についても，家族でさまざまな可能性について検討する必
要がある。

 収納と物の管理
家族全員で使う物と個人で使う物，毎日使う物と季節ごとに出
し入れする物，思い出の品のように永続的に保存する物など，住
居にはさまざまな物がある。収

しゅう
納
のう

の工
く

夫
ふう
と物の管理は住み心地に

も深く関
かか
わるため，家族全員が使いやすくかたづけやすいように

物の収納場所を決め，常に整理・整頓を心がけることが重要であ
る。
伝統的な日本の住居には蔵や納

なん
戸
ど
，押し入れのように，物をし

まう部屋や空間が用意されていたが，現代の住居では食器棚や衣
服のクローゼットなどのように，部屋別に目的別収納が用意され
る場合が多い。限られた住空間を有効に使うためには，効率的に
収納することが求められる。
収納にはクローゼットのように建物と一体になっている造り付
け収納と，たんすや食器棚のように移動できる置き家具がある。
地震の多い我が国では，倒れる心配のない造り付け収納を建築時
に計画しておくと安心である。置き家具は引っ越しや模様替えな
どに対応できるが，家具の積み重ねには注意が必要である。なる
べく低めの家具配置とし，転倒防止を心がけたい。

住居の計画3

1

2

3

p.175

4

5

1   ライフステージによる住要求の例

乳
幼
児
期

●  静かに就寝できる環境が特に必要。
●  親との同一室就寝が多い。
●  危険な物は手の届く範囲に置かない。
●  親の姿が見える範囲で遊べる環境が必要。
●  親の援助で整理・整

せい
頓
とん
の習慣を身につける。

児
童
期

●  親と別室就寝。
●  机が必要だが，学習机を使う 
とは限らない。

●  住宅事情が許せば個室を 
持つことになる。

青
年
期

●  プライバシーを求めて部屋にかぎをかけたり 
無断入室を拒否したりする。

●  個室要求が強く， 
自己表現の場所となる。

●  一人暮らしを 
することもある。

●  男女別室で就寝する（就寝分離）。

壮
年
期

●  家族構成や就業の変化が多く子育てや 
高齢の親の介護をすることもある。

●  住宅選択（増改築，建て替え， 
引っ越しなど）の機会が生じやすい。 
通勤・通学時間，周囲の環境， 
諸施設への距離などを考慮する。

高
齢
期

●  老化により住居内の事故が起きやすくなる。
●  住み慣れた住居や近隣関係・ 
環境を大切にする。

●  バリアフリー化やリフォームが 
必要になる。（

▲

p.162）
●  2世帯住宅や高齢者施設に 
住むこともある。

高齢期

高齢期

3   ライフステージに応じた住まい方

　約80㎡の平屋で，北東の玄関から入り台所
の脇

わき
を通って居間から寝室へとつながる間取

りである。第1子が幼児のうちはこのままでよ
く，余裕のある住まい方ができる。

　2人の子どもが小学生になり，夫婦寝室を子
ども室2室に改造，和室を夫婦寝室とする。
各々のプライバシーを保ちつつ，団

だん
欒
らん
や収納の

スペースも確保できる。

　台所の南を子ども室に改造。もとの子ども
室の1つが夫婦の，和室が親夫婦の寝室となる。
最高7人まで生活できる。

同じ住居を住みこなす場合

ふさわしい住居に住み替える場合

青年期

夫婦（＋乳児）
1 壮年期
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2 3
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夫婦＋子ども＋高齢の親
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　高齢者夫婦のみが住む。部屋数は少ないがゆとりがある
寸法で，バリアフリーに対応している。大きなバルコニーか
ら住居内の様子が分かり，隣どうしのつながりが確保できる。

　高齢の親との2世帯住宅。玄
関を共用するが，トイレ，台所，
居室は独立で，それぞれのプラ
イバシーも確保されている。
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5   造り付け収納と置き家具の例

（国土交通省「平成25（2013）年住生活総合調査」）

2   住んでみて分かる住宅の問題点 
（住宅の各要素に対する不満）
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瀬
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子
こ

ほか「住まいの事典」より作成）

4   収納する物と棚の奥行きの例

高齢者などへの配慮

住宅の防犯性

冷暖房などの
省エネルギー性

地震時の住宅の安全性

収納の多さ，使いやすさ

住宅の断熱性や気密性

騒音などに対する遮音性

住宅のいたみの少なさ

換気性能

火災に対する安全性

非常に不満 多少不満
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マイホームの価格　住宅取得費は，新築・中古，戸建住宅・集合住宅，都市部・地方などの条件や買う時期によって大きく異なる。例えばマンショ
ンの購入価格は，全国平均4,348万円，東

とう
京
きょう
都5,205万円，愛

え
媛
ひめ
県2,496万円である（2017年度フラット35利用者，住宅金融支援機構調べ）。

第7章　住生活をつくる　　1　住生活について考える
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訂正箇所 訂　　　正　　　文ページ 行
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家族のライフステージごとの住
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求
きゅう
はさまざまであり，全

すべ
ての

要求が満たされることは難しい。一般的には要求の中での優先順
位を家族で考え，必要なものから実行していく。部屋数が少ない
場合は，きょうだいで同じ子ども室を使うなど，部屋の使い方を
工夫して住要求を満たす努力をすることも必要である。
一生同じ住居に住み続ける人もいれば，家族構成の変化や仕事
の事情などにより引っ越す人もいる。同じ住居でも，家族はライ
フステージごとに，増改築や建て直し，引っ越しなど，住居に関
する何らかの検討を行う場合が多い。
これらの経済的な負担は大きいため，ライフステージの変化を
見越して住

じゅう
宅
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費
ひ
を計画的に準備しておく必要がある。また，

都心か郊外か，一戸建てか集合住宅かなど，住む場所や住居形態
の選択についても，家族でさまざまな可能性について検討する必
要がある。

 収納と物の管理
家族全員で使う物と個人で使う物，毎日使う物と季節ごとに出
し入れする物，思い出の品のように永続的に保存する物など，住
居にはさまざまな物がある。収

しゅう
納
のう

の工
く

夫
ふう
と物の管理は住み心地に

も深く関
かか
わるため，家族全員が使いやすくかたづけやすいように

物の収納場所を決め，常に整理・整頓を心がけることが重要であ
る。
伝統的な日本の住居には蔵や納

なん
戸
ど
，押し入れのように，物をし

まう部屋や空間が用意されていたが，現代の住居では食器棚や衣
服のクローゼットなどのように，部屋別に目的別収納が用意され
る場合が多い。限られた住空間を有効に使うためには，効率的に
収納することが求められる。
収納にはクローゼットのように建物と一体になっている造り付
け収納と，たんすや食器棚のように移動できる置き家具がある。
地震の多い我が国では，倒れる心配のない造り付け収納を建築時
に計画しておくと安心である。置き家具は引っ越しや模様替えな
どに対応できるが，家具の積み重ねには注意が必要である。なる
べく低めの家具配置とし，転倒防止を心がけたい。
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1   ライフステージによる住要求の例

乳
幼
児
期

●  静かに就寝できる環境が特に必要。
●  親との同一室就寝が多い。
●  危険な物は手の届く範囲に置かない。
●  親の姿が見える範囲で遊べる環境が必要。
●  親の援助で整理・整

せい
頓
とん
の習慣を身につける。

児
童
期

●  親と別室就寝。
●  机が必要だが，学習机を使う 
とは限らない。

●  住宅事情が許せば個室を 
持つことになる。

青
年
期

●  プライバシーを求めて部屋にかぎをかけたり 
無断入室を拒否したりする。

●  個室要求が強く， 
自己表現の場所となる。

●  一人暮らしを 
することもある。

●  男女別室で就寝する（就寝分離）。

壮
年
期

●  家族構成や就業の変化が多く子育てや 
高齢の親の介護をすることもある。

●  住宅選択（増改築，建て替え， 
引っ越しなど）の機会が生じやすい。 
通勤・通学時間，周囲の環境， 
諸施設への距離などを考慮する。

高
齢
期

●  老化により住居内の事故が起きやすくなる。
●  住み慣れた住居や近隣関係・ 
環境を大切にする。

●  バリアフリー化やリフォームが 
必要になる。（

▲

p.162）
●  2世帯住宅や高齢者施設に 
住むこともある。

高齢期

高齢期

3   ライフステージに応じた住まい方

　約80㎡の平屋で，北東の玄関から入り台所
の脇

わき
を通って居間から寝室へとつながる間取

りである。第1子が幼児のうちはこのままでよ
く，余裕のある住まい方ができる。

　2人の子どもが小学生になり，夫婦寝室を子
ども室2室に改造，和室を夫婦寝室とする。
各々のプライバシーを保ちつつ，団

だん
欒
らん
や収納の

スペースも確保できる。

　台所の南を子ども室に改造。もとの子ども
室の1つが夫婦の，和室が親夫婦の寝室となる。
最高7人まで生活できる。

同じ住居を住みこなす場合

ふさわしい住居に住み替える場合

青年期

夫婦（＋乳児）
1 壮年期

壮年期

2 3

A

B

夫婦＋子ども
夫婦＋子ども＋高齢の親

高齢者夫婦＋夫婦＋孫
高齢者夫婦
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ら住居内の様子が分かり，隣どうしのつながりが確保できる。
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5   造り付け収納と置き家具の例

（国土交通省「平成25（2013）年住生活総合調査」）

2   住んでみて分かる住宅の問題点 
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4   収納する物と棚の奥行きの例

高齢者などへの配慮

住宅の防犯性

冷暖房などの
省エネルギー性

地震時の住宅の安全性

収納の多さ，使いやすさ

住宅の断熱性や気密性

騒音などに対する遮音性

住宅のいたみの少なさ

換気性能

火災に対する安全性

非常に不満 多少不満

13.6 39.9 53.5

46.736.010.7

48.635.013.6

44.032.511.5

41.434.56.9

45.233.711.5

40.57.5 33.0

39.79.3 30.4

39.27.3 31.9

35.96.4 29.5
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マイホームの価格　住宅取得費は，新築・中古，戸建住宅・集合住宅，都市部・地方などの条件や買う時期によって大きく異なる。例えばマンショ
ンの購入価格は，全国平均4,437万円，東

とう
京
きょう
都5,334万円，香

か
川
がわ
県2,595万円である（2018年度フラット35利用者，住宅金融支援機構調べ）。

第7章　住生活をつくる　　1　住生活について考える



訂正箇所 原　　　文 訂　　　正　　　文ページ 行

 人為災害と住居
住居の人為災害には，火災や空き巣，強盗などがある。火災の
原因は，放火やこんろ，たばこ，火遊び，ストーブなどがある。
住居や家財の焼失被害，やけどだけでなく，一

いっ
酸
さん

化
か

炭
たん

素
そ

中
ちゅう

毒
どく
によ

る死亡例も多く，注意が必要である。
空き巣や強盗などの住居への不法侵入を阻止するためには，戸
締まりを厳重にする以外にも，ドアや窓などの二重施錠，ドア
チェーンの使用，玄関や庭などの屋外照明の工夫が必要となる。
しかし，これらの設備に頼るだけではなく，近所の人の目による
見守りや声かけなどにより，地域のコミュニケーションを密にし，
犯罪の起こりにくいまちにすることが，最も重要である。

 住居内の事故
住居は幼児や高齢者，病人や怪

け
我
が
人，妊婦や障がい者などさま

ざまな人が生活する場である。誰
だれ
もが安全に暮らせるようにしな

ければならないが，住
じゅう

居
きょ

内
ない

の事
じ

故
こ
で命を落とす場合もある。具体

的には転落や転倒，溺
でき
死
し
，窒息などが多く，とくに65歳以上の

高齢者や乳幼児の事故が多い。
事故対策としては，廊下などで家族が出合い頭にぶつからない
よう住居内の動線の整理，床面や家具周りの整理・整

せい
頓
とん
，火気や

暖房器具の管理，部屋の換気による空気汚染防止などがある。

3

4

p.154

5

 災害と住居
日本は世界でも有数の地震国である。災害は，自

し
然
ぜん

災
さい

害
がい
と人

じん
為
い

災
さい

害
がい
に大別される。自然災害には，火山噴火，地震，津波，洪水，

豪雨，豪雪，雪
な だ れ
崩などがある。人為災害にはガス爆発，地盤沈下，

騒音公害，振動公害，大気汚染などがある。これらの二
に

次
じ

災
さい

害
がい
と

して，交通網の切断，水道・電気・ガスなどのライフラインの破
壊，建物の倒壊，火災などが起こる。

 自然災害の対策 ▲

p.78 TRY

自然災害や事故に対処するには，堤防や河川の整備，土砂崩れ
の防止，雪崩対策，地盤強化など，住居の立地条件を公共的に整
えなければならない。また，住居を耐震，耐風，耐火構造にする
とともに，木造の場合は屋根や外壁，台所などの火気使用室の壁
や天井に不燃材を使う，骨組みや土台を補強するなどの対策も必
要である。そのうえで，日

ひ
頃
ごろ
から家具の固定，非常持ち出し袋の

用意，ハザードマップや避難場所の確認などをして，災害に備え
よう。

安全で快適な住生活1

2

1

p.78

1   家具の固定の例

2   耐震・免震・制振構造

　阪
はん

神
しん

・淡
あわ

路
じ

大震災（1995年，
兵
ひょう

庫
ご

県）の人的被害では，家屋
の倒壊や家具の転倒による圧
死・窒息死が最も多かった。

●  家具は転倒，移動，飛び出しなどさまざまな動きをするた
め固定する。桟に直接固定できない場合は，複数の方法
で強度を高める。

●  家具が倒れても寝床や出入口に重ならないよう配置する。
●  積み重ね家具は金具で上下段を固定する。
●  フィルムや耐震ラッチで，ガラスや食器の飛散を防ぐ。

耐震構造 免震構造 制振構造

耐力壁で建物の強度を高め，建物全体で揺れのエ
ネルギーに耐える。高層階ほど大きく揺れる。

建物と地面の間にある免震装置（積層ゴムや滑り支承，ダ
ンパーなど）が揺れのエネルギーを吸収する。

建物内部や上部に設置した制振装置（制振
ダンパーや振り子など）が揺れのエネル
ギーを吸収する。

安全で快適な住生活を営むことのできる住居の条件を
知り，地震や災害に強く，日当たりや風通しのよい住居
について考えよう。

学習のポイント

5   住居内の事故の例

3   空き巣が入りにくい住居

面
めん

格
こう

子
し

ピッキング
しにくい
かぎや補助錠

防犯フィルム

近所の人が見ている
声をよくかけ合う人感センサー付き照明

暗がりや
死角がない

犬がいる

　住居ではさまざまな事故が起こ
る危険性がある。危ない場所を探
し，事故を未然に防ぐための対策を
立てよう。事故が多い高齢者や乳
幼児の視点から考えることも重要
である。また，災害時も想定してみ
よう。

［耐力壁］

筋
か
い

胴縁
どうぶち

間柱
ま ばしら

構造用
合板

積層ゴム ダンパー滑り支承 制振ダンパー

地震地震地震

免震装置
制振装置

地震地震地震

免震装置
制振装置

地震地震地震

免震装置
制振装置

2 住生活の計画と選択
災害にはどのようなものがあるだろう。
近年起こった大災害や自分の住居内で起こった事故を挙げよう。

筋
か
い

構造用
合板

4  家庭内における不慮の事故死者

（厚生労働省「平成28（2016）年人口動態統計」）

5～14歳 15～64歳 65歳～0～4歳
12,146人1,878人34人105人

（%）
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住宅用火災警報器の設置義務　2006年に消防法が改正され，全
すべ
ての住宅の寝室と階段に，火災警報器の設置が義務付けられた。地域によっては台所

や全ての居室にも設置しなければならない。あなたの家には火災警報器があるだろうか。確認してみよう。
第7章　住生活をつくる　　2　住生活の計画と選択

 住宅政策の変化
日本では第二次世界大戦後の住宅不足を補い，高度経済成長期

には流入する都市部の人口を支えるために狭小な住宅が大量に造
られた。その後，主に都市部の住宅の狭さ，住環境の悪さが住宅
問題として顕在化したことから，国は住宅の新規供給を中心とし
た住

じゅう
宅
たく

政
せい

策
さく
を講じてきた。

しかし人口減少社会，超高齢社会に向かう現在，住宅への需要
は「量」的な充実から，耐震化，省エネルギー化，バリアフリー
化などの「質」的な面の充実へと変化しており，住宅供給を主眼
とした枠組みを根底から見直す必要性が高まっている。そこで，
2006年には健全な住宅市場の整備と，国民の住生活の「質」を向
上させるストック重視の住

じゅう
生
せい

活
かつ

基
き

本
ほん

法
ほう
が施行され，これに基づき

同年からは，10年計画である住
じゅう

生
せい

活
かつ

基
き

本
ほん

計
けい

画
かく
が策定されている。

 これからの住まい方
近年では，ライフスタイルの変化や，平均世帯人数の減少，単

身世帯や夫婦のみ世帯の増加などの変化に従い，住まい方に変化
が生じている。血縁関係だけでなく地域の人々とコミュニティを
形成し，つながりを持ちながら生活するという志向もある。血縁
や婚姻などによる関係性のない者どうしが同居するシェア・ハウ
ジングやグループ・リビング，住生活の一部を共同化するコレク
ティブハウジングや，住み手自身が計画段階から自分たちだけの
集合住宅づくりに参画するコーポラティブハウジングなどがその
例である。

社会環境と住居2

1

p.61

column

2  3

4

 住民参加のまちづくり
暮らしやすい住

じゅう
環
かん

境
きょう
とは，安

あん
全
ぜん

性
せい
，保

ほ
健
けん

性
せい
，利

り
便
べん

性
せい
，快

かい
適
てき

性
せい
，

持
じ

続
ぞく

可
か

能
のう

性
せい
が整っていることをいう。全

すべ
てを満足する住環境を得

ることは難しいが，緑化や震災復興，公園の整備や商店街の再生
など，住民の視点で，できることからまちづくりに取り組むこと
が重要である。

都
と

市
し

計
けい

画
かく
（まちの環境整備）は，住民と行政が共に進める。長

い年月がかかることもあるが，地域の人々が話し合い，知恵を出
し合うことにより，コミュニティとしての結束力が高まり，活発
なまちづくりにもつながっていく。

5

TRY

4  シェア・ハウジングとは

5  住環境の評価指標の例

　シェア・ハウジングは，個室を持ちプライバシーを確保
しながら，リビングやキッチン，浴室などの空間と家財を
共有する住まい方である。共用部分が広く，調理家電な
どの設備を無駄なく充実させることができる。また，常に
人の気配があり，気が向いたときに食事やくつろぎの時間
を共に過ごせる点も特徴だが，互いに快適に暮らすために
は，各人がルールを守り，コミュニケーションをとること
も必要になる。
　近年では，学生や独身者どうしだけでなく，留学生や小
さい子どものいる世帯どうしなど，さまざまな事例がある。
また，商店街の空き店舗や旅館をリノベーションする，高
齢者の広い住居に学生が住むなど，シェア・ハウジングの
特性を生かして地域を活性化する試みも行われている。

安全性
●犯罪や事故につながる危険な場所がない。
●火災，風水害，地震などに備えている。
●バリアフリー化されている。

保健性
●公害や伝染病の蔓

まん
延
えん
を予防している。

●日照・通風・採光がよい。

利便性
●日常生活がしやすい。
●病院や公共施設，商店などが近くにある。
●公共交通機関が利用でき，設備が整っている。

快適性

●まち並みや景観が美しく統一感がある。
●空間にゆとりがある。自然が充実している。
●  プライバシーへの配慮とコミュニケーション
の場がある。

●迷惑施設が近くにない。

持続
可能性

●地域の経済が活性化されている。
●循環型社会や自然共生社会を目指している。
●人口や住宅需要などのバランスがよい。
●品位やブランドが保たれ，まちに魅力がある。

（浅
あさ

見
み

泰
やす

司
し

「住環境」より作成）

2   居住面積水準（住戸専用面積・壁芯）

＊1 	最低居住面積水準　健康で文化的な住生活の基礎として
必要不可欠な住宅の面積に関する水準。

＊2 	誘導居住面積水準　世帯人数に応じて，豊かな住生活の
実現の前提として多様なライフスタイルに対応するため
に必要と考えられる住宅の面積に関する水準。

＊3 	3歳未満0.25人，3歳以上6歳未満0.5人，6歳以上10歳
未満0.75人とするが，その結果合計2人に満たない場合
は2人とする。

　住居に必要な面積は，家族人数やライフステージによっ
て異なる。住生活基本計画では，「最低居住面積水準＊1」
と「誘導居住面積水準＊2」を定め，最低居住面積水準未満
率の早期解消を目指している。

名　称 世帯人数＊3 面　積

最低居住
面積水準＊1

単身者
2人以上の世帯

25m2

10m2×世帯人数＋10m2

誘
導
居
住
面
積
水
準

一般型
単身者

2人以上の世帯
55m2

25m2×世帯人数＋25m2

都市
居住型

単身者
2人以上の世帯

40m2

20m2×世帯人数＋15m2＊2

5,759 6,063

4,997
5,245

3,106
3,545

3,861
4,201

4,588
5,025

5,389

2,965
3,283 3,520

3,781
4,116

4,436
4,726

総住宅数

総世帯数

1973
0

3,000

4,000

5,000

6,000
（万）

’78 ’83 ’88 ’93 ’98 2003 ’08 ’13（年）
（総務省「住宅・土地統計調査」2013年）

1  住宅数と世帯数の推移

（注）		1983年は建設省推計。総数には不詳を含む。
＊2003年以前は最低居住水準，誘導居住水準による。

（総務省「住宅・土地統計調査」）

3  居住水準の推移

0

20

40

60

80

100

120

0

1,000
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6,000
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（万世帯）
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3,470
3,741

4,077
4,392

4,686
4,960

974 1,183 1,653 2,041 2,450 2,683 2,951

5,210

395 355 319 331 369

誘導居住面積水準＊以上
最低居住面積水準＊未満

195224

■  日本の住宅事情

イギリスやアメリカなどの欧米諸外国に比べると，日本は住居の
床面積が狭く（一戸あたり89.7m2，諸外国155.3m2），公園などの都
市基盤の整備が遅れている。とくに政令指定都市における一人あ
たりの都市公園面積が少なく，人口に対する新設住宅戸数が多い。
大都市圏では地価が高く郊外に住居を構えることになり，通勤
時間が長い，住居が狭小であるなどの問題がある。地方では過疎
化，商店街の衰退など，国内でも住宅事情に違いがある。

Column

例

高校生の立場からまちづくりに参画しよう　　
　現在行われているまちづくり活動を調べよう。また，あなたの住む地域の課題は何かを考え，
地域の一員としてまちづくりに参画しよう。一人暮らしや働いている人など，さまざまな立場の
人がまちづくりに参画するにはどうすればよいだろうか。

集いの場で地域をつなぐ岩
いわ

沼
ぬま

「みんなの家」（宮
みや

城
ぎ

県岩沼市玉
たま

浦
うら

地区）

　「みんなの家」は東日本大震災後に建築家の伊
い

東
とう

豊
とよ

雄
お

氏らが呼びかけ，被災各地
に広がっているプロジェクトである。津波の被害を受けた玉浦地区には2013年に開
館した。地域の人々が出会い，再びつながり，復興を考える場となるように設けられ，
利用者の中には，震災後ここで数年ぶりに再会できた人たちもいる。
　週末は地域の農業復興のため，地元の農作物を直売する。CSR（

▲

p.189）の一環
として企画運営を行う企業は語る。「津波の塩害で農業用地はやられたが，土壌を整
えてもう一度頑張ろうという方がたくさんいる。そういう方たちがつながりを深めて，
地域が元気を取り戻す場所になればと思い支援しています。主役は地域住民の皆さ
んですから」
　近隣は住宅地や農業用地として再開発が進んでいる。新しい住民も増える中，小
さい子ども連れから高齢者まで，幅広い世代が遊び場や憩いの場として活用し，地
域の集まりや農業体験イベントなども頻繁に行われている。

「みんなの家」外観

餠
もち
つき大会の様子。さまざまな世代が

「みんなの家」で出会い，触れ合う。

TRY

個室部分

同じ大学に通う入居者どう
しで学び合う。
 （群

ぐん
馬
ま
県前

まえ
橋
ばし
市）
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用途地域とは　住居や商業施設，工場など，土地の利用方法が混在する場所は住みにくく，業務の利便性も低くなってしまう。そこで都市計画法で
は土地をその用途により「第一種低層住居専用地域」「工業地域」など12種類に区分し，「用途地域」として定めている。

第7章　住生活をつくる　　3　これからの住生活

 住宅政策の変化
日本では第二次世界大戦後の住宅不足を補い，高度経済成長期
には流入する都市部の人口を支えるために狭小な住宅が大量に造
られた。その後，主に都市部の住宅の狭さ，住環境の悪さが住宅
問題として顕在化したことから，国は住宅の新規供給を中心とし
た住

じゅう
宅
たく

政
せい
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さく
を講じてきた。

しかし人口減少社会，超高齢社会に向かう現在，住宅への需要
は「量」的な充実から，耐震化，省エネルギー化，バリアフリー
化などの「質」的な面の充実へと変化しており，住宅供給を主眼
とした枠組みを根底から見直す必要性が高まっている。そこで，
2006年には健全な住宅市場の整備と，国民の住生活の「質」を向
上させるストック重視の住

じゅう
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活
かつ

基
き

本
ほん
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ほう
が施行され，これに基づき

同年からは，10年計画である住
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が策定されている。

 これからの住まい方
近年では，ライフスタイルの変化や，平均世帯人数の減少，単
身世帯や夫婦のみ世帯の増加などの変化に従い，住まい方に変化
が生じている。血縁関係だけでなく地域の人々とコミュニティを
形成し，つながりを持ちながら生活するという志向もある。血縁
や婚姻などによる関係性のない者どうしが同居するシェア・ハウ
ジングやグループ・リビング，住生活の一部を共同化するコレク
ティブハウジングや，住み手自身が計画段階から自分たちだけの
集合住宅づくりに参画するコーポラティブハウジングなどがその
例である。

社会環境と住居2
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 住民参加のまちづくり
暮らしやすい住
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，

持
じ

続
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可
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能
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性
せい
が整っていることをいう。全

すべ
てを満足する住環境を得

ることは難しいが，緑化や震災復興，公園の整備や商店街の再生
など，住民の視点で，できることからまちづくりに取り組むこと
が重要である。

都
と

市
し

計
けい

画
かく
（まちの環境整備）は，住民と行政が共に進める。長

い年月がかかることもあるが，地域の人々が話し合い，知恵を出
し合うことにより，コミュニティとしての結束力が高まり，活発
なまちづくりにもつながっていく。
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4  シェア・ハウジングとは

5  住環境の評価指標の例

　シェア・ハウジングは，個室を持ちプライバシーを確保
しながら，リビングやキッチン，浴室などの空間と家財を
共有する住まい方である。共用部分が広く，調理家電な
どの設備を無駄なく充実させることができる。また，常に
人の気配があり，気が向いたときに食事やくつろぎの時間
を共に過ごせる点も特徴だが，互いに快適に暮らすために
は，各人がルールを守り，コミュニケーションをとること
も必要になる。
　近年では，学生や独身者どうしだけでなく，留学生や小
さい子どものいる世帯どうしなど，さまざまな事例がある。
また，商店街の空き店舗や旅館をリノベーションする，高
齢者の広い住居に学生が住むなど，シェア・ハウジングの
特性を生かして地域を活性化する試みも行われている。

安全性
●犯罪や事故につながる危険な場所がない。
●火災，風水害，地震などに備えている。
●バリアフリー化されている。

保健性
●公害や伝染病の蔓

まん
延
えん
を予防している。

●日照・通風・採光がよい。

利便性
●日常生活がしやすい。
●病院や公共施設，商店などが近くにある。
●公共交通機関が利用でき，設備が整っている。

快適性

●まち並みや景観が美しく統一感がある。
●空間にゆとりがある。自然が充実している。
●  プライバシーへの配慮とコミュニケーション
の場がある。

●迷惑施設が近くにない。

持続
可能性

●地域の経済が活性化されている。
●循環型社会や自然共生社会を目指している。
●人口や住宅需要などのバランスがよい。
●品位やブランドが保たれ，まちに魅力がある。
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し

「住環境」より作成）

2   居住面積水準（住戸専用面積・壁芯）

＊1 	最低居住面積水準　健康で文化的な住生活の基礎として
必要不可欠な住宅の面積に関する水準。

＊2 	誘導居住面積水準　世帯人数に応じて，豊かな住生活の
実現の前提として多様なライフスタイルに対応するため
に必要と考えられる住宅の面積に関する水準。

＊3 	3歳未満0.25人，3歳以上6歳未満0.5人，6歳以上10歳
未満0.75人とするが，その結果合計2人に満たない場合
は2人とする。

　住居に必要な面積は，家族人数やライフステージによっ
て異なる。住生活基本計画では，「最低居住面積水準＊1」
と「誘導居住面積水準＊2」を定め，最低居住面積水準未満
率の早期解消を目指している。

名　称 世帯人数＊3 面　積

最低居住
面積水準＊1

単身者
2人以上の世帯

25m2

10m2×世帯人数＋10m2
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一般型
単身者

2人以上の世帯
55m2
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居住型
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20m2×世帯人数＋15m2＊2
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（総務省「住宅・土地統計調査」2013年）

1  住宅数と世帯数の推移

（注）		1983年は建設省推計。総数には不詳を含む。
＊2003年以前は最低居住水準，誘導居住水準による。

（総務省「住宅・土地統計調査」）

3  居住水準の推移
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■  日本の住宅事情

イギリスやアメリカなどの欧米諸外国に比べると，日本は住居の
床面積が狭く（一戸あたり89.7m2，諸外国155.3m2），公園などの都
市基盤の整備が遅れている。とくに政令指定都市における一人あ
たりの都市公園面積が少なく，人口に対する新設住宅戸数が多い。
大都市圏では地価が高く郊外に住居を構えることになり，通勤
時間が長い，住居が狭小であるなどの問題がある。地方では過疎
化，商店街の衰退など，国内でも住宅事情に違いがある。
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高校生の立場からまちづくりに参画しよう　　
　現在行われているまちづくり活動を調べよう。また，あなたの住む地域の課題は何かを考え，
地域の一員としてまちづくりに参画しよう。一人暮らしや働いている人など，さまざまな立場の
人がまちづくりに参画するにはどうすればよいだろうか。

集いの場で地域をつなぐ岩
いわ

沼
ぬま

「みんなの家」（宮
みや

城
ぎ

県岩沼市玉
たま

浦
うら

地区）

　「みんなの家」は東日本大震災後に建築家の伊
い

東
とう

豊
とよ

雄
お

氏らが呼びかけ，被災各地
に広がっているプロジェクトである。津波の被害を受けた玉浦地区には2013年に開
館した。地域の人々が出会い，再びつながり，復興を考える場となるように設けられ，
利用者の中には，震災後ここで数年ぶりに再会できた人たちもいる。
　週末は地域の農業復興のため，地元の農作物を直売する。CSR（

▲

p.189）の一環
として企画運営を行う企業は語る。「津波の塩害で農業用地はやられたが，土壌を整
えてもう一度頑張ろうという方がたくさんいる。そういう方たちがつながりを深めて，
地域が元気を取り戻す場所になればと思い支援しています。主役は地域住民の皆さ
んですから」
　近隣は住宅地や農業用地として再開発が進んでいる。新しい住民も増える中，小
さい子ども連れから高齢者まで，幅広い世代が遊び場や憩いの場として活用し，地
域の集まりや農業体験イベントなども頻繁に行われている。

「みんなの家」外観

餠
もち
つき大会の様子。さまざまな世代が

「みんなの家」で出会い，触れ合う。
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個室部分

同じ大学に通う入居者どう
しで学び合う。
 （群

ぐん
馬
ま
県前

まえ
橋
ばし
市）
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用途地域とは　住居や商業施設，工場など，土地の利用方法が混在する場所は住みにくく，業務の利便性も低くなってしまう。そこで都市計画法で
は土地をその用途により「第一種低層住居専用地域」「工業地域」など13種類に区分し，「用途地域」として定めている。

第7章　住生活をつくる　　3　これからの住生活

 目的に合わせた借り入れ
住宅や自動車などの高額な商品は，貯蓄だけでは足りず，ロー

ンやクレジットなどを利用して購入することが多い。クレジット
カードを利用して買い物をすることもある。更に，生活などのた
めに金融業者から借り入れをしたりする人もいる。日常的な生活
費は，収入の範囲で賄うべきである。他方で，貸与制の奨学金は，
その教育投資で自分の未来の収入を上げる見通しを持つならば，
投資である。
これらは借金である。借金は必ず返さなければならないが，返

済には利
り

息
そく
が伴う。一般に，返済期間が長くなれば，月々の返済

額は少なくなるが，利息は大きくなる。

 住宅ローンの借り入れ
住
じゅう

宅
たく

ローンは高額で，返済に長期間を要するため，わずかな金
利の差でも返済総額に大きな差が出る。借り入れ時の金利に加え
て，現在から将来の収入の見通しを立てて，収入と返済のバラン
スを考慮することが重要である。また，土地や住宅の価格は社会
情勢によって変動することから，購入時期も含めて検討しなけれ
ばならない。無理のない資金計画を立て，慎重に利用していこう。

p.180

TRY

4

 貯蓄と保険
長い人生では，さまざまなことが起こる。結婚，出産，子ども
の養育・教育，住宅の取得や老後の生活など，ある程度の見通し
が立ち予測が可能な事態に対しては，あらかじめ目的を定めて貯
蓄や運用をするなどの準備をして，生活の破

は
綻
たん
を防ぐことが重要

である。そのためには，金融の知識を身につけて，必要な額や借
入の時期，運用方法などを考える家

か
計
けい

資
し

産
さん

のマネジメントができ
るようにならなければならない。
一方，失業や病気，不慮の事故など，予測できないリスクもあ
る。個人が世帯を形成する理由の1つは，互いに助け合うためで
あろう。
保険は，事故，病気，死亡など，保険で定められたリスクが発
生した場合の備えとして，加入者相互で保険料を払い，保険金等
が給付される仕組みである。
公的な社会保険は，国民の助け合いの基礎的な土台であり，高
所得者から低所得者へ，現役世代から高齢者世代へ，あるいは健
康な人から病気の人へなど，ケアが必要な人への再分配も含まれ
ている。更に必要に応じて個人の判断で加入する，生命保険やが
ん保険などの民

みん
間
かん

保
ほ

険
けん
もある。

 金融資産の運用
多様な金

きん
融
ゆう

商
しょう

品
ひん
の特徴を，安

あん
全
ぜん

性
せい
，流

りゅう
動
どう

性
せい
，収

しゅう
益
えき

性
せい
の3つの面

から見ると，普通預金は元
がん

本
ぽん

割
わ

れ
❶❷
がなく安全性が高いが，金利に

よって増える額が小さく，収益性は低い。株や外国債は高い収益
を上げる可能性を持っているが，元本割れが起こる可能性がある，
安全性の低い，ハイリスク・ハイリターンの商品である。経済の
先行きを読むことは誰

だれ
にもできない。確実な儲

もう
け話はありえない

ので注意しよう。
国民の金融資産額は大きく増えている。単に預貯金をするだけ
でなく，運用をするという視点で金融商品を選ぶことも重要であ
る。ただし，運用には必ずリスクがある。商品の特徴をよく知っ
たうえで，安全性の高い方法で蓄える資産と，積極的に運用して
もよい資産の割合を考えて，蓄財の目的や期間に合わせて投資先
を分け，金融商品を選ぶようにしよう

❸
。

家計のマネジメント2

1

p.72

p.75

3

2

❶元本　金融商品の購入・投資に充
あ

てた資金の額。
❷元本割れ　運用で元本よりも額が減少してしまうこと。
銀行預金の場合，1,000万円までは預金保険制度（ペイオ
フ）によって元本が保護されている。
❸確定拠出年金のように，自分で運用方法を選び，リスク
をとらなければならない制度が増えている。株や債券，価
格変動などについて理解することが，生活技術として重要
になってきている。

3   安全性，流動性，収益性

●収益性が高ければ，
   流動性は低い

●流動性が高ければ，
   収益性は低い

●収益性が高ければ，
   安全性は低い

●安全性が高ければ，
   収益性は低い

収益性

安全性 流動性

2   日経平均株価の推移
　個別の企業の株価は企業や産業の業績や成長見通しの予想
でそれぞれ変動する。日経平均株価は日本の上場株式の代表
的な銘柄の平均であり，日本株の全体の動きを示す。1990年
のバブル景気の頃

ころ
には，株の値上がり期待から株への需要が増

え，株価は大幅に上昇した。しかし，バブル崩壊後大きく下落
する。その後，景気回復の中で，上昇に転じていたが，米国に
端を発する2008年のリーマンショックで再び下落した。アベノ
ミクスとよばれる大幅な金融緩和政策により2012年以降株価
は再び上向いている。いつ株が上昇に転ずるか，下落に転ずる
かは予想がつかず，株価が上昇すれば，高い収入を得る可能性
もあるが，下落に転じれば，大きな損失をするリスクもある。

安全性 収益性 流動性

投
資
商
品

低い
元本割れが生じる可
能性がある。

高い
値上がりが期待
できる。

低い
商品によっては，す
ぐに現金化できな
い場合もある。

普
通
預
金

高い
元本と利息が保護さ
れる（預金保険制度）。

低い
金利が低い。

高い
すぐに現金化でき
る。

安全性 元本の保証の度合い
流動性  預金期間などが固定されずに容易に現金化できる度合い
収益性 利回りのよさ

　新聞やウェブサイトなどから，現在，次の金利が
何％となっているか調べてみよう。
●普通預金と定期預金（1年，5年）
●住宅ローン（5年，10年）
● �貸与制の奨学金（日本学生支援機構の場合など）
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（金融広報中央委員会「家計の金融行動に関する世論調査」
2017年）

1   貯蓄の目的（年齢階層別）

（注）	年終値
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（注）		保証料などを含む。金利が変動しなかった場合。	
概算による目安。諸条件により，実際の返済額は異なる。

　経済状況の変化などで，給料は下がることもある。返済期間を長め
にして借りて月々の返済額を抑え，余裕ができたときに，その後の支払
い分をまとめて返済することを，繰り上げ返済という。ただし，繰り上
げ返済には，手数料が伴うことがある。

　金利は，日本銀行の公定歩合に連動し，経済状況によって変動する
（変動金利）。
　返済中に金利が急上昇した場合，返済が困難になる可能性もある。
そうしたリスクを考えて，固定金利で融資を受けることもできる。

4   住宅ローンの返済例

マンションを購入し，元金3,000万円を30年ローン，
元利均等返済で借りた場合

例

●元金均等返済
　毎月の元金返済額を一定に
し，毎月の支払い額は，一定の
元金返済に利息を上乗せした
額になる。一定の割合で元金
の残高が減り，返済総額は小
さくなる。

●元利均等返済
　毎月の支払い額を一定にする。
返済初期は支払い額に占める利
息の割合が高く，徐々に元金返
済の割合が高くなる。返済初期
の返済額は小さいが，返済総額
は大きくなる。

→
支
払
い
額
は
減
っ
て
い
く

→支
払
い
額
は
一
定

利息 元金返済額

…………

 2.0％ 110,885円 39,918,600円

 3.0％ 126,481円 45,533,160円

A

B

金利 毎月の返済額

繰り上げ返済とは

変動金利と固定金利

元金均等返済と元利均等返済
返済総額（元金＋利息）

投資商品と普通預金の比較例

（全国銀行協会「ぎんこう寺子屋」より作成）
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第8章　経済生活を営む　　2　計画的に使う日本学生支援機構の奨学金　大学，短期大学，高等専門学校などで学ぶ人を対象とした，国が実施する貸与型の奨学金である。無利息と有利息の2
種類がある。有利息の場合，経済・金融情勢により変動するが，利率の上限は法令で定められており，また，在学中は無利息となる。

 人為災害と住居
住居の人為災害には，火災や空き巣，強盗などがある。火災の

原因は，放火やこんろ，たばこ，火遊び，ストーブなどがある。
住居や家財の焼失被害，やけどだけでなく，一

いっ
酸
さん

化
か

炭
たん

素
そ

中
ちゅう

毒
どく
によ

る死亡例も多く，注意が必要である。
空き巣や強盗などの住居への不法侵入を阻止するためには，戸

締まりを厳重にする以外にも，ドアや窓などの二重施錠，ドア
チェーンの使用，玄関や庭などの屋外照明の工夫が必要となる。
しかし，これらの設備に頼るだけではなく，近所の人の目による
見守りや声かけなどにより，地域のコミュニケーションを密にし，
犯罪の起こりにくいまちにすることが，最も重要である。

 住居内の事故
住居は幼児や高齢者，病人や怪

け
我
が
人，妊婦や障がい者などさま

ざまな人が生活する場である。誰
だれ
もが安全に暮らせるようにしな

ければならないが，住
じゅう

居
きょ

内
ない

の事
じ

故
こ
で命を落とす場合もある。具体

的には転落や転倒，溺
でき
死
し
，窒息などが多く，とくに65歳以上の

高齢者や乳幼児の事故が多い。
事故対策としては，廊下などで家族が出合い頭にぶつからない

よう住居内の動線の整理，床面や家具周りの整理・整
せい
頓
とん
，火気や

暖房器具の管理，部屋の換気による空気汚染防止などがある。

3

4

p.154

5

 災害と住居
日本は世界でも有数の地震国である。災害は，自

し
然
ぜん

災
さい

害
がい
と人

じん
為
い

災
さい

害
がい
に大別される。自然災害には，火山噴火，地震，津波，洪水，

豪雨，豪雪，雪
な だ れ
崩などがある。人為災害にはガス爆発，地盤沈下，

騒音公害，振動公害，大気汚染などがある。これらの二
に

次
じ

災
さい

害
がい
と

して，交通網の切断，水道・電気・ガスなどのライフラインの破
壊，建物の倒壊，火災などが起こる。

 自然災害の対策 ▲

p.78 TRY

自然災害や事故に対処するには，堤防や河川の整備，土砂崩れ
の防止，雪崩対策，地盤強化など，住居の立地条件を公共的に整
えなければならない。また，住居を耐震，耐風，耐火構造にする
とともに，木造の場合は屋根や外壁，台所などの火気使用室の壁
や天井に不燃材を使う，骨組みや土台を補強するなどの対策も必
要である。そのうえで，日

ひ
頃
ごろ
から家具の固定，非常持ち出し袋の

用意，ハザードマップや避難場所の確認などをして，災害に備え
よう。

安全で快適な住生活1

2

1

p.78

1   家具の固定の例

2   耐震・免震・制振構造

　阪
はん

神
しん

・淡
あわ

路
じ

大震災（1995年，
兵
ひょう

庫
ご

県）の人的被害では，家屋
の倒壊や家具の転倒による圧
死・窒息死が最も多かった。

●  家具は転倒，移動，飛び出しなどさまざまな動きをするた
め固定する。桟に直接固定できない場合は，複数の方法
で強度を高める。

●  家具が倒れても寝床や出入口に重ならないよう配置する。
●  積み重ね家具は金具で上下段を固定する。
●  フィルムや耐震ラッチで，ガラスや食器の飛散を防ぐ。

耐震構造 免震構造 制振構造

耐力壁で建物の強度を高め，建物全体で揺れのエ
ネルギーに耐える。高層階ほど大きく揺れる。

建物と地面の間にある免震装置（積層ゴムや滑り支承，ダ
ンパーなど）が揺れのエネルギーを吸収する。

建物内部や上部に設置した制振装置（制振
ダンパーや振り子など）が揺れのエネル
ギーを吸収する。

安全で快適な住生活を営むことのできる住居の条件を
知り，地震や災害に強く，日当たりや風通しのよい住居
について考えよう。

学習のポイント

5   住居内の事故の例

3   空き巣が入りにくい住居

面
めん

格
こう

子
し

ピッキング
しにくい
かぎや補助錠

防犯フィルム

近所の人が見ている
声をよくかけ合う人感センサー付き照明

暗がりや
死角がない

犬がいる

　住居ではさまざまな事故が起こ
る危険性がある。危ない場所を探
し，事故を未然に防ぐための対策を
立てよう。事故が多い高齢者や乳
幼児の視点から考えることも重要
である。また，災害時も想定してみ
よう。

［耐力壁］

筋
か
い

胴縁
どうぶち

間柱
ま ばしら

構造用
合板

積層ゴム ダンパー滑り支承 制振ダンパー

地震地震地震

免震装置
制振装置

地震地震地震

免震装置
制振装置

地震地震地震

免震装置
制振装置

2 住生活の計画と選択
災害にはどのようなものがあるだろう。
近年起こった大災害や自分の住居内で起こった事故を挙げよう。

筋
か
い

構造用
合板

4  家庭内における不慮の事故死者

（厚生労働省「平成29（2017）年人口動態統計」）

（%）
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24.0

5.6

20.0

22.9
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住宅用火災警報器の設置義務　2006年に消防法が改正され，全
すべ
ての住宅の寝室と階段に，火災警報器の設置が義務付けられた。地域によっては台所

や全ての居室にも設置しなければならない。あなたの家には火災警報器があるだろうか。確認してみよう。
第7章　住生活をつくる　　2　住生活の計画と選択

 目的に合わせた借り入れ
住宅や自動車などの高額な商品は，貯蓄だけでは足りず，ロー

ンやクレジットなどを利用して購入することが多い。クレジット
カードを利用して買い物をすることもある。更に，生活などのた
めに金融業者から借り入れをしたりする人もいる。日常的な生活
費は，収入の範囲で賄うべきである。他方で，貸与制の奨学金は，
その教育投資で自分の未来の収入を上げる見通しを持つならば，
投資である。
これらは借金である。借金は必ず返さなければならないが，返

済には利
り

息
そく
が伴う。一般に，返済期間が長くなれば，月々の返済

額は少なくなるが，利息は大きくなる。

 住宅ローンの借り入れ
住
じゅう

宅
たく

ローンは高額で，返済に長期間を要するため，わずかな金
利の差でも返済総額に大きな差が出る。借り入れ時の金利に加え
て，現在から将来の収入の見通しを立てて，収入と返済のバラン
スを考慮することが重要である。また，土地や住宅の価格は社会
情勢によって変動することから，購入時期も含めて検討しなけれ
ばならない。無理のない資金計画を立て，慎重に利用していこう。

p.180

TRY

4

 貯蓄と保険
長い人生では，さまざまなことが起こる。結婚，出産，子ども

の養育・教育，住宅の取得や老後の生活など，ある程度の見通し
が立ち予測が可能な事態に対しては，あらかじめ目的を定めて貯
蓄や運用をするなどの準備をして，生活の破

は
綻
たん
を防ぐことが重要

である。そのためには，金融の知識を身につけて，必要な額や借
入の時期，運用方法などを考える家

か
計
けい

資
し

産
さん

のマネジメントができ
るようにならなければならない。
一方，失業や病気，不慮の事故など，予測できないリスクもあ

る。個人が世帯を形成する理由の1つは，互いに助け合うためで
あろう。
保険は，事故，病気，死亡など，保険で定められたリスクが発

生した場合の備えとして，加入者相互で保険料を払い，保険金等
が給付される仕組みである。
公的な社会保険は，国民の助け合いの基礎的な土台であり，高

所得者から低所得者へ，現役世代から高齢者世代へ，あるいは健
康な人から病気の人へなど，ケアが必要な人への再分配も含まれ
ている。更に必要に応じて個人の判断で加入する，生命保険やが
ん保険などの民

みん
間
かん

保
ほ

険
けん
もある。

 金融資産の運用
多様な金

きん
融
ゆう

商
しょう

品
ひん
の特徴を，安

あん
全
ぜん

性
せい
，流

りゅう
動
どう

性
せい
，収

しゅう
益
えき

性
せい
の3つの面

から見ると，普通預金は元
がん

本
ぽん

割
わ

れ
❶❷
がなく安全性が高いが，金利に

よって増える額が小さく，収益性は低い。株や外国債は高い収益
を上げる可能性を持っているが，元本割れが起こる可能性がある，
安全性の低い，ハイリスク・ハイリターンの商品である。経済の
先行きを読むことは誰

だれ
にもできない。確実な儲

もう
け話はありえない

ので注意しよう。
国民の金融資産額は大きく増えている。単に預貯金をするだけ

でなく，運用をするという視点で金融商品を選ぶことも重要であ
る。ただし，運用には必ずリスクがある。商品の特徴をよく知っ
たうえで，安全性の高い方法で蓄える資産と，積極的に運用して
もよい資産の割合を考えて，蓄財の目的や期間に合わせて投資先
を分け，金融商品を選ぶようにしよう

❸
。

家計のマネジメント2

1

p.72

p.75

3

2

❶元本　金融商品の購入・投資に充
あ

てた資金の額。
❷元本割れ　運用で元本よりも額が減少してしまうこと。
銀行預金の場合，1,000万円までは預金保険制度（ペイオ
フ）によって元本が保護されている。
❸確定拠出年金のように，自分で運用方法を選び，リスク
をとらなければならない制度が増えている。株や債券，価
格変動などについて理解することが，生活技術として重要
になってきている。

3   安全性，流動性，収益性

●収益性が高ければ，
   流動性は低い

●流動性が高ければ，
   収益性は低い

●収益性が高ければ，
   安全性は低い

●安全性が高ければ，
   収益性は低い

収益性

安全性 流動性

2   日経平均株価の推移
　個別の企業の株価は企業や産業の業績や成長見通しの予想
でそれぞれ変動する。日経平均株価は日本の上場株式の代表
的な銘柄の平均であり，日本株の全体の動きを示す。1990年
のバブル景気の頃

ころ
には，株の値上がり期待から株への需要が増

え，株価は大幅に上昇した。しかし，バブル崩壊後大きく下落
する。その後，景気回復の中で，上昇に転じていたが，米国に
端を発する2008年のリーマンショックで再び下落した。アベノ
ミクスとよばれる大幅な金融緩和政策により2012年以降株価
は再び上向いている。いつ株が上昇に転ずるか，下落に転ずる
かは予想がつかず，株価が上昇すれば，高い収入を得る可能性
もあるが，下落に転じれば，大きな損失をするリスクもある。

安全性 収益性 流動性

投
資
商
品

低い
元本割れが生じる可
能性がある。

高い
値上がりが期待
できる。

低い
商品によっては，す
ぐに現金化できな
い場合もある。

普
通
預
金

高い
元本と利息が保護さ
れる（預金保険制度）。

低い
金利が低い。

高い
すぐに現金化でき
る。

安全性 元本の保証の度合い
流動性  預金期間などが固定されずに容易に現金化できる度合い
収益性 利回りのよさ

　新聞やウェブサイトなどから，現在，次の金利が
何％となっているか調べてみよう。
●普通預金と定期預金（1年，5年）
●住宅ローン（5年，10年）
● �貸与制の奨学金（日本学生支援機構の場合など）

TRY

（注）	年終値

（円）

（年）
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1980 ’85 ’90 ’95 2000 ’05 ’10 ’18’15
0

（金融広報中央委員会「家計の金融行動に関する世論調査」
2018年）

1   貯蓄の目的（年齢階層別）
（％）

70
歳
以
上

60
歳
代

50
歳
代

40
歳
代

30
歳
代

20
歳
代

100

80

60

40

20

0

子どもの
教育資金

病気・災害
への備え

老後の
生活資金

住宅取得・
増改築資金

遺産を
子孫に残す

13.4
10.43.71.91.50.0

6.7
10.413.512.1

18.330.0

72.7
67.5

56.3
51.351.8

35.0

77.1
80.8

66.4

49.1
42.8

22.5

2.43.5

32.3

69.869.5

57.5

（注）		保証料などを含む。金利が変動しなかった場合。	
概算による目安。諸条件により，実際の返済額は異なる。

　経済状況の変化などで，給料は下がることもある。返済期間を長め
にして借りて月々の返済額を抑え，余裕ができたときに，その後の支払
い分をまとめて返済することを，繰り上げ返済という。ただし，繰り上
げ返済には，手数料が伴うことがある。

　金利は，日本銀行の公定歩合に連動し，経済状況によって変動する
（変動金利）。
　返済中に金利が急上昇した場合，返済が困難になる可能性もある。
そうしたリスクを考えて，固定金利で融資を受けることもできる。

4   住宅ローンの返済例

マンションを購入し，元金3,000万円を30年ローン，
元利均等返済で借りた場合

例

●元金均等返済
　毎月の元金返済額を一定に
し，毎月の支払い額は，一定の
元金返済に利息を上乗せした
額になる。一定の割合で元金
の残高が減り，返済総額は小
さくなる。

●元利均等返済
　毎月の支払い額を一定にする。
返済初期は支払い額に占める利
息の割合が高く，徐々に元金返
済の割合が高くなる。返済初期
の返済額は小さいが，返済総額
は大きくなる。

→
支
払
い
額
は
減
っ
て
い
く

→支
払
い
額
は
一
定

利息 元金返済額

…………

 2.0％ 110,885円 39,918,600円

 3.0％ 126,481円 45,533,160円

A

B

金利 毎月の返済額

繰り上げ返済とは

変動金利と固定金利

元金均等返済と元利均等返済
返済総額（元金＋利息）

投資商品と普通預金の比較例

（全国銀行協会「ぎんこう寺子屋」より作成）
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第8章　経済生活を営む　　2　計画的に使う日本学生支援機構の奨学金　大学，短期大学，高等専門学校などで学ぶ人を対象とした，国が実施する貸与型の奨学金である。無利息と有利息の2
種類がある。有利息の場合，経済・金融情勢により変動するが，利率の上限は法令で定められており，また，在学中は無利息となる。
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訂正箇所 原　　　文 訂　　　正　　　文ページ 行

 さまざまな消費者保護制度
クーリング・オフは，不意打ち性がある訪問販売などの取引で
契約した場合，一方的に契約の解除ができる制度である。要件に
該当すれば，クーリング・オフの期間経過後も，学習塾などの特

とく

定
てい

継
けい

続
ぞく

的
てき

役
えき

務
む

提
てい

供
きょう
や
❶

連
れん

鎖
さ

販
はん

売
ばい

取
とり

引
ひき
（マルチ商法）は中途解約でき

る。
消
しょう

費
ひ

者
しゃ

契
けい

約
やく

法
ほう
（2001年施行）では，不適切な勧誘で消費者が

「誤認」や「困惑」して契約した場合，取消ができる。
法律上，未成年者は社会的経験が乏しく，一人で完全に法律行
為を行う行

こう
為
い

能
のう

力
りょく
がないとされ，契約行為には制限がある。保護

者などの法
ほう

定
てい

代
だい

理
り

人
にん
の
❷
同意のない契約は，契約しても本人または

法定代理人の申し出により取消ができる
❸
。

p.182, 183
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 契約の義務と権利
私たちは日常生活の中でさまざまな約束を交わしている。法律

で保護された約束事を契
けい

約
やく
という。契約は，原則として契約を結

ぼうとする当事者間の自由な意思によって行われる。誰
だれ
と，どの

ような内容のことを，どのように契約するのかは当事者どうしで
決め，断ることもできる。
契約は，当

とう
事
じ

者
しゃ

の合
ごう

意
い
，つまり申

もう
し込

こ
みと承

しょう
諾
だく

の意
い

思
し

表
ひょう

示
じ

の合
がっ

致
ち
によって成立する。商

しょう
品
ひん
の
❶
購入や電車やバスの利用，CDや

DVDのレンタルなども，契約によって行われている。契約の際，
契約内容の確認や後日の証拠のために契約書の作成や捺

なつ
印
いん
をする

場合もあるが，口頭でのやりとりだけでも契約は成立する。
いったん契約が成立すると，双方に債

さい
権
けん
（権利）と債

さい
務
む
（義務）

が発生する。契約を守らない相手に対しては，契約の目的を達す
ることができない場合はキャンセル（解除），その他の場合には，
損
そん

害
がい

賠
ばい

償
しょう
や裁判所に強

きょう
制
せい

執
しっ

行
こう
を求めることができる。

 契約トラブルと消費者保護
契約に関するトラブルを避けるには，契約書をよく読むなど，

契約条件をよく確認し，納得したうえで契約を結ぶことが大切で
ある。勧められるままに安易に契約してしまわず，家族や周囲の
人に相談するなどして，冷静に考えよう。
しかし，契約などに関する知識が不十分な場合，契約した後で，

「本当は契約したくなかった」「知らなかった」という事態が発生
することがある。消費者は，商品情報や契約に関する知識におい
て不利な立場にあることから，クーリング・オフや中

ちゅう
途
と

解
かい

約
やく
，取

とり

消
けし
などの消費者保護制度がある。

契約と契約トラブル1

1

CHECK!

TRY

2  3

● 法定代理人から同意を得ている。
● 小遣いの範囲内である。
●  成年であると年齢を偽るなどして契約している。
●  結婚している（結婚すると成年者として扱われる）。
　 など

2   未成年者による契約で 
取消ができない場合

❶特定継続的役務提供　エステティック，語学教室，パソ
コン教室，学習塾，家庭教師，結婚相手紹介サービスの6
業種。中途解約は，5万円を超える金額で2か月（エステ
は1か月）を超える期間の契約が対象である。
❷法定代理人　通常は親権者。
❸民法第5条「①未成年者が法律行為をするには，その法
定代理人の同意を得なければならない。②前項の規定に
反する法律行為は，取り消すことができる。」

（国民生活センター「2019年版		くらしの豆知識」より作成）

❶商品　広義では物やサービス（教育，理容・美容，交通，
通信，娯楽など），狭義では生活物資（物）だけを指す。こ
こでは広義の意味で使用する。

社会の変化とともに私たちの消費生活も変化してきた。
消費生活の特徴を理解し，自立した消費者を目指そう。

学習のポイント

TRY

クーリング・オフを知ろう
クーリング・オフの通知書を送る
●  契約書面を受け取った日を含め，

8日以内に書面で通知を発信す
る。クーリング・オフ妨害があっ
たときは，8日を過ぎてもクーリ
ング・オフが可能。両面をコピー
し，控えを5年間は保管する。

●  個別クレジット契約のときは，ク
レジットカード会社と販売会社
へ同時に通知書を郵送する。

●  契約年月日，商品名，契約金額，
販売会社・担当者名，書面（はが
き）を作成した日にちを記載し，
発信の記録が残る「特定記録郵
便」か「簡易書留」で郵送する。

クーリング・オフのチェックポイント
（訪問販売で購入した商品の場合）

    契約した場所　自宅や職場など，業者の営業所以外の場所。
キャッチセールス，アポイントメントセールス，催眠商法
など，営業所でも該当する場合＊がある。

	 ＊		販売目的を告げずに連れていかれたり，呼び出された場合。

    契約した商品　原則全
すべ

ての商品・役務，保養施設・スポー
ツ施設利用権利，映画鑑賞権利などは適用される。

    行使期間　契約書面の受理日から8日以内。ただし，書面
不交付や記載不備は8日を過ぎても可能。

    代金額の特例　3,000円未満の現金取引は除外。現金取
引とは，契約締結と同時に代金の支払いと商品の引き渡し
が完了するもの。

    消耗品の特例　政令指定消耗品（殺虫剤，履物，化粧品な
ど8種類）を使用・消費すると除外。ただし，書面に，使用
するとクーリング・オフ対象外の記載がない場合は可能。

    営業のための契約除外　購入者の営業活動に関連して契
約したものは除外。

1
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3

4

5

6

CHECK !

契約するときのチェックポイント
	 	何をいくつ買うのか，どのようなサービスか，
価格はいくらか，明確か？
	 	口頭で説明されたこと，約束したことは，契
約書に書いてあるか？
	 	解約についての契約条項（違約金や損害賠
償）はあるか？
	 	ネットショッピングなど通信販売では，解約
や返品の可否や，条件が書かれているか？
	 	事業者の名称，住所，電話番号，代表者名は
書かれているか？
	 	他社の同種の商品やサービスと，品質や価
格を比べて検討したか？
	 	契約内容で分からないことはあるか？
	 	本当に必要な商品・サービスか？		勧誘や広
告に惑わされていないか？

1  不適切な勧誘で消費者が「誤認」「困惑」して契約した場合，契約の取消ができる。

● 事実と異なることを告げる。
●  使い切れないことを知りなが 

ら，大量の商品を購入させる。
●  将来の変動が不確実なことに 

ついて断定的判断を提供する。
●  不利益な事実をわざと 

告げず，利益を告げる。

3   消費者契約法による契約の取消と無効

契約書に
｢一切損害賠償は
しない｣ と…

書いて
あるけど…

1   契約が成立するまで

消費者：購入の申し込み
商品の購入

販売者：承諾
売買の意思が合致

売買契約が成立
代金を支払う義務

商品をもらう権利

代金を受け取る権利

商品を渡す義務

2  消費者の利益を不当に害する契約条項は無効になる。
  ●  事業者の損害賠償責任を 

免除，制限する事項
 ●  消費者の解除権を 

放棄させる条項
 ●  不当に高額な 

解約料，遅延損害金
 ●  その他消費者の利益を 

一方的に害する条項

●  「帰ってくれ」と言った 
のに居座った。

●  「帰りたい」と言った 
のに妨げた。

●  不安をあおる，恋愛感情
を悪用することで契約さ
せた。（2019年6月15日
施行）

来年隣に
マンションが
建つが…

日当たり
良好！

4 現代の消費社会
私
わたし

たちはどのようにして商品を購入しているだろうか。
これまでの経験を出し合おう。

（注）	はがきの場合

（国民生活センター「2019年版		くらしの豆知識」より作成）

通知書

次の契約を解除します。

契約年月日　平成○○年○月○日
商品名　　  ○○○○
契約金額　  ○○○○○○円
販売会社 株式会社×××　□□営業所
 担当者　△△△△

支払った代金○○○○円を返金し，
商品を引き取ってください。

平成○○年○月○日

○○県○市○町○丁目○番○号

氏名　○○○○
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第8章　経済生活を営む　　4　現代の消費社会通信販売はクーリング・オフできない　通信販売は自分で申し込み，不意打ち性がないため法定のクーリング・オフ制度はない。返品の可否や条件，
返品時の送料負担なども販売者が決められるが，購入時にこれらの条件が示されなかった場合，商品到着後8日間まで送料購入者負担で返品できる。

 さまざまな消費者保護制度
クーリング・オフは，不意打ち性がある訪問販売などの取引で
契約した場合，一方的に契約の解除ができる制度である。要件に
該当すれば，クーリング・オフの期間経過後も，学習塾などの特

とく

定
てい

継
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続
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的
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務
む

提
てい

供
きょう
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連
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鎖
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販
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売
ばい

取
とり

引
ひき
（マルチ商法）は中途解約でき

る。
消
しょう

費
ひ

者
しゃ

契
けい

約
やく

法
ほう
（2001年施行）では，不適切な勧誘で消費者が

「誤認」や「困惑」して契約した場合，取消ができる。
法律上，未成年者は社会的経験が乏しく，一人で完全に法律行
為を行う行

こう
為
い

能
のう

力
りょく
がないとされ，契約行為には制限がある。保護

者などの法
ほう

定
てい

代
だい

理
り

人
にん
の
❷
同意のない契約は，契約しても本人または

法定代理人の申し出により取消ができる
❸
。

p.182, 183

3

2

 契約の義務と権利
私たちは日常生活の中でさまざまな約束を交わしている。法律

で保護された約束事を契
けい

約
やく
という。契約は，原則として契約を結

ぼうとする当事者間の自由な意思によって行われる。誰
だれ
と，どの

ような内容のことを，どのように契約するのかは当事者どうしで
決め，断ることもできる。
契約は，当

とう
事
じ

者
しゃ

の合
ごう

意
い
，つまり申

もう
し込

こ
みと承

しょう
諾
だく

の意
い

思
し

表
ひょう

示
じ

の合
がっ

致
ち
によって成立する。商

しょう
品
ひん
の
❶
購入や電車やバスの利用，CDや

DVDのレンタルなども，契約によって行われている。契約の際，
契約内容の確認や後日の証拠のために契約書の作成や捺

なつ
印
いん
をする

場合もあるが，口頭でのやりとりだけでも契約は成立する。
いったん契約が成立すると，双方に債

さい
権
けん
（権利）と債

さい
務
む
（義務）

が発生する。契約を守らない相手に対しては，契約の目的を達す
ることができない場合はキャンセル（解除），その他の場合には，
損
そん

害
がい

賠
ばい

償
しょう
や裁判所に強

きょう
制
せい

執
しっ

行
こう
を求めることができる。

 契約トラブルと消費者保護
契約に関するトラブルを避けるには，契約書をよく読むなど，

契約条件をよく確認し，納得したうえで契約を結ぶことが大切で
ある。勧められるままに安易に契約してしまわず，家族や周囲の
人に相談するなどして，冷静に考えよう。
しかし，契約などに関する知識が不十分な場合，契約した後で，

「本当は契約したくなかった」「知らなかった」という事態が発生
することがある。消費者は，商品情報や契約に関する知識におい
て不利な立場にあることから，クーリング・オフや中

ちゅう
途
と

解
かい

約
やく
，取

とり

消
けし
などの消費者保護制度がある。

契約と契約トラブル1

1

CHECK!

TRY

2  3

● 法定代理人から同意を得ている。
● 小遣いの範囲内である。
●  成年であると年齢を偽るなどして契約している。
●  結婚している（結婚すると成年者として扱われる）。
　 など

2   未成年者による契約で 
取消ができない場合

❶特定継続的役務提供　エステティック，語学教室，パソ
コン教室，学習塾，家庭教師，結婚相手紹介サービスの6
業種。中途解約は，5万円を超える金額で2か月（エステ
は1か月）を超える期間の契約が対象である。
❷法定代理人　通常は親権者。
❸民法第5条「①未成年者が法律行為をするには，その法
定代理人の同意を得なければならない。②前項の規定に
反する法律行為は，取り消すことができる。」

（国民生活センター「2019年版		くらしの豆知識」より作成）

❶商品　広義では物やサービス（教育，理容・美容，交通，
通信，娯楽など），狭義では生活物資（物）だけを指す。こ
こでは広義の意味で使用する。

社会の変化とともに私たちの消費生活も変化してきた。
消費生活の特徴を理解し，自立した消費者を目指そう。

学習のポイント

TRY

クーリング・オフを知ろう
クーリング・オフの通知書を送る
●  契約書面を受け取った日を含め，

8日以内に書面で通知を発信す
る。クーリング・オフ妨害があっ
たときは，8日を過ぎてもクーリ
ング・オフが可能。両面をコピー
し，控えを5年間は保管する。

●  個別クレジット契約のときは，ク
レジットカード会社と販売会社
へ同時に通知書を郵送する。

●  契約年月日，商品名，契約金額，
販売会社・担当者名，書面（はが
き）を作成した日にちを記載し，
発信の記録が残る「特定記録郵
便」か「簡易書留」で郵送する。

クーリング・オフのチェックポイント
（訪問販売で購入した商品の場合）

    契約した場所　自宅や職場など，業者の営業所以外の場所。
キャッチセールス，アポイントメントセールス，催眠商法
など，営業所でも該当する場合＊がある。

	 ＊		販売目的を告げずに連れていかれたり，呼び出された場合。

    契約した商品　原則全
すべ

ての商品・役務，保養施設・スポー
ツ施設利用権利，映画鑑賞権利などは適用される。

    行使期間　契約書面の受理日から8日以内。ただし，書面
不交付や記載不備は8日を過ぎても可能。

    代金額の特例　3,000円未満の現金取引は除外。現金取
引とは，契約締結と同時に代金の支払いと商品の引き渡し
が完了するもの。

    消耗品の特例　政令指定消耗品（殺虫剤，履物，化粧品な
ど8種類）を使用・消費すると除外。ただし，書面に，使用
するとクーリング・オフ対象外の記載がない場合は可能。

    営業のための契約除外　購入者の営業活動に関連して契
約したものは除外。

1
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契約するときのチェックポイント
	 	何をいくつ買うのか，どのようなサービスか，
価格はいくらか，明確か？
	 	口頭で説明されたこと，約束したことは，契
約書に書いてあるか？
	 	解約についての契約条項（違約金や損害賠
償）はあるか？
	 	ネットショッピングなど通信販売では，解約
や返品の可否や，条件が書かれているか？
	 	事業者の名称，住所，電話番号，代表者名は
書かれているか？
	 	他社の同種の商品やサービスと，品質や価
格を比べて検討したか？
	 	契約内容で分からないことはあるか？
	 	本当に必要な商品・サービスか？		勧誘や広
告に惑わされていないか？

1  不適切な勧誘で消費者が「誤認」「困惑」して契約した場合，契約の取消ができる。

● 事実と異なることを告げる。
●  使い切れないことを知りなが 

ら，大量の商品を購入させる。
●  将来の変動が不確実なことに 

ついて断定的判断を提供する。
●  不利益な事実をわざと 

告げず，利益を告げる。

3   消費者契約法による契約の取消と無効

契約書に
｢一切損害賠償は
しない｣ と…

書いて
あるけど…

1   契約が成立するまで

消費者：購入の申し込み
商品の購入

販売者：承諾
売買の意思が合致

売買契約が成立
代金を支払う義務

商品をもらう権利

代金を受け取る権利

商品を渡す義務

2  消費者の利益を不当に害する契約条項は無効になる。
  ●  事業者の損害賠償責任を 

免除，制限する事項
 ●  消費者の解除権を 

放棄させる条項
 ●  不当に高額な 

解約料，遅延損害金
 ●  その他消費者の利益を 

一方的に害する条項

●  「帰ってくれ」と言った 
のに居座った。

●  「帰りたい」と言った 
のに妨げた。

●  不安をあおる，恋愛感情
を悪用することで契約さ
せた。（2019年6月15日
施行）

来年隣に
マンションが
建つが…

日当たり
良好！

4 現代の消費社会
私
わたし

たちはどのようにして商品を購入しているだろうか。
これまでの経験を出し合おう。

（注）	はがきの場合

（国民生活センター「2019年版		くらしの豆知識」より作成）

通知書

次の契約を解除します。

契約年月日　平成○○年○月○日
商品名　　  ○○○○
契約金額　  ○○○○○○円
販売会社 株式会社×××　□□営業所
 担当者　△△△△

支払った代金○○○○円を返金し，
商品を引き取ってください。

平成○○年○月○日

○○県○市○町○丁目○番○号

氏名　○○○○
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第8章　経済生活を営む　　4　現代の消費社会通信販売はクーリング・オフできない　通信販売は自分で申し込み，不意打ち性がないため法定のクーリング・オフ制度はない。返品の可否や条件，
返品時の送料負担なども販売者が決められるが，購入時にこれらの条件が示されなかった場合，商品到着後8日間まで送料購入者負担で返品できる。

 さまざまな消費者保護制度
クーリング・オフは，不意打ち性がある訪問販売などの取引で

契約した場合，一方的に契約の解除ができる制度である。要件に
該当すれば，クーリング・オフの期間経過後も，学習塾などの特

とく

定
てい

継
けい

続
ぞく

的
てき

役
えき

務
む

提
てい

供
きょう
や
❶

連
れん

鎖
さ

販
はん

売
ばい

取
とり

引
ひき
（マルチ商法）は中途解約でき

る。
消
しょう

費
ひ

者
しゃ

契
けい

約
やく

法
ほう
（2001年施行）では，不適切な勧誘で消費者が

「誤認」や「困惑」して契約した場合，取消ができる。
法律上，未成年者は社会的経験が乏しく，一人で完全に法律行

為を行う行
こう

為
い

能
のう

力
りょく
がないとされ，契約行為には制限がある。保護

者などの法
ほう

定
てい

代
だい

理
り

人
にん
の
❷
同意のない契約は，契約しても本人または

法定代理人の申し出により取消ができる
❸
。

p.182, 183

3

2

 契約の義務と権利
私たちは日常生活の中でさまざまな約束を交わしている。法律
で保護された約束事を契

けい
約
やく
という。契約は，原則として契約を結

ぼうとする当事者間の自由な意思によって行われる。誰
だれ
と，どの

ような内容のことを，どのように契約するのかは当事者どうしで
決め，断ることもできる。
契約は，当

とう
事
じ

者
しゃ

の合
ごう

意
い
，つまり申

もう
し込

こ
みと承

しょう
諾
だく

の意
い

思
し

表
ひょう

示
じ

の合
がっ

致
ち
によって成立する。商

しょう
品
ひん
の
❶
購入や電車やバスの利用，CDや

DVDのレンタルなども，契約によって行われている。契約の際，
契約内容の確認や後日の証拠のために契約書の作成や捺

なつ
印
いん
をする

場合もあるが，口頭でのやりとりだけでも契約は成立する。
いったん契約が成立すると，双方に債

さい
権
けん
（権利）と債

さい
務
む
（義務）

が発生する。契約を守らない相手に対しては，契約の目的を達す
ることができない場合はキャンセル（解除），その他の場合には，
損
そん

害
がい

賠
ばい

償
しょう
や裁判所に強

きょう
制
せい

執
しっ

行
こう
を求めることができる。

 契約トラブルと消費者保護
契約に関するトラブルを避けるには，契約書をよく読むなど，
契約条件をよく確認し，納得したうえで契約を結ぶことが大切で
ある。勧められるままに安易に契約してしまわず，家族や周囲の
人に相談するなどして，冷静に考えよう。
しかし，契約などに関する知識が不十分な場合，契約した後で，

「本当は契約したくなかった」「知らなかった」という事態が発生
することがある。消費者は，商品情報や契約に関する知識におい
て不利な立場にあることから，クーリング・オフや中

ちゅう
途
と

解
かい

約
やく
，取

とり

消
けし
などの消費者保護制度がある。

契約と契約トラブル1

1

CHECK!

TRY

2  3

● 法定代理人から同意を得ている。
●  成年であると年齢を偽るなどして契約している。
●  結婚している（結婚すると成年者として扱われる）。
● 小遣いの範囲内である。 など

2   未成年者による契約で 
取消ができない場合

❶特定継続的役務提供　エステティック，語学教室，パソ
コン教室，学習塾，家庭教師，結婚相手紹介サービス，美
容医療の7業種。中途解約は，5万円を超える金額で2か
月（エステと美容医療は1か月）を超える期間の契約が対
象である。
❷法定代理人　通常は親権者。
❸民法第5条「①未成年者が法律行為をするには，その法
定代理人の同意を得なければならない。②前項の規定に
反する法律行為は，取り消すことができる。」

（国民生活センター「2019年版		くらしの豆知識」より作成）

❶商品　広義では物やサービス（教育，理容・美容，交通，
通信，娯楽など），狭義では生活物資（物）だけを指す。こ
こでは広義の意味で使用する。

社会の変化とともに私たちの消費生活も変化してきた。
消費生活の特徴を理解し，自立した消費者を目指そう。

学習のポイント

TRY

クーリング・オフを知ろう
クーリング・オフの通知書を送る
●  契約書面を受け取った日を含め，

8日以内に書面で通知を発信す
る。クーリング・オフ妨害があっ
たときは，8日を過ぎてもクーリ
ング・オフが可能。両面をコピー
し，控えを5年間は保管する。

●  個別クレジット契約のときは，ク
レジットカード会社と販売会社
へ同時に通知書を郵送する。

●  契約年月日，商品名，契約金額，
販売会社・担当者名，書面（はが
き）を作成した日にちを記載し，
発信の記録が残る「特定記録郵
便」か「簡易書留」で郵送する。

クーリング・オフのチェックポイント
（訪問販売で購入した商品の場合）

    契約した場所　自宅や職場など，業者の営業所以外の場所。
キャッチセールス，アポイントメントセールス，催眠商法
など，営業所でも該当する場合＊がある。

	 ＊		販売目的を告げずに連れていかれたり，呼び出された場合。

    契約した商品　原則全
すべ

ての商品・役務，保養施設・スポー
ツ施設利用権利，映画鑑賞権利などは適用される。

    行使期間　契約書面の受理日から8日以内。ただし，書面
不交付や記載不備は8日を過ぎても可能。

    代金額の特例　3,000円未満の現金取引は除外。現金取
引とは，契約締結と同時に代金の支払いと商品の引き渡し
が完了するもの。

    消耗品の特例　政令指定消耗品（殺虫剤，履物，化粧品な
ど8種類）を使用・消費すると除外。ただし，書面に，使用
するとクーリング・オフ対象外の記載がない場合は可能。

    営業のための契約除外　購入者の営業活動に関連して契
約したものは除外。

1
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3

4

5

6

CHECK !

契約するときのチェックポイント
	 	何をいくつ買うのか，どのようなサービスか，
価格はいくらか，明確か？
	 	口頭で説明されたこと，約束したことは，契
約書に書いてあるか？
	 	解約についての契約条項（違約金や損害賠
償）はあるか？
	 	ネットショッピングなど通信販売では，解約
や返品の可否や，条件が書かれているか？
	 	事業者の名称，住所，電話番号，代表者名は
書かれているか？
	 	他社の同種の商品やサービスと，品質や価
格を比べて検討したか？
	 	契約内容で分からないことはあるか？
	 	本当に必要な商品・サービスか？		勧誘や広
告に惑わされていないか？

1  不適切な勧誘で消費者が「誤認」「困惑」して契約した場合，契約の取消ができる。

● 事実と異なることを告げる。
●  使い切れないことを知りなが 

ら，大量の商品を購入させる。
●  将来の変動が不確実なことに 

ついて断定的判断を提供する。
●  不利益な事実をわざと 

告げず，利益を告げる。

3   消費者契約法による契約の取消と無効

契約書に
｢一切損害賠償は
しない｣ と…

書いて
あるけど…

1   契約が成立するまで

消費者：購入の申し込み
商品の購入

販売者：承諾
売買の意思が合致

売買契約が成立
代金を支払う義務

商品をもらう権利

代金を受け取る権利

商品を渡す義務

2  消費者の利益を不当に害する契約条項は無効になる。
  ●  事業者の損害賠償責任を 

免除，制限する事項
 ●  消費者の解除権を 

放棄させる条項
 ●  不当に高額な 

解約料，遅延損害金
 ●  その他消費者の利益を 

一方的に害する条項

●  「帰ってくれ」と言った 
のに居座った。

●  「帰りたい」と言った 
のに妨げた。

●  不安をあおる，恋愛感情
を悪用することで契約さ
せた。

来年隣に
マンションが
建つが…

日当たり
良好！

4 現代の消費社会
私
わたし

たちはどのようにして商品を購入しているだろうか。
これまでの経験を出し合おう。

（注）	はがきの場合

（国民生活センター「2019年版		くらしの豆知識」より作成）

通知書

次の契約を解除します。

契約年月日　令和○○年○月○日
商品名　　  ○○○○
契約金額　  ○○○○○○円
販売会社 株式会社×××　□□営業所
 担当者　△△△△

支払った代金○○○○円を返金し，
商品を引き取ってください。

令和○○年○月○日

○○県○市○町○丁目○番○号

氏名　○○○○
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第8章　経済生活を営む　　4　現代の消費社会通信販売はクーリング・オフできない　通信販売は自分で申し込み，不意打ち性がないため法定のクーリング・オフ制度はない。返品の可否や条件，
返品時の送料負担なども販売者が決められるが，購入時にこれらの条件が示されなかった場合，商品到着後8日間まで送料購入者負担で返品できる。

 さまざまな消費者保護制度
クーリング・オフは，不意打ち性がある訪問販売などの取引で

契約した場合，一方的に契約の解除ができる制度である。要件に
該当すれば，クーリング・オフの期間経過後も，学習塾などの特

とく

定
てい

継
けい

続
ぞく

的
てき

役
えき

務
む

提
てい

供
きょう
や
❶

連
れん

鎖
さ

販
はん

売
ばい

取
とり

引
ひき
（マルチ商法）は中途解約でき

る。
消
しょう

費
ひ

者
しゃ

契
けい

約
やく

法
ほう
（2001年施行）では，不適切な勧誘で消費者が

「誤認」や「困惑」して契約した場合，取消ができる。
法律上，未成年者は社会的経験が乏しく，一人で完全に法律行

為を行う行
こう

為
い

能
のう

力
りょく
がないとされ，契約行為には制限がある。保護

者などの法
ほう

定
てい

代
だい

理
り

人
にん
の
❷
同意のない契約は，契約しても本人または

法定代理人の申し出により取消ができる
❸
。

p.182, 183

3

2

 契約の義務と権利
私たちは日常生活の中でさまざまな約束を交わしている。法律
で保護された約束事を契

けい
約
やく
という。契約は，原則として契約を結

ぼうとする当事者間の自由な意思によって行われる。誰
だれ
と，どの

ような内容のことを，どのように契約するのかは当事者どうしで
決め，断ることもできる。
契約は，当

とう
事
じ

者
しゃ

の合
ごう

意
い
，つまり申

もう
し込

こ
みと承

しょう
諾
だく

の意
い

思
し

表
ひょう

示
じ

の合
がっ

致
ち
によって成立する。商

しょう
品
ひん
の
❶
購入や電車やバスの利用，CDや

DVDのレンタルなども，契約によって行われている。契約の際，
契約内容の確認や後日の証拠のために契約書の作成や捺

なつ
印
いん
をする

場合もあるが，口頭でのやりとりだけでも契約は成立する。
いったん契約が成立すると，双方に債

さい
権
けん
（権利）と債

さい
務
む
（義務）

が発生する。契約を守らない相手に対しては，契約の目的を達す
ることができない場合はキャンセル（解除），その他の場合には，
損
そん

害
がい

賠
ばい

償
しょう
や裁判所に強

きょう
制
せい

執
しっ

行
こう
を求めることができる。

 契約トラブルと消費者保護
契約に関するトラブルを避けるには，契約書をよく読むなど，
契約条件をよく確認し，納得したうえで契約を結ぶことが大切で
ある。勧められるままに安易に契約してしまわず，家族や周囲の
人に相談するなどして，冷静に考えよう。
しかし，契約などに関する知識が不十分な場合，契約した後で，

「本当は契約したくなかった」「知らなかった」という事態が発生
することがある。消費者は，商品情報や契約に関する知識におい
て不利な立場にあることから，クーリング・オフや中

ちゅう
途
と

解
かい

約
やく
，取

とり

消
けし
などの消費者保護制度がある。

契約と契約トラブル1

1

CHECK!

TRY

2  3

● 法定代理人から同意を得ている。
●  成年であると年齢を偽るなどして契約している。
●  結婚している（結婚すると成年者として扱われる）。
● 小遣いの範囲内である。 など

2   未成年者による契約で 
取消ができない場合

❶特定継続的役務提供　エステティック，語学教室，パソ
コン教室，学習塾，家庭教師，結婚相手紹介サービス，美
容医療の7業種。中途解約は，5万円を超える金額で2か
月（エステと美容医療は1か月）を超える期間の契約が対
象である。
❷法定代理人　通常は親権者。
❸民法第5条「①未成年者が法律行為をするには，その法
定代理人の同意を得なければならない。②前項の規定に
反する法律行為は，取り消すことができる。」

（国民生活センター「2019年版		くらしの豆知識」より作成）

❶商品　広義では物やサービス（教育，理容・美容，交通，
通信，娯楽など），狭義では生活物資（物）だけを指す。こ
こでは広義の意味で使用する。

社会の変化とともに私たちの消費生活も変化してきた。
消費生活の特徴を理解し，自立した消費者を目指そう。

学習のポイント

TRY

クーリング・オフを知ろう
クーリング・オフの通知書を送る
●  契約書面を受け取った日を含め，

8日以内に書面で通知を発信す
る。クーリング・オフ妨害があっ
たときは，8日を過ぎてもクーリ
ング・オフが可能。両面をコピー
し，控えを5年間は保管する。

●  個別クレジット契約のときは，ク
レジットカード会社と販売会社
へ同時に通知書を郵送する。

●  契約年月日，商品名，契約金額，
販売会社・担当者名，書面（はが
き）を作成した日にちを記載し，
発信の記録が残る「特定記録郵
便」か「簡易書留」で郵送する。

クーリング・オフのチェックポイント
（訪問販売で購入した商品の場合）

    契約した場所　自宅や職場など，業者の営業所以外の場所。
キャッチセールス，アポイントメントセールス，催眠商法
など，営業所でも該当する場合＊がある。

	 ＊		販売目的を告げずに連れていかれたり，呼び出された場合。

    契約した商品　原則全
すべ

ての商品・役務，保養施設・スポー
ツ施設利用権利，映画鑑賞権利などは適用される。

    行使期間　契約書面の受理日から8日以内。ただし，書面
不交付や記載不備は8日を過ぎても可能。

    代金額の特例　3,000円未満の現金取引は除外。現金取
引とは，契約締結と同時に代金の支払いと商品の引き渡し
が完了するもの。

    消耗品の特例　政令指定消耗品（殺虫剤，履物，化粧品な
ど8種類）を使用・消費すると除外。ただし，書面に，使用
するとクーリング・オフ対象外の記載がない場合は可能。

    営業のための契約除外　購入者の営業活動に関連して契
約したものは除外。

1
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3

4

5

6

CHECK !

契約するときのチェックポイント
	 	何をいくつ買うのか，どのようなサービスか，
価格はいくらか，明確か？
	 	口頭で説明されたこと，約束したことは，契
約書に書いてあるか？
	 	解約についての契約条項（違約金や損害賠
償）はあるか？
	 	ネットショッピングなど通信販売では，解約
や返品の可否や，条件が書かれているか？
	 	事業者の名称，住所，電話番号，代表者名は
書かれているか？
	 	他社の同種の商品やサービスと，品質や価
格を比べて検討したか？
	 	契約内容で分からないことはあるか？
	 	本当に必要な商品・サービスか？		勧誘や広
告に惑わされていないか？

1  不適切な勧誘で消費者が「誤認」「困惑」して契約した場合，契約の取消ができる。

● 事実と異なることを告げる。
●  使い切れないことを知りなが 

ら，大量の商品を購入させる。
●  将来の変動が不確実なことに 

ついて断定的判断を提供する。
●  不利益な事実をわざと 

告げず，利益を告げる。

3   消費者契約法による契約の取消と無効

契約書に
｢一切損害賠償は
しない｣ と…

書いて
あるけど…

1   契約が成立するまで

消費者：購入の申し込み
商品の購入

販売者：承諾
売買の意思が合致

売買契約が成立
代金を支払う義務

商品をもらう権利

代金を受け取る権利

商品を渡す義務

2  消費者の利益を不当に害する契約条項は無効になる。
  ●  事業者の損害賠償責任を 

免除，制限する事項
 ●  消費者の解除権を 

放棄させる条項
 ●  不当に高額な 

解約料，遅延損害金
 ●  その他消費者の利益を 

一方的に害する条項

●  「帰ってくれ」と言った 
のに居座った。

●  「帰りたい」と言った 
のに妨げた。

●  不安をあおる，恋愛感情
を悪用することで契約さ
せた。

来年隣に
マンションが
建つが…

日当たり
良好！

4 現代の消費社会
私
わたし

たちはどのようにして商品を購入しているだろうか。
これまでの経験を出し合おう。

（注）	はがきの場合

（国民生活センター「2019年版		くらしの豆知識」より作成）

通知書

次の契約を解除します。

契約年月日　令和○○年○月○日
商品名　　  ○○○○
契約金額　  ○○○○○○円
販売会社 株式会社×××　□□営業所
 担当者　△△△△

支払った代金○○○○円を返金し，
商品を引き取ってください。

令和○○年○月○日

○○県○市○町○丁目○番○号

氏名　○○○○
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第8章　経済生活を営む　　4　現代の消費社会通信販売はクーリング・オフできない　通信販売は自分で申し込み，不意打ち性がないため法定のクーリング・オフ制度はない。返品の可否や条件，
返品時の送料負担なども販売者が決められるが，購入時にこれらの条件が示されなかった場合，商品到着後8日間まで送料購入者負担で返品できる。
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側注❶

2



訂正箇所 原　　　文ページ 行

 さまざまな消費者保護制度
クーリング・オフは，不意打ち性がある訪問販売などの取引で

契約した場合，一方的に契約の解除ができる制度である。要件に
該当すれば，クーリング・オフの期間経過後も，学習塾などの特

とく

定
てい

継
けい

続
ぞく

的
てき

役
えき

務
む

提
てい

供
きょう
や
❶

連
れん

鎖
さ

販
はん

売
ばい

取
とり

引
ひき
（マルチ商法）は中途解約でき

る。
消
しょう

費
ひ

者
しゃ

契
けい

約
やく

法
ほう
（2001年施行）では，不適切な勧誘で消費者が

「誤認」や「困惑」して契約した場合，取消ができる。
法律上，未成年者は社会的経験が乏しく，一人で完全に法律行

為を行う行
こう

為
い

能
のう

力
りょく
がないとされ，契約行為には制限がある。保護

者などの法
ほう

定
てい

代
だい

理
り

人
にん
の
❷
同意のない契約は，契約しても本人または

法定代理人の申し出により取消ができる
❸
。

p.182, 183

3

2

 契約の義務と権利
私たちは日常生活の中でさまざまな約束を交わしている。法律

で保護された約束事を契
けい

約
やく
という。契約は，原則として契約を結

ぼうとする当事者間の自由な意思によって行われる。誰
だれ
と，どの

ような内容のことを，どのように契約するのかは当事者どうしで
決め，断ることもできる。
契約は，当

とう
事
じ

者
しゃ

の合
ごう

意
い
，つまり申

もう
し込

こ
みと承

しょう
諾
だく

の意
い

思
し

表
ひょう

示
じ

の合
がっ

致
ち
によって成立する。商

しょう
品
ひん
の
❶
購入や電車やバスの利用，CDや

DVDのレンタルなども，契約によって行われている。契約の際，
契約内容の確認や後日の証拠のために契約書の作成や捺

なつ
印
いん
をする

場合もあるが，口頭でのやりとりだけでも契約は成立する。
いったん契約が成立すると，双方に債

さい
権
けん
（権利）と債

さい
務
む
（義務）

が発生する。契約を守らない相手に対しては，契約の目的を達す
ることができない場合はキャンセル（解除），その他の場合には，
損
そん

害
がい

賠
ばい

償
しょう
や裁判所に強

きょう
制
せい

執
しっ

行
こう
を求めることができる。

 契約トラブルと消費者保護
契約に関するトラブルを避けるには，契約書をよく読むなど，

契約条件をよく確認し，納得したうえで契約を結ぶことが大切で
ある。勧められるままに安易に契約してしまわず，家族や周囲の
人に相談するなどして，冷静に考えよう。
しかし，契約などに関する知識が不十分な場合，契約した後で，

「本当は契約したくなかった」「知らなかった」という事態が発生
することがある。消費者は，商品情報や契約に関する知識におい
て不利な立場にあることから，クーリング・オフや中

ちゅう
途
と

解
かい

約
やく
，取

とり

消
けし
などの消費者保護制度がある。

契約と契約トラブル1

1

CHECK!

TRY

2  3

● 法定代理人から同意を得ている。
● 小遣いの範囲内である。
●  成年であると年齢を偽るなどして契約している。
●  結婚している（結婚すると成年者として扱われる）。
　 など

2   未成年者による契約で 
取消ができない場合

❶特定継続的役務提供　エステティック，語学教室，パソ
コン教室，学習塾，家庭教師，結婚相手紹介サービスの6
業種。中途解約は，5万円を超える金額で2か月（エステ
は1か月）を超える期間の契約が対象である。
❷法定代理人　通常は親権者。
❸民法第5条「①未成年者が法律行為をするには，その法
定代理人の同意を得なければならない。②前項の規定に
反する法律行為は，取り消すことができる。」

（国民生活センター「2019年版		くらしの豆知識」より作成）

❶商品　広義では物やサービス（教育，理容・美容，交通，
通信，娯楽など），狭義では生活物資（物）だけを指す。こ
こでは広義の意味で使用する。

社会の変化とともに私たちの消費生活も変化してきた。
消費生活の特徴を理解し，自立した消費者を目指そう。

学習のポイント

TRY

クーリング・オフを知ろう
クーリング・オフの通知書を送る
●  契約書面を受け取った日を含め，

8日以内に書面で通知を発信す
る。クーリング・オフ妨害があっ
たときは，8日を過ぎてもクーリ
ング・オフが可能。両面をコピー
し，控えを5年間は保管する。

●  個別クレジット契約のときは，ク
レジットカード会社と販売会社
へ同時に通知書を郵送する。

●  契約年月日，商品名，契約金額，
販売会社・担当者名，書面（はが
き）を作成した日にちを記載し，
発信の記録が残る「特定記録郵
便」か「簡易書留」で郵送する。

クーリング・オフのチェックポイント
（訪問販売で購入した商品の場合）

    契約した場所　自宅や職場など，業者の営業所以外の場所。
キャッチセールス，アポイントメントセールス，催眠商法
など，営業所でも該当する場合＊がある。

	 ＊		販売目的を告げずに連れていかれたり，呼び出された場合。

    契約した商品　原則全
すべ

ての商品・役務，保養施設・スポー
ツ施設利用権利，映画鑑賞権利などは適用される。

    行使期間　契約書面の受理日から8日以内。ただし，書面
不交付や記載不備は8日を過ぎても可能。

    代金額の特例　3,000円未満の現金取引は除外。現金取
引とは，契約締結と同時に代金の支払いと商品の引き渡し
が完了するもの。

    消耗品の特例　政令指定消耗品（殺虫剤，履物，化粧品な
ど8種類）を使用・消費すると除外。ただし，書面に，使用
するとクーリング・オフ対象外の記載がない場合は可能。

    営業のための契約除外　購入者の営業活動に関連して契
約したものは除外。

1

22

3

4

5

6

CHECK !

契約するときのチェックポイント
	 	何をいくつ買うのか，どのようなサービスか，
価格はいくらか，明確か？
	 	口頭で説明されたこと，約束したことは，契
約書に書いてあるか？
	 	解約についての契約条項（違約金や損害賠
償）はあるか？
	 	ネットショッピングなど通信販売では，解約
や返品の可否や，条件が書かれているか？
	 	事業者の名称，住所，電話番号，代表者名は
書かれているか？
	 	他社の同種の商品やサービスと，品質や価
格を比べて検討したか？
	 	契約内容で分からないことはあるか？
	 	本当に必要な商品・サービスか？		勧誘や広
告に惑わされていないか？

1  不適切な勧誘で消費者が「誤認」「困惑」して契約した場合，契約の取消ができる。

● 事実と異なることを告げる。
●  使い切れないことを知りなが 

ら，大量の商品を購入させる。
●  将来の変動が不確実なことに 

ついて断定的判断を提供する。
●  不利益な事実をわざと 

告げず，利益を告げる。

3   消費者契約法による契約の取消と無効

契約書に
｢一切損害賠償は
しない｣ と…

書いて
あるけど…

1   契約が成立するまで

消費者：購入の申し込み
商品の購入

販売者：承諾
売買の意思が合致

売買契約が成立
代金を支払う義務

商品をもらう権利

代金を受け取る権利

商品を渡す義務

2  消費者の利益を不当に害する契約条項は無効になる。
  ●  事業者の損害賠償責任を 

免除，制限する事項
 ●  消費者の解除権を 

放棄させる条項
 ●  不当に高額な 

解約料，遅延損害金
 ●  その他消費者の利益を 

一方的に害する条項

●  「帰ってくれ」と言った 
のに居座った。

●  「帰りたい」と言った 
のに妨げた。

●  不安をあおる，恋愛感情
を悪用することで契約さ
せた。（2019年6月15日
施行）

来年隣に
マンションが
建つが…

日当たり
良好！

4 現代の消費社会
私
わたし

たちはどのようにして商品を購入しているだろうか。
これまでの経験を出し合おう。

（注）	はがきの場合

（国民生活センター「2019年版		くらしの豆知識」より作成）

通知書

次の契約を解除します。

契約年月日　平成○○年○月○日
商品名　　  ○○○○
契約金額　  ○○○○○○円
販売会社 株式会社×××　□□営業所
 担当者　△△△△

支払った代金○○○○円を返金し，
商品を引き取ってください。

平成○○年○月○日

○○県○市○町○丁目○番○号

氏名　○○○○
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第8章　経済生活を営む　　4　現代の消費社会通信販売はクーリング・オフできない　通信販売は自分で申し込み，不意打ち性がないため法定のクーリング・オフ制度はない。返品の可否や条件，
返品時の送料負担なども販売者が決められるが，購入時にこれらの条件が示されなかった場合，商品到着後8日間まで送料購入者負担で返品できる。
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訂正箇所 訂　　　正　　　文ページ 行

 さまざまな消費者保護制度
クーリング・オフは，不意打ち性がある訪問販売などの取引で

契約した場合，一方的に契約の解除ができる制度である。要件に
該当すれば，クーリング・オフの期間経過後も，学習塾などの特

とく

定
てい

継
けい

続
ぞく

的
てき

役
えき

務
む

提
てい

供
きょう
や
❶

連
れん

鎖
さ

販
はん

売
ばい

取
とり

引
ひき
（マルチ商法）は中途解約でき

る。
消
しょう

費
ひ

者
しゃ

契
けい

約
やく

法
ほう
（2001年施行）では，不適切な勧誘で消費者が

「誤認」や「困惑」して契約した場合，取消ができる。
法律上，未成年者は社会的経験が乏しく，一人で完全に法律行

為を行う行
こう

為
い

能
のう

力
りょく
がないとされ，契約行為には制限がある。保護

者などの法
ほう

定
てい

代
だい

理
り

人
にん
の
❷
同意のない契約は，契約しても本人または

法定代理人の申し出により取消ができる
❸
。

p.182, 183

3

2

 契約の義務と権利
私たちは日常生活の中でさまざまな約束を交わしている。法律

で保護された約束事を契
けい

約
やく
という。契約は，原則として契約を結

ぼうとする当事者間の自由な意思によって行われる。誰
だれ
と，どの

ような内容のことを，どのように契約するのかは当事者どうしで
決め，断ることもできる。
契約は，当

とう
事
じ

者
しゃ

の合
ごう

意
い
，つまり申

もう
し込

こ
みと承

しょう
諾
だく

の意
い

思
し

表
ひょう

示
じ

の合
がっ

致
ち
によって成立する。商

しょう
品
ひん
の
❶
購入や電車やバスの利用，CDや

DVDのレンタルなども，契約によって行われている。契約の際，
契約内容の確認や後日の証拠のために契約書の作成や捺

なつ
印
いん
をする

場合もあるが，口頭でのやりとりだけでも契約は成立する。
いったん契約が成立すると，双方に債

さい
権
けん
（権利）と債

さい
務
む
（義務）

が発生する。契約を守らない相手に対しては，契約の目的を達す
ることができない場合はキャンセル（解除），その他の場合には，
損
そん

害
がい

賠
ばい

償
しょう
や裁判所に強

きょう
制
せい

執
しっ

行
こう
を求めることができる。

 契約トラブルと消費者保護
契約に関するトラブルを避けるには，契約書をよく読むなど，

契約条件をよく確認し，納得したうえで契約を結ぶことが大切で
ある。勧められるままに安易に契約してしまわず，家族や周囲の
人に相談するなどして，冷静に考えよう。
しかし，契約などに関する知識が不十分な場合，契約した後で，

「本当は契約したくなかった」「知らなかった」という事態が発生
することがある。消費者は，商品情報や契約に関する知識におい
て不利な立場にあることから，クーリング・オフや中

ちゅう
途
と

解
かい

約
やく
，取

とり

消
けし
などの消費者保護制度がある。

契約と契約トラブル1

1

CHECK!

TRY

2  3

● 法定代理人から同意を得ている。
●  成年であると年齢を偽るなどして契約している。
●  結婚している（結婚すると成年者として扱われる）。
● 小遣いの範囲内である。 など

2   未成年者による契約で 
取消ができない場合

❶特定継続的役務提供　エステティック，語学教室，パソ
コン教室，学習塾，家庭教師，結婚相手紹介サービス，美
容医療の7業種。中途解約は，5万円を超える金額で2か
月（エステと美容医療は1か月）を超える期間の契約が対
象である。
❷法定代理人　通常は親権者。
❸民法第5条「①未成年者が法律行為をするには，その法
定代理人の同意を得なければならない。②前項の規定に
反する法律行為は，取り消すことができる。」

（国民生活センター「2019年版		くらしの豆知識」より作成）

❶商品　広義では物やサービス（教育，理容・美容，交通，
通信，娯楽など），狭義では生活物資（物）だけを指す。こ
こでは広義の意味で使用する。

社会の変化とともに私たちの消費生活も変化してきた。
消費生活の特徴を理解し，自立した消費者を目指そう。

学習のポイント

TRY

クーリング・オフを知ろう
クーリング・オフの通知書を送る
●  契約書面を受け取った日を含め，

8日以内に書面で通知を発信す
る。クーリング・オフ妨害があっ
たときは，8日を過ぎてもクーリ
ング・オフが可能。両面をコピー
し，控えを5年間は保管する。

●  個別クレジット契約のときは，ク
レジットカード会社と販売会社
へ同時に通知書を郵送する。

●  契約年月日，商品名，契約金額，
販売会社・担当者名，書面（はが
き）を作成した日にちを記載し，
発信の記録が残る「特定記録郵
便」か「簡易書留」で郵送する。

クーリング・オフのチェックポイント
（訪問販売で購入した商品の場合）

    契約した場所　自宅や職場など，業者の営業所以外の場所。
キャッチセールス，アポイントメントセールス，催眠商法
など，営業所でも該当する場合＊がある。

	 ＊		販売目的を告げずに連れていかれたり，呼び出された場合。

    契約した商品　原則全
すべ

ての商品・役務，保養施設・スポー
ツ施設利用権利，映画鑑賞権利などは適用される。

    行使期間　契約書面の受理日から8日以内。ただし，書面
不交付や記載不備は8日を過ぎても可能。

    代金額の特例　3,000円未満の現金取引は除外。現金取
引とは，契約締結と同時に代金の支払いと商品の引き渡し
が完了するもの。

    消耗品の特例　政令指定消耗品（殺虫剤，履物，化粧品な
ど8種類）を使用・消費すると除外。ただし，書面に，使用
するとクーリング・オフ対象外の記載がない場合は可能。

    営業のための契約除外　購入者の営業活動に関連して契
約したものは除外。

1
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3
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契約するときのチェックポイント
	 	何をいくつ買うのか，どのようなサービスか，
価格はいくらか，明確か？
	 	口頭で説明されたこと，約束したことは，契
約書に書いてあるか？
	 	解約についての契約条項（違約金や損害賠
償）はあるか？
	 	ネットショッピングなど通信販売では，解約
や返品の可否や，条件が書かれているか？
	 	事業者の名称，住所，電話番号，代表者名は
書かれているか？
	 	他社の同種の商品やサービスと，品質や価
格を比べて検討したか？
	 	契約内容で分からないことはあるか？
	 	本当に必要な商品・サービスか？		勧誘や広
告に惑わされていないか？

1  不適切な勧誘で消費者が「誤認」「困惑」して契約した場合，契約の取消ができる。

● 事実と異なることを告げる。
●  使い切れないことを知りなが 

ら，大量の商品を購入させる。
●  将来の変動が不確実なことに 

ついて断定的判断を提供する。
●  不利益な事実をわざと 

告げず，利益を告げる。

3   消費者契約法による契約の取消と無効

契約書に
｢一切損害賠償は
しない｣ と…

書いて
あるけど…

1   契約が成立するまで

消費者：購入の申し込み
商品の購入

販売者：承諾
売買の意思が合致

売買契約が成立
代金を支払う義務

商品をもらう権利

代金を受け取る権利

商品を渡す義務

2  消費者の利益を不当に害する契約条項は無効になる。
  ●  事業者の損害賠償責任を 

免除，制限する事項
 ●  消費者の解除権を 

放棄させる条項
 ●  不当に高額な 

解約料，遅延損害金
 ●  その他消費者の利益を 

一方的に害する条項

●  「帰ってくれ」と言った 
のに居座った。

●  「帰りたい」と言った 
のに妨げた。

●  不安をあおる，恋愛感情
を悪用することで契約さ
せた。

来年隣に
マンションが
建つが…

日当たり
良好！

4 現代の消費社会
私
わたし

たちはどのようにして商品を購入しているだろうか。
これまでの経験を出し合おう。

（注）	はがきの場合

（国民生活センター「2019年版		くらしの豆知識」より作成）

通知書

次の契約を解除します。

契約年月日　令和○○年○月○日
商品名　　  ○○○○
契約金額　  ○○○○○○円
販売会社 株式会社×××　□□営業所
 担当者　△△△△

支払った代金○○○○円を返金し，
商品を引き取ってください。

令和○○年○月○日

○○県○市○町○丁目○番○号

氏名　○○○○
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第8章　経済生活を営む　　4　現代の消費社会通信販売はクーリング・オフできない　通信販売は自分で申し込み，不意打ち性がないため法定のクーリング・オフ制度はない。返品の可否や条件，
返品時の送料負担なども販売者が決められるが，購入時にこれらの条件が示されなかった場合，商品到着後8日間まで送料購入者負担で返品できる。



訂正箇所 原　　　文 訂　　　正　　　文ページ 行

 さまざまな消費者保護制度
クーリング・オフは，不意打ち性がある訪問販売などの取引で
契約した場合，一方的に契約の解除ができる制度である。要件に
該当すれば，クーリング・オフの期間経過後も，学習塾などの特

とく

定
てい

継
けい

続
ぞく

的
てき

役
えき

務
む

提
てい

供
きょう
や
❶

連
れん

鎖
さ

販
はん

売
ばい

取
とり

引
ひき
（マルチ商法）は中途解約でき

る。
消
しょう

費
ひ

者
しゃ

契
けい

約
やく

法
ほう
（2001年施行）では，不適切な勧誘で消費者が

「誤認」や「困惑」して契約した場合，取消ができる。
法律上，未成年者は社会的経験が乏しく，一人で完全に法律行
為を行う行

こう
為
い

能
のう

力
りょく
がないとされ，契約行為には制限がある。保護

者などの法
ほう

定
てい

代
だい

理
り

人
にん
の
❷
同意のない契約は，契約しても本人または

法定代理人の申し出により取消ができる
❸
。

p.182, 183

3

2

 契約の義務と権利
私たちは日常生活の中でさまざまな約束を交わしている。法律

で保護された約束事を契
けい

約
やく
という。契約は，原則として契約を結

ぼうとする当事者間の自由な意思によって行われる。誰
だれ
と，どの

ような内容のことを，どのように契約するのかは当事者どうしで
決め，断ることもできる。
契約は，当

とう
事
じ

者
しゃ

の合
ごう

意
い
，つまり申

もう
し込

こ
みと承

しょう
諾
だく

の意
い

思
し

表
ひょう

示
じ

の合
がっ

致
ち
によって成立する。商

しょう
品
ひん
の
❶
購入や電車やバスの利用，CDや

DVDのレンタルなども，契約によって行われている。契約の際，
契約内容の確認や後日の証拠のために契約書の作成や捺

なつ
印
いん
をする

場合もあるが，口頭でのやりとりだけでも契約は成立する。
いったん契約が成立すると，双方に債

さい
権
けん
（権利）と債

さい
務
む
（義務）

が発生する。契約を守らない相手に対しては，契約の目的を達す
ることができない場合はキャンセル（解除），その他の場合には，
損
そん

害
がい

賠
ばい

償
しょう
や裁判所に強

きょう
制
せい

執
しっ

行
こう
を求めることができる。

 契約トラブルと消費者保護
契約に関するトラブルを避けるには，契約書をよく読むなど，

契約条件をよく確認し，納得したうえで契約を結ぶことが大切で
ある。勧められるままに安易に契約してしまわず，家族や周囲の
人に相談するなどして，冷静に考えよう。
しかし，契約などに関する知識が不十分な場合，契約した後で，

「本当は契約したくなかった」「知らなかった」という事態が発生
することがある。消費者は，商品情報や契約に関する知識におい
て不利な立場にあることから，クーリング・オフや中

ちゅう
途
と

解
かい

約
やく
，取

とり

消
けし
などの消費者保護制度がある。

契約と契約トラブル1

1

CHECK!

TRY

2  3

● 法定代理人から同意を得ている。
● 小遣いの範囲内である。
●  成年であると年齢を偽るなどして契約している。
●  結婚している（結婚すると成年者として扱われる）。
　 など

2   未成年者による契約で 
取消ができない場合

❶特定継続的役務提供　エステティック，語学教室，パソ
コン教室，学習塾，家庭教師，結婚相手紹介サービスの6
業種。中途解約は，5万円を超える金額で2か月（エステ
は1か月）を超える期間の契約が対象である。
❷法定代理人　通常は親権者。
❸民法第5条「①未成年者が法律行為をするには，その法
定代理人の同意を得なければならない。②前項の規定に
反する法律行為は，取り消すことができる。」

（国民生活センター「2019年版		くらしの豆知識」より作成）

❶商品　広義では物やサービス（教育，理容・美容，交通，
通信，娯楽など），狭義では生活物資（物）だけを指す。こ
こでは広義の意味で使用する。

社会の変化とともに私たちの消費生活も変化してきた。
消費生活の特徴を理解し，自立した消費者を目指そう。

学習のポイント

TRY

クーリング・オフを知ろう
クーリング・オフの通知書を送る
●  契約書面を受け取った日を含め，

8日以内に書面で通知を発信す
る。クーリング・オフ妨害があっ
たときは，8日を過ぎてもクーリ
ング・オフが可能。両面をコピー
し，控えを5年間は保管する。

●  個別クレジット契約のときは，ク
レジットカード会社と販売会社
へ同時に通知書を郵送する。

●  契約年月日，商品名，契約金額，
販売会社・担当者名，書面（はが
き）を作成した日にちを記載し，
発信の記録が残る「特定記録郵
便」か「簡易書留」で郵送する。

クーリング・オフのチェックポイント
（訪問販売で購入した商品の場合）

    契約した場所　自宅や職場など，業者の営業所以外の場所。
キャッチセールス，アポイントメントセールス，催眠商法
など，営業所でも該当する場合＊がある。

	 ＊		販売目的を告げずに連れていかれたり，呼び出された場合。

    契約した商品　原則全
すべ

ての商品・役務，保養施設・スポー
ツ施設利用権利，映画鑑賞権利などは適用される。

    行使期間　契約書面の受理日から8日以内。ただし，書面
不交付や記載不備は8日を過ぎても可能。

    代金額の特例　3,000円未満の現金取引は除外。現金取
引とは，契約締結と同時に代金の支払いと商品の引き渡し
が完了するもの。

    消耗品の特例　政令指定消耗品（殺虫剤，履物，化粧品な
ど8種類）を使用・消費すると除外。ただし，書面に，使用
するとクーリング・オフ対象外の記載がない場合は可能。

    営業のための契約除外　購入者の営業活動に関連して契
約したものは除外。

1
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CHECK !

契約するときのチェックポイント
	 	何をいくつ買うのか，どのようなサービスか，
価格はいくらか，明確か？
	 	口頭で説明されたこと，約束したことは，契
約書に書いてあるか？
	 	解約についての契約条項（違約金や損害賠
償）はあるか？
	 	ネットショッピングなど通信販売では，解約
や返品の可否や，条件が書かれているか？
	 	事業者の名称，住所，電話番号，代表者名は
書かれているか？
	 	他社の同種の商品やサービスと，品質や価
格を比べて検討したか？
	 	契約内容で分からないことはあるか？
	 	本当に必要な商品・サービスか？		勧誘や広
告に惑わされていないか？

1  不適切な勧誘で消費者が「誤認」「困惑」して契約した場合，契約の取消ができる。

● 事実と異なることを告げる。
●  使い切れないことを知りなが 

ら，大量の商品を購入させる。
●  将来の変動が不確実なことに 

ついて断定的判断を提供する。
●  不利益な事実をわざと 

告げず，利益を告げる。

3   消費者契約法による契約の取消と無効

契約書に
｢一切損害賠償は
しない｣ と…

書いて
あるけど…

1   契約が成立するまで

消費者：購入の申し込み
商品の購入

販売者：承諾
売買の意思が合致

売買契約が成立
代金を支払う義務

商品をもらう権利

代金を受け取る権利

商品を渡す義務

2  消費者の利益を不当に害する契約条項は無効になる。
  ●  事業者の損害賠償責任を 

免除，制限する事項
 ●  消費者の解除権を 

放棄させる条項
 ●  不当に高額な 

解約料，遅延損害金
 ●  その他消費者の利益を 

一方的に害する条項

●  「帰ってくれ」と言った 
のに居座った。

●  「帰りたい」と言った 
のに妨げた。

●  不安をあおる，恋愛感情
を悪用することで契約さ
せた。（2019年6月15日
施行）

来年隣に
マンションが
建つが…

日当たり
良好！

4 現代の消費社会
私
わたし

たちはどのようにして商品を購入しているだろうか。
これまでの経験を出し合おう。

（注）	はがきの場合

（国民生活センター「2019年版		くらしの豆知識」より作成）

通知書

次の契約を解除します。

契約年月日　平成○○年○月○日
商品名　　  ○○○○
契約金額　  ○○○○○○円
販売会社 株式会社×××　□□営業所
 担当者　△△△△

支払った代金○○○○円を返金し，
商品を引き取ってください。

平成○○年○月○日

○○県○市○町○丁目○番○号

氏名　○○○○
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第8章　経済生活を営む　　4　現代の消費社会通信販売はクーリング・オフできない　通信販売は自分で申し込み，不意打ち性がないため法定のクーリング・オフ制度はない。返品の可否や条件，
返品時の送料負担なども販売者が決められるが，購入時にこれらの条件が示されなかった場合，商品到着後8日間まで送料購入者負担で返品できる。

 消費者問題への対応
消費者と事業者の間では，商品をめぐって，安全性や品質，表

示や価格，販売方法などでさまざまなトラブルが生じることがあ
る。消

しょう
費
ひ

者
しゃ

問
もん

題
だい

とは，商品の供給に関してもたらされる消費者側
の不利益や被害など，消

しょう
費
ひ

者
しゃ

の権
けん

利
り

が侵害される諸問題である。 　
高齢化の進展に伴い，訪問販売や電話による執

しつ
拗
よう

な勧誘，振り込
め詐欺など高齢者をねらった悪

あく
質
しつ

商
しょう

法
ほう

が増加している。また，社
会経験が少ない若者も悪質商法のターゲットであり，周囲の人を
勧誘するマルチ商法（連鎖販売取引）や消費者間取引であるイン
ターネットオークションなどでトラブルになるケースもある。

悪質商法に対しては，はっきりと断る勇気が必要である。悪質
商法は不意打ちをねらう，断れない雰囲気にするなどして契約を
迫ることが多い。すぐに契約してしまわず，家族や知人に相談し，
契約前に冷静になって考えよう。もし，契約してしまっても諦

あきら
め

ずに，消費生活センターなどに相談しよう。 

 生活情報と情報リテラシー
情報通信技術の発展により，マスコミやインターネットを通じ

て，膨大な量の生活情報が素早く簡単に手に入るが，その生
せい

活
かつ

情
じょう

報
ほう

が
❶

全
すべ

て正確かつ公平で，有用だとは限らない。商品のイメージ
や消費者にとって有利な点ばかりを強調し，リスクや欠点が伝わ
りにくい情報もある。また，匿名性が高い情報は，信頼性の判断
が難しい。氾

はん
濫
らん

する生活情報の中から自分で取捨選択し活用でき
るよう，情

じょう
報
ほう

リテラシー
❷
を高め，情報を見極める目を持つことが，

消費者には求められる。信頼性の高い公的機関の情報
❸
を参考にし

つつ，生活情報を消費行動に生かしていこう。

 発信者としての消費者と情報管理
インターネットの普及は，消費者が情報を受信・発信すること

を容易にした。電子メールやSNSなどで，商品に対する意見を
事業者に発信したり，消費者間で情報を共有したりできるように
なり，消費者の声の影響力は大きくなっている。一方で，一個人
が発信した不確かな情報が世界中に広まる危険性も認識しなけれ
ばならない。とくに個

こ
人
じん

情
じょう

報
ほう

の
❹

取り扱いには注意が必要である。
近年急増する多様なカードやインターネットバンキング利用での
トラブルや犯罪に対しては，金融機関や企業側にも個人情報を適
切に管理することが求められているが，厳密な管理がされている
かを見極めることも消費者には必要である。

p.184

3  

p.179

4  

p.184 2  TRY 

p.180

5

 商品の販売方法
商品の販売方法には，店

てん
舗
ぽ

販
はん

売
ばい

と無
む

店
てん

舗
ぽ

販
はん

売
ばい

がある。それぞれ
の特徴を踏まえ，適切な方法を選択する。

店舗販売は，消費者が直接店舗に行き，購入する。営業時間や
場所の制約はあるが，商品の内容や状態，価格などを自分自身で
直接確認することができる。

情報社会の進展とパソコンや携帯電話などの普及により，無店
舗販売の中でも電

でん
子
し

商
しょう

取
とり

引
ひき

，
❶

とくにインターネットショッピング
❷

が増加している。インターネットショッピングは，店舗での購入
と異なり，手もとに届くまでに多少時間がかかる場合もあるが，
買いたい商品や条件などがはっきり分かっている場合には，商品
探しや価格の比較が容易で，時間や場所にかかわらず注文できる。
しかし，出店が容易で個人も出店しているなど，さまざまな販売
者が存在している。ジャドママークやオンラインマークで，相手
が信頼できる販売者かどうか確認し，慎重に利用する必要がある。

消費者をめぐる問題2

1

アポイントメントセールス キャッチセールス マルチ商法
（連鎖販売取引 

▲

p.179） デート商法 劇場型勧誘

「当選した」などを口実に，販
売目的を隠して，電話やメー
ルなどで喫茶店や営業所に誘
い出し，不意打ち的に商品を
売りつける。教養娯楽教材， 
パソコン，  
アクセサリー  
など。

アンケート調査などを装
よそお
い，

街頭で通行人に近づき，喫茶
店や営業所に連れて行って，
商品を売りつける。化粧品，
健康食品，エステティックな
ど。

商品を買って会員になり，友
人知人に売ったり，友人知人
を紹介すればお金がもらえ，
加入者を増やすことで，大き
な利益が得られると勧める。
浄水器，  
化粧品，  
健康食品  
など。

電話や街頭などで誘い，「付
き合ってほしい」といって，
恋人のように親しくなり，最
終的には高額な商品を売りつ
ける。着物，宝石など。

契約の相手先ではないA社
（勧誘業者）が，B社（販売業
者）の販売する商品や役務・
権利を，購入額を上回る金額
で買い取るなどという勧誘を
行って，B社と契約するよう
仕向ける。ファンド型投資商
品，公社債など。

2   消費者問題の相談窓口
●消費者ホットライン（全国統一番号） 　 
TEL：1

い　や　や

88

4   契約当事者の年齢別に見た商品・役務等の 
 相談件数（上位5項目）

5   預金者保護法
　金融機関利用に対する預金者保護法は，預金者の
キャッシュカードが偽造されたり，盗難されたりし，
預金が引き出されても，その損害を金融機関が負担
し，預金者の負担がないよう預金者を保護している。
しかし，預金者に過失があると補償されない場合があ
る。例えば，カードに暗証番号を書いている（重過
失）と補償されない。個人でのしっかりとした情報管
理が求められる。

預金者の過失の程度による補償率の違い

偽造カード
無過失 重過失

100％補償 0％補償

盗難カード
無過失 軽過失 重過失

100％補償 75％補償 0％補償

不当請求 無料商法 ネガティブオプション 催眠（SF）商法
インターネット関連

ワンクリック詐欺 ネットショッピング詐欺

はがき，メール，電話な
どで，身に覚えのない情
報料などの請求を受け
る。自宅に取りに行く，
裁判を起こすなどと脅
し，高額な  
料金を振り  
込ませる。

無料体験，無料サービ
ス，無料招待などと無
料で誘って契約させる。
電話情報サービス，プ
ロバイダー，  
エステ  
ティック  
など。

商品を勝手に送りつけ，
代金を請求する。代金
引換郵便を悪用するこ
ともある。代金を支払
う義務はなく，14日間
保管後，自由に処分で
きる。雑誌，単行本，パ
ソコン関連商品。

会場に人を呼び込んで，
景品を無料で配るなど
して会場を興奮状態（一
種の催眠状態）にさせ，
冷静な判断を失わせて
高額商品を  
買わせる。
健康食品
など。

友人などを装って送ら
れてきたメールに返信
したり，URLをクリック
したりすると，突然アダ
ルト系サイトの画面に
接続し，不当な利用料
金を請求される。アダ
ルト情報サイト，デジタ
ルコンテンツなど。

通信販売やインターネッ
トオークションで，代金を
前払いしたにもかかわら
ず，商品の引き渡しがさ
れず，販売者が音信不通  
になる。

（全国銀行協会資料より作成）

❶電子商取引　電子的な通信手段を利用した商取引全般
のこと。
❷インターネットショッピング　事業者や個人が開いたイ
ンターネット上の店舗で商品を購入する，通信販売の1種。

順位 20歳未満 件数 割合

1位 アダルト情報サイト 6,044 29.6%

2位 デジタルコンテンツその他 2,134 10.4%

3位 オンラインゲーム 1,362 6.7%

4位 健康食品 1,091 5.3%

5位 放送サービス 710 3.5%

相談総数 20,423

順位 70歳以上 件数 割合

1位 デジタルコンテンツその他 13,243 7.6%

2位 商品一般 11,293 6.5%

3位 健康食品 9,079 5.2%

4位 インターネット接続回線 7,895 4.5%

5位 アダルト情報サイト 5,603 3.2%

相談総数 173,804

（国民生活センター「消費生活年報2017」）

3   若者がねらわれやすい悪質商法

❶生活情報　生活に関連した広範囲の情報。生活を営む
うえで必要なものもあれば，商品の情報提供など，広く知
らせる意味で発信されるものなどさまざまである。
❷情報リテラシー　情報通信の高度化に対応し，氾濫する
情報の中から必要な情報を理解・選択・発信できる能力。
❸国民生活センターによる商品テストや消費者庁のウェブ
ページ，自治体で配布する広報紙などがある（

▲

p.184）。
❹個人情報　氏名や生年月日など，所有する特定の個人を
識別できる情報。個人情報について，
適切な保護措置を講じていると認定
された事業者には，プライバシーマー
クの表示が許可される制度がある。

当選

無料

　自分の住んでいる地域の消費生活センター（

▲

p.184）はどこにあるだろうか。訪ねたり，インター
ネットで検索して，消費者への情報や，高校生の相
談事例などを調べてみよう。

TRY

1   販売方法の種類
店舗販売
●小売店専門店
●コンビニエンスストア
●デパート
●スーパーマーケット
●直売所

無店舗販売
●通信販売（インターネット
ショッピングも含む）
●訪問販売
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第8章　経済生活を営む　　4　現代の消費社会点検商法に注意　「近くで工事をしているついでに」「無料点検です」などと言って屋根や水質の検査をする点検商法は，実際には問題がないのに「屋
根が腐っている」などと消費者の不安をあおり，高額な契約を結ばせる。訪問販売の1種であり，工事をしてもクーリング・オフできる。

 消費者問題への対応
消費者と事業者の間では，商品をめぐって，安全性や品質，表

示や価格，販売方法などでさまざまなトラブルが生じることがあ
る。消

しょう
費
ひ

者
しゃ

問
もん

題
だい

とは，商品の供給に関してもたらされる消費者側
の不利益や被害など，消

しょう
費
ひ

者
しゃ

の権
けん

利
り

が侵害される諸問題である。 　
高齢化の進展に伴い，訪問販売や電話による執

しつ
拗
よう

な勧誘，振り込
め詐欺など高齢者をねらった悪

あく
質
しつ

商
しょう

法
ほう

が増加している。また，社
会経験が少ない若者も悪質商法のターゲットであり，周囲の人を
勧誘するマルチ商法（連鎖販売取引）や消費者間取引であるイン
ターネットオークションなどでトラブルになるケースもある。

悪質商法に対しては，はっきりと断る勇気が必要である。悪質
商法は不意打ちをねらう，断れない雰囲気にするなどして契約を
迫ることが多い。すぐに契約してしまわず，家族や知人に相談し，
契約前に冷静になって考えよう。もし，契約してしまっても諦

あきら
め

ずに，消費生活センターなどに相談しよう。 

 生活情報と情報リテラシー
情報通信技術の発展により，マスコミやインターネットを通じ

て，膨大な量の生活情報が素早く簡単に手に入るが，その生
せい

活
かつ

情
じょう

報
ほう

が
❶

全
すべ

て正確かつ公平で，有用だとは限らない。商品のイメージ
や消費者にとって有利な点ばかりを強調し，リスクや欠点が伝わ
りにくい情報もある。また，匿名性が高い情報は，信頼性の判断
が難しい。氾

はん
濫
らん

する生活情報の中から自分で取捨選択し活用でき
るよう，情

じょう
報
ほう

リテラシー
❷
を高め，情報を見極める目を持つことが，

消費者には求められる。信頼性の高い公的機関の情報
❸
を参考にし

つつ，生活情報を消費行動に生かしていこう。

 発信者としての消費者と情報管理
インターネットの普及は，消費者が情報を受信・発信すること

を容易にした。電子メールやSNSなどで，商品に対する意見を
事業者に発信したり，消費者間で情報を共有したりできるように
なり，消費者の声の影響力は大きくなっている。一方で，一個人
が発信した不確かな情報が世界中に広まる危険性も認識しなけれ
ばならない。とくに個

こ
人
じん

情
じょう

報
ほう

の
❹

取り扱いには注意が必要である。
近年急増する多様なカードやインターネットバンキング利用での
トラブルや犯罪に対しては，金融機関や企業側にも個人情報を適
切に管理することが求められているが，厳密な管理がされている
かを見極めることも消費者には必要である。

p.184

3  

p.179

4  

p.184 2  TRY 

p.180

5

 商品の販売方法
商品の販売方法には，店

てん
舗
ぽ

販
はん

売
ばい

と無
む

店
てん

舗
ぽ

販
はん

売
ばい

がある。それぞれ
の特徴を踏まえ，適切な方法を選択する。

店舗販売は，消費者が直接店舗に行き，購入する。営業時間や
場所の制約はあるが，商品の内容や状態，価格などを自分自身で
直接確認することができる。

情報社会の進展とパソコンや携帯電話などの普及により，無店
舗販売の中でも電

でん
子
し

商
しょう

取
とり

引
ひき

，
❶

とくにインターネットショッピング
❷

が増加している。インターネットショッピングは，店舗での購入
と異なり，手もとに届くまでに多少時間がかかる場合もあるが，
買いたい商品や条件などがはっきり分かっている場合には，商品
探しや価格の比較が容易で，時間や場所にかかわらず注文できる。
しかし，出店が容易で個人も出店しているなど，さまざまな販売
者が存在している。ジャドママークやオンラインマークで，相手
が信頼できる販売者かどうか確認し，慎重に利用する必要がある。

消費者をめぐる問題2

1

アポイントメントセールス キャッチセールス マルチ商法
（連鎖販売取引 

▲

p.179） デート商法 劇場型勧誘

「当選した」などを口実に，販
売目的を隠して，電話やメー
ルなどで喫茶店や営業所に誘
い出し，不意打ち的に商品を
売りつける。教養娯楽教材， 
パソコン，  
アクセサリー  
など。

アンケート調査などを装
よそお
い，

街頭で通行人に近づき，喫茶
店や営業所に連れて行って，
商品を売りつける。化粧品，
健康食品，エステティックな
ど。

商品を買って会員になり，友
人知人に売ったり，友人知人
を紹介すればお金がもらえ，
加入者を増やすことで，大き
な利益が得られると勧める。
浄水器，  
化粧品，  
健康食品  
など。

電話や街頭などで誘い，「付
き合ってほしい」といって，
恋人のように親しくなり，最
終的には高額な商品を売りつ
ける。着物，宝石など。

契約の相手先ではないA社
（勧誘業者）が，B社（販売業
者）の販売する商品や役務・
権利を，購入額を上回る金額
で買い取るなどという勧誘を
行って，B社と契約するよう
仕向ける。ファンド型投資商
品，公社債など。

2   消費者問題の相談窓口
●消費者ホットライン（全国統一番号） 　 
TEL：1

い　や　や

88

4   契約当事者の年齢別に見た商品・役務等の 
 相談件数（上位5項目）

5   預金者保護法
　金融機関利用に対する預金者保護法は，預金者の
キャッシュカードが偽造されたり，盗難されたりし，
預金が引き出されても，その損害を金融機関が負担
し，預金者の負担がないよう預金者を保護している。
しかし，預金者に過失があると補償されない場合があ
る。例えば，カードに暗証番号を書いている（重過
失）と補償されない。個人でのしっかりとした情報管
理が求められる。

預金者の過失の程度による補償率の違い

偽造カード
無過失 重過失

100％補償 0％補償

盗難カード
無過失 軽過失 重過失

100％補償 75％補償 0％補償

不当請求 無料商法 ネガティブオプション 催眠（SF）商法
インターネット関連

ワンクリック詐欺 ネットショッピング詐欺

はがき，メール，電話な
どで，身に覚えのない情
報料などの請求を受け
る。自宅に取りに行く，
裁判を起こすなどと脅
し，高額な  
料金を振り  
込ませる。

無料体験，無料サービ
ス，無料招待などと無
料で誘って契約させる。
電話情報サービス，プ
ロバイダー，  
エステ  
ティック  
など。

商品を勝手に送りつけ，
代金を請求する。代金
引換郵便を悪用するこ
ともある。代金を支払
う義務はなく，14日間
保管後，自由に処分で
きる。雑誌，単行本，パ
ソコン関連商品。

会場に人を呼び込んで，
景品を無料で配るなど
して会場を興奮状態（一
種の催眠状態）にさせ，
冷静な判断を失わせて
高額商品を  
買わせる。
健康食品
など。

友人などを装って送ら
れてきたメールに返信
したり，URLをクリック
したりすると，突然アダ
ルト系サイトの画面に
接続し，不当な利用料
金を請求される。アダ
ルト情報サイト，デジタ
ルコンテンツなど。

通信販売やインターネッ
トオークションで，代金を
前払いしたにもかかわら
ず，商品の引き渡しがさ
れず，販売者が音信不通  
になる。

（全国銀行協会資料より作成）

❶電子商取引　電子的な通信手段を利用した商取引全般
のこと。
❷インターネットショッピング　事業者や個人が開いたイ
ンターネット上の店舗で商品を購入する，通信販売の1種。

順位 20歳未満 件数 割合

1位 アダルト情報サイト 6,044 29.6%

2位 デジタルコンテンツその他 2,134 10.4%

3位 オンラインゲーム 1,362 6.7%

4位 健康食品 1,091 5.3%

5位 放送サービス 710 3.5%

相談総数 20,423

順位 70歳以上 件数 割合

1位 デジタルコンテンツその他 13,243 7.6%

2位 商品一般 11,293 6.5%

3位 健康食品 9,079 5.2%

4位 インターネット接続回線 7,895 4.5%

5位 アダルト情報サイト 5,603 3.2%

相談総数 173,804

（国民生活センター「消費生活年報2017」）

3   若者がねらわれやすい悪質商法

❶生活情報　生活に関連した広範囲の情報。生活を営む
うえで必要なものもあれば，商品の情報提供など，広く知
らせる意味で発信されるものなどさまざまである。
❷情報リテラシー　情報通信の高度化に対応し，氾濫する
情報の中から必要な情報を理解・選択・発信できる能力。
❸国民生活センターによる商品テストや消費者庁のウェブ
ページ，自治体で配布する広報紙などがある（

▲

p.184）。
❹個人情報　氏名や生年月日など，所有する特定の個人を
識別できる情報。個人情報について，
適切な保護措置を講じていると認定
された事業者には，プライバシーマー
クの表示が許可される制度がある。

当選

無料

　自分の住んでいる地域の消費生活センター（

▲

p.184）はどこにあるだろうか。訪ねたり，インター
ネットで検索して，消費者への情報や，高校生の相
談事例などを調べてみよう。

TRY

1   販売方法の種類
店舗販売
●小売店専門店
●コンビニエンスストア
●デパート
●スーパーマーケット
●直売所

無店舗販売
●通信販売（インターネット
ショッピングも含む）
●訪問販売
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第8章　経済生活を営む　　4　現代の消費社会点検商法に注意　「近くで工事をしているついでに」「無料点検です」などと言って屋根や水質の検査をする点検商法は，実際には問題がないのに「屋
根が腐っている」などと消費者の不安をあおり，高額な契約を結ばせる。訪問販売の1種であり，工事をしてもクーリング・オフできる。

 さまざまな消費者保護制度
クーリング・オフは，不意打ち性がある訪問販売などの取引で
契約した場合，一方的に契約の解除ができる制度である。要件に
該当すれば，クーリング・オフの期間経過後も，学習塾などの特

とく

定
てい

継
けい

続
ぞく

的
てき

役
えき

務
む

提
てい

供
きょう
や
❶

連
れん

鎖
さ

販
はん

売
ばい

取
とり

引
ひき
（マルチ商法）は中途解約でき

る。
消
しょう

費
ひ

者
しゃ

契
けい

約
やく

法
ほう
（2001年施行）では，不適切な勧誘で消費者が

「誤認」や「困惑」して契約した場合，取消ができる。
法律上，未成年者は社会的経験が乏しく，一人で完全に法律行
為を行う行

こう
為
い

能
のう

力
りょく
がないとされ，契約行為には制限がある。保護

者などの法
ほう

定
てい

代
だい

理
り

人
にん
の
❷
同意のない契約は，契約しても本人または

法定代理人の申し出により取消ができる
❸
。

p.182, 183

3

2

 契約の義務と権利
私たちは日常生活の中でさまざまな約束を交わしている。法律
で保護された約束事を契

けい
約
やく
という。契約は，原則として契約を結

ぼうとする当事者間の自由な意思によって行われる。誰
だれ
と，どの

ような内容のことを，どのように契約するのかは当事者どうしで
決め，断ることもできる。
契約は，当

とう
事
じ

者
しゃ

の合
ごう

意
い
，つまり申

もう
し込

こ
みと承

しょう
諾
だく

の意
い

思
し

表
ひょう

示
じ

の合
がっ

致
ち
によって成立する。商

しょう
品
ひん
の
❶
購入や電車やバスの利用，CDや

DVDのレンタルなども，契約によって行われている。契約の際，
契約内容の確認や後日の証拠のために契約書の作成や捺

なつ
印
いん
をする

場合もあるが，口頭でのやりとりだけでも契約は成立する。
いったん契約が成立すると，双方に債

さい
権
けん
（権利）と債

さい
務
む
（義務）

が発生する。契約を守らない相手に対しては，契約の目的を達す
ることができない場合はキャンセル（解除），その他の場合には，
損
そん

害
がい

賠
ばい

償
しょう
や裁判所に強

きょう
制
せい

執
しっ

行
こう
を求めることができる。

 契約トラブルと消費者保護
契約に関するトラブルを避けるには，契約書をよく読むなど，
契約条件をよく確認し，納得したうえで契約を結ぶことが大切で
ある。勧められるままに安易に契約してしまわず，家族や周囲の
人に相談するなどして，冷静に考えよう。
しかし，契約などに関する知識が不十分な場合，契約した後で，

「本当は契約したくなかった」「知らなかった」という事態が発生
することがある。消費者は，商品情報や契約に関する知識におい
て不利な立場にあることから，クーリング・オフや中

ちゅう
途
と

解
かい

約
やく
，取

とり

消
けし
などの消費者保護制度がある。

契約と契約トラブル1

1

CHECK!

TRY

2  3

● 法定代理人から同意を得ている。
●  成年であると年齢を偽るなどして契約している。
●  結婚している（結婚すると成年者として扱われる）。
● 小遣いの範囲内である。 など

2   未成年者による契約で 
取消ができない場合

❶特定継続的役務提供　エステティック，語学教室，パソ
コン教室，学習塾，家庭教師，結婚相手紹介サービス，美
容医療の7業種。中途解約は，5万円を超える金額で2か
月（エステと美容医療は1か月）を超える期間の契約が対
象である。
❷法定代理人　通常は親権者。
❸民法第5条「①未成年者が法律行為をするには，その法
定代理人の同意を得なければならない。②前項の規定に
反する法律行為は，取り消すことができる。」

（国民生活センター「2019年版		くらしの豆知識」より作成）

❶商品　広義では物やサービス（教育，理容・美容，交通，
通信，娯楽など），狭義では生活物資（物）だけを指す。こ
こでは広義の意味で使用する。

社会の変化とともに私たちの消費生活も変化してきた。
消費生活の特徴を理解し，自立した消費者を目指そう。

学習のポイント

TRY

クーリング・オフを知ろう
クーリング・オフの通知書を送る
●  契約書面を受け取った日を含め，

8日以内に書面で通知を発信す
る。クーリング・オフ妨害があっ
たときは，8日を過ぎてもクーリ
ング・オフが可能。両面をコピー
し，控えを5年間は保管する。

●  個別クレジット契約のときは，ク
レジットカード会社と販売会社
へ同時に通知書を郵送する。

●  契約年月日，商品名，契約金額，
販売会社・担当者名，書面（はが
き）を作成した日にちを記載し，
発信の記録が残る「特定記録郵
便」か「簡易書留」で郵送する。

クーリング・オフのチェックポイント
（訪問販売で購入した商品の場合）

    契約した場所　自宅や職場など，業者の営業所以外の場所。
キャッチセールス，アポイントメントセールス，催眠商法
など，営業所でも該当する場合＊がある。

	 ＊		販売目的を告げずに連れていかれたり，呼び出された場合。

    契約した商品　原則全
すべ

ての商品・役務，保養施設・スポー
ツ施設利用権利，映画鑑賞権利などは適用される。

    行使期間　契約書面の受理日から8日以内。ただし，書面
不交付や記載不備は8日を過ぎても可能。

    代金額の特例　3,000円未満の現金取引は除外。現金取
引とは，契約締結と同時に代金の支払いと商品の引き渡し
が完了するもの。

    消耗品の特例　政令指定消耗品（殺虫剤，履物，化粧品な
ど8種類）を使用・消費すると除外。ただし，書面に，使用
するとクーリング・オフ対象外の記載がない場合は可能。

    営業のための契約除外　購入者の営業活動に関連して契
約したものは除外。

1

22

3

4

5

6

CHECK !

契約するときのチェックポイント
	 	何をいくつ買うのか，どのようなサービスか，
価格はいくらか，明確か？
	 	口頭で説明されたこと，約束したことは，契
約書に書いてあるか？
	 	解約についての契約条項（違約金や損害賠
償）はあるか？
	 	ネットショッピングなど通信販売では，解約
や返品の可否や，条件が書かれているか？
	 	事業者の名称，住所，電話番号，代表者名は
書かれているか？
	 	他社の同種の商品やサービスと，品質や価
格を比べて検討したか？
	 	契約内容で分からないことはあるか？
	 	本当に必要な商品・サービスか？		勧誘や広
告に惑わされていないか？

1  不適切な勧誘で消費者が「誤認」「困惑」して契約した場合，契約の取消ができる。

● 事実と異なることを告げる。
●  使い切れないことを知りなが 

ら，大量の商品を購入させる。
●  将来の変動が不確実なことに 

ついて断定的判断を提供する。
●  不利益な事実をわざと 

告げず，利益を告げる。

3   消費者契約法による契約の取消と無効

契約書に
｢一切損害賠償は
しない｣ と…

書いて
あるけど…

1   契約が成立するまで

消費者：購入の申し込み
商品の購入

販売者：承諾
売買の意思が合致

売買契約が成立
代金を支払う義務

商品をもらう権利

代金を受け取る権利

商品を渡す義務

2  消費者の利益を不当に害する契約条項は無効になる。
  ●  事業者の損害賠償責任を 

免除，制限する事項
 ●  消費者の解除権を 

放棄させる条項
 ●  不当に高額な 

解約料，遅延損害金
 ●  その他消費者の利益を 

一方的に害する条項

●  「帰ってくれ」と言った 
のに居座った。

●  「帰りたい」と言った 
のに妨げた。

●  不安をあおる，恋愛感情
を悪用することで契約さ
せた。

来年隣に
マンションが
建つが…

日当たり
良好！

4 現代の消費社会
私
わたし

たちはどのようにして商品を購入しているだろうか。
これまでの経験を出し合おう。

（注）	はがきの場合

（国民生活センター「2019年版		くらしの豆知識」より作成）

通知書

次の契約を解除します。

契約年月日　令和○○年○月○日
商品名　　  ○○○○
契約金額　  ○○○○○○円
販売会社 株式会社×××　□□営業所
 担当者　△△△△

支払った代金○○○○円を返金し，
商品を引き取ってください。

令和○○年○月○日

○○県○市○町○丁目○番○号

氏名　○○○○
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第8章　経済生活を営む　　4　現代の消費社会通信販売はクーリング・オフできない　通信販売は自分で申し込み，不意打ち性がないため法定のクーリング・オフ制度はない。返品の可否や条件，
返品時の送料負担なども販売者が決められるが，購入時にこれらの条件が示されなかった場合，商品到着後8日間まで送料購入者負担で返品できる。

 消費者問題への対応
消費者と事業者の間では，商品をめぐって，安全性や品質，表

示や価格，販売方法などでさまざまなトラブルが生じることがあ
る。消

しょう
費
ひ

者
しゃ

問
もん

題
だい

とは，商品の供給に関してもたらされる消費者側
の不利益や被害など，消

しょう
費
ひ

者
しゃ

の権
けん

利
り

が侵害される諸問題である。 　
高齢化の進展に伴い，訪問販売や電話による執

しつ
拗
よう

な勧誘，振り込
め詐欺など高齢者をねらった悪

あく
質
しつ

商
しょう

法
ほう

が増加している。また，社
会経験が少ない若者も悪質商法のターゲットであり，周囲の人を
勧誘するマルチ商法（連鎖販売取引）や消費者間取引であるイン
ターネットオークションなどでトラブルになるケースもある。

悪質商法に対しては，はっきりと断る勇気が必要である。悪質
商法は不意打ちをねらう，断れない雰囲気にするなどして契約を
迫ることが多い。すぐに契約してしまわず，家族や知人に相談し，
契約前に冷静になって考えよう。もし，契約してしまっても諦

あきら
め

ずに，消費生活センターなどに相談しよう。 

 生活情報と情報リテラシー
情報通信技術の発展により，マスコミやインターネットを通じ

て，膨大な量の生活情報が素早く簡単に手に入るが，その生
せい

活
かつ

情
じょう

報
ほう

が
❶

全
すべ

て正確かつ公平で，有用だとは限らない。商品のイメージ
や消費者にとって有利な点ばかりを強調し，リスクや欠点が伝わ
りにくい情報もある。また，匿名性が高い情報は，信頼性の判断
が難しい。氾

はん
濫
らん

する生活情報の中から自分で取捨選択し活用でき
るよう，情

じょう
報
ほう

リテラシー
❷
を高め，情報を見極める目を持つことが，

消費者には求められる。信頼性の高い公的機関の情報
❸
を参考にし

つつ，生活情報を消費行動に生かしていこう。

 発信者としての消費者と情報管理
インターネットの普及は，消費者が情報を受信・発信すること

を容易にした。電子メールやSNSなどで，商品に対する意見を
事業者に発信したり，消費者間で情報を共有したりできるように
なり，消費者の声の影響力は大きくなっている。一方で，一個人
が発信した不確かな情報が世界中に広まる危険性も認識しなけれ
ばならない。とくに個

こ
人
じん

情
じょう

報
ほう

の
❹

取り扱いには注意が必要である。
近年急増する多様なカードやインターネットバンキング利用での
トラブルや犯罪に対しては，金融機関や企業側にも個人情報を適
切に管理することが求められているが，厳密な管理がされている
かを見極めることも消費者には必要である。

p.184

3  

p.179

4  

p.184 2  TRY 

p.180

5

 商品の販売方法
商品の販売方法には，店

てん
舗
ぽ

販
はん

売
ばい

と無
む

店
てん

舗
ぽ

販
はん

売
ばい

がある。それぞれ
の特徴を踏まえ，適切な方法を選択する。

店舗販売は，消費者が直接店舗に行き，購入する。営業時間や
場所の制約はあるが，商品の内容や状態，価格などを自分自身で
直接確認することができる。

情報社会の進展とパソコンや携帯電話などの普及により，無店
舗販売の中でも電

でん
子
し

商
しょう

取
とり

引
ひき

，
❶

とくにインターネットショッピング
❷

が増加している。インターネットショッピングは，店舗での購入
と異なり，手もとに届くまでに多少時間がかかる場合もあるが，
買いたい商品や条件などがはっきり分かっている場合には，商品
探しや価格の比較が容易で，時間や場所にかかわらず注文できる。
しかし，出店が容易で個人も出店しているなど，さまざまな販売
者が存在している。ジャドママークで，相手が信頼できる販売者
かどうか確認し，慎重に利用する必要がある。

消費者をめぐる問題2

1

アポイントメントセールス キャッチセールス マルチ商法
（連鎖販売取引 

▲
p.179） デート商法 劇場型勧誘

「当選した」などを口実に，販
売目的を隠して，電話やメー
ルなどで喫茶店や営業所に誘
い出し，不意打ち的に商品を
売りつける。教養娯楽教材， 
パソコン，  
アクセサリー  
など。

アンケート調査などを装
よそお
い，

街頭で通行人に近づき，喫茶
店や営業所に連れて行って，
商品を売りつける。化粧品，
健康食品，エステティックな
ど。

商品を買って会員になり，友
人知人に売ったり，友人知人
を紹介すればお金がもらえ，
加入者を増やすことで，大き
な利益が得られると勧める。
浄水器，  
化粧品，  
健康食品  
など。

電話や街頭などで誘い，「付
き合ってほしい」といって，
恋人のように親しくなり，最
終的には高額な商品を売りつ
ける。着物，宝石など。

契約の相手先ではないA社
（勧誘業者）が，B社（販売業
者）の販売する商品や役務・
権利を，購入額を上回る金額
で買い取るなどという勧誘を
行って，B社と契約するよう
仕向ける。ファンド型投資商
品，公社債など。

2   消費者問題の相談窓口
●消費者ホットライン（全国統一番号） 　 
TEL：1

い　や　や

88

5   預金者保護法
　金融機関利用に対する預金者保護法は，預金者の
キャッシュカードが偽造されたり，盗難されたりし，
預金が引き出されても，その損害を金融機関が負担
し，預金者の負担がないよう預金者を保護している。
しかし，預金者に過失があると補償されない場合があ
る。例えば，カードに暗証番号を書いている（重過
失）と補償されない。個人でのしっかりとした情報管
理が求められる。

預金者の過失の程度による補償率の違い

偽造カード
無過失 重過失

100％補償 0％補償

盗難カード
無過失 軽過失 重過失

100％補償 75％補償 0％補償

不当請求 無料商法 ネガティブオプション 催眠（SF）商法
インターネット関連

ワンクリック詐欺 ネットショッピング詐欺

はがき，メール，電話な
どで，身に覚えのない情
報料などの請求を受け
る。自宅に取りに行く，
裁判を起こすなどと脅
し，高額な  
料金を振り  
込ませる。

無料体験，無料サービ
ス，無料招待などと無
料で誘って契約させる。
電話情報サービス，プ
ロバイダー，  
エステ  
ティック  
など。

商品を勝手に送りつけ，
代金を請求する。代金
引換郵便を悪用するこ
ともある。代金を支払
う義務はなく，14日間
保管後，自由に処分で
きる。雑誌，単行本，パ
ソコン関連商品。

会場に人を呼び込んで，
景品を無料で配るなど
して会場を興奮状態（一
種の催眠状態）にさせ，
冷静な判断を失わせて
高額商品を  
買わせる。
健康食品
など。

友人などを装って送ら
れてきたメールに返信
したり，URLをクリック
したりすると，突然アダ
ルト系サイトの画面に
接続し，不当な利用料
金を請求される。アダ
ルト情報サイト，デジタ
ルコンテンツなど。

通信販売やインターネッ
トオークションで，代金を
前払いしたにもかかわら
ず，商品の引き渡しがさ
れず，販売者が音信不通  
になる。

（全国銀行協会資料より作成）

❶電子商取引　電子的な通信手段を利用した商取引全般
のこと。
❷インターネットショッピング　事業者や個人が開いたイ
ンターネット上の店舗で商品を購入する，通信販売の1種。

4   契約当事者の年齢別に見た商品・役務等の 
 相談件数（上位5項目）

順位 20歳未満 件数 割合

1位 アダルト情報サイト 2,088 12.6%

2位 デジタルコンテンツその他 1,809 10.9%

3位 オンラインゲーム 1,558 9.4%

4位 健康食品 1,366 8.2%

5位 化粧品 757 4.6%

相談総数 16,570

順位 70歳以上 件数 割合

1位 商品一般 29,836 15.8%

2位 デジタルコンテンツその他 16,735 8.9%

3位 健康食品 8,122 4.3%

4位 インターネット接続回線 8,033 4.3%

5位 新聞 4,570 2.4%

相談総数 188,906

（国民生活センター「消費生活年報2018」）

3   若者がねらわれやすい悪質商法

❶生活情報　生活に関連した広範囲の情報。生活を営む
うえで必要なものもあれば，商品の情報提供など，広く知
らせる意味で発信されるものなどさまざまである。
❷情報リテラシー　情報通信の高度化に対応し，氾濫する
情報の中から必要な情報を理解・選択・発信できる能力。
❸国民生活センターによる商品テストや消費者庁のウェブ
ページ，自治体で配布する広報紙などがある（

▲

p.184）。
❹個人情報　氏名や生年月日など，所有する特定の個人を
識別できる情報。個人情報について，
適切な保護措置を講じていると認定
された事業者には，プライバシーマー
クの表示が許可される制度がある。

当選

無料

　自分の住んでいる地域の消費生活センター（

▲

p.184）はどこにあるだろうか。訪ねたり，インター
ネットで検索して，消費者への情報や，高校生の相
談事例などを調べてみよう。

TRY

1   販売方法の種類
店舗販売
●小売店専門店
●コンビニエンスストア
●デパート
●スーパーマーケット
●直売所

無店舗販売
●通信販売（インターネット
ショッピングも含む）
●訪問販売
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第8章　経済生活を営む　　4　現代の消費社会点検商法に注意　「近くで工事をしているついでに」「無料点検です」などと言って屋根や水質の検査をする点検商法は，実際には問題がないのに「屋
根が腐っている」などと消費者の不安をあおり，高額な契約を結ばせる。訪問販売の1種であり，工事をしてもクーリング・オフできる。

 消費者問題への対応
消費者と事業者の間では，商品をめぐって，安全性や品質，表

示や価格，販売方法などでさまざまなトラブルが生じることがあ
る。消

しょう
費
ひ

者
しゃ

問
もん

題
だい

とは，商品の供給に関してもたらされる消費者側
の不利益や被害など，消

しょう
費
ひ

者
しゃ

の権
けん

利
り

が侵害される諸問題である。 　
高齢化の進展に伴い，訪問販売や電話による執

しつ
拗
よう

な勧誘，振り込
め詐欺など高齢者をねらった悪

あく
質
しつ

商
しょう

法
ほう

が増加している。また，社
会経験が少ない若者も悪質商法のターゲットであり，周囲の人を
勧誘するマルチ商法（連鎖販売取引）や消費者間取引であるイン
ターネットオークションなどでトラブルになるケースもある。

悪質商法に対しては，はっきりと断る勇気が必要である。悪質
商法は不意打ちをねらう，断れない雰囲気にするなどして契約を
迫ることが多い。すぐに契約してしまわず，家族や知人に相談し，
契約前に冷静になって考えよう。もし，契約してしまっても諦

あきら
め

ずに，消費生活センターなどに相談しよう。 

 生活情報と情報リテラシー
情報通信技術の発展により，マスコミやインターネットを通じ

て，膨大な量の生活情報が素早く簡単に手に入るが，その生
せい

活
かつ

情
じょう

報
ほう

が
❶

全
すべ

て正確かつ公平で，有用だとは限らない。商品のイメージ
や消費者にとって有利な点ばかりを強調し，リスクや欠点が伝わ
りにくい情報もある。また，匿名性が高い情報は，信頼性の判断
が難しい。氾

はん
濫
らん

する生活情報の中から自分で取捨選択し活用でき
るよう，情

じょう
報
ほう

リテラシー
❷
を高め，情報を見極める目を持つことが，

消費者には求められる。信頼性の高い公的機関の情報
❸
を参考にし

つつ，生活情報を消費行動に生かしていこう。

 発信者としての消費者と情報管理
インターネットの普及は，消費者が情報を受信・発信すること

を容易にした。電子メールやSNSなどで，商品に対する意見を
事業者に発信したり，消費者間で情報を共有したりできるように
なり，消費者の声の影響力は大きくなっている。一方で，一個人
が発信した不確かな情報が世界中に広まる危険性も認識しなけれ
ばならない。とくに個

こ
人
じん

情
じょう

報
ほう

の
❹

取り扱いには注意が必要である。
近年急増する多様なカードやインターネットバンキング利用での
トラブルや犯罪に対しては，金融機関や企業側にも個人情報を適
切に管理することが求められているが，厳密な管理がされている
かを見極めることも消費者には必要である。

p.184

3  

p.179

4  

p.184 2  TRY 

p.180

5

 商品の販売方法
商品の販売方法には，店

てん
舗
ぽ

販
はん

売
ばい

と無
む

店
てん

舗
ぽ

販
はん

売
ばい

がある。それぞれ
の特徴を踏まえ，適切な方法を選択する。

店舗販売は，消費者が直接店舗に行き，購入する。営業時間や
場所の制約はあるが，商品の内容や状態，価格などを自分自身で
直接確認することができる。

情報社会の進展とパソコンや携帯電話などの普及により，無店
舗販売の中でも電

でん
子
し

商
しょう

取
とり

引
ひき

，
❶

とくにインターネットショッピング
❷

が増加している。インターネットショッピングは，店舗での購入
と異なり，手もとに届くまでに多少時間がかかる場合もあるが，
買いたい商品や条件などがはっきり分かっている場合には，商品
探しや価格の比較が容易で，時間や場所にかかわらず注文できる。
しかし，出店が容易で個人も出店しているなど，さまざまな販売
者が存在している。ジャドママークで，相手が信頼できる販売者
かどうか確認し，慎重に利用する必要がある。

消費者をめぐる問題2

1

アポイントメントセールス キャッチセールス マルチ商法
（連鎖販売取引 

▲

p.179） デート商法 劇場型勧誘

「当選した」などを口実に，販
売目的を隠して，電話やメー
ルなどで喫茶店や営業所に誘
い出し，不意打ち的に商品を
売りつける。教養娯楽教材， 
パソコン，  
アクセサリー  
など。

アンケート調査などを装
よそお
い，

街頭で通行人に近づき，喫茶
店や営業所に連れて行って，
商品を売りつける。化粧品，
健康食品，エステティックな
ど。

商品を買って会員になり，友
人知人に売ったり，友人知人
を紹介すればお金がもらえ，
加入者を増やすことで，大き
な利益が得られると勧める。
浄水器，  
化粧品，  
健康食品  
など。

電話や街頭などで誘い，「付
き合ってほしい」といって，
恋人のように親しくなり，最
終的には高額な商品を売りつ
ける。着物，宝石など。

契約の相手先ではないA社
（勧誘業者）が，B社（販売業
者）の販売する商品や役務・
権利を，購入額を上回る金額
で買い取るなどという勧誘を
行って，B社と契約するよう
仕向ける。ファンド型投資商
品，公社債など。

2   消費者問題の相談窓口
●消費者ホットライン（全国統一番号） 　 
TEL：1

い　や　や

88

5   預金者保護法
　金融機関利用に対する預金者保護法は，預金者の
キャッシュカードが偽造されたり，盗難されたりし，
預金が引き出されても，その損害を金融機関が負担
し，預金者の負担がないよう預金者を保護している。
しかし，預金者に過失があると補償されない場合があ
る。例えば，カードに暗証番号を書いている（重過
失）と補償されない。個人でのしっかりとした情報管
理が求められる。

預金者の過失の程度による補償率の違い

偽造カード
無過失 重過失

100％補償 0％補償

盗難カード
無過失 軽過失 重過失

100％補償 75％補償 0％補償

不当請求 無料商法 ネガティブオプション 催眠（SF）商法
インターネット関連

ワンクリック詐欺 ネットショッピング詐欺

はがき，メール，電話な
どで，身に覚えのない情
報料などの請求を受け
る。自宅に取りに行く，
裁判を起こすなどと脅
し，高額な  
料金を振り  
込ませる。

無料体験，無料サービ
ス，無料招待などと無
料で誘って契約させる。
電話情報サービス，プ
ロバイダー，  
エステ  
ティック  
など。

商品を勝手に送りつけ，
代金を請求する。代金
引換郵便を悪用するこ
ともある。代金を支払
う義務はなく，14日間
保管後，自由に処分で
きる。雑誌，単行本，パ
ソコン関連商品。

会場に人を呼び込んで，
景品を無料で配るなど
して会場を興奮状態（一
種の催眠状態）にさせ，
冷静な判断を失わせて
高額商品を  
買わせる。
健康食品
など。

友人などを装って送ら
れてきたメールに返信
したり，URLをクリック
したりすると，突然アダ
ルト系サイトの画面に
接続し，不当な利用料
金を請求される。アダ
ルト情報サイト，デジタ
ルコンテンツなど。

通信販売やインターネッ
トオークションで，代金を
前払いしたにもかかわら
ず，商品の引き渡しがさ
れず，販売者が音信不通  
になる。

（全国銀行協会資料より作成）

❶電子商取引　電子的な通信手段を利用した商取引全般
のこと。
❷インターネットショッピング　事業者や個人が開いたイ
ンターネット上の店舗で商品を購入する，通信販売の1種。

4   契約当事者の年齢別に見た商品・役務等の 
 相談件数（上位5項目）

順位 20歳未満 件数 割合

1位 アダルト情報サイト 2,088 12.6%

2位 デジタルコンテンツその他 1,809 10.9%

3位 オンラインゲーム 1,558 9.4%

4位 健康食品 1,366 8.2%

5位 化粧品 757 4.6%

相談総数 16,570

順位 70歳以上 件数 割合

1位 商品一般 29,836 15.8%

2位 デジタルコンテンツその他 16,735 8.9%

3位 健康食品 8,122 4.3%

4位 インターネット接続回線 8,033 4.3%

5位 新聞 4,570 2.4%

相談総数 188,906

（国民生活センター「消費生活年報2018」）

3   若者がねらわれやすい悪質商法

❶生活情報　生活に関連した広範囲の情報。生活を営む
うえで必要なものもあれば，商品の情報提供など，広く知
らせる意味で発信されるものなどさまざまである。
❷情報リテラシー　情報通信の高度化に対応し，氾濫する
情報の中から必要な情報を理解・選択・発信できる能力。
❸国民生活センターによる商品テストや消費者庁のウェブ
ページ，自治体で配布する広報紙などがある（

▲

p.184）。
❹個人情報　氏名や生年月日など，所有する特定の個人を
識別できる情報。個人情報について，
適切な保護措置を講じていると認定
された事業者には，プライバシーマー
クの表示が許可される制度がある。

当選

無料

　自分の住んでいる地域の消費生活センター（

▲

p.184）はどこにあるだろうか。訪ねたり，インター
ネットで検索して，消費者への情報や，高校生の相
談事例などを調べてみよう。

TRY

1   販売方法の種類
店舗販売
●小売店専門店
●コンビニエンスストア
●デパート
●スーパーマーケット
●直売所

無店舗販売
●通信販売（インターネット
ショッピングも含む）
●訪問販売
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根が腐っている」などと消費者の不安をあおり，高額な契約を結ばせる。訪問販売の1種であり，工事をしてもクーリング・オフできる。
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 商品の安全性と消費者行政
商品の安全性は，消費者の命や健康に関

かか
わる重大な問題である。

従来の製品事故では，被害者が加害者であるメーカーなどの故
意や過失を立証しなければならなかったので，商品に欠陥があっ
ても損害賠償を求めることが困難であったが，現在では製

せい
造
ぞう

物
ぶつ

責
せき

任
にん

法
ほう
に
❶
より，欠陥のある製造物で生じた被害について，製造者の

損害賠償責任が定められている。事業者は，消費者の安全を確保
しているかどうか厳しく問われており，消費者にはそれを監視す
る責任がある。
消費者問題に対応する行政機関の中心は消

しょう
費
ひ

者
しゃ

庁
ちょう
である。消費

者庁は，内閣府の外局に設置されており，消費者行政の司令塔と
して，情報を一元的に集約し，各省庁に対する勧告や措置要求が
できる。消費をめぐる事故が起きた場合，消費生活センター

❷
や国

民生活センター
❸
，地方公共団体などの諸機関が消費者庁を中心に

相互に連携し，事故情報の集約，原因究明，一刻も早い情報提供
や対策が行われる。消費者には，被害の予防や拡大・再発防止に
向け，被害の届け出や情報提供などの責務を担っていくことが求
められている。

1  TRY

❶製造物責任法（PL法：Product Liability法）　1995年
に施行。製造物の欠陥（通常あるべき安全性を欠いている
こと）によって生命，身体または財産に損害を受けた場合，
被害者が製造者に損害賠償を求めることができる。
❷消費生活センター　消費生活に関する相談窓口や情報提
供などを行う機関。都道府県・市区町村により設置される。
❸国民生活センター　消費生活に関する情報の収集・提
供，苦情相談，商品テストや調査研究など，消費者に対す
る啓

けい

蒙
もう

・教育などの中核機関。各地の消費生活センターと
連携して消費者行政を行う。

（消費者庁「ハンドブック消費者2014」より作成）

1   消費者の権利と責任の変遷

消費者の4つの権利
1  安全への権利
2  情報を与えられる権利
3   選択をする権利
4   意見を聴かれる権利
（1975年フォード大統領追加）

5   消費者教育を受ける権利

消費者の8つの権利と5つの責任

8つの権利
1   生活のニーズが保証される権利 
（The right to satisfaction of basic needs）

2 安全への権利（The right to safety）

3  情報を与えられる権利（The right to be informed）

4  選択をする権利（The right to choose）

5  意見を聴かれる権利（The right to be heard）

6   補償を受ける権利（The right to redress）

7  消費者教育を受ける権利（The right to consumer education）

8  健全な環境の中で働き生活する権利（The right to a healthy environment）

5つの責任
1  批判的意識を持つ責任（Critical awareness）

2  主張し行動する責任（Involvement or action）

3  社会的弱者への配慮責任（Social responsibility）

4  環境への配慮責任（Ecological responsibility）

5  連帯する責任（Solidarity）

消費者基本法
消費者の権利

●  消費生活における基本的な需要が満た
され，

●健全な生活環境が確保される中で，
1  安全の確保
2  選択の機会の確保
3  必要な情報の提供
4  教育の機会の確保
5  消費者の意見の反映
6  消費者被害の救済

　事業者の責務，行政の責務とともに消
費者の権利が明記されている。行政，事
業者には，消費者の利益の保護と増進の
ために行動する責務があるとされている。

消費者は保護される立場から，権利を生かし責任も担
にな

う立場への転換が期待されている。消費者の権利と責任
について考えていこう。

学習のポイント

　1962年，アメリカのケネディ大統領が消費
者の4つの権利を提唱し，消費者保護政策の
基盤となった。1982年には国際消費者機構
（CI）が消費者の8つの権利と5つの責任を提
唱した。また，2004年には，消費者の保護を
中心としていた消費者保護基本法が消費者基
本法に改正され，消費者の権利の尊重と消費
者の自立支援が基本理念となった。これに基
づき消費者基本計画が進められている。

 地球環境から持続可能な社会を考える
私
わたし
たちの使う物質やエネルギーは，地球で生み出されて消費さ

れ，また地球に戻る。掃除をしてごみを出すと，自分の身の回り
はかたづくが，ごみは家庭から社会に移動しただけで，地球上か
ら消えたわけではない。水が形を変えながら地球上で循環し続け
ているように，地球という1つのシステムにあるほかの資源も一
定である。したがって，限りある資源を循環させて使い続ける循

じゅん
 

環
かん

型
がた

社
しゃ

会
かい
をつくることが求められる。そして，地球温暖化の原因

となる温
おん

室
しつ

効
こう

果
か

ガスを排出しない低
てい

炭
たん

素
そ

社
しゃ

会
かい
，資源を確保し生物

多様性を維持する自
し

然
ぜん

共
きょう

生
せい

社
しゃ

会
かい
の3つの社会が実現して初めて，

次の世代に負の遺産を残さない，よりよい地球環境に向けた持
じ

続
ぞく

可
か

能
のう

な社
しゃ

会
かい
を形成することができる。

よりよい地球環境に向けて1

2  3  4

3

3

3

身近な生活が環境に与える影響を考え，持続可能な社
会を目指したライフスタイルを身につけよう。

学習のポイント

持続可能な社会

温室効果ガス排出量の
大幅削減

低炭素社会
3Rを通じた
資源循環

循環型社会

自然の恵みの
享受と継承

自然共生社会

天然資源投入

最終処分
（埋立）

　Reduce
（リデュース）
廃棄物等の発生抑制

　Reuse
（リユース）
再使用

気候変動とエネルギー・資源

気候変動と
生態系

生態系と
環境負荷

天然資源の消費の抑制

循環型社会
と
3Ｒ

生　産
（製造，流通等）

処　理
（再生，焼却等） 消費・使用

廃　棄

1

2　Recycle
（サーマルリサイクル）

熱回収

4

適正処分5

　Recycle
（マテリアルリサイクル）

再生利用

3

3   環境を考えた持続可能な社会 4   循環型社会

（ 3 	 4：環境省「環境白書」2014年より作成）

2   循環型社会形成推進のための法体系
環境基本法
（1994年施行）

自然循環，社会の物質循環

廃棄物の適正処理

廃棄物処理法
（2010年一部改正）

資源有効利用促進法
（2001年全面改正施行）

循環型社会形成推進基本法（2001年施行）
社会の物質循環の確保，天然資源の消費の抑制，
環境負荷の低減

グリーン購入法（2001年完全施行）

個別物品による規制
●　容器包装リサイクル法（2006年一部改正）
●　家電リサイクル法（2009年一部改正）
●　食品リサイクル法（2007年一部改正）
●　建設リサイクル法（2002年完全施行）
●　自動車リサイクル法（2005年完全施行）
●　小型家電リサイクル法（2013年完全施行）

リサイクルの推進

（経済産業省「資源循環ハンドブック2017」より作成）

5 消費者の権利と責任
商品や販売方法などについて，販売店へ要望や苦情を伝えたいと思ったり，
実際に伝えたりした経験はあるだろうか。

　物やサービスを購入するときに，消費者の5つの
責任を考えながら行動できているだろうか，話し
合ってみよう。

TRY

6 これからの消費生活と環境
現在だけではなく，将来にわたっても誰

だれ

もが安心して暮らせる持続可能な社会をつくるために，
どんなことに取り組んでいけばよいだろうか。
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第8章　経済生活を営む　　5　消費者の権利と責任ADR（裁判外紛争解決手続き）　消費者被害は比較的少額なことが多く，訴訟を起こすとコストも時間もかかってしまうため，泣き寝入りすることが
多かった。そこでADR機関が仲介に入り，安価，迅速，柔軟に紛争解決を行うようにするのがADRである。

（%）

0

5

10

15

20

1987 ’92 ’97 2002 ’05

’05’00’85 ’95’90

’15

’15

’10

’10

（年）

16.9

5.6

3.6 3.2
5.4

5.3
6.9

5.5
5.5

4.2

14.6
13.0 11.0

10.0

4.1

17.3
15.2

10.0

7.7

6.5
8.8

15.0
9.6

17.1
19.6

17.9

14.2
16.1

（男性）

（女性）

女性 1年以内に
結婚したい

一生結婚する
つもりはない男性

男性

女性

2010年

0
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1980年
1990年
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（歳）

（%）

2016年

（国立社会保障・人口問題研究所「出生動向基本調査（独身者調査）」）
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29.9

47.4

15.8

4.4

0.5
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生活全般
について

夫婦関係
について

子どもとの関係
について

男 女男 女 男 女

満足

まあ満足

どちらでも
ない

どちらかと
いえば不満

不満
無回答

（内閣府「平成18（2006）年国民生活選好度調査」）

調査対象：全国に居住する15歳以上80歳未満の男女（生活全
般は3,383人，夫婦関係は結婚している2,365人，子どもとの
関係は子どもがいる2,459人）

調査対象：25〜29歳の男女
1   生活の満足度 2   独身男女の結婚願望の推移

4   料理を学び合う高齢者

振り返ろう

振り返ろう

（国立社会保障・人口問題研究所「人口問題研究」）

3   女性の年齢別出産率＊
＊�各年における出産を100%とした場合の，
出産年齢の分布を示したもの。

振り返ろう

第1章	 4 	人生をつくる	 	

▲

p.19―21
	 6 	これからの家庭生活と社会	
	 	 	

▲

p.28―31
第2章	 子どもと共に育つ	 	

▲

p.34―59
第3章	 高齢社会を生きる	 	

▲

p.60―71
第8章	 2 	 1 	収入と支出を知る		

▲

p.172―173

第1章	 1 	生涯発達の視点	

▲

p.14―15
	 2 	 2 	自立について考える	
	 	

▲

p.17
第3章	 高齢社会を生きる	

▲

p.60―71
第5章	 食生活をつくる	

▲

p.80―125
第6章	 衣生活をつくる	

▲

p.126―151
第7章	 住生活をつくる	

▲

p.152―169
第8章	 4 	 2 	消費者をめぐる問題	
	 	

▲

p.182―183
	 6 	これからの消費生活と環境	
	 	

▲

p.185―189

第3章	 3 	 1 	高齢社会を支える仕組み	
	 	 	

▲

p.66―68
第4章	 共に生き，共に支える	 	

▲

p.72―79
第8章	 経済生活を営む	 	

▲

p.170―191

 家庭生活をマネジメントする
生活設計は，人生を共に歩む家族それぞれの人生や願いを考慮

しながら，必要に応じて見直し修正していくことが不可欠である。
結婚など，共同生活を営み支え合うパートナーとは，生活設計

の多くを共有することになる。異なる家庭に育った者どうしが関
係を持続させていくためには，家計管理，仕事や家事の分担，心
理面も含めて話し合い，計画しなければならない。
子どもを生み育てるためには，子どもの養育や教育も考慮して

生活設計をする。幼い子どもの養育にはとくに多くの時間が必要
であり，仕事と家庭の両立は大きな課題となる。特別な支援を必
要とする子どももいる。親としては精神的に自立し，親になる心
構えや経済的準備が整っていることが重要である。安易な性交渉
は避けなければならない。一方，医学が発達した今も，子どもは
「授かりもの」の側面がある。出産年齢のピークは上昇傾向にあ
るが，一般に，加齢に伴い妊娠しにくくなったり体力が落ちたり
する。高齢の親を支える際は，居住形態や暮らし方などを考慮し
た計画が必要になる。地域の一員としての役割を果たし，地域の
人々とのつながりを築いていくことも重要である。

自立し共に生きるために2

1

2 p.20

p.174 p.28, 30

p.21

3

p.31

 健康をマネジメントする
健康を保つことは暮らしの基本である。今の自分の健康は，家
族の手に支えられているかもしれない。しかし，自分自身や大切
にしたい誰

だれ
かのために，これまで家庭科で学んできた知識と生活

技術が必要になるだろう。栄養のバランスのとれた食事を整え，
体調に応じた調理ができること，気候の変化に対応した衣生活を
実践し，自分らしいファッションを楽しみ適切に管理できること，
衛生的で居心地のよい住まいを整えることは，誰にとっても，健
康な生活を送るために必要なことである。
とりわけ現代は，寿命の延びに伴い，高齢期が長くなっている。
また，一人暮らしをする人が増加している。ライフステージに合
わせて自立した生活を送るためには，健康面でも，経済面でも，
若いうちから見通しを持って生活技術を習得するとともに，悪質
商法などに気をつけて，消費者として自立したり，周囲に助けを
求められるネットワークを築いたりしておくことが重要である。
更に，環境に配慮した生活を送り，持続可能な社会を形成して
いくことで，自分だけでなく社会全体の健康にもおおいに役立つ
ことができる。
日
ひ
頃
ごろ
から生活技術を磨くとともに，運動と休養を適切に行い病

気や怪
け
我
が
に備えるなどして，生涯を通じて健康で自立した生活を

送っていこう。

 家計をマネジメントする
仕事を失う，病気になるなど，急にお金が必要になったとき，
蓄えがなければ，高い利息を払って金銭を借り入れなければなら
ず，家計が破

は
綻
たん
する危険性がある。もしものときを想定して，日

頃から貯蓄をする，働き手を増やす，社会保険料を支払うなど，
家計が長期的に安定するように備えることが必要である。
家計を管理し，備えとして貯蓄ができれば，その貯蓄を自己啓
発や趣味，子どもの教育に投資する資本にすることができる。職
業技能を上げるための研修など，自分への投資も重要である。更
に住宅の取得や個人年金などの資産形成も可能になる。
家計を把握し，計画的に活用できること，助け合いの制度を理
解しておくこと，そして公的な支援や制度を調べていざというと
きに利用できることも，重要な生活技術である。

4

p.19, 61

p.20 p.14

p.182

p.181

　定年退職後の男性が自主運営する料理教室。料理の上手
な参加者が指導し，献立決めや食材の発注なども自分たち
で分担している。現在の高齢者男性は調理経験があまりな
い人が多く，日々の楽しみや将来の備えとして料理教室に
通う男性が増えている。（名

な

古
ご

屋
や

市南
みなみ

区）

■働く人の声

仕事の都合とか，職場に迷惑を掛けたく
ないとか，考えていたら，結局35歳まで子
どもをつくろうとは思えなかった。それで，
タイムリミットだと思って病院の婦人科に
行きました。でも，子どもはできなかった。
若い人には，あれこれ考えすぎず，子ども
ができたときを大切にしてね，って言いた
いと思います。�
� （40歳代，女性　夫婦世帯）
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第9章　生活を設計する　　生涯を見通す生殖能力は加齢で低下する　健康な男女が妊娠を希望し，避妊をせず性交渉を行うと，一定期間内に大多数が妊娠するが，男性も女性も，加齢に伴
い生殖能力が低下する。フランスでは不妊治療の保険適用は43歳までで，妊娠・出産に適した年齢で治療を受けるよう促している。

 助け合い支え合う社会
人生には，病気や事故，介護や看護，失職や災害など，予想外

のことがある。乳幼児や高齢者，障がい者など，特別なケアが必
要になるときもある。そうしたリスクに対して，保険や貯蓄など
の自助，隣人や地域による支え合いの共助をふだんから確立して
おくことが重要である。また，困ったときのセーフティネットと
して，国や地方公共団体による社会保障などの公助がある。しか
し，公助を利用するには，税金を納めて相応の負担をし，制度を
よく理解しておかなければならない。
公助は国民の税金や社会保険料で支えられていることから，公

助を手厚くするには，国民経済の活性化も重要になる。

 社会の担い手として
社会は時代とともに変わっていく。一方で，社会の仕組みは過

去の経験からつくられ，時代の変化に対応しきれないことも多い。
考えや意見が反映されるようにするには，社会の仕組みづくりに
参画して，自分たちが主体となって社会を動かしていかなければ
ならない。地域の社会や行政，企業に働きかけ，ネットワークを
つくり，誰もが住みやすい社会にすることは，これからの時代を
担う私たちの責務でもある。

Column

（万円）
就業継続
育児休業を取得して就業継続
離職後子が6歳で再就職
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離職後子が6歳で
パート・アルバイトに

1  女性が就業を継続・中断した場合の賃金比較

（内閣府「国民生活白書」2005年）

（単位：万円）

振り返ろう振り返ろう

第2章　 2 	 3 	親として育つ	

▲

p.48―49
	 4 	 2 	地域社会の関

かか
わり	

▲

p.55
第3章　 3 	 1 	高齢社会を支える仕組み
	 	

▲

p.66―68
第4章　共に生き，共に支える	

▲

p.72―79
第8章　経済生活を営む	

▲

p.170―191

 ワーク・ライフ・バランスを実現できる社会
現在は共働きが過半数を超えているが，制度や周囲の理解が整
わず，両立に苦しむことが多い。例えば，女性は，仕事を続けた
くても環境が整わず，退職せざるを得ない人もいる。しかし，
いったん離職すると，再就職しても生涯賃金に大きな影響がある。
男性は長時間労働や職場の理解が得られないなど，家事や子育て
に参画したくてもできないこともある。ワーク・ライフ・バラン
スを実現できる社会にしていくには，周囲に理解を求めたり，企
業や行政に働きかけたりすることが必要である。

 再挑戦が可能な社会
人生は長い。再び挑戦したり，新しいことに挑戦したりするこ
とができる。新たに学びたいことや深めたいことができれば，大
学への社会人入学や資格取得，高齢者大学など，生涯学び続ける
ことが可能である。職業人生においても，転職や定年退職後の再
就職など，新しい環境で仕事をすることも少なくない。職業技能
を補うために学校に行ったり，職業訓練を受けたりするという選
択肢もある。更に，それまで学んできた知恵を人に伝えて，受け
継いでいくこともできる。誰

だれ
もが，一度しかない人生を充実して

過ごすことができる機会を保障し，支援することが求められる。

 将来の担
に な

い手を育
はぐく

む社会
子どもは，家族にとってかけがえのない存在であると同時に，
将来社会の担い手として，他の世代の生活や，経済全体を支える
存在でもある。少子化の進む今日において，子どもと子育てを応
援していくことは，子どものいる家族だけでなく，社会全体の課
題である。政府は2010年に「子どもが主人公（チルドレン・
ファースト）」を唱え，2012年には子ども・子育て関連3法を改
正して子

こ
ども・子

こ
育
そだ

て支
し

援
えん

新
しん

制
せい

度
ど
を展開しているが，都市部の待

機児童や子どもの貧困，児童虐待などさまざまな課題が残されて
いる。
私
わたし
たちは近い将来，家族として，あるいは社会として，子ども

を育む立場にある。国や企業に制度を整えるよう働きかけるなど，
子どもと子育てを社会全体で応援していこう。

これからの社会を創造する3

p.29 5  6

1

p.19

p.55

生涯
賃金 就業継続

育児休業を
取得して
就業継続

離職後
子が6歳で
再就職

離職後
子が6歳で
パート・
アルバイトに

給与 2億5,377 2億3,503 1億6,703 4,827

退職金 2,269 2,234 1,006 86

合計 2億7,645 2億5,737 1億7,709 4,913

逸
いっ
失
しつ

損失 0 1,909 9,937 2億2,732

第1章	 4 	人生をつくる	

▲

p.19―21
	 6 	 1 	男女で担う家庭生活		
	 	

▲

p.28―30
第2章	 4 	これからの保育環境	

▲

p.54―57
第8章	 1 	職業生活を設計する	

▲

p.170―171

振り返ろう

第2章	 2 	 3 	親として育つ	

▲

p.48―49
	 4 	これからの保育環境	

▲

p.54―57
〈自分のライフイベント〉
進学，就職，結婚，出産，転職，
失業，病気，事故，親の介護  
 など

自分の年齢

〈家族（親，配偶者，子など）
のライフイベント〉
親の定年・介護，配偶者の転勤・
転職，子の就学・進学・結婚，病
気 など

家族の年齢

〈ライフスタイル〉
家族との過ごし方，住む場所，地域
との関わり方，夢中になれること，
趣味，学習，ボランティア など

〈家計のプラン〉
購入したいもの，貯金額，ロー
ン返済期間 など

〈キャリアの実現に向けて〉
やるべきこと
始めること
続けること

　これからの人生（キャリア）を予想して，ライフプランを立てよう。自分のキャリアをデザインしよう

5年後
▼

10年後
▼

15年後
▼

20年後
▼

25年後
▼

TRY

（注）�当該役職者数（男女計）を100としたときの割合
＊1���企業規模30人以上
＊2���岩手県，宮城県，福島県を除く結果
（厚生労働省「女性雇用管理基本調査」「雇用均等基本調査」）

2   管理職＊1に占める女性の割合
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Column
■選挙権も成年も満18歳から
2015年の公職選挙法改正により，選挙権

年齢が満20歳から満18歳に引き下げられ，
日本の未来を担う10代も，有権者として政
治に参画できるようになった。
さらに2018年の民法改正により，2022年

4月1日からは成年（成人）年齢も満20歳か
ら満18歳に引き下げられる。10代は，より
主体的に社会を創造していく存在となる。

（文部科学省「高等学校キャリア教育の手引き」2011年より作成）
　各章末の「私と仕事」を読んで，人生の先輩が
どのようなキャリアを歩んできたか参考にしよう。
（

▲

p.33,59,71,125,151,169,191,198,199）また，
p.12の「人生の主人公として生きる」を見て，自分
たちの生活と地域や職業のつながりを考えよう。

キャリアのヒント
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第9章　生活を設計する　　生涯を見通す若者限定！ワーキングホリデー　外国に入国するには原則としてビザ（査証）が必要で，観光用のビザでは就労できないが，若者（18～25歳または
30歳）が海外の文化や生活を理解できるよう，いくつかの国で発行されるワーキングホリデービザは，休暇目的でもアルバイトができる。

 商品の安全性と消費者行政
商品の安全性は，消費者の命や健康に関

かか
わる重大な問題である。

従来の製品事故では，被害者が加害者であるメーカーなどの故
意や過失を立証しなければならなかったので，商品に欠陥があっ
ても損害賠償を求めることが困難であったが，現在では製

せい
造
ぞう

物
ぶつ

責
せき

任
にん

法
ほう
に
❶
より，欠陥のある製造物で生じた被害について，製造者の

損害賠償責任が定められている。事業者は，消費者の安全を確保
しているかどうか厳しく問われており，消費者にはそれを監視す
る責任がある。
消費者問題に対応する行政機関の中心は消

しょう
費
ひ

者
しゃ

庁
ちょう
である。消費

者庁は，内閣府の外局に設置されており，消費者行政の司令塔と
して，情報を一元的に集約し，各省庁に対する勧告や措置要求が
できる。消費をめぐる事故が起きた場合，消費生活センター

❷
や国

民生活センター
❸
，地方公共団体などの諸機関が消費者庁を中心に

相互に連携し，事故情報の集約，原因究明，一刻も早い情報提供
や対策が行われる。消費者には，被害の予防や拡大・再発防止に
向け，被害の届け出や情報提供などの責務を担っていくことが求
められている。

1  TRY

❶製造物責任法（PL法：Product Liability法）　1995年
に施行。製造物の欠陥（通常あるべき安全性を欠いている
こと）によって生命，身体または財産に損害を受けた場合，
被害者が製造者に損害賠償を求めることができる。
❷消費生活センター　消費生活に関する相談窓口や情報提
供などを行う機関。都道府県・市区町村により設置される。
❸国民生活センター　消費生活に関する情報の収集・提
供，苦情相談，商品テストや調査研究など，消費者に対す
る啓発・教育などの中核機関。各地の消費生活センターと
連携して消費者行政を行う。

（消費者庁「ハンドブック消費者2014」より作成）

1   消費者の権利と責任の変遷

消費者の4つの権利
1  安全への権利
2  情報を与えられる権利
3   選択をする権利
4   意見を聴かれる権利
（1975年フォード大統領追加）

5   消費者教育を受ける権利

消費者の8つの権利と5つの責任

8つの権利
1   生活のニーズが保証される権利 
（The right to satisfaction of basic needs）

2 安全への権利（The right to safety）

3  情報を与えられる権利（The right to be informed）

4  選択をする権利（The right to choose）

5  意見を聴かれる権利（The right to be heard）

6   補償を受ける権利（The right to redress）

7  消費者教育を受ける権利（The right to consumer education）

8  健全な環境の中で働き生活する権利（The right to a healthy environment）

5つの責任
1  批判的意識を持つ責任（Critical awareness）

2  主張し行動する責任（Involvement or action）

3  社会的弱者への配慮責任（Social responsibility）

4  環境への配慮責任（Ecological responsibility）

5  連帯する責任（Solidarity）

消費者基本法
消費者の権利

●  消費生活における基本的な需要が満た
され，

●健全な生活環境が確保される中で，
1  安全の確保
2  選択の機会の確保
3  必要な情報の提供
4  教育の機会の確保
5  消費者の意見の反映
6  消費者被害の救済

　事業者の責務，行政の責務とともに消
費者の権利が明記されている。行政，事
業者には，消費者の利益の保護と増進の
ために行動する責務があるとされている。

消費者は保護される立場から，権利を生かし責任も担
にな

う立場への転換が期待されている。消費者の権利と責任
について考えていこう。

学習のポイント

　1962年，アメリカのケネディ大統領が消費
者の4つの権利を提唱し，消費者保護政策の
基盤となった。1982年には国際消費者機構
（CI）が消費者の8つの権利と5つの責任を提
唱した。また，2004年には，消費者の保護を
中心としていた消費者保護基本法が消費者基
本法に改正され，消費者の権利の尊重と消費
者の自立支援が基本理念となった。これに基
づき消費者基本計画が進められている。

 地球環境から持続可能な社会を考える
私
わたし
たちの使う物質やエネルギーは，地球で生み出されて消費さ

れ，また地球に戻る。掃除をしてごみを出すと，自分の身の回り
はかたづくが，ごみは家庭から社会に移動しただけで，地球上か
ら消えたわけではない。水が形を変えながら地球上で循環し続け
ているように，地球という1つのシステムにあるほかの資源も一
定である。したがって，限りある資源を循環させて使い続ける循

じゅん
 

環
かん

型
がた

社
しゃ

会
かい
をつくることが求められる。そして，地球温暖化の原因

となる温
おん

室
しつ

効
こう

果
か

ガスを排出しない低
てい

炭
たん

素
そ

社
しゃ

会
かい
，資源を確保し生物

多様性を維持する自
し

然
ぜん

共
きょう

生
せい

社
しゃ

会
かい
の3つの社会が実現して初めて，

次の世代に負の遺産を残さない，よりよい地球環境に向けた持
じ

続
ぞく

可
か

能
のう

な社
しゃ

会
かい
を形成することができる。

よりよい地球環境に向けて1

2  3  4

3

3

3

身近な生活が環境に与える影響を考え，持続可能な社
会を目指したライフスタイルを身につけよう。

学習のポイント

持続可能な社会

温室効果ガス排出量の
大幅削減

低炭素社会
3Rを通じた
資源循環

循環型社会

自然の恵みの
享受と継承

自然共生社会

天然資源投入

最終処分
（埋立）

　Reduce
（リデュース）
廃棄物等の発生抑制

　Reuse
（リユース）
再使用

気候変動とエネルギー・資源

気候変動と
生態系

生態系と
環境負荷

天然資源の消費の抑制

循環型社会
と
3Ｒ

生　産
（製造，流通等）

処　理
（再生，焼却等） 消費・使用

廃　棄

1

2　Recycle
（サーマルリサイクル）

熱回収

4

適正処分5

　Recycle
（マテリアルリサイクル）

再生利用

3

3   環境を考えた持続可能な社会 4   循環型社会

（ 3 	 4：環境省「環境白書」2014年より作成）

2   循環型社会形成推進のための法体系
環境基本法
（1994年施行）

自然循環，社会の物質循環

廃棄物の適正処理

廃棄物処理法
（2010年一部改正）

資源有効利用促進法
（2001年全面改正施行）

循環型社会形成推進基本法（2001年施行）
社会の物質循環の確保，天然資源の消費の抑制，
環境負荷の低減

グリーン購入法（2001年完全施行）

個別物品による規制
●　容器包装リサイクル法（2006年一部改正）
●　家電リサイクル法（2009年一部改正）
●　食品リサイクル法（2007年一部改正）
●　建設リサイクル法（2002年完全施行）
●　自動車リサイクル法（2005年完全施行）
●　小型家電リサイクル法（2013年完全施行）

リサイクルの推進

（経済産業省「資源循環ハンドブック2017」より作成）

5 消費者の権利と責任
商品や販売方法などについて，販売店へ要望や苦情を伝えたいと思ったり，
実際に伝えたりした経験はあるだろうか。

　物やサービスを購入するときに，消費者の5つの
責任を考えながら行動できているだろうか，話し
合ってみよう。

TRY

6 これからの消費生活と環境
現在だけではなく，将来にわたっても誰

だれ

もが安心して暮らせる持続可能な社会をつくるために，
どんなことに取り組んでいけばよいだろうか。
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第8章　経済生活を営む　　5　消費者の権利と責任ADR（裁判外紛争解決手続き）　消費者被害は比較的少額なことが多く，訴訟を起こすとコストも時間もかかってしまうため，泣き寝入りすることが
多かった。そこでADR機関が仲介に入り，安価，迅速，柔軟に紛争解決を行うようにするのがADRである。
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（国立社会保障・人口問題研究所「出生動向基本調査（独身者調査）」）
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生活全般
について

夫婦関係
について

子どもとの関係
について

男 女男 女 男 女

満足

まあ満足

どちらでも
ない

どちらかと
いえば不満

不満
無回答

（内閣府「平成18（2006）年国民生活選好度調査」）

調査対象：全国に居住する15歳以上80歳未満の男女（生活全
般は3,383人，夫婦関係は結婚している2,365人，子どもとの
関係は子どもがいる2,459人）

調査対象：25〜29歳の男女
1   生活の満足度 2   独身男女の結婚願望の推移

4   料理を学び合う高齢者
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 家庭生活をマネジメントする
生活設計は，人生を共に歩む家族それぞれの人生や願いを考慮
しながら，必要に応じて見直し修正していくことが不可欠である。
結婚など，共同生活を営み支え合うパートナーとは，生活設計
の多くを共有することになる。異なる家庭に育った者どうしが関
係を持続させていくためには，家計管理，仕事や家事の分担，心
理面も含めて話し合い，計画しなければならない。
子どもを生み育てるためには，子どもの養育や教育も考慮して
生活設計をする。幼い子どもの養育にはとくに多くの時間が必要
であり，仕事と家庭の両立は大きな課題となる。特別な支援を必
要とする子どももいる。親としては精神的に自立し，親になる心
構えや経済的準備が整っていることが重要である。安易な性交渉
は避けなければならない。一方，医学が発達した今も，子どもは
「授かりもの」の側面がある。出産年齢のピークは上昇傾向にあ
るが，一般に，加齢に伴い妊娠しにくくなったり体力が落ちたり
する。高齢の親を支える際は，居住形態や暮らし方などを考慮し
た計画が必要になる。地域の一員としての役割を果たし，地域の
人々とのつながりを築いていくことも重要である。

自立し共に生きるために2

1

2 p.20

p.174 p.28, 30

p.21

3

p.31

 健康をマネジメントする
健康を保つことは暮らしの基本である。今の自分の健康は，家

族の手に支えられているかもしれない。しかし，自分自身や大切
にしたい誰

だれ
かのために，これまで家庭科で学んできた知識と生活

技術が必要になるだろう。栄養のバランスのとれた食事を整え，
体調に応じた調理ができること，気候の変化に対応した衣生活を
実践し，自分らしいファッションを楽しみ適切に管理できること，
衛生的で居心地のよい住まいを整えることは，誰にとっても，健
康な生活を送るために必要なことである。
とりわけ現代は，寿命の延びに伴い，高齢期が長くなっている。

また，一人暮らしをする人が増加している。ライフステージに合
わせて自立した生活を送るためには，健康面でも，経済面でも，
若いうちから見通しを持って生活技術を習得するとともに，悪質
商法などに気をつけて，消費者として自立したり，周囲に助けを
求められるネットワークを築いたりしておくことが重要である。
更に，環境に配慮した生活を送り，持続可能な社会を形成して

いくことで，自分だけでなく社会全体の健康にもおおいに役立つ
ことができる。
日
ひ
頃
ごろ
から生活技術を磨くとともに，運動と休養を適切に行い病

気や怪
け
我
が
に備えるなどして，生涯を通じて健康で自立した生活を

送っていこう。

 家計をマネジメントする
仕事を失う，病気になるなど，急にお金が必要になったとき，

蓄えがなければ，高い利息を払って金銭を借り入れなければなら
ず，家計が破

は
綻
たん
する危険性がある。もしものときを想定して，日

頃から貯蓄をする，働き手を増やす，社会保険料を支払うなど，
家計が長期的に安定するように備えることが必要である。
家計を管理し，備えとして貯蓄ができれば，その貯蓄を自己啓

発や趣味，子どもの教育に投資する資本にすることができる。職
業技能を上げるための研修など，自分への投資も重要である。更
に住宅の取得や個人年金などの資産形成も可能になる。
家計を把握し，計画的に活用できること，助け合いの制度を理

解しておくこと，そして公的な支援や制度を調べていざというと
きに利用できることも，重要な生活技術である。

4

p.19, 61

p.20 p.14

p.182

p.181

　定年退職後の男性が自主運営する料理教室。料理の上手
な参加者が指導し，献立決めや食材の発注なども自分たち
で分担している。現在の高齢者男性は調理経験があまりな
い人が多く，日々の楽しみや将来の備えとして料理教室に
通う男性が増えている。（名

な

古
ご

屋
や

市南
みなみ

区）

（国立社会保障・人口問題研究所「人口統計資料集」2019年版）
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3   女性の年齢別出産率＊
＊�各年における出産を100%とした場合の，
出産年齢の分布を示したもの。

■働く人の声

仕事の都合とか，職場に迷惑を掛けたく
ないとか，考えていたら，結局35歳まで子
どもをつくろうとは思えなかった。それで，
タイムリミットだと思って病院の婦人科に
行きました。でも，子どもはできなかった。
若い人には，あれこれ考えすぎず，子ども
ができたときを大切にしてね，って言いた
いと思います。�
� （40歳代，女性　夫婦世帯）
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第9章　生活を設計する　　生涯を見通す生殖能力は加齢で低下する　健康な男女が妊娠を希望し，避妊をせず性交渉を行うと，一定期間内に大多数が妊娠するが，男性も女性も，加齢に伴
い生殖能力が低下する。フランスでは不妊治療の保険適用は43歳までで，妊娠・出産に適した年齢で治療を受けるよう促している。

 助け合い支え合う社会
人生には，病気や事故，介護や看護，失職や災害など，予想外

のことがある。乳幼児や高齢者，障がい者など，特別なケアが必
要になるときもある。そうしたリスクに対して，保険や貯蓄など
の自助，隣人や地域による支え合いの共助をふだんから確立して
おくことが重要である。また，困ったときのセーフティネットと
して，国や地方公共団体による社会保障などの公助がある。しか
し，公助を利用するには，税金を納めて相応の負担をし，制度を
よく理解しておかなければならない。
公助は国民の税金や社会保険料で支えられていることから，公

助を手厚くするには，国民経済の活性化も重要になる。

 社会の担い手として
社会は時代とともに変わっていく。一方で，社会の仕組みは過

去の経験からつくられ，時代の変化に対応しきれないことも多い。
考えや意見が反映されるようにするには，社会の仕組みづくりに
参画して，自分たちが主体となって社会を動かしていかなければ
ならない。地域の社会や行政，企業に働きかけ，ネットワークを
つくり，誰もが住みやすい社会にすることは，これからの時代を
担う私たちの責務でもある。

Column

（万円）
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離職後子が6歳で再就職
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1  女性が就業を継続・中断した場合の賃金比較

（内閣府「国民生活白書」2005年）

（単位：万円）
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 ワーク・ライフ・バランスを実現できる社会
現在は共働きが過半数を超えているが，制度や周囲の理解が整

わず，両立に苦しむことが多い。例えば，女性は，仕事を続けた
くても環境が整わず，退職せざるを得ない人もいる。しかし，
いったん離職すると，再就職しても生涯賃金に大きな影響がある。
男性は長時間労働や職場の理解が得られないなど，家事や子育て
に参画したくてもできないこともある。ワーク・ライフ・バラン
スを実現できる社会にしていくには，周囲に理解を求めたり，企
業や行政に働きかけたりすることが必要である。

 再挑戦が可能な社会
人生は長い。再び挑戦したり，新しいことに挑戦したりするこ

とができる。新たに学びたいことや深めたいことができれば，大
学への社会人入学や資格取得，高齢者大学など，生涯学び続ける
ことが可能である。職業人生においても，転職や定年退職後の再
就職など，新しい環境で仕事をすることも少なくない。職業技能
を補うために学校に行ったり，職業訓練を受けたりするという選
択肢もある。更に，それまで学んできた知恵を人に伝えて，受け
継いでいくこともできる。誰

だれ
もが，一度しかない人生を充実して

過ごすことができる機会を保障し，支援することが求められる。

 将来の担
に な

い手を育
はぐく

む社会
子どもは，家族にとってかけがえのない存在であると同時に，

将来社会の担い手として，他の世代の生活や，経済全体を支える
存在でもある。少子化の進む今日において，子どもと子育てを応
援していくことは，子どものいる家族だけでなく，社会全体の課
題である。政府は2010年に「子どもが主人公（チルドレン・
ファースト）」を唱え，2012年には子ども・子育て関連3法を改
正して子

こ
ども・子

こ
育
そだ

て支
し

援
えん

新
しん

制
せい

度
ど
を展開しているが，都市部の待

機児童や子どもの貧困，児童虐待などさまざまな課題が残されて
いる。
私
わたし
たちは近い将来，家族として，あるいは社会として，子ども

を育む立場にある。国や企業に制度を整えるよう働きかけるなど，
子どもと子育てを社会全体で応援していこう。

これからの社会を創造する3

p.29 5  6
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生涯
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育児休業を
取得して
就業継続

離職後
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再就職

離職後
子が6歳で
パート・
アルバイトに

給与 2億5,377 2億3,503 1億6,703 4,827

退職金 2,269 2,234 1,006 86

合計 2億7,645 2億5,737 1億7,709 4,913

逸
いっ
失
しつ

損失 0 1,909 9,937 2億2,732

第1章 4  人生をつくる 
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p.19―21
 6  1  男女で担う家庭生活  
  

▲

p.28―30
第2章 4  これからの保育環境 

▲

p.54―57
第8章 1  職業生活を設計する 

▲

p.170―171

振り返ろう

第2章 2  3  親として育つ 

▲

p.48―49
 4  これからの保育環境 

▲

p.54―57
〈自分のライフイベント〉
進学，就職，結婚，出産，転職，
失業，病気，事故，親の介護  
 など

自分の年齢

〈家族（親，配偶者，子など）
のライフイベント〉
親の定年・介護，配偶者の転勤・
転職，子の就学・進学・結婚，病
気 など

家族の年齢

〈ライフスタイル〉
家族との過ごし方，住む場所，地域
との関わり方，夢中になれること，
趣味，学習，ボランティア など

〈家計のプラン〉
購入したいもの，貯金額，ロー
ン返済期間 など

〈キャリアの実現に向けて〉
やるべきこと
始めること
続けること

　これからの人生（キャリア）を予想して，ライフプランを立てよう。自分のキャリアをデザインしよう

5年後
▼

10年後
▼

15年後
▼

20年後
▼

25年後
▼

TRY

（注）	当該役職者数（男女計）を100としたときの割合
＊1			企業規模30人以上
＊2			岩手県，宮城県，福島県を除く結果
（厚生労働省「女性雇用管理基本調査」「雇用均等基本調査」）
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係長相当職

2   管理職＊1に占める女性の割合

Column
■選挙権も成年も満18歳から
2015年の公職選挙法改正により，選挙権

年齢が満20歳から満18歳に引き下げられ，
日本の未来を担う10代も，有権者として政
治に参画できるようになった。
さらに2018年の民法改正により，2022年

4月1日からは成年（成人）年齢も満20歳か
ら満18歳に引き下げられる。10代は，より
主体的に社会を創造していく存在となる。

（文部科学省「高等学校キャリア教育の手引き」2011年より作成）
　各章末の「私と仕事」を読んで，人生の先輩が
どのようなキャリアを歩んできたか参考にしよう。
（

▲

p.33,59,71,125,151,169,191,198,199）また，
p.12の「人生の主人公として生きる」を見て，自分
たちの生活と地域や職業のつながりを考えよう。

キャリアのヒント
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第9章　生活を設計する　　生涯を見通す若者限定！ワーキングホリデー　外国に入国するには原則としてビザ（査証）が必要で，観光用のビザでは就労できないが，若者（18～25歳または
30歳）が海外の文化や生活を理解できるよう，いくつかの国で発行されるワーキングホリデービザは，休暇目的でもアルバイトができる。
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現代では，少子化や子どもの遊び場の減少，地域のつながりの
希薄化などにより，親になるまでの過程で子育ての知識や技術を
自然に身につけることが難しくなっている。また，核家族化が進
み，かつてのように子の祖父母や親族などに子育てを助けてもら
う機会が減少しており，子育ては主に親だけの役割となっている。
共働き世帯が過半数になった一方で，母

ぼ
性
せい

神
しん

話
わ
や
❶

3 歳
さい

児
じ

神
しん

話
わ
と
❷

いった科学的根拠のない社会通念も根強く残り，子育ての責任を
母親だけに押し付ける環境がなかなか改善されない。
その中で，子育てをつらく感じていらいらするといった育

いく
児
じ

不
ふ

安
あん
に陥ったり，子育ての悩みを誰

だれ
にも相談できず孤立したりす

る母親も多い。こうした現代の子育て環境の悪化は，ときに親子
関係のゆがみをもたらすこともある。
育児不安などの問題は，一部の特殊な親だけに起こる個人的な

ものではなく，現代の子育て環境が影響する社会的な問題でもあ
る。そのため，一人一人の子どもが健やかに育つ環境づくりは，
社会に生きる私

わたし
たち全員が取り組まなければならない課題である。

現代の子育て環境1

1

2 3

TRY

 集団保育
家庭で行う個別の家

か
庭
てい

保
ほ

育
いく
に対して，大勢の子どもを対象にす

る保育を集
しゅう

団
だん

保
ほ

育
いく
という。集団保育では，大勢の子どもや保育者

との交流を通して，家庭では体験できない活動や人間関係，社会
的生活習慣などを子どもに学ばせることができる。代表的な集団
保育の場として保

ほ
育
いく

所
しょ
と幼

よう
稚
ち

園
えん
がある。両施設には制度上の違い

はあるが，働く母親の増加や子育て支援政策の実施に伴い，保育
時間の延長や低年齢児の受け入れ，地域の子育て支援センターと
しての役割など，その性格は次第に近づきつつあり，近年は両方
を合わせた認

にん
定
てい

こども園
えん
も
❶
設立されている。

 子育て支援
核家族化，少子化に伴って，最近では地域全体で子育てを支援
する試みが進んでいる。保育所や幼稚園，児童館，子育て支援セ
ンターなどは，地域の子どものための遊び場や友達づくりの機会
など，子どもを育

はぐく
むための環境整備に取り組むとともに，親の育

児相談や子育て情報の提供，子育てサークルづくりなども支援し
ている。育児経験の少ない親にとっては，学びの場でもある。
一時的な保育ニーズに対応するために，子どもを預けたい親と
預かりたい人とが相互に登録するファミリー・サポート制

せい
度
ど
が
❷
普

及しつつある。また，インターネットや機関紙などさまざまな情
報手段を活用して，悩みの語り合い，相互援助，情報交換，勉強
会などを行う子育てネットワークが誕生し，広がりを見せている。

地域社会の関わり2

4

5

4

　子育て中の親が安心して子育てできる社会にす
るために，どのような支援ができるか考えよう。個
人として，地域として，どのような取り組みを続け
るとよいだろうか。

現代の保育環境の問題点に気づき，親として，また子
どもの発達を見守る社会の一員として，子どもの権利・
福祉と地域社会の関

かか

わりについて学習しよう。

学習のポイント

TRY

　近年，認可保育所への入所を待っている待機児
童が増加している。待機児童がなぜ増えているの
かについて，調べよう。

TRY

❶母性神話　女性は母性愛を本能として持っており（母性
本能），母親が育児をすることが子どもにとって善・絶対で
あるという考え方。
❷3歳児神話　3歳までは母親の手で育てないと，後々取
り返しのつかないダメージを子どもに与えるという考え方。

1位  自分が病気のとき

2位  子どもが病気のとき

3位  朝早く出かけたり
　　 帰りが遅くなるとき

4位  ストレス解消ができない

5位  保育料が高すぎる

6位  自分の趣味の時間がない

7位  きれいで安全な
　　 遊び場がない
8位  子どもがちゃんと
　　 食べてくれない
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調査対象：
3歳未満児の母親
（289人）
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「子育て支援の現在」）

2   子育てで手助けが欲しいことや困っていること（複数回答）

（労働政策研究・研修機構
「育児や介護と仕事の両立に関する調査」2003年）

1   母親が育児にストレスや不安を感じた経験

100806040200

たまにある ほとんどない

分からない
雇用者女性

無職女性

27.8

30.2 56.5 12.8
0.5

57.3 14.9

頻繁にある

（%）

4 これからの保育環境
子育てで困るのは，どのようなときだろうか。
自分が小さい頃

ころ

を思い出しながら，子どもを育てる立場で考えてみよう。

❶認定こども園　就学前の子どもに幼児教育と保育の両
方を提供し，地域における子育て支援事業を行う施設。幼
稚園，保育所のうち，一定の基準を満たす施設に対して都
道府県知事が認定を行う。認定こども園には，地域の実情
や保護者のニーズに応じて選択が可能となるよう，幼保連
携型，幼稚園型，保育所型，地方裁量型がある。
❷ファミリー・サポート制度　地域住民が相互に助け合う
方法の1つ。

4   保育所，幼稚園，認定こども園の比較
　 保育所 認定こども園 幼稚園

対象 保育を必要と
する乳幼児

保育を必要とす
る乳幼児・保護
者の希望による

保護者の希望
による

年齢 0歳～就学前
の乳幼児

0歳～就学前の
乳幼児

満3歳～就学ま
での幼児

保育者 保育士 保育士・保育教
諭・幼稚園教諭 幼稚園教諭

教育および
保育時間

原則8時間
（＋延長保育＊）

4時間・8時間
（＋延長保育など＊）

標準4時間
（＋預かり保育＊）

入園手続き 設置者と契約（私立保育所の場合は市町村）

保育料 施設の設置者（私立保育所の場合は市町村）が徴収

性格 児童福祉施設 児童福祉施設・
学校教育機関 学校教育機関

管轄 厚生労働省 内閣府・厚生労働
省・文部科学省 文部科学省

法律 児童福祉法 就学前保育等推
進法（略称） 学校教育法

＊園によって異なる。
（注）		上記以外に，保育所より少人数の単位で，０〜２歳を保

育する事業（地域型保育）がある。

3   子どもをもって負担に感じること（複数回答）
（%）
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調査対象：母と同居している8歳児の
父母，祖父母など（24,322人）
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（厚生労働省「第8回21世紀出生児縦断調査	
（2010年出生児）」2018年）
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●　仕事と家庭の両立支援のため
の雇用環境の整備

●　多様な保育サービスの拡充
●　地域の子育て支援の推進
　　　　　　　　　　　など

●　子育て中の労働者が仕事と家庭を
両立するための雇用環境の整備

●　多様な労働条件の整備による働き
方の見直し

●　次世代育成支援対策

●　仕事と家庭の両立支援と働き方の見直し
●　子育ての支え合い・連帯
●　生命の大切さ，家庭の役割等についての
理解

●　若者の自立と健全育成

●　仕事と生活の調和
●　妊娠・出産・子育ての希望の実現
●　子育て力のある地域社会
●　子どもの育ちと若者の成長への
支援

●　個々人が結婚や子どもについての希望を実現できる社会
●　「結婚，妊娠・出産，子育ての各段階に応じた切れ目のな
   い取り組み」と「地域・企業など社会全体の取り組み」
●　子どもへの資源配分を拡充

1.42

1.29

1.26

1.39
1.45

1.43

少子化対策の起点
合計特殊出生率

1.57

1.34

1.36

次世代育成支援対策推進法
（2003年～）

子ども・子育て応援プラン
（2005～2009年度）

子ども・子育てビジョン
（2010～2014年度）

少子化社会対策大綱
（2015～2019年度）

エンゼルプラン・新エンゼルプラン
（1995～2004年度）

5   合計特殊出生率の推移と子育てに関する施策 （厚生労働省「人口動態統計」）
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メモ 第2章　子どもと共に育つ　　4　これからの保育環境認可保育所と認可外保育所　認可保育所は国や地方公共団体の設置基準を満たして認可を受けた保育所，認可外保育所はそれ以外である。補助金が

多いため認可保育所は保育料が安価なことが多い。一方認可外保育所は駅前のビルに入居したり夜間保育に対応したりと，ニーズに特化しやすい。

現代では，少子化や子どもの遊び場の減少，地域のつながりの
希薄化などにより，親になるまでの過程で子育ての知識や技術を
自然に身につけることが難しくなっている。また，核家族化が進
み，かつてのように子の祖父母や親族などに子育てを助けてもら
う機会が減少しており，子育ては主に親だけの役割となっている。
共働き世帯が過半数になった一方で，母

ぼ
性
せい

神
しん

話
わ
や
❶

3 歳
さい

児
じ

神
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話
わ
と
❷

いった科学的根拠のない社会通念も根強く残り，子育ての責任を
母親だけに押し付ける環境がなかなか改善されない。
その中で，子育てをつらく感じていらいらするといった育

いく
児
じ

不
ふ

安
あん
に陥ったり，子育ての悩みを誰

だれ
にも相談できず孤立したりす

る母親も多い。こうした現代の子育て環境の悪化は，ときに親子
関係のゆがみをもたらすこともある。
育児不安などの問題は，一部の特殊な親だけに起こる個人的な
ものではなく，現代の子育て環境が影響する社会的な問題でもあ
る。そのため，一人一人の子どもが健やかに育つ環境づくりは，
社会に生きる私

わたし
たち全員が取り組まなければならない課題である。

現代の子育て環境1

1

2 3
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 集団保育
家庭で行う個別の家

か
庭
てい

保
ほ

育
いく
に対して，大勢の子どもを対象にす

る保育を集
しゅう

団
だん

保
ほ

育
いく
という。集団保育では，大勢の子どもや保育者

との交流を通して，家庭では体験できない活動や人間関係，社会
的生活習慣などを子どもに学ばせることができる。代表的な集団
保育の場として保

ほ
育
いく

所
しょ
と幼

よう
稚
ち

園
えん
がある。両施設には制度上の違い

はあるが，働く母親の増加や子育て支援政策の実施に伴い，保育
時間の延長や低年齢児の受け入れ，地域の子育て支援センターと
しての役割など，その性格は次第に近づきつつあり，近年は両方
を合わせた認

にん
定
てい

こども園
えん
も
❶
設立されている。

 子育て支援
核家族化，少子化に伴って，最近では地域全体で子育てを支援

する試みが進んでいる。保育所や幼稚園，児童館，子育て支援セ
ンターなどは，地域の子どものための遊び場や友達づくりの機会
など，子どもを育

はぐく
むための環境整備に取り組むとともに，親の育

児相談や子育て情報の提供，子育てサークルづくりなども支援し
ている。育児経験の少ない親にとっては，学びの場でもある。
一時的な保育ニーズに対応するために，子どもを預けたい親と

預かりたい人とが相互に登録するファミリー・サポート制
せい

度
ど
が
❷
普

及しつつある。また，インターネットや機関紙などさまざまな情
報手段を活用して，悩みの語り合い，相互援助，情報交換，勉強
会などを行う子育てネットワークが誕生し，広がりを見せている。

地域社会の関わり2

4

5

4

　子育て中の親が安心して子育てできる社会にす
るために，どのような支援ができるか考えよう。個
人として，地域として，どのような取り組みを続け
るとよいだろうか。

現代の保育環境の問題点に気づき，親として，また子
どもの発達を見守る社会の一員として，子どもの権利・
福祉と地域社会の関

かか

わりについて学習しよう。

学習のポイント

TRY

　近年，認可保育所への入所を待っている待機児
童が増加している。待機児童がなぜ増えているの
かについて，調べよう。

TRY

❶母性神話　女性は母性愛を本能として持っており（母性
本能），母親が育児をすることが子どもにとって善・絶対で
あるという考え方。
❷3歳児神話　3歳までは母親の手で育てないと，後々取
り返しのつかないダメージを子どもに与えるという考え方。

1位  自分が病気のとき

2位  子どもが病気のとき

3位  朝早く出かけたり
　　 帰りが遅くなるとき

4位  ストレス解消ができない

5位  保育料が高すぎる

6位  自分の趣味の時間がない

7位  きれいで安全な
　　 遊び場がない
8位  子どもがちゃんと
　　 食べてくれない

（%）0 20 40 60 80
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調査対象：
3歳未満児の母親
（289人）
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「子育て支援の現在」）

2   子育てで手助けが欲しいことや困っていること（複数回答）

（労働政策研究・研修機構
「育児や介護と仕事の両立に関する調査」2003年）

1   母親が育児にストレスや不安を感じた経験

100806040200

たまにある ほとんどない

分からない
雇用者女性

無職女性

27.8

30.2 56.5 12.8
0.5

57.3 14.9

頻繁にある

（%）

4 これからの保育環境
子育てで困るのは，どのようなときだろうか。
自分が小さい頃

ころ

を思い出しながら，子どもを育てる立場で考えてみよう。

❶認定こども園　就学前の子どもに幼児教育と保育の両
方を提供し，地域における子育て支援事業を行う施設。幼
稚園，保育所のうち，一定の基準を満たす施設に対して都
道府県知事が認定を行う。認定こども園には，地域の実情
や保護者のニーズに応じて選択が可能となるよう，幼保連
携型，幼稚園型，保育所型，地方裁量型がある。
❷ファミリー・サポート制度　地域住民が相互に助け合う
方法の1つ。

4   保育所，幼稚園，認定こども園の比較
　 保育所 認定こども園 幼稚園

対象 保育を必要と
する乳幼児

保育を必要とす
る乳幼児・保護
者の希望による

保護者の希望
による

年齢 0歳～就学前
の乳幼児

0歳～就学前の
乳幼児

満3歳～就学ま
での幼児

保育者 保育士 保育士・保育教
諭・幼稚園教諭 幼稚園教諭

教育および
保育時間

原則8時間
（＋延長保育＊）

4時間・8時間
（＋延長保育など＊）

標準4時間
（＋預かり保育＊）

保育料 3～5歳児と住民税非課税世帯の0～2歳児は無償
（一部月額上限あり）

性格 児童福祉施設 児童福祉施設・
学校教育機関 学校教育機関

管轄 厚生労働省 内閣府・厚生労働
省・文部科学省 文部科学省

法律 児童福祉法 就学前保育等推
進法（略称） 学校教育法

＊園によって異なる。
（注）		上記以外に，保育所より少人数の単位で，０〜２歳を保

育する事業（地域型保育）がある。

3   子どもをもって負担に感じること（複数回答）
（%）
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調査対象：母と同居している8歳児の
父母，祖父母など（24,322人）
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子
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40.4 39.7

（厚生労働省「第8回21世紀出生児縦断調査	
（2010年出生児）」2018年）
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●　仕事と家庭の両立支援のため
の雇用環境の整備

●　多様な保育サービスの拡充
●　地域の子育て支援の推進
　　　　　　　　　　　など

●　子育て中の労働者が仕事と家庭を
両立するための雇用環境の整備

●　多様な労働条件の整備による働き
方の見直し

●　次世代育成支援対策

●　仕事と家庭の両立支援と働き方の見直し
●　子育ての支え合い・連帯
●　生命の大切さ，家庭の役割等についての
理解

●　若者の自立と健全育成

●　仕事と生活の調和
●　妊娠・出産・子育ての希望の実現
●　子育て力のある地域社会
●　子どもの育ちと若者の成長への
支援

●　個々人が結婚や子どもについての希望を実現できる社会
●　「結婚，妊娠・出産，子育ての各段階に応じた切れ目のな
   い取り組み」と「地域・企業など社会全体の取り組み」
●　子どもへの資源配分を拡充

1.42

1.29

1.26

1.39
1.45

1.43

少子化対策の起点
合計特殊出生率

1.57

1.34

1.36

次世代育成支援対策推進法
（2003年～）

子ども・子育て応援プラン
（2005～2009年度）

子ども・子育てビジョン
（2010～2014年度）

少子化社会対策大綱
（2015～2019年度）

エンゼルプラン・新エンゼルプラン
（1995～2004年度）

5   合計特殊出生率の推移と子育てに関する施策 （厚生労働省「人口動態統計」）
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メモ 第2章　子どもと共に育つ　　4　これからの保育環境認可保育所と認可外保育所　認可保育所は国や地方公共団体の設置基準を満たして認可を受けた保育所，認可外保育所はそれ以外である。補助金が

多いため認可保育所は保育料が安価なことが多い。一方認可外保育所は駅前のビルに入居したり夜間保育に対応したりと，ニーズに特化しやすい。
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